
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
施
行
す
る
た
め
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
二
条
の
二
）

第
二
章
　
電
気
通
信
事
業

第
一
節
　
電
気
通
信
事
業
の
登
録
等
（
第
三
条―

第
十
三
条
）

第
二
節
　
電
気
通
信
事
業
者
等
の
業
務
（
第
十
四
条―

第
二
十
七
条
）

第
三
節
　
電
気
通
信
設
備
（
第
二
十
七
条
の
二―

第
三
十
八
条
）

第
四
節
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
第
三
十
九
条―

第
四
十
条
の
二
）

第
五
節
　
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
支
援
機
関
（
第
四
十
条
の
三―

第
四
十
条
の
八
の
五
）

第
六
節
　
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
（
第
四
十
条
の
八
の
六―

第
四
十
条
の
八
の
十
五
）

第
三
章
　
土
地
の
使
用
等

第
一
節
　
事
業
の
認
定
（
第
四
十
条
の
九―

第
四
十
条
の
十
九
）

第
二
節
　
土
地
の
使
用
（
第
四
十
一
条―
第
五
十
四
条
）

第
四
章
　
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
第
五
十
四
条
の
二
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
五
十
五
条―

第
七
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
事
項
及
び
法
の
委
任
に
基
づ
く
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
音
声
伝
送
役
務
　
お
お
む
ね
四
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
帯
域
の
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
伝
送
交
換
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
以
外
の
も
の

二
　
デ
ー
タ
伝
送
役
務
　
専
ら
符
号
又
は
影
像
を
伝
送
交
換
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務

三
　
専
用
役
務
　
特
定
の
者
に
電
気
通
信
設
備
を
専
用
さ
せ
る
電
気
通
信
役
務

四
　
特
定
移
動
通
信
役
務
　
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務

五
　
全
部
認
定
事
業
者
　
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
全
部
に
つ
い
て
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
（
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
場
合
は
当
該
変
更
の
認
定
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
認
定

電
気
通
信
事
業
者

六
　
全
部
認
定
証
　
第
四
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
証

七
　
一
部
認
定
事
業
者
　
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
て
い
る
認
定
電
気
通
信
事
業
者

八
　
一
部
認
定
証
　
第
四
十
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
証

（
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
者
に
準
ず
る
者
）

第
二
条
の
二
　
法
第
二
条
第
七
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
電
気
通
信
事
業
者
又
は
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
（
以
下
「
第
三
号
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
か
ら
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通

信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
た
め
の
識
別
符
号
（
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
識
別
符
号
で
あ
つ
て
、
当
該
識
別
符
号
に
係
る
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
提
供
す
る
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
電
話

番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
又
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
情
報
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
付
与
さ
れ
た
者
（
電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
三
号
事
業
を
営
む
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を

締
結
す
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
二
章
　
電
気
通
信
事
業

第
一
節
　
電
気
通
信
事
業
の
登
録
等

（
登
録
を
要
し
な
い
電
気
通
信
事
業
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
の
区
域
が
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
中
継
系
伝
送
路
設
備
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
の
区
間
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
な
い
こ
と
。
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２
　
都
道
府
県
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
又
は
指
定
都
市
の
区
若
し
く
は
総
合
区
の
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
前
項
に
定
め
る
基
準
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
な
い
で
、
電
気
通
信
事
業
を
従
前
の
例
に
よ
り
引
き
続
き
営

む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
同
条
の
登
録
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
つ
い
て
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
が
あ
る
ま
で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。

（
電
気
通
信
事
業
の
登
録
申
請
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

二
　
外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
又
は
国
内
に
お
け
る
代
理
人
（
以
下
「
国
内
代
表
者
等
」
と
い
う
。
）
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

３
　
法
第
十
条
第
二
項
の
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

二
　
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
様
式
第
四
に
よ
る
書
類

三
　
申
請
者
の
行
う
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
の
概
要

四
　
申
請
者
が
既
存
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

五
　
申
請
者
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

六
　
申
請
者
が
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

七
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
履
歴
書

八
　
申
請
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
　
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し

九
　
申
請
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と

を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類

十
　
そ
の
他
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
申
請
に
関
し
特
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
登
録
の
更
新
）

第
四
条
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

二
　
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
様
式
第
四
に
よ
る
書
類

三
　
申
請
者
の
行
う
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
の
概
要

四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

ハ
　

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

五
　
申
請
者
が
法
人
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ハ
　
団
体
の
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

六
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
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イ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
履
歴
書

ハ
　
資
産
目
録

七
　
申
請
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
　
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し

八
　
申
請
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と

を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類

九
　
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
等
に
関
す
る
様
式
第
四
の
二
に
よ
る
書
類

十
　
前
号
の
事
由
が
、
申
請
者
が
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
（
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
合
併
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
し
た
と

き
又
は
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
か
ら
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
（
当
該
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し

た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
合
併
に
関
す
る
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し

ロ
　
合
併
又
は
分
割
の
条
件
に
関
す
る
説
明
書

十
一
　
第
九
号
の
事
由
が
、
申
請
者
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
が
申
請
者
に
電
気
通
信
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
し
た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
譲
渡
し
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

ロ
　
譲
渡
価
額
の
算
出
の
根
拠
そ
の
他
譲
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
細
目
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
第
九
号
の
事
由
が
生
じ
た
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
第
四
の
三
に
よ
る
事
業
収
支
見
積
書

十
三
　
所
要
資
金
（
第
九
号
の
事
由
に
関
し
申
請
者
が
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
払
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
金
銭
等
を
い
う
。
）
の
額
及
び
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
電
気
通
信
業
務
に
関
す
る
組
織
図
（
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部
門
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）

十
五
　
電
気
通
信
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
法
令
等
の
遵
守
に
関
す
る
方
針
及
び
手
続
を
含
む
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）

十
六
　
第
九
号
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
又
は
申
請
者
の
利
用
者
の
権
利
又
は
義
務
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
事
項
を
変
更
し

た
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
概
要

ロ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
条
件

ハ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
共
用
の
条
件

ニ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
条
件

ホ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
条
件
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
又
は
申
請
者
の
利
用
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
事
項

十
七
　
そ
の
他
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
関
し
特
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類

第
四
条
の
二
の
二
　
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若

し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
（
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
子
会
社

等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権

の
三
分
の
一
を
超
え
て
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等

二
　
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
三
分
の
一
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で

あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
会
社
等
の
役
員
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
代
表
取
締
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
る
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
他
当
該
会
社
等
が
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と

同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
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議
決
権
の
三
分
の
一
を
超
え
て
保
有
し
て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
特
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

第
四
条
の
三
　
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
伝
送
路
設
備
の
別
に
計
算
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
十
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
気
通
信
回
線
の
数
は
、
電
気
通
信
回
線
の
使
用
用
途
、
周
波
数
帯
域

の
幅
、
伝
送
速
度
、
芯
線
数
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
回
線
に
つ
き
一
と
す
る
。

２
　
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
四
　
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
移
動
端
末
設
備
（
以
下
「
特
定
移
動
端
末
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
通
信
を
行
う
移
動
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
と
す
る
。

一
　
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信

二
　
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に
規
定
す

る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
の
無
線
局
に
よ
る
無
線
通
信

２
　
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
三
と
し
、
前
年
度
末
及
び
前
々
年
度
末
に
お
け
る
割
合
の
合
計
を
二
で
除
し
て
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
の
同
一
の
電
気
通
信
事

業
者
が
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動

端
末
設
備
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
と
す
る
。

一
　
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数

二
　
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
（
前
号
の
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設

備
の
数

三
　
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
（
第
一
号
の
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ

る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
に
、
当
該
都
道
府
県
の
人
口
に
占
め
る
当
該
部
分
の
人
口
の
割
合
を
乗
じ
た
数

３
　
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
登
録
）

第
五
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
の
申
請
書
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添

え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
全
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
登
録
の
申
請
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
の
二
の
申
請
書
、

第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
全
部
認
定
証
の
写
し

二
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
一
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
登
録
の
申
請
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
の
三
の
申
請
書
、

第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
一
部
認
定
証
の
写
し

三
　
当
該
変
更
登
録
の
申
請
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
様
式
第
五
の
四
の
届
出
書
兼
申
請
書

四
　
当
該
変
更
登
録
の
申
請
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
を
廃
止
し
な
い
場
合
は
、
様
式
第
五
の
五
の
申
請
書
並
び
に
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二

号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

３
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
第
三
号
に
よ
る
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
又
は
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
全
部
認
定
事
業
者
が
第
二
項
第
四
号
に
よ
る
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
し
た
と
き
は
、
当
該
全
部
認
定
事
業
者
に
対
し
、
一
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
業
務
区
域
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の

イ
　
提
供
区
域
の
増
加
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
減
少

ロ
　
既
に
国
際
電
気
通
信
役
務
に
係
る
取
扱
対
地
の
国
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
に
つ
い
て
法
第
九
条
の
登
録
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
変
更
登
録
。
次
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い

う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
扱
対
地
の
国
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
の
変
更

ハ
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
特
定
移
動
通
信
役
務
を
提
供
し
、
又
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
若
し
く
は
指
定
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ
て
こ
れ
ら
の
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
特
段
の
業
務
区
域

を
定
め
る
場
合
に
お
け
る
業
務
区
域
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の

（１）
　
業
務
区
域
の
増
加
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の
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（イ）
　
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
の
増
加
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加
（
次
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

（ロ）
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
の
増
加

（２）
　
業
務
区
域
の
減
少

二
　
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の

イ
　
既
に
登
録
を
受
け
た
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
が
存
す
る
都
道
府
県
内
に
お
け
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加

ロ
　
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
間
の
増
加
（
業
務
区
域
の
増
加
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

ハ
　
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
及
び
区
間
の
減
少

ニ
　
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
の
設
置
の
区
域
の
増
加
及
び
減
少

三
　
特
定
地
域
に
お
い
て
臨
時
的
に
変
更
す
る
も
の

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書

類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
イ
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

二
　
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
国
内
代
表
者
等
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

（イ）
　
変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書

（ロ）
　
変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し

（２）
　
変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類

ロ
　
イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
　
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
の
届
出
書
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る

。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
全
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
の
二
の
届
出
書
及

び
全
部
認
定
証
の
写
し

二
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
一
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
の
三
の
届
出
書
、

第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
一
部
認
定
証
の
写
し

三
　
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
せ
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
様
式
第
七
の
四
の
届
出
書

四
　
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
せ
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
を
廃
止
し
な
い
場
合
は
、
様
式
第
七
の
五
の
届
出
書
並
び
に
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号

ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

３
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
第
三
号
に
よ
る
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
又
は
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
全
部
認
定
事
業
者
が
第
二
項
第
四
号
に
よ
る
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
全
部
認
定
事
業
者
に
対
し
、
一
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

（
電
気
通
信
事
業
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

二
　
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
様
式
第
四
に
よ
る
書
類

三
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
既
存
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類
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四
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

五
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

六
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

七
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し

八
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が

行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類

九
　
法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
確
認
で
き
る
書
類

２
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

二
　
外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

３
　
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
イ
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

二
　
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
国
内
代
表
者
等
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

（イ）
　
変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書

（ロ）
　
変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し

（２）
　
変
更
後
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類

ロ
　
イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

４
　
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
第
五
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
の
届
出
書
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
旨
を
確
認
で
き
る
書
類
（
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
確
認
で
き
る
書
類
（
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
全
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
様
式
第
九
の
二
の
申
請
書
兼
届
出
書
並
び
に
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
又
は
様
式
第
九
の
三
の
届
出
書
並
び
に
全
部
認
定
証
の
写
し

二
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
一
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
様
式
第
九
の
四
の
申
請
書
兼
届
出
書
並
び
に
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
又
は
様
式
第
九
の
五
の
届
出
書
、
同
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
一
部
認
定
証
の
写
し

三
　
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
様
式
第
九
の
六
の
届
出
書

四
　
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
を
廃
止
し
な
い
場
合
は
、
様
式
第
九
の
七
の
届
出
書
並
び

に
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

７
　
法
第
十
六
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
業
務
区
域
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
提
供
区
域
の
増
加
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
減
少

6



ロ
　
既
に
国
際
電
気
通
信
役
務
に
係
る
取
扱
対
地
の
国
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
（
同
条
第
四
項
の
届
出
を
し
た
場
合
は
、
当
該
届
出
。
次
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
届
出
」
と
い
う
。
）
を
し

た
場
合
に
お
け
る
取
扱
対
地
の
国
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
の
変
更

ハ
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
、
特
定
移
動
通
信
役
務
を
提
供
し
、
又
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
若
し
く
は
指
定
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
特
段
の
業
務
区

域
を
定
め
る
と
き
に
お
け
る
業
務
区
域
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
業
務
区
域
の
増
加
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（イ）
　
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
の
増
加
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加
（
次
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

（ロ）
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
の
増
加

（２）
　
業
務
区
域
の
減
少

二
　
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
既
に
届
出
を
し
た
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
が
存
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
内
に
お
け
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加

ロ
　
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
間
の
増
加
（
業
務
区
域
の
増
加
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

ハ
　
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
及
び
区
間
の
減
少

ニ
　
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
の
設
置
の
区
域
の
増
加
及
び
減
少

三
　
特
定
地
域
に
お
い
て
臨
時
的
に
変
更
す
る
も
の

８
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
の
届
出
書
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
全
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
　
様
式
第
七
の
二
の
届
出
書
及
び

全
部
認
定
証
の
写
し

二
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
一
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
　
様
式
第
七
の
三
の
届
出
書
、
第

四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
一
部
認
定
証
の
写
し

三
　
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
せ
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
廃
止
す
る
場
合
　
様
式
第
七
の
四
の
届
出
書

四
　
当
該
届
出
に
係
る
変
更
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
せ
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
を
廃
止
し
な
い
場
合
　
様
式
第
七
の
五
の
届
出
書
並
び
に
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ

及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

11
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
第
六
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
を
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
又
は
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
全
部
認
定
事
業
者
が
第
六
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
を
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
全
部
認
定
事
業
者
に
対
し
、
一
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

14
　
法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
の
八
の
届
出
書
に
、
法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
確
認
で
き
る
書
類
（
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を

添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

限
る
。
）
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
、
届
出
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ

り
、
当
該
届
出
番
号
を
変
更
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
届
出
事
業
者
に
お
い
て
国
内
代
表
者
等
が
欠
け
た
場
合
）

第
九
条
の
二
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
外
国
法
人
等
は
、
そ
の
定
め
た
国
内
代
表
者
等
が
欠
け
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
新
た
に
国
内
代
表
者
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
通
信
役
務
等
の
変
更
の
報
告
）

第
十
条
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
四
条
第
四
項
第
二
号
又
は
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
書
類
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
の
報
告
書
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
変
更
後
の
様
式
第
四
の
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
認
定
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
も
の
は
、
役
員
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
の
二
の
報
告
書
に
、
変
更
後
の
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
第
百
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
二
に
よ
る
書
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
電
気
通
信
事
業
の
承
継
に
関
す
る
手
続
）

第
十
一
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
譲
受
け
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
の
合
併
若
し
く
は
分
割
（
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
事
業
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
の
相
続
に
よ
り
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
を
承
継
し
た
と
き
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
死
亡
後

六
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
又
は
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
承
継
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
四
十
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
又

は
第
四
十
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
認
可
の
申
請

二
　
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
又
は
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
承
継
の
認
可
を
受
け
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
廃
止
す
る
場
合
は
、
第
四
十
条
の
十

九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
電
気
通
信
事
業
の
廃
止
の
届
出

三
　
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
又
は
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
承
継
の
認
可
を
受
け
ず
、
自
ら
の
認
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
な
い
場
合
は
、
第
四
十
条
の

十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出

２
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
第
二
号
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
又
は
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
全
部
認
定
事
業
者
が
第
一
項
第
三
号
に
よ
る
書
類
の
提
出
を
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
全
部
認
定
事
業
者
に
対
し
、
一
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

５
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
又
は
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

三
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
（
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

四
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
（
履
歴
書
に
あ
つ
て
は
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る

基
準
に
該
当
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

五
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
団
体
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
（
履
歴
書
に
あ
つ
て
は
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
い
場

合
に
限
る
。
）

六
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
履
歴
書
（
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

七
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
国
内
代
表
者
等
が
法
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
国
内
代
表
者
等
が
個
人
の
場
合
　
当
該
国
内
代
表
者
等
の
住
民
票
の
写
し

八
　
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
外
国
法
人
等
で
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
の
国
内
代
表
者
等
に
、
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
処
分
の
通
知
及
び
第
六
十
一
条
の
三
の
規
定

に
よ
り
総
務
大
臣
が
行
う
通
知
を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
書
類

九
　
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
二
に
よ
る
書
面
（
当
該
承
継
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
該
当
し

な
い
場
合
に
限
る
。
）

十
　
法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
確
認
で
き
る
書
類

６
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
又
は
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
よ
り
他
の

届
出
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
を
承
継
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
承
継
に
よ
つ
て
当
該
届
出
事
業
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る

と
き
は
、
当
該
届
出
事
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
第
九
条
の
登
録
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

７
　
前
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
継
の
届
出
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
並
び
に
法
人
の
解
散
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
二
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
二
の
二
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
又
は
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
二
の
三
の
届
出
書
に
、
様
式
第
三
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る

。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
（
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
全
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
様
式
第
十
二
の
四
の
届
出
書

二
　
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
一
部
認
定
事
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
様
式
第
十
二
の
四
の
届
出
書
及
び
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類

６
　
一
部
認
定
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
廃
止
の
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
に
係
る
電
気
通
信
事
業
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
認
定
電
気
通
信
事
業

者
は
、
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
二
の
五
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
削
除

第
二
節
　
電
気
通
信
事
業
者
等
の
業
務

（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
十
四
条
　
法
第
七
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
話
に
係
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
卸
電
気
通
信
役
務
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
　
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
、
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ

及
び
第
三
号
ニ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
別
表
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
三
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
（
手
動
に
よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
も
の
及
び
公
衆
電
話
機
を
用
い
て
提

供
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
緊
急
通
報
（
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に
係
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

二
　
第
一
種
公
衆
電
話
機
（
社
会
生
活
上
の
安
全
及
び
戸
外
で
の

低
限
の
通
信
手
段
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
道
上
、
公
道
に
面
し
た
場
所
そ
の
他
の
常
時
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
又
は
公
衆
が
容
易
に
出
入
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
施
設
内
の
往
来
す
る
公
衆
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
設
置
さ
れ
る
公
衆
電
話
機
で
あ
つ
て
、
市
街
地
（

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
集
中
地
区
を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方

に
一
台
、
そ
れ
以
外
の
地
域
（
世
帯
又
は
事
業
所
が
存
在
す
る
地
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
の
基
準
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝

送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
手
動
に
よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
市
内
通
信
（
第
一
種
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
す
る
通
信
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
公
衆
電
話
機
が
設
置
さ
れ
る
単
位
料
金
区
域
（
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
適
用
に
用
い
ら
れ
る
単
位
と

し
て
、
電
気
通
信
事
業
者
が
全
国
の
区
域
を
分
け
て
設
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
単
位
料
金
区
域
の
内
に
設
置
さ
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
又
は
無
線
呼
出
し
の
役

務
に
係
る
相
互
接
続
点
に
着
信
す
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
第
一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
緊
急
通
報
（
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
の
二
　
災
害
時
に
避
難
所
等
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
避
難
所
そ
の
他
の
同
項
に
規
定
す
る
避
難
所
又
は
災
害
時
に
帰
宅
す
る

こ
と
が
困
難
な
者
が
一
時
的
に
滞
在
す
る
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
公
衆
に
よ
る
電
話
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
き
電
気
通
信
事
業
者
が
避
難
所
等
の
収

容
人
員
お
お
む
ね
百
名
当
た
り
一
回
線
の
基
準
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
設
置
す
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務

省
令
第
四
号
）
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
も
の

イ
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
当
該
設
備
に
係
る
回
線
の
全
て
の
区
間
が
光
信
号
伝
送
用
で
あ
る
も
の
（
共
同
住
宅
等
（
一
戸
建
て
以
外
の
建
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内

に
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
が
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
と
併
せ
て
一
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
一
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
固
定
端
末
系

伝
送
路
設
備
の
大
部
分
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
で
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
一
の
種
類
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
含
み
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
、
そ
の

種
類
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
光
電
話
役
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

（１）
　
基
本
料
金
（
利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
支
払
を
要
す
る
一
月
当
た
り
の
料
金
（
付
加
的
な
機
能
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
イ
、
次
号
イ
、
第

二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
十
号
の
四
及
び
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
十
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（
当
該
光
電
話
役
務
の
契
約
に
お
い
て
、
当
該
光
電
話
役
務
以
外
の
役
務
の
契
約
（
以
下
「
他
の
役
務
契

約
」
と
い
う
。
）
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
他
の
役
務
契
約
に
よ
り
利
用
者
が
支
払
う
こ
と
と
な
る
基
本
料
金
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
）
が
次
の
い
ず
れ
か
で
提
供
さ
れ
る
も
の

（イ）
　
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
住
宅
用
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
（
施
設
設
置
負
担
金
（
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
承
諾
す
る
際
に
利

用
者
か
ら
交
付
を
受
け
る
金
銭
を
い
う
。
以
下
こ
の
イ
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
要
し
な
い
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
基
本
料
金
（
以
下
「
月
額
住
宅
用
基
本
料
金
」
と
い
う
。
）
の

高
額
を
超
え

な
い
額
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（ロ）
　
当
該
光
電
話
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
に
お
け
る
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
施
設
設
置
負
担
金
の
支
払
を
要
し
な
い
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
基
本
料
金

の
額
（
押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
と
そ
れ
以
外
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
に
係
る
額
と
し
、
住
宅
用
と
そ
れ
以
外
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
利
用
の
態
様
に
応
じ
た
区
分
に
係
る

額
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い
額
（
（
イ
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（２）
　
地
方
公
共
団
体
（
地
方
公
共
団
体
が
出
資
す
る
法
人
を
含
む
。
）
が
所
有
す
る
電
気
通
信
設
備
に
長
期
か
つ
安
定
的
な
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
光
電
話
役
務
で
あ
つ
て
、
（
１
）
に
規
定
す
る
基
本
料

金
の
額
が
、
月
額
住
宅
用
基
本
料
金
の

高
額
に
当
該
額
の
一
割
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
未
満
で
提
供
さ
れ
る
も
の

（３）
　
光
電
話
役
務
の
提
供
区
域
に
お
け
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
提
供
す
る
他
の
役
務
に
係
る
事
情
、
提
供
の
方
法
等
か
ら
み
て
（
１
）
又
は
（
２
）
に
規
定
す
る
光
電
話
役
務
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
別
に
告

示
で
定
め
る
も
の

ロ
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
イ
に
該
当
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
緊
急
通
報
（
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に

係
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
で
あ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
で
あ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
基
本
料

金
の
額
が
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
に
お
け
る
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
施
設
設
置
負
担
金
の
支
払
を
要
し
な
い
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
基
本

料
金
の
額
（
押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
と
そ
れ
以
外
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
押
し
ボ
タ
ン
ダ
イ
ヤ
ル
信
号
に
係
る
額
と
し
、
住
宅
用
と
そ
れ
以
外
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
利
用
の
態
様
に
応
じ
た
区
分
に
係
る

額
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い
額
で
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
に
係
る
緊
急
通
報
（
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
へ
の
緊
急
通
報
に
係
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
方
法
等
の
報
告
）

第
十
四
条
の
二
　
前
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
利
用
者
が
当
該
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
当
該
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者

が
提
供
す
る
他
の
役
務
に
係
る
契
約
が
必
要
と
な
る
場
合
は
、
様
式
第
十
二
の
六
に
よ
り
、
当
該
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
方
法
、
提
供
を
行
う
区
域
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条

の
二
の
二
第
二
項
並
び
に
様
式
第
十
二
の
六
及
び
様
式
第
十
五
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
市
町
村
の
一
部
を
単
位
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
一
部
の
区
域
）
等
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
の
日
の

三
十
日
前
ま
で
に
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
方
法
、
提
供
を
行
う
区
域
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
十
四
条
の
三
　
法
第
七
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
卸
電
気
通
信
役
務
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
下
り
名
目
速
度
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
か

ら
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
へ
の
通
信
を
行
う
場
合
に
お
け
る
理
論
上
の

大
デ
ー
タ
伝
送
速
度
を
い
う
。
）
が
毎
秒
三
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の
と
す
る
。

一
　
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の

二
　
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ
　
光
信
号
伝
送
用
の
伝
送
路
設
備
（
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
共
同
住
宅
等
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
接
続
さ
れ
る
一
端
に
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
が
用
い
ら

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の

ロ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
国
際
的
な
標
準
に
適
合
し
て
い
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の

三
　
専
用
型
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
専
用
型
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
用
設
備
（
光
信
号
伝
送
用
の
伝
送
路
設
備
及
び
無
線
設
備
（
そ
の
一
端
が
専
ら
利
用
者
の

屋
内
用
ル
ー
タ
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
り
当
該
無
線
設
備
と
接
続
さ

れ
る
屋
内
用
ル
ー
タ
の
数
が
制
御
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
電
気
通
信
役
務
（
主
と
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
電
気
通
信
役
務
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
ベ
ス
ト
エ
フ
ォ
ー
ト
型
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
と
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の

２
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
う
ち
、
直
近
の
四
半
期
末
に
お
け
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
な
い
者
（
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）
に
対
す
る

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
電
気
通
信
事
業
者
（
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
」
と
、
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
基
礎

的
電
気
通
信
役
務
に
」
と
す
る
。

３
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
う
ち
、
四
半
期
末
に
お
け
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
る
者
（
当
該
四
半
期
末
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
当
該
契
約
数
が

三
十
万
を
超
え
な
か
つ
た
者
に
限
り
、
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
当
該
四
半
期
末
後
に

初
に
法
第
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
契
約
約
款
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
」
と
、
「
そ
の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
た
四
半
期
（
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
当
該
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
な
か
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
、
総
務
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

４
　
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
（
直
近
の
四
半
期
末
に
お
け
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
が

初
に
法
第
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
契
約

約
款
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
」
と
、
「
そ
の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

５
　
前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
十
四
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
十
五
条
中
「
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
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役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
た
四
半
期
（
当
該
四
半
期
の
直
前
の
四
半
期
末
に
お
け
る
当
該
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
な
か
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
」
と
す
る
。

６
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
専
ら
卸
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
者
に
限
り
、
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
法

第
四
十
一
条
第
二
項
、
法
第
四
十
二
条
第
四
項
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
並
び
に
専
ら
」
と
あ
る
の
は
「
、

専
ら
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
専
ら
卸
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
者
の
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設

備
を
除
く
」
と
す
る
。

（
専
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
）

第
十
四
条
の
四
　
法
第
七
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
専
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
は
、
専
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
接
続
点
間
の
通
信
の
用

に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
す
る
。

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
単
位
業
務
区
域
ご
と
の
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
等
の
報
告
）

第
十
四
条
の
五
　
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
設
置
し
て
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
単
位
業
務
区
域
（
当
該
電
気

通
信
事
業
者
の
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
を
第
四
十
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
の
単
位
に
分
け
た
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
事
業
年
度
末
に
お
け
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
（
一
の
単
位
業
務
区
域
の
全
世
帯
数
に
占
め
る
当
該
単
位
業
務
区
域
に
自
ら
設
置
し
た
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
行
う

こ
と
が
可
能
な
世
帯
数
の
割
合
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
の
五
、
第
四
十
条
の
五
の
二
、
第
四
十
条
の
六
の
二
及
び
第
四
十
条
の
八
の
五
並
び
に
様
式
第
三
十
八
の
二
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
四
十
条
の
六
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
模
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

二
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
継
続
し
て
提
供
し
て
い
る
期
間
が
一
年
を
超
え
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

三
　
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
所
有
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
」
と
あ
る
の
は
「
を
総
務
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
示
す
電
磁
的
記
録
で
作
成
し
」
と
、
「
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
」
と
す
る
。

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
約
款
の
届
出
）

第
十
五
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
三
の
届
出
書
に
、
契
約
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
記
載
し
た
書
類

を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
約
款
の
届
出
を
要
し
な
い
提
供
条
件
）

第
十
六
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
役
務
の
名
称
及
び
内
容

二
　
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
（
手
数
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
料
金
を
除
く
。
）

三
　
電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
利
用
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

四
　
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

五
　
電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
に
関
し
制
限
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

六
　
重
要
通
信
の
取
扱
方
法

七
　
電
気
通
信
役
務
を
円
滑
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
事
項

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

九
　
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
）

第
十
七
条
　
法
第
十
九
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
通
信
に
係
る
料
金
の
減
免
と
す
る
。

一
　
船
舶
又
は
航
空
機
が
重
大
か
つ
急
迫
の
危
険
に
陥
り
、
又
は
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
通
報
す
る
通
信

二
　
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
予
防
す
る
た
め
に
発
信
す
る
通
信

三
　
天
災
、
事
変
そ
の
他
の
非
常
事
態
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
人
命
又
は
財
産
の
危
険
を
通
報
す
る
通
信

四
　
災
害
に
際
し
罹
災
者
よ
り
行
う
通
信
及
び
電
気
通
信
事
業
者
が
罹
災
地
に
特
設
す
る
電
気
通
信
設
備
か
ら
行
う
通
信

五
　
警
察
機
関
又
は
海
上
保
安
機
関
に
犯
罪
に
つ
い
て
通
報
す
る
通
信

六
　
消
防
機
関
に
出
火
を
報
知
し
、
又
は
人
命
の
救
護
を
求
め
る
通
信
及
び
海
上
保
安
機
関
に
人
命
の
救
護
を
求
め
る
通
信

（
指
定
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
、
専
用
役
務
並
び

に
主
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
ベ
ス
ト
エ
フ
ォ
ー
ト
型
で
あ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
そ
の
全
て
の
区
間
に
光
信
号
伝
送
用
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
も
の
（
共
同
住
宅
等
内

に
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
も
の
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
役
務
（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
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二
　
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役
務

三
　
端
末
設
備
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
役
務

四
　
利
用
者
の
範
囲
及
び
期
間
を
限
定
し
て
試
験
的
に
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
内
容
、
利
用
者
の
範
囲
等
か
ら
み
て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
特
に
少
な
い
電
気
通
信
役
務

（
保
障
契
約
約
款
の
届
出
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
前
（
特
定
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
設
定
又
は
変
更
を
含
む
契
約
約
款
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
実
施
の
日
の

十
四
日
前
（
特
定
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
変
更
を
含
む
契
約
約
款
の
変
更
の
届
出
の
場
合
で
あ
つ
て
、
料
金
の
変
更
後
の
料
金
指
数
が
基
準
料
金
指
数
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
日
前
）
ま
で
）

に
、
様
式
第
十
四
の
届
出
書
に
、
契
約
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
障
契
約
約
款
の
届
出
を
要
し
な
い
提
供
条
件
）

第
十
九
条
の
二
　
第
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
）

第
十
九
条
の
二
の
二
　
法
第
二
十
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
指
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
通
信
に
係
る
料
金
の
減
免
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
通
信
に
あ
つ
て
は
、
当

該
指
定
電
気
通
信
役
務
の
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
料
金
の
額
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
通
信

二
　
船
舶
内
の
傷
病
者
の
医
療
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
る
た
め
に
発
信
す
る
通
信
及
び
そ
の
返
信
の
た
め
の
通
信

三
　
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
に
よ
る
警
察
庁
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
の
機
関
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
消
防
の
機
関
又
は

政
治
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
公
共
的
な
事
項
を
報
道
し
、
若
し
く
は
論
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
あ
ま
ね
く
発
売
さ
れ
る
日
刊
新
聞
紙
（
そ
の
発
行
部
数
が
一
の
題
号
に
つ
い
て
八
千
部
以
上
で
あ
る
も
の
）
を
発
行
す
る
新
聞

社
、
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
同
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
ニ
ュ
ー

ス
若
し
く
は
情
報
（
広
告
を
除
く
。
）
を
供
給
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
通
信
社
（
以
下
「
新
聞
社
等
」
と
い
う
。
）
の
事
業
の
た
め
の
通
信
で
あ
つ
て
専
用
た
る
電
気
通
信
役
務
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
十
九
条
の
三
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
第
十
八
条
で
定
め
る
指
定
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
加
入
電
話
、
公
衆
電
話
（
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
及

び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
音
声
伝
送
役
務
（
国
際
電
話
及
び
国
際
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
種
別
）

第
十
九
条
の
四
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
の
種
別
は
、
音
声
伝
送
役
務
と
す
る
。

（
基
準
料
金
指
数
の
算
定
方
法
等
）

第
十
九
条
の
五
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
基
準
料
金
指
数
は
、
適
用
期
間
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

基
準
料
金
指
数＝

前
適
用
期
間
の
基
準
料
金
指
数×

（
１
＋
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率－

生
産
性
向
上
見
込
率
＋
外
生
的
要
因
）

２
　
基
準
料
金
指
数
の
適
用
期
間
は
、
十
月
一
日
か
ら
一
年
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率
は
、
基
準
料
金
指
数
の
適
用
期
間
の
始
ま
る
日
の
直
近
に
終
わ
る
国
の
会
計
年
度
（
次
条
に
お
い
て
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）
又
は
暦
年
に
お
け
る
消
費
者
物
価
指
数
（
総
務
省
に
お
い
て
作

成
す
る
消
費
者
物
価
指
数
の
う
ち
全
国
総
合
指
数
を
い
う
。
）
の
変
動
率
と
す
る
。

４
　
第
一
項
の
生
産
性
向
上
見
込
率
は
、
三
年
ご
と
に
現
在
の
生
産
性
に
基
づ
く
将
来
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
今
後
の
生
産
性
向
上
を
見
込
ん
だ
将
来
の
原
価
及
び
利
潤
か
ら
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
一
項
の
外
生
的
要
因
は
、
生
産
性
向
上
見
込
率
算
定
の
際
に
は
考
慮
さ
れ
な
い
要
因
の
う
ち
消
費
者
物
価
指
数
変
動
率
に
反
映
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
基
準
料
金
指
数
の
適
用
期
間
ご
と
に
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
に
適
用
さ
れ
る

初
の
基
準
料
金
指
数
の
算
定
の
際
に
は
、
第
一
項
の
前
適
用
期
間
の
基
準
料
金
指
数
は

百
と
す
る
。

（
料
金
指
数
の
算
出
方
法
）

第
十
九
条
の
六
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
料
金
指
数
は
、
特
定
電
気
通
信
役
務
の
種
別
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

料
金
指
数＝

（Σ

Ｐｔｉ
Ｓｉ
／Σ

Ｐｏｉ
Ｓｉ
）×

１
０
０

Ｐｔｉ
は
、
通
信
の
距
離
及
び
速
度
そ
の
他
の
料
金
区
分
ご
と
の
料
金
額

Ｐｏｉ
は
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
に
適
用
さ
れ
る

初
の
基
準
料
金
指
数
の
適
用
の
日
の
六
月
前
に
お
け
る
料
金
額
で

Ｐｔｉ
に
対
応
す

る
も
の

Ｓｉ
は
、

Ｐｔｉ
が
適
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
基
準
年
度
に
お
け
る
供
給
量

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
は
、
料
金
指
数
の
連
続
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
料
金
指
数
の
修
正
の
方
法
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
基
準
料
金
指
数
の
通
知
期
間
）

第
十
九
条
の
七
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
数
は
、
九
十
日
と
す
る
。

（
基
準
料
金
指
数
を
超
え
る
料
金
指
数
の
料
金
の
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
八
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
五
の
申
請
書
に
、
料
金
の
新
旧
対
照
及
び
次
の
事
項
を
記
載
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
期
日

二
　
料
金
の
変
更
後
の
料
金
指
数
及
び
そ
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明

三
　
基
準
料
金
指
数
以
下
の
料
金
指
数
の
料
金
に
よ
り
難
い
特
別
な
事
情
に
関
す
る
説
明

四
　
料
金
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明

五
　
料
金
の
実
施
の
日
以
降
三
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
申
請
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
収
支
見
積
り

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
）

第
二
十
条
　
第
十
九
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
特
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
通
信
量
等
の
記
録
方
法
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
二
条
の
方
法
は
、
通
信
の
距
離
及
び
速
度
そ
の
他
の
料
金
区
分
ご
と
に
、
料
金
の
課
金
単
位
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
通
信
量
、
回
線
数
そ
の
他
の
供
給
量
を
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
届
出
契
約
約
款
等
の
公
表
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
契
約
約
款
及
び
保
障
契
約
約
款
並
び
に
料
金
の
公
表
は
、
そ
の
実
施
の
日
か
ら
、
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
（
商
業
登
記
簿
に
登
記
し
た
本
店
又
は
支
店
に
限
る
。
第
二
十

二
条
の
二
の
十
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
二
十
二
条
の
二
　
法
第
二
十
四
条
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
は
、
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
と
す
る
。

（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
（
当
該
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
電
気
通
信
事
業
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
と
し
て

行
わ
れ
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
十
四
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
役
務
の
い
ず
れ
か
を
提
供
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
前
項
の
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
代
え
て
同
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
よ
り
行
お

う
と
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
十
五
の
二
に
よ
り
、
そ
の
提
供
を
行
う
区
域
（
市
町
村
又
は
市
町
村
の
一
部
を
単
位
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
又
は
当
該
市
町
村
の
一
部
の
区
域
）
等
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
の
日
よ

り
相
当
の
期
間
前
ま
で
に
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
行
う
区
域
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
提
供
条
件
の
説
明
）

第
二
十
二
条
の
二
の
三
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
（
以
下
「
提
供
条
件
概
要
説
明
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提

供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
「
対
象
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
役
務
に
係
る
事
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
基
本
説
明
事
項
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
既
契
約
」
と
い
う
。
）

の
一
部
の
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
（
既
契
約
の
更
新
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
更
新
契
約
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い

て
「
変
更
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
更
新
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
電
気
通
信
事
業
者
が
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
の
接
続
又
は
共
用
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
法
第
二
十
七
条
に
定
め
る
苦
情
及
び
問
合
せ
の
処
理
並
び
に
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
回
収
等
を
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
を
除
く
。
）

二
　
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
（
電
話
に
よ
る
連
絡
先
に
あ
つ
て
は
、
苦
情
及
び
問
合
せ
に
応
じ
る
時
間
帯
を
含
む
。
）
（
電
気
通
信
事
業
者
が
、
他
の

電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
の
接
続
又
は
共
用
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
七
条
に
定
め
る
苦
情
及
び
問
合
せ
の
処
理
並
び
に
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の

回
収
等
を
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
を
除
く
。
）

三
　
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
内
容
（
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
。
）

イ
　
名
称

ロ
　
別
表
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
る
種
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
種
類
」
と
い
う
。
）

ハ
　
品
質

ニ
　
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
所

ホ
　
緊
急
通
報
に
係
る
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

ヘ
　
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
が
提
供

す
る
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

ト
　
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
に
関
す
る
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
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四
　
利
用
者
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
九
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
料
金

に
つ
い
て
、
距
離
ご
と
、
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
、
対
地
ご
と
そ
の
他
の
区
分
に
よ
り
多
数
の
区
分
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
料
金
の
説
明
に
代
え
て
、
一
般
消
費
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
主

な
料
金
区
分
の
説
明
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
前
号
に
掲
げ
る
料
金
に
含
ま
れ
て
い
な
い
経
費
で
あ
つ
て
利
用
者
が
通
常
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

六
　
前
二
号
の
料
金
そ
の
他
の
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
期
間
を
限
定
し
て
減
免
す
る
と
き
は
、
当
該
減
免
の
実
施
期
間
そ
の
他
の
条
件

七
　
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
連
絡
先
及
び
方
法

八
　
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
条
件
等
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ
　
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
制
限
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

ロ
　
契
約
の
変
更
又
は
解
除
に
伴
う
違
約
金
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

ハ
　
契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
に
電
気
通
信
事
業
者
が
貸
与
し
た
端
末
設
備
の
返
還
又
は
引
取
り
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
貸
与
し
た
物
品
に
係
る
費
用
を
利
用
者
が
負
担
す

る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

九
　
対
象
契
約
が
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
書
面
に
よ
る
解
除
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
九
ま
で
に
お
い
て
「
書
面
解
除
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
書
面
解
除
に
関
す
る
事
項

十
　
対
象
契
約
が
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
契
約
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
に
関
す
る
事
項

２
　
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
提
供
条
件
概
要
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
既
契
約
の
提
供
条
件
（
基
本
説
明
事
項
（
種
類
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
提
供
条
件
」
と
い
う
。
）
の
変
更
を
内
容
と
す
る
変
更
契
約
若
し
く
は
更
新
契
約
の
締
結
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
提
供
条
件
の
変
更
を
内
容
と
す
る
変
更
契
約
若
し
く
は
更
新
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
値
上
げ
そ
の
他
当
該
利
用
者
に
と
つ
て
提
供
条
件
が
不
利
と
な
る
と
き
　
基
本
説
明
事
項
（
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
既
契
約
に
係
る
電
気
通
信
役
務
と
は
異
な
る
種
類
の
も
の
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
変
更
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
基
本

説
明
事
項

三
　
更
新
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
更
新
契
約
に
お
け
る
更
新
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
自
動
更
新
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
既
契
約
と
同

一
の
提
供
条
件
で
当
該
既
契
約
を
更
新
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
と
き
　
利
用
者
か
ら
の
更
新
し
な
い
旨
の
申
出
、
自
動
更
新
を
し
よ
う
と
す
る
旨
、
自
動
更
新
後
の
契
約
に
期
間
及
び
違
約
金
の
定
め
が
あ
る
旨
並
び
に
当
該
期

間
及
び
当
該
違
約
金
の
額
に
関
す
る
事
項

イ
　
当
該
利
用
者
か
ら
の
更
新
し
な
い
旨
の
申
出
が
な
い
限
り
行
わ
れ
る
更
新
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
更
新
後
の
契
約
に
そ
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
制
限
及
び
そ
れ
に
反
し
た
場
合
に
お
け
る
違
約
金
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

四
　
既
契
約
の
提
供
条
件
の
変
更
を
伴
う
更
新
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
更
新
契
約
に
係
る
更
新
が
自
動
更
新
と
な
る
と
き
　
前
号
に
定
め
る
事
項
及
び
基
本
説
明
事
項
（
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
に

限
る
。
）

３
　
提
供
条
件
概
要
説
明
は
、
説
明
事
項
等
（
基
本
説
明
事
項
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
い
い
、
電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
提
供
条
件
概
要
説
明
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第
十
一
条
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
登
録
番
号
又
は
第
九
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
番
号
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
分
か
り
や
す
く
記
載
し
た
書
面
（
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に
了
解
し
た
と
き
（
利
用
者

が
電
話
に
よ
り
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
説
明
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
き
（
そ
の
理
由
が
、
書
面
の
交
付
を
求
め
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
た
利
益
の

供
与
で
あ
る
と
き
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
誘
導
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
）
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
利
用
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二
　
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
説
明
事
項
等
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
利
用
者
が
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

三
　
利
用
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
説
明
事
項
等
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供

す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
説
明
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
説
明
書
面
を
当
該
利
用
者
に
交
付
す
る
も
の
又
は
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
説
明
事
項
等
を
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
、
消
去
し
、
若
し
く
は
改
変
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
期
間
に
わ
た
つ
て
当
該
利
用
者
が
こ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

四
　
説
明
事
項
等
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方
法

五
　
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
よ
る
広
告
に
説
明
事
項
等
を
表
示
す
る
方
法

六
　
電
話
に
よ
り
基
本
説
明
事
項
又
は
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
告
げ
る
方
法
（
説
明
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
説
明
書
面
を
利
用
者
に
交
付
す
る
場
合
等
に
限
る
。
）

４
　
前
三
項
の
提
供
条
件
概
要
説
明
は
、
利
用
者
の
知
識
及
び
経
験
並
び
に
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
、
当
該
利
用
者
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
提
供
条
件
概
要
説
明
は
、
利
用
者
に
対
し
、
説
明
事
項
等
の
通
知
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
対
象
契
約
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
利
用
者
と
そ
の
営
業
の
た
め
に
若
し
く
は
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
又
は
個
人
で
あ
る
利
用
者
と
専
ら
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
（
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
事
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
に
お
い
て
「
法
人
契
約
」
と
い
う
。
）
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二
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
は
自
ら
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
も
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
と
な
る
旨
の
契
約
約
款
の
規
定
に
基
づ
い
て
締
結
す
る

契
約

三
　
公
衆
電
話
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
度
、
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約

四
　
電
気
通
信
事
業
者
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
の
接
続
又
は
共
用
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提

供
条
件
（
説
明
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
に
説
明
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の

五
　
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
で
あ
つ
て
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
条
件
概
要
説
明
を
す
べ
き
も
の
以
外
の
も
の

（
書
面
の
交
付
）

第
二
十
二
条
の
二
の
四
　
対
象
契
約
が
成
立
し
た
と
き
に
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
契
約
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
対
象
契
約
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
契
約
の
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
事
項
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
本
説
明
事
項

二
　
対
象
契
約
の
成
立
の
年
月
日
、
利
用
者
の
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
当
該
対
象
契
約
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

三
　
基
本
説
明
事
項
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
支
払
の
時
期
及
び
方
法
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み

四
　
基
本
説
明
事
項
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
開
始
の
予
定
時
期
（
当
該
電
気
通
信
役
務
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
り
、
か
つ
、
対
象
契
約
が
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
開
始
す
る
日
又
は
開
始
を
予
定
す
る
日
）

五
　
対
象
契
約
を
締
結
し
た
電
気
通
信
事
業
者
が
、
有
償
で
継
続
し
て
提
供
さ
れ
る
役
務
（
以
下
「
有
償
継
続
役
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
も
の
を
提
供
す
る
場
合
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当

該
対
象
契
約
の
締
結
に
付
随
し
て
有
償
継
続
役
務
（
商
品
を
継
続
し
て
供
給
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
媒
介
等
を
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
有
償
継
続

役
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
事
項
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）

イ
　
名
称

ロ
　
料
金
そ
の
他
の
経
費

ハ
　
期
間
を
限
定
し
た
料
金
そ
の
他
の
経
費
の
減
免
が
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
免
の
実
施
期
間
そ
の
他
の
条
件

ニ
　
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
条
件
等
に
関
す
る
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

ホ
　
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
連
絡
先
及
び
方
法
が
前
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
連
絡
先
及
び
方
法

六
　
契
約
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
契
約
以
外
の
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
を
条
件
と
し
て
、
又
は
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
役
務
の
提
供
を
条
件
と
し
て
、
期
間
を
限
定
し
て
対
象
契
約
に
係
る
料
金
そ
の
他
の

経
費
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
減
免
が
さ
れ
る
場
合
　
減
免
の
実
施
期
間
中
及
び
当
該
減
免
の
実
施
期
間
が
経
過
し
た
後
の
対
象
契
約
に
係
る
料
金
そ
の
他

の
経
費
の
額
並
び
に
当
該
他
の
契
約
又
は
当
該
役
務
の
対
価
の
額
を
含
む
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
額
の
算
定
の
方
法
が
図
面
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
対
象
契
約
が
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

ロ
　
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
者
が
、
電
気
通
信
事
業
者
又
は
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て

書
面
解
除
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
告
げ
ら
れ
た
内
容
が
事
実
で
あ
る
と
の
誤
認
を
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
ロ
の
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
書
面
解
除
を
行
わ
な
か
つ
た

場
合
に
は
、
当
該
利
用
者
が
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
交
付
し
た
不
実
告
知
後
書
面
（
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
括
弧
書
に
規
定
す
る
書
面
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
二
の
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
八
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
書
面
解
除
を
行
う
旨
の
書
面
の
送
付
先
そ
の
他
の
書
面
解
除
の
標
準
的
な
手
順
に
関
す
る
事
項

ホ
　
法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
書
面
解
除
に
伴
い
当
該
書
面
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
の
方
法

ト
　
対
象
契
約
の
締
結
に
付
随
し
て
締
結
さ
れ
た
他
の
契
約
で
あ
つ
て
書
面
解
除
に
伴
い
解
除
さ
れ
な
い
も
の
（
当
該
対
象
契
約
を
締
結
し
た
電
気
通
信
事
業
者
が
締
結
又
は
そ
の
媒
介
等
を
し
た
も
の
に
限
る
。
第
二
十
二
条
の

二
の
八
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
特
定
解
除
契
約
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
解
除
に
関
す
る
事
項

三
　
対
象
契
約
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
　
当
該
確
認
措
置
を
講
じ
て
い
る
旨

ロ
　
当
該
確
認
措
置
の
適
用
に
関
す
る
条
件

ハ
　
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
ロ
又
は
ハ
の
解
除
に
伴
い
当
該
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
の
方
法

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
確
認
措
置
の
内
容

四
　
利
用
者
を
誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
対
象
契
約
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
電
気
通
信
事
業
者
が
経
済
上
の
利
益
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
利
益
の
提
供
が
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金

そ
の
他
の
経
費
の
減
免
に
相
当
す
る
と
き
又
は
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
当
該
対
象
契
約
の
変
更
若
し
く
は
解
除
の
条
件
等
で
あ
る
と
き
　
当
該
利
益
の
内
容
及
び
当
該
利
益
の
提
供
の
条
件
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
前
項
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
第
五
項
に
お
い
て
「
基
本
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）

の
変
更
が
さ
れ
た
と
き
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
変
更
の
内
容
（
当
該
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
が
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び
書
面
解
除
に
関
す
る
事
項
で
あ

つ
て
前
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
）
並
び
に
当
該
変
更
の
さ
れ
た
既
契
約
に
係
る
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
利
用
者
の
住
所
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
（
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
号
に
お
い
て
「
軽
微
変
更
」
と
い
う
。
）
の
み
が
さ
れ

た
場
合

二
　
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
利
用
者
に
不
利
で
な
い
変
更
の
み
が
さ
れ
た
場
合

三
　
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
役
務
に
係
る
変
更
の
み
が
さ
れ
た
場
合

四
　
前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
変
更
の
み
が
さ
れ
た
場
合

４
　
契
約
書
面
に
は
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
次
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
載
事
項
（
基
本
記
載
事
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
場
合
は
、
令
第
二
条
の
規

定
に
準
じ
て
利
用
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
記
載
事
項
を
記
載
し
た
契
約
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
つ
て
当
該
記
載
事
項
が
記
録
さ
れ
た
も
の
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ

れ
に
関
す
る
説
明
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
閲
覧
情
報
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
契
約
書
面
を
交
付
す
れ
ば
足
り
る
。

６
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
前
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
対
象
契
約
が
成
立
し
た
場
合

二
　
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
対
象
契
約
が
成
立
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
提
供
条
件
概
要
説
明
に
際
し
、
又
は
そ
の
提
供
条
件
概
要
説
明
の
後
当
該
対
象
契
約
の
成
立
の
時
ま
で
に
、
記
載
事
項
又
は
閲
覧
情
報
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
前
各
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
た
と
き
又
は
令
第
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
利
用
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
記
載
事
項
等
を
次
条
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
と
き
。

三
　
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
に
対
し
契
約
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
記
載
事
項
等
を
前
各
項
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
若
し
く
は
令
第
二
条
の
規
定
に
準
じ
て
利
用
者
の
承
諾
を
得
て
当
該
記
載
事
項
等
を
次
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
場
合
又
は
当
該
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
前
号
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
記
載
事
項
等
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
若
し
く
は
当
該
記
載
事
項
等
を
提
供
し
た
場
合

四
　
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
で
あ
つ
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
面
を
交
付
す
べ
き
も
の
以
外
の
も
の
を
締
結
し
た
場
合

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
二
条
の
二
の
五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
利
用
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
記
載
事
項
に
係
る
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
書
面
の
交
付
に
代

え
て
、
当
該
契
約
書
面
に
記
載
す
べ
き
閲
覧
情
報
を
記
録
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法

二
　
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
し
、
及
び
記
載
事
項
を
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
若
し
く
は
記
録
し
た
旨
を
当
該
利
用
者
に
通
知
し
、

又
は
当
該
利
用
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
利
用
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

三
　
利
用
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
し
、

及
び
記
載
事
項
を
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
若
し
く
は
記
録
し
た
旨
を
当
該
利
用
者
に
通
知
し
、
又
は
当
該
利
用
者
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
契
約
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、

記
載
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
利
用
者
に
交
付
す
る
も
の
又
は
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
、
当
該
利
用
者
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
が
解
除
さ
れ
、
若
し
く
は
満
了
し
た
日
ま
で
の
間

及
び
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
消
去
し
、
若
し
く
は
改
変
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
期
間
に
わ
た
つ
て
、
当
該
利
用
者
が
こ
れ
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
利
用
者
に
交
付
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
記
載
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、
当
該
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信

事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

３
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
載
事
項
等
を
提
供
す
る
場
合
は
、
利
用
者
に
記
載
事
項
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨
が
表
示
さ
れ
た
画
像
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
記
載
事
項
等
の
提
供
が
記
載
事
項
を
記
載
し
た
書

面
の
交
付
に
代
え
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
利
用
者
が
確
実
に
了
知
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
二
十
二
条
の
二
の
五
の
二
　
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

第
二
十
二
条
の
二
の
六
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
書
面
に
よ
る
解
除
の
例
外
）

第
二
十
二
条
の
二
の
七
　
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
第
二
十
二
条
の
二
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

二
　
第
二
十
二
条
の
二
の
四
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

三
　
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
不
利
で
な
い
変
更
の
み
が
さ
れ
た
場
合
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四
　
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
の
み
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
同
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号

に
掲
げ
る
事
項
に
第
二
十
二
条
の
二
の
四
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く
は
前
号
の
変
更
の
い
ず
れ
か
の
み
が
さ
れ
た
と
き
。

五
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
関
す
る
状
況
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
場
所
状
況
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た

め
の
法
令
等
の
遵
守
に
関
す
る
状
況
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
遵
守
状
況
」
と
い
う
。
）
を
確
認
で
き
る
措
置
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
確
認
措
置
」
と
い
う
。
）
を
電
気
通
信
事

業
者
が
講
じ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
利
用
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
申
請
に
よ
り
総
務
大
臣
が
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
し
た
も
の
の
提
供
に
関

す
る
契
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
確
認
措
置
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
場
合

イ
　
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
を
起
算
日
と
す
る
八
日
以
上
の
期
間
に
お
い
て
当
該
利
用
者
が
利
用
場
所
状
況
及
び
遵
守
状
況
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
利
用
場
所
状
況
に
つ
い
て
十
分
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
関
連
契
約
（
確
認
措
置
契
約
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
確
認
措
置
契
約
の
締
結
に
付
随
し
て
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締

結
又
は
そ
の
媒
介
等
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
そ
の
他
の
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
解
除
で

き
る
こ
と
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
を
満
た
す
基
準
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
も
の
に
当
該
遵
守
状
況
が
適
合
し
な
い
と
き
は
、
当
該
利
用
者
が
関
連
契
約
を
解
除
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
ロ
又
は
ハ
の
解
除
に
伴
い
当
該
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
が
次
に
定
め
る
額
に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

（１）
　
当
該
関
連
契
約
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
当
該
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

当
該
関
連
契
約
の
締
結
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
並
び
に
第
二
十
二
条
の
二
の
九
第
二
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

（２）
　
当
該
関
連
契
約
に
よ
り
販
売
さ
れ
、
又
は
貸
与
さ
れ
た
端
末
設
備
そ
の
他
の
物
品
が
返
還
さ
れ
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
の
販
売
価
格
に
相
当
す
る
額

ホ
　
提
供
条
件
概
要
説
明
に
よ
り
、
当
該
確
認
措
置
を
講
じ
て
い
る
旨
及
び
当
該
確
認
措
置
の
適
用
に
関
す
る
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
五
号
の
電
気
通
信
事
業
者
は
、
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
役
務
の
名
称
及
び
内
容

二
　
確
認
措
置
に
関
す
る
内
容

三
　
そ
の
他
そ
の
電
気
通
信
役
務
の
認
定
の
申
請
に
関
し
特
に
必
要
な
事
項

３
　
認
定
を
受
け
た
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
前
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
総
務
大
臣
は
、
認
定
を
受
け
た
電
気
通
信
役
務
に
係
る
確
認
措
置
が
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
認
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
そ
の
他
当
該
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
総
務
大
臣
は
、
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
電
気
通
信
役
務
の
名
称
及
び
内
容
を
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
第
二
項
第
二
号

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
申
請
書
の
様
式
そ
の
他
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
不
実
告
知
後
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
二
条
の
二
の
八
　
不
実
告
知
後
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
変
更
の
内
容
、
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲

げ
る
事
項
並
び
に
既
契
約
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
成
立
の
年
月
日
そ
の
他
の
当
該
契
約
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
名
称
及
び
種
類

二
　
利
用
者
に
適
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金

三
　
前
号
に
掲
げ
る
料
金
に
含
ま
れ
て
い
な
い
経
費
で
あ
つ
て
利
用
者
が
負
担
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

四
　
第
二
十
二
条
の
二
の
四
第
一
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

五
　
不
実
告
知
後
書
面
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
八
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨

六
　
法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
関
す
る
事
項

七
　
書
面
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
当
該
書
面
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
の
算
定
の
方
法

八
　
特
定
解
除
契
約
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
解
除
に
関
す
る
事
項

九
　
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
書
面
解
除
を
行
う
旨
の
書
面
の
送
付
先
そ
の
他
の
書
面
解
除
の
標
準
的
な
手
順
に
関
す
る
事
項

十
　
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
（
電
話
に
よ
る
連
絡
先
に
あ
つ
て
は
苦
情
及
び
問
合
せ
に
応
じ
る
時
間
帯
を
含
む
。
）

十
一
　
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
成
立
の
年
月
日
そ
の
他
の
当
該
契
約
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

十
二
　
不
実
告
知
後
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

２
　
不
実
告
知
後
書
面
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
赤
枠
の
中
に
赤
字
で
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
不
実
告
知
後
書
面
を
利
用
者
に
交
付
し
た
際
に
は
、
直
ち
に
当
該
利
用
者
が
当
該
不
実
告
知
後
書
面
を
見
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
利

用
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
書
面
解
除
に
伴
い
当
該
書
面
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
）

第
二
十
二
条
の
二
の
九
　
法
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
限
度
と
す
る
。

一
　
書
面
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ
た
有
償
継
続
役
務
で
あ
つ
て
書
面
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
の
対
価
に
相
当
す
る
額
（
次
号
か
ら
第

五
号
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
書
面
解
除
に
係
る
電
気
通
信
役
務
が
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
移
動
端
末
設
備
（
携
帯
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
又
は
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の

二
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利

用
者
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ
れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
五
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
が
当
該
電
気
通
信

役
務
の
提
供
に
用
い
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
当
該
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
に
対
し
通
常
請

求
さ
れ
る
費
用
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
常
請
求
さ
れ
る
費
用
の
額
）

イ
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
当
該
卸
電

気
通
信
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）
　
第
二
十
三
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
接
続
料
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）

第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
部
分
に
係
る
接
続
料

ロ
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
卸
電
気
通
信
役
務

の
提
供
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
含
む
。
）
　
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
卸
電
気
通
信
役
務

に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
料
金

三
　
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
通
常
請
求
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額
（
当
該
工
事
が
行

わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

四
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
書
面
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額

（
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
係
る
利
用
者
へ
の
周
知
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
　
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
電
気
通
信
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
廃
止
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日

前
の
日
（
同
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
あ
つ
て
は
、
休
廃
止
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
。
第
三
項
に
お
い
て
「
周
知
期
限
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に

よ
り
、
知
れ
た
る
利
用
者
に
対
し
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
面
に
よ
る
説
明

二
　
電
話
又
は
こ
れ
に
類
す
る
双
方
向
の
通
信

三
　
郵
便
、
信
書
便
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
書
面
の
交
付

四
　
電
子
メ
ー
ル
の
送
信

五
　
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
利

用
者
が
受
け
る
際
に
当
該
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
情
報
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の

２
　
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
の
内
容

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

五
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
連
絡
先

六
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
と
当
該
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
と
の
比
較
検
討
が
可
能
と
な
る

情
報
を
含
む
。
）

七
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
利
用
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
に
資
す
る
情
報

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
止
又
は
廃
止
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
周
知
期
限
日
後
に
締
結
し
た
利
用
者
（
当
該
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
同

項
第
五
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
利
用
者
が
当
該
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
情
報
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
。
）
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
周
知
が
適
切
に
行
わ
れ
た
利
用
者

に
限
る
。
）
に
対
す
る
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
度
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止

二
　
電
気
通
信
事
業
の
譲
渡
し
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
の
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
伴
う
電
気
通
信
業
務
の
廃
止
で
あ
つ
て
、
当
該
譲
渡
し
又
は
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
よ
り
当
該
電
気
通
信
業
務
を
承
継
し

た
者
が
引
き
続
き
当
該
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
も
の

三
　
そ
の
他
利
用
の
態
様
か
ら
見
て
通
信
を
行
う
目
的
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
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（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
関
す
る
届
出
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
一
　
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
並
び
に
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
も
の
及
び
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
周
知
を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
四
半
期
の
直
前
の
四
半

期
末
に
お
け
る
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
る
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
も
の
（
た
だ
し
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
提
供
し
て
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
に
係
る
電
気

通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止

二
　
指
定
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
周
知
を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
契
約
の
数
（
他

の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
契
約
の
数
を
含
む
。
）
が
百
万
以
上
で
あ
る
電
気
通
信
役
務
で

あ
つ
て
、
当
該
役
務
の
対
価
と
し
て
料
金
の
支
払
を
受
け
る
も
の
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止

２
　
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
を
開
始
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
ま
で
に
、
様
式
第
十
五
の
三
の
届
出
書
を
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
関
し
て
公
表
す
る
情
報
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
二
　
法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
に
際
し
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
等
と
の
連
携
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
連
携
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

二
　
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

三
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

（
自
己
の
名
称
等
を
告
げ
ず
に
勧
誘
す
る
行
為
の
禁
止
の
例
外
等
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
を
訪
問
し
た
相
手
方
に
対
し
て
、
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
先
立
つ
て
、
自
己
の
氏
名
又
は
名
称
を
告
げ
ず
、
当
該
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
で
あ
る
旨
を
告
げ
て
勧
誘
す
る
行
為

二
　
自
己
の
氏
名
又
は
名
称
を
告
げ
た
相
手
方
に
対
し
て
、
当
該
自
己
の
氏
名
又
は
名
称
を
告
げ
た
後
に
行
う
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
先
立
つ
て
、
当
該
自
己
の
氏
名
又
は
名
称
を
告
げ
ず
、
当
該
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
で

あ
る
旨
を
告
げ
て
勧
誘
す
る
行
為

２
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
法
人
契
約
の
締
結
の
勧
誘

二
　
軽
微
変
更
に
係
る
勧
誘

（
利
用
者
等
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
　
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
契
約
（
法
人
契
約
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
遅
滞
な
く
解
除
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
伴
い
当
該
契
約
の
解
除
を
し
た
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
と
し
て
次
に
定
め
る
額
に
こ
れ
に
対
す
る
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
る
金
額
を
請
求
す
る
こ

と
。

イ
　
当
該
契
約
の
解
除
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ
た
有
償
継
続
役
務
（
当
該
契
約
の
解
除
に
伴
い
そ
の
提
供
が
中
止
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
対
価
に
相
当
す

る
額
（
ハ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
既
に
払
い
込
ま
れ
た
額
を
除
い
た
額

ロ
　
契
約
の
締
結
か
ら
一
定
期
間
内
に
当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
行
つ
た
こ
と
（
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
第
二
号
に
お
い
て
「
期
間
内
変
更
等
」
と
い
う
。
）
を
理
由
と
し
て
求
め
る
違
約
金
そ
の
他
の
経
済
的
な
負
担
（
第

二
十
二
条
の
二
の
十
七
に
お
い
て
「
違
約
金
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
定
め
（
以
下
こ
の
号
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
に
お
い
て
「
違
約
金
等
の
定
め
」
と
い
う
。
）
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
請
求
す
る
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
一
月
当
た
り
の
料
金
に
相
当
す
る
額

ハ
　
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
必
要
な
工
事
そ
の
他
の
作
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
工
事
等
」
と
い
う
。
）
（
他
に
転
用
で
き
な
い
設
備
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
係
る
も
の

に
限
り
、
こ
れ
に
付
随
す
る
も
の
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
常
要
す
る
費
用
（
当
該
費
用
と
し
て
利
用
者
に
通
常
請
求
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供

が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
満
了
の
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
（
契
約
期
間
の
定
め
が
な
い
場
合
は
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
の
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
契
約
満
了
月
数
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
か
ら
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
の
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
契
約
月
数
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
月
数
を
契
約
満
了
月
数
で
除
し
て
得
た
率
又
は
二
十
四
月
か
ら
契

約
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
二
十
四
月
で
除
し
て
得
た
率
の
い
ず
れ
か
高
い
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
契
約
の
締
結
に
際
し
て
又
は
当
該
契
約
の
期
間
内
に
当
該
工
事
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
際
し
て
必
要
と
な
る
工
事
等
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
に
、
契
約
満
了
月
数
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月

数
を
契
約
満
了
月
数
で
除
し
て
得
た
率
又
は
二
十
四
月
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
二
十
四
月
で
除
し
て
得
た
率
の
い
ず
れ
か
高
い
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
工
事
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
に
際
し
て
利
用
者
又
は
当
該
契
約
の
解
除
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
ホ
に
お
い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
の
求
め
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
工
事
等

（
当
該
利
用
者
等
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
工
事
等
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
利
用
者
等
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
の

額
及
び
当
該
工
事
等
に
伴
う
除
却
に
よ
り
生
じ
る
損
失
の
額
に
相
当
す
る
額
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ヘ
　
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
必
要
な
電
気
通
信
設
備
（
他
に
転
用
で
き
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
除
却
に
よ
り
生
じ
る
損
失
の
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該

費
用
と
し
て
利
用
者
に
通
常
請
求
す
る
も
の
に
限
り
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
、
契
約
満
了
月
数
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
契
約
満
了
月
数
で
除
し
て
得
た
率
又
は
二
十
四
月
か
ら
契
約
月
数
を
控
除
し
た
月

数
を
二
十
四
月
で
除
し
て
得
た
率
の
い
ず
れ
か
高
い
率
を
乗
じ
て
得
た
額

ト
　
当
該
電
気
通
信
役
務
及
び
当
該
有
償
継
続
役
務
の
提
供
に
当
た
り
端
末
設
備
そ
の
他
の
物
品
を
利
用
者
に
貸
与
し
た
場
合
は
、
当
該
物
品
の
通
常
の
使
用
料
に
相
当
す
る
額
か
ら
既
に
払
い
込
ま
れ
た
額
を
除
い
た
額
（
た
だ

し
、
当
該
物
品
が
正
常
に
機
能
し
な
い
状
態
と
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
物
品
が
返
還
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
当
該
物
品
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
）

（
禁
止
行
為
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
四
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
行
う
と
き
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
指
定
の
前
日
に
現
に
締
結
し
て
い
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
契
約
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の

変
更
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
更
新
（
当
該
指
定
の
前
日
に
お
け
る
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
（
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
も
の
を
含
む
。
）
に
お
い
て
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で

同
一
の
条
件
で
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
際
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

一
　
当
該
指
定
の
前
日
に
お
け
る
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
（
次
号
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
も
の
を
含
む
。
）
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
利
用
者
か
ら
の
申
出

に
よ
り
行
う
変
更

二
　
当
該
指
定
の
前
日
に
お
け
る
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
の
う
ち
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
改
め
る
た
め
に
行
う
変
更
（
当
該
変
更
後
も
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旧
契
約
の
更
新
の
機
会
を
失
わ
せ
る
も
の
そ
の
他
当
該
旧
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
を
不
当
に
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

３
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
そ
の
指
定
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
指
定
」
と
、
「
の
締
結
」
と
あ
る
の
は
「
の
締
結
の
媒
介
等
」
と
、
「
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
禁
止
行
為
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
電
気
通
信
事
業
者
の
基
準
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
五
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
用
者
の
数
の
割
合
は
、
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
基
地
局
を
設
置
し
て
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
百
分
の
四
と
す
る
。

２
　
前
項
の
利
用
者
の
数
の
割
合
は
、
前
年
度
末
に
お
け
る
利
用
者
の
数
を
用
い
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
の
数
の
割
合
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
が
複
数
の
電
気
通
信
回
線
を
保
有
す
る
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
回
線
の
数
を
利
用
者
の
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九

条
の
六
の
九
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
複
数
の
電
気
通
信
回
線
が
一
体
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
複
数
の
電
気
通
信
回
線
に
係
る
利
用
者
の
数
は
、
一
と
す
る
。

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
利
益
の
提
供
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
益
の
提
供
は
、
次
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
と
す
る
。

一
　
移
動
電
気
通
信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
（
移
動
電
気
通
信
役
務
を
継
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
み
、
違
約
金
等
の
定
め
の
あ
る
契
約
で
あ
つ
て
当
該
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
一
年
以
下
の
期

間
で
あ
り
、
か
つ
、
同
一
の
条
件
に
よ
る
更
新
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一
年
以
下

低
利
用
期
間
契
約
」
と
い
う
。
）
の
み
又
は
一
年
以
下

低
利
用
期
間
契
約
及
び
違
約
金
等
の
定
め
が
な
い
契
約
の
み
に

よ
り
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
一
年
以
下

低
利
用
期
間
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
継
続
利
用
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
移
動
端
末
設
備
と
な
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
の
購
入
等
（
購
入
、
賃
借
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る

こ
と
（
当
該
対
象
設
備
の
購
入
等
を
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
条
件
と
し
、
又
は
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
（
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供

に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
み
、
継
続
利
用
に
限
る
。
）
を
条
件
と
す
る
次
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供

イ
　
対
象
設
備
に
係
る
代
金
の
額
を
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
よ
り
も
低
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
対
象
設
備
を
用
い
て
提
供
を
受
け
る
移
動
電
気
通
信
役
務
以
外
の
役
務
の
料
金
若
し
く
は
財
（
対
象
設
備
を
除
く
。
）
の
購
入
等
に
係
る
代
金
の
額
を
減
じ
、
又
は
当
該
役
務
若
し
く
は
当
該
財
を
無
償
で
提
供
す
る
こ
と
（
青

少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
無
償
で
提
供
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

ハ
　
利
用
者
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
十
八
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
移
動
端
末
設
備
を
譲
り
受
け
る
際
に
市
場
に
お
い
て
当
該
移
動
端
末

設
備
を
譲
り
受
け
る
際
の
一
般
的
な
価
格
を
超
え
る
額
を
対
価
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
金
銭
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
経
済
的
利
益
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

二
　
対
象
設
備
の
購
入
等
を
す
る
こ
と
又
は
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
（
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
条
件
（
前
号

に
規
定
す
る
条
件
を
除
く
。
）
と
す
る
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
で
あ
つ
て
、
当
該
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
と
、
当
該
利
益
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
契
約
に

関
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
当
該
利
益
の
額
以
外
の
利
益
の
額
と
の
合
計
額
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電

気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
当
該
利
用
者
に
対
し
て
当
該
利
益
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
契
約
に
関
し
て

約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
合
計
利
益
提
供
額
」
と
い
う
。
）

が
、
四
万
円
（
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
日
（
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
「
利
益
提
供
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
対
象
設
備
の
対
照
価
格
が
二
万
円
を
超
え
八
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格

の
五
割
に
相
当
す
る
額
又
は
二
万
円
の
い
ず
れ
か
高
い
額
、
対
象
設
備
の
対
照
価
格
が
二
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
）
と
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
か
ら
当
該
対
象
設
備
の
先
行
同
型
機
種
（
当
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該
対
象
設
備
の
販
売
等
が
開
始
さ
れ
る
前
に
販
売
等
が
開
始
さ
れ
た
同
一
の
製
造
事
業
者
の
同
型
機
種
を
い
う
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
か
ら
譲
り
受
け
る
際
に
当
該
利
用
者
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
対
価

の
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
超
え
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

イ
　
対
象
設
備
が
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
合
計
利
益
提
供
額
が
当
該
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
。

（１）
　
利
益
提
供
日
に
お
い
て
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
の

終
調
達
日
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
電
気
通
信
設
備
が

後
に
納
入
さ
れ
た
日
を
い
い
、
当
該

後
に
納
入
さ
れ
た
日
が
当
該
電
気
通
信

設
備
の
販
売
等
が
開
始
さ
れ
た
日
以
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
販
売
等
が
開
始
さ
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
二
十
四
月
が
経
過
し
て
い
る
対
象
設
備
（
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
　
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
の
半
額
に
相
当
す
る
額

（２）
　
製
造
事
業
者
に
よ
る
製
造
が
中
止
さ
れ
た
対
象
設
備
で
あ
つ
て
、
利
益
提
供
日
に
お
い
て
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
の

終
調
達
日
か
ら
十
二
月
が
経
過
し
て
い
る
も
の
（
（
３
）
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
　
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
の
半
額
に
相
当
す
る
額

（３）
　
製
造
事
業
者
に
よ
る
製
造
が
中
止
さ
れ
た
対
象
設
備
で
あ
つ
て
、
利
益
提
供
日
に
お
い
て
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
の

終
調
達
日
か
ら
二
十
四
月
が
経
過
し
て
い
る
も
の
　
当
該
対
象
設
備
の
対

照
価
格
の
八
割
に
相
当
す
る
額

ロ
　
利
益
提
供
日
に
お
け
る
対
象
設
備
の
対
照
価
格
が
二
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
合
計
利
益
提
供
額
が
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
未
満
で
あ
る
も
の
。

ハ
　
対
象
設
備
が
、
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
三
・
九―

四
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
又
は
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
以
外
の
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
（
そ
の
提
供

を
廃
止
す
る
た
め
に
当
該
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
係
る
申
込
み
の
受
付
を
終
了
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
（
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
み
に
対
応
し
た
移
動
端
末
設
備
を
現
に
利

用
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
当
該
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
通
信
方
式
に
代
わ
る
新
た
な
通
信
方
式
に
対
応
す
る
た
め
に
購
入
等
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
合
計
利
益
提
供
額
が
当
該
対
象
設
備
の
対
照

価
格
以
下
で
あ
る
も
の
。

２
　
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対
照
価
格
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
価
格
を
い
う
。

一
　
電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
依
頼
を
受
け
て
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
価
格

イ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
が
中
古
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
複
数
の
価
格
を
定

め
て
い
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
価
格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
価
格

（１）
　
当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち

も
高
い
価
格

（２）
　
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
（
当
該
対
象
設
備
の
正
確
な
調
達
価
格
が
定
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種

の
電
気
通
信
設
備
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
）
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
お
け
る
調
達
価
格
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を
定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格
と
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
の
い
ず
れ
か
高
い
価
格

二
　
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格

イ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
複
数
の
価
格
を
定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち

も
高
い
価
格

ロ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を
定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
二
年
を
超
え
る
期
間
で
あ
る
こ
と
。

二
　
違
約
金
等
の
定
め
が
な
い
契
約
（
違
約
金
等
の
定
め
の
あ
る
契
約
に
係
る
違
約
金
等
及
び
特
定
経
済
的
利
益
（
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
に
お
け
る
期
間
内
変
更
等
を
理
由
と
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る

経
済
的
利
益
を
い
う
。
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
料
金
以
外
の
条
件
が
同
一
の
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
者
に
対
し
て
提
供
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
違
約
金
等
の
定
め
に

係
る
期
間
が
一
年
を
超
え
る
こ
と
又
は
違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
契
約
に
更
新
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
違
約
金
等
の
定
め
が
な
い
契
約
を
利
用
者
に
対
し
て
提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
一
月
当
た
り
の
料
金
の
額
が
違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
契
約
に
係
る
一
月
当
た
り
の
料
金
の
額
に
百
七
十
円
を
加
え
た

も
の
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
違
約
金
等
の
額
と
特
定
経
済
的
利
益
の
額
と
の
合
計
額
が
千
円
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
契
約
で
あ
つ
て
同
一
の
条
件
に
よ
る
更
新
が
で
き
る
も
の
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
新
た
な
契
約
の
締
結
に
際
し
て
、
利
用
者
が
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
の
満
了
時
に
違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
契
約
に
更
新
す
る
か
ど
う
か
を
選
択
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
イ
の
選
択
の
内
容
に
よ
つ
て
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
が
異
な
る
こ
と
。

ハ
　
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
の
満
了
時
に
、
利
用
者
が
違
約
金
等
の
定
め
が
あ
る
契
約
に
更
新
す
る
か
ど
う
か
を
選
択
で
き
な
い
こ
と
。

ニ
　
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が
満
了
す
る
日
の
属
す
る
月
並
び
に
そ
の
翌
月
及
び
翌
々
月
（
利
用
者
が
違
約
金
等
の
定
め
が
な
い
契
約
に
更
新
す
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
場
合
に
は
、
違
約
金
等
の
定
め
に
係
る
期
間
が

満
了
す
る
日
の
属
す
る
月
）
に
お
い
て
、
利
用
者
が
、
違
約
金
等
の
支
払
を
せ
ず
、
又
は
特
定
経
済
的
利
益
の
提
供
を
受
け
な
い
こ
と
と
せ
ず
に
当
該
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

六
　
契
約
を
一
定
期
間
継
続
し
て
締
結
し
て
い
た
こ
と
に
応
じ
て
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
当
該
契
約
に
係
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
そ
の
他
の
経
済
的
利
益
（
特
定
経
済
的
利
益
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提

供
（
当
該
契
約
に
お
い
て
当
該
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
一
年
当
た
り
の
利
益
の
額
が
当
該
契
約
に
係
る
一
月
当
た
り
の
料
金
（
当
該
契
約

を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
一
月
当
た
り
の
利
益
の
額
が
当
該
契
約
に
係
る
一
月
当
た
り
の
料
金
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
媒
介
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
八
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
以
下
「
媒
介
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
当
該
媒
介
等
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
媒
介
等
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
媒
介
等
業
務
が
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
さ
れ
る
た
め
の
措
置
で
あ
つ
て
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の

イ
　
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
お
い
て
、
媒
介
等
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
を
利
用
者
に
適
切
に
説
明
で
き
る
能
力
を
確
保
す
る
こ
と
。

ロ
　
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
お
い
て
、
媒
介
等
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
電
気
通
信
事
業
者
と
の
連
携
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

二
　
媒
介
等
業
務
の
実
施
の
状
況
を
監
督
す
る
責
任
者
（
当
該
媒
介
等
業
務
を
委
託
し
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
又
は
職
員
）
の
選
任

三
　
媒
介
等
業
務
の
手
順
等
に
関
す
る
文
書
で
あ
つ
て
、
利
用
者
を
誘
引
す
る
た
め
の
経
済
上
の
利
益
の
内
容
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
誘
引
の
手
段
に
関
す
る
事
項
及
び
媒
介
等
業
務
に
関
す
る
法
令
等
（
法
、

次
に
掲
げ
る
法
律
そ
の
他
の
法
令
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
を
い
う
。
）
の
遵
守
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
媒
介
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
事
項
を
記
載
し
た
も
の
の
作
成
並
び
に
媒
介
等
業
務
受
託
者
及

び
そ
の
媒
介
等
業
務
の
従
事
者
に
対
し
、
当
該
法
令
等
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
研
修
の
実
施
等
の
措
置

イ
　
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）

ロ
　
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

四
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出
を
要
す
る
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
当
該
届
出
を
行
つ
た
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
措
置

五
　
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
お
け
る
媒
介
等
業
務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
当
該
媒
介
等
業
務
を
的
確
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ

改
善
さ
せ
る
等
、
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
等
が
行
わ
れ
る
た
め
の
措
置

六
　
媒
介
等
業
務
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
が
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

七
　
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
媒
介
等
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
よ
る
当
該
媒
介
等
業
務
の
中
止
、
他
の
適
切
な
媒
介
等
業
務
受
託
者
へ
の
当
該
媒
介
等
業
務
の

速
や
か
な
委
託
そ
の
他
当
該
媒
介
等
業
務
の
委
託
に
関
す
る
契
約
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
の
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
当
該
委
託
の
た
め
締
結
し
た
も
の
を
含
む
。
）
が
変

更
さ
れ
、
又
は
当
該
契
約
が
解
除
さ
れ
る
等
、
媒
介
等
業
務
が
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

八
　
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

九
　
前
各
号
の
措
置
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
電
気
通
信
事
業
者
が
媒
介
等
業
務
の
委
託
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
措
置

２
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
前
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
氏

名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
当
該
媒
介
等
業
務
受
託
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
利
用
者
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
）

第
二
十
二
条
の
二
の
十
九
　
法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
　
法
第
二
十
七
条
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
二
条
第
三
項
の
表
の
報
告
対
象
役
務
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信

役
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
提
供
の
開
始
時
に
お
い
て
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
要
し
な
い
電
気
通
信
役
務
　
前
年
度
に
お
け
る
一
月
当
た
り
の
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
（
法
第
二
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
り
、
他

の
電
気
通
信
事
業
者
に
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
平
均
が
一
千
万
以
上
で
あ
る
も
の

二
　
そ
の
提
供
の
開
始
時
に
お
い
て
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
要
す
る
電
気
通
信
役
務
　
前
年
度
に
お
け
る
一
月
当
た
り
の
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
の
数
の
平
均
が
五
百
万
以
上
で
あ
る
も
の

（
特
定
利
用
者
情
報
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
一
　
法
第
二
十
七
条
の
五
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
の
集
合
物
を
構
成
す
る
情
報
と
す
る
。

一
　
特
定
の
利
用
者
（
法
第
二
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
一
定
の
規
則
に
従
つ
て
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
の
利
用
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系

的
に
構
成
し
た
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
目
次
、
索
引
そ
の
他
検
索
を
容
易
に
す
る
た
め
の
も
の
を
有
す
る
も
の

（
情
報
取
扱
規
程
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
二
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
五
の
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
取
扱
規
程
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
特
定
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
組
織
的
安
全
管
理
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
人
的
安
全
管
理
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
物
理
的
安
全
管
理
措
置
に
関
す
る
こ
と
。
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ニ
　
技
術
的
安
全
管
理
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ホ
　
次
条
第
三
号
ロ
（
１
）
、
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
利
用
者
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
当
該
外
国
の
制
度
の
把
握
の
体
制
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
特
定
利
用
者
情
報
の
取
扱
い
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
委
託
先
の
選
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
委
託
契
約
に
お
い
て
定
め
る
特
定
利
用
者
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
委
託
先
に
お
け
る
特
定
利
用
者
情
報
の
取
扱
状
況
の
把
握
の
体
制
及
び
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
情
報
取
扱
方
針
の
策
定
及
び
公
表
に
関
す
る
事
項

四
　
法
第
二
十
七
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
評
価
の
実
施
並
び
に
当
該
評
価
の
結
果
の
情
報
取
扱
規
程
及
び
情
報
取
扱
方
針
へ
の
反
映
の
体
制
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
評
価
を
行
う
項
目
、
方
法
及
び
頻
度
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
特
定
利
用
者
情
報
を
取
り
扱
う
従
事
者
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
事
項

２
　
法
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
五
の
五
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
取
扱
方
針
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
三
　
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
取
扱
方
針
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る

方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
が
容
易
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
得
す
る
特
定
利
用
者
情
報
の
内
容
（
当
該
特
定
利
用
者
情
報
を
取
得
す
る
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
利
用
者
情
報
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
の
方
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
安
全
管
理
措
置
の
概
要

ロ
　
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
事
項

（１）
　
外
国
に
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
に
特
定
利
用
者
情
報
を
保
存
す
る
場
合
（
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
外
国
の
名
称
及
び
当
該
特
定
利
用
者
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
当
該

外
国
の
制
度
の
有
無

（２）
　
（
１
）
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
が
第
三
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
気
通
信
設
備
が
設
置
さ
れ
た
外
国
の
名
称
を
知
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
　
当
該
第
三
者
の
名
称

ハ
　
外
国
に
所
在
す
る
第
三
者
に
特
定
利
用
者
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
の
名
称
及
び
当
該
特
定
利
用
者
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
当
該
外
国
の
制
度
の
有
無

ニ
　
外
国
に
所
在
す
る
第
三
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
情
報
の
保
存
を
目
的
と
す
る
も
の
を
利
用
し
て
特
定
利
用
者
情
報
を
保
存
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
の
名
称
及
び
当
該
特
定
利
用
者
情
報
の
適

正
な
取
扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
当
該
外
国
の
制
度
の
有
無

四
　
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
の
連
絡
先
に
関
す
る
事
項

五
　
過
去
十
年
間
（
法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
期
間
が
十
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
期
間
）
に
生
じ
た
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
故
の
時
期
及
び
内
容
の
公
表
に
関

す
る
事
項

（
特
定
利
用
者
情
報
の
取
扱
状
況
の
評
価
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
四
　
法
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
社
会
情
勢
、
技
術
の
動
向
、
外
国
の
制
度
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
に
対
す
る
脅
威
そ
の
他
の
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
情
報
取
扱
規
程
及
び
情
報
取
扱
方
針
の
遵
守
状
況

二
　
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
特
定
利
用
者
情
報
の
漏
え
い

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
直
近
の

事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
か
ら
当
該
指
定
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の

終
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

（
特
定
利
用
者
情
報
統
括
管
理
者
の
要
件
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
五
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
に
お
け
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
通
算
し
て
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ

と
。

イ
　
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
に
お
け
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
安
全
管
理
又
は
法
令
に
関
す
る
業
務

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
監
督
す
る
業
務

二
　
前
号
に
掲
げ
る
要
件
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
特
定
利
用
者
情
報
統
括
管
理
者
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
六
　
法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二
　
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
特
定
利
用
者
情
報
統
括
管
理
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
年
月
日

四
　
解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
選
任
さ
れ
た
特
定
利
用
者
情
報
統
括
管
理
者
が
事
業
運
営
上
の
重
要
な
決
定
に
参
画
す
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
こ
と
及
び
前
条
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
く
な
い
電
気
通
信
役
務
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
七
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
ブ
ラ
ウ
ザ
そ
の
他
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
利
用
者
が
使
用
す
る
パ
ー

ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
携
帯
電
話
端
末
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
端
末
機
器
に
お
い
て
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
実
行
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
他
人
の
通
信
を
媒
介
す
る
電
気
通
信
役
務

二
　
そ
の
記
録
媒
体
に
情
報
を
記
録
し
、
又
は
そ
の
送
信
装
置
に
情
報
を
入
力
す
る
電
気
通
信
を
利
用
者
か
ら
受
信
し
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
送
信
装
置
に
入
力
さ
れ
た
情
報
を
不
特
定
の
利
用
者

の
求
め
に
応
じ
て
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務

三
　
入
力
さ
れ
た
検
索
情
報
（
検
索
に
よ
り
求
め
る
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
し
て
、
当
該
検
索
情
報
が
記
録
さ
れ
た
全
て
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（
通
常
の
方
法
に
よ
り
閲
覧
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
次

条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ド
メ
イ
ン
名
そ
の
他
の
所
在
に
関
す
る
情
報
を
出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務

四
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
不
特
定
の
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
て
情
報
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
不
特
定
の
利
用
者
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
に
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

（
利
用
者
に
通
知
し
、
又
は
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
方
法
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
八
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
送
信
先
と
す
る
情
報
送
信
指
令
通
信
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
法
に
よ
り
、
次
条
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
当
該
利
用
者
に
通
知
し
、
又
は
当
該
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
語
を
用
い
、
専
門
用
語
を
避
け
、
及
び
平
易
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
。

二
　
操
作
を
行
う
こ
と
な
く
文
字
が
適
切
な
大
き
さ
で
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
映
像
面
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
者
が
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
容
易
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
利
用
者
に
通
知
す
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
掲
載
し
た
画
面
の
所
在
に
関
す
る
情
報
を
当
該
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
映
像
面
に
即
時
に
表
示
す
る
こ
と
（
当
該
事
項
の
一
部
の
み
を
表
示
す
る
場
合
に
は
、
利
用
者
が
そ
の

残
部
を
掲
載
し
た
画
面
に
容
易
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
）
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
方
法
と
同
等
以
上
に
利
用
者
が
容
易
に
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
情
報
送
信
指
令
通
信
を
行
う
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
又
は
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
か
ら
容
易
に
到
達
で
き
る
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
情
報
送
信
指
令
通
信
を
行
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
す
る
際
に
、
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
映
像
面
に

初
に
表
示
さ
れ
る
画
面
又
は
当
該
画
面
か
ら
容
易
に
到
達
で
き
る
画
面
に
お
い
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表

示
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
同
等
以
上
に
利
用
者
が
容
易
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
利
用
者
に
通
知
し
、
又
は
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
べ
き
事
項
）

第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
九
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
本
文
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
情
報
送
信
指
令
通
信
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
情
報
送
信
指
令
通
信
が
起
動
さ
せ
る
情
報
送
信
機
能
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

二
　
前
号
に
規
定
す
る
情
報
の
送
信
先
と
な
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
当
該
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
情
報
の
利
用
目
的

（
利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
を
利
用
す
る
際
に
送
信
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
情
報
）

第
二
十
二
条
の
二
の
三
十
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
情
報
を
そ
の
必
要
の
範
囲
内
に
お
い
て
送
信
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
電
気
通
信
役
務
に
お
い
て
送
信
す
る
符
号
、
音
響
又
は
影
像
を
当
該
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
映
像
面
に
適
正
に
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
そ
の
他
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
た
め
に
真
に
必
要
な
情
報

二
　
当
該
利
用
者
が
当
該
電
気
通
信
役
務
を
利
用
す
る
際
に
入
力
し
た
情
報
を
当
該
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
映
像
面
に
再
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

三
　
当
該
利
用
者
が
当
該
電
気
通
信
役
務
を
利
用
す
る
際
に
入
力
し
た
認
証
に
関
す
る
情
報
を
当
該
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
映
像
面
に
再
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

四
　
当
該
電
気
通
信
役
務
に
対
す
る
不
正
な
行
為
の
検
知
等
を
行
い
、
又
は
当
該
不
正
な
行
為
に
よ
る
被
害
の
軽
減
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報

五
　
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の
負
荷
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
情
報
そ
の
他
の
当
該
電
気
通
信
設
備
の
適
切
な
運
用
の
た
め
に
必
要
な
情
報

（
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
措
置
に
関
し
利
用
者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
べ
き
事
項
）

第
二
十
二
条
の
二
の
三
十
一
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
四
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

二
　
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
措
置
が
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
四
号
イ
（
１
）
又
は
（
２
）
の
い
ず
れ
の
行
為
を
停
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
別

三
　
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
措
置
に
係
る
利
用
者
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法
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四
　
利
用
者
が
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
措
置
の
適
用
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
利
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五
　
情
報
送
信
指
令
通
信
が
起
動
さ
せ
る
情
報
送
信
機
能
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
利
用
者
に
関
す
る
情
報
（
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
内
容

六
　
前
号
に
規
定
す
る
情
報
の
送
信
先
と
な
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
当
該
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

七
　
第
五
号
に
規
定
す
る
情
報
の
利
用
目
的

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
等
）

第
二
十
二
条
の
三
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
指
定
の
解
除
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
お
け
る
全
て
の
同
種
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
収
益
の
額
を
合
算
し
た

額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
収
益
の
額

二
　
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
同
種
の
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
前
号
の
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
の
全
て

に
つ
い
て
イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
た
額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
額

イ
　
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
い
て
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
同
種
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
収
益
の
額

ロ
　
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
同
種
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
け
る
総
数
に
占
め
る
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
数
の
割
合

三
　
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
が
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
同
種
の
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
第
一
号
の
電
気
通
信
事
業

者
を
除
く
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
前
号
イ
に
掲
げ
る
額
に
同
号
ロ
に
掲
げ
る
割
合
と
当
該
都
道
府
県
の
人
口
に
占
め
る
当
該
部
分
の
人
口
の
割
合
を
乗
じ
た
額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
額

（
法
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
）

第
二
十
二
条
の
四
　
法
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者

に
対
す
る
同
号
の
行
為
の
相
手
方
と
な
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
関
係
事
業
者
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
）

第
二
十
二
条
の
五
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ

の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
）

第
二
十
二
条
の
六
　
法
第
三
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
支
払
い
、
使
用
期
間
そ
の
他
の
使
用
条
件
、
守
秘
義
務
、
目
的
外
使
用
の
禁
止

そ
の
他
の
契
約
に
定
め
る
事
項
を
履
行
せ
ず
、
又
は
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
体
制
の
整
備
等
）

第
二
十
二
条
の
七
　
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
（
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
含
む
。
）
の
設
置
、
管
理
及
び
運
営
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
専
任
の
部
門
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
備
部
門
」
と
い

う
。
）
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
設
備
部
門
の
長
は
、
役
員
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
設
備
部
門
の
長
そ
の
他
の
設
備
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
設
備
部
門
以
外
の
部
門
の
長
そ
の
他
の
当
該
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
支

店
そ
の
他
の
事
業
所
（
商
業
登
記
簿
に
登
記
し
た
支
店
及
び
当
該
支
店
の
業
務
を
統
括
す
る
事
業
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
支
店
そ
の
他
の
事
業
所
の
長
が
、
当
該
支
店
そ
の

他
の
事
業
所
に
お
い
て
設
備
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務
と
当
該
部
門
以
外
の
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務
と
を
兼
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

四
　
設
備
部
門
の
業
務
の
用
に
供
す
る
室
と
設
備
部
門
以
外
の
部
門
の
業
務
の
用
に
供
す
る
室
と
を
区
分
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
設
備
部
門
に
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
接
続
関
連
情
報
」
と
い
う
。
）
の
管
理
の
用
に
供
す
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
確
保
さ
れ
た
も
の
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
接
続
の
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
接
続
関
連
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
必
要
に
応
じ
て
区
分
さ
れ
た
接
続
関
連
情
報
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
区
分
さ
れ
た
接
続
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
た
め
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
特
定
さ
れ
た
者
の
み
が
当
該
情
報
を
入
手
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
接
続
関
連
情
報
を
入
手
し
た
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
当
該
者
が
入
手
し
た
接
続
関
連
情
報
の
内
容
及
び
当
該
接
続
関
連
情
報
を
入
手
し
た
日
時
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
接
続
関
連
情
報
の
入
手
、
利
用
、
提
供
そ
の
他
の
接
続
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
こ
れ
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
に
設
備
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
を
含
む
。
）
が
遵
守
す
べ
き
規
程

を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
前
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
規
程
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
設
備
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
し
必
要
な
研
修
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
設
備
部
門
に
接
続
関
連
情
報
の
管
理
責
任
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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九
　
情
報
管
理
責
任
者
は
、
設
備
部
門
の
長
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
　
情
報
管
理
責
任
者
を
し
て
、
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
規
程
が
設
備
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
つ
て
遵
守
さ
れ
る
よ
う
、
接
続
関
連
情
報
の
取
扱
い
を
管
理
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
設
備
部
門
を
し
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
を
接
続
す
る
た
め
に
当
該
事
業
者
と
の
間
に
お
い
て
実
施
し
た
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
、
若

し
く
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
た
接
続
約
款
又
は
同
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
て
締
結
し
た
接
続
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
手
続
の
実
施
の
経
緯
及
び
当
該
手
続
に
係
る
接
続
の
条
件
を
記
録
し
、

こ
れ
を
保
存
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
設
備
部
門
を
し
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
た
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
設
備
部
門
と
設
備
部
門
以
外
の
部
門
と
の
間
に
お
い
て
実
施
し
た
手
続
の
実
施
の
経
緯
及
び
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
用
い
る
た
め
の
条
件
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
部
門
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
監
視
部
門
」
と
い
う
。
）
を
設
備
部
門
と
は
別
に
置
く
も
の
で
あ
る
こ

と
。

十
四
　
監
視
部
門
を
し
て
、
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
手
続
の
実
施
の
経
緯
及
び
接
続
の
条
件
の
内
容
が
同
号
の
接
続
約
款
又
は
接
続
に
関
す
る
協
定
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
並
び
に
第
十
二
号
の
規

定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
手
続
の
実
施
の
経
緯
及
び
条
件
の
内
容
が
当
該
接
続
約
款
又
は
接
続
に
関
す
る
協
定
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
監
視
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
五
　
監
視
部
門
を
し
て
、
設
備
部
門
に
お
け
る
接
続
関
連
情
報
の
取
扱
い
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
監
視
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
六
　
監
視
部
門
を
し
て
、
前
二
号
の
規
定
に
よ
り
行
わ
せ
た
監
視
の
結
果
を
取
締
役
会
そ
の
他
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
に
報
告
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
等
に
関
す
る
報
告
）

第
二
十
二
条
の
八
　
法
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
様
式
第
十
六
の
報
告
書
に
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
必
要
な
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
条
件
の
設
定
及
び
公
表
そ
の
他
特
定
関
係
事
業
者
及
び
特
定
関
係
事
業
者
以
外
の
電
気

通
信
事
業
者
の
取
扱
い
の
同
等
性
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
の
内
容

（１）
　
電
気
通
信
設
備
の
設
置
又
は
保
守

（２）
　
土
地
及
び
こ
れ
に
定
着
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
利
用

（３）
　
情
報
の
提
供

（４）
　
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
又
は
業
務
の
受
託

ロ
　
特
定
関
係
事
業
者
及
び
特
定
関
係
事
業
者
以
外
の
電
気
通
信
事
業
者
の
別
に
、
イ
の
公
表
さ
れ
た
条
件
に
よ
つ
て
実
施
し
た
イ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
状
況

ハ
　
イ
の
公
表
さ
れ
た
条
件
に
よ
ら
な
い
で
イ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
特
定
関
係
事
業
者
及
び
特
定
関
係
事
業
者
以
外
の
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
、
理
由
、
条
件
及
び
そ
の
実
施
状
況

二
　
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
電
気
通
信
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
子
会
社
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
会
社
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
監
督
対
象
子
会
社
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
監
督
対
象
子
会
社
の
名
称

（２）
　
監
督
対
象
子
会
社
に
委
託
し
た
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
ご
と
の
委
託
額

（３）
　
監
督
対
象
子
会
社
が
委
託
を
受
け
た
業
務
を
再
委
託
し
た
場
合
は
そ
の
旨

（４）
　
監
督
対
象
子
会
社
の
総
株
主
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
株
主
を
い
う
。
）
又
は
総
社
員
の
議
決
権
に
占
め
る
自
己
及
び
子
会
社
の
有
す
る
議
決
権
の
割
合

（５）
　
自
己
の
役
職
員
で
あ
つ
て
監
督
対
象
子
会
社
の
役
員
を
兼
ね
て
い
る
者
が
い
る
場
合
は
当
該
者
の
役
職
及
び
当
該
監
督
対
象
子
会
社
に
お
け
る
役
職

ロ
　
監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
が
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
当
該
会
社
に
対
し
て
行
つ
た
監
督
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
状
況

ハ
　
監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
に
委
託
を
し
た
業
務
に
関
す
る
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
有
無
及
び
当
該
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容

三
　
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
整
備
し
た
体
制

ロ
　
前
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
区
分
し
た
室
の
配
置

ハ
　
前
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
構
築
し
た
シ
ス
テ
ム
の
概
要

ニ
　
前
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
規
程

ホ
　
前
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
研
修
の
内
容

ヘ
　
前
条
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
管
理
の
内
容

ト
　
前
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
手
続
の
実
施
の
経
緯
及
び
条
件
の
概
要

チ
　
前
条
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
監
視
の
結
果
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リ
　
前
条
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
監
視
の
結
果
、
同
条
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
手
続
の
実
施
の
経
緯
又
は
条
件
の
内
容
が
同
条
第
十
一
号
の
接
続
約
款
又
は
接
続
に
関
す
る
協
定
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
で

な
い
場
合
に
お
い
て
、
手
続
又
は
条
件
を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
そ
の
内
容
、
当
該
措
置
を
講
じ
な
か
つ
た
と
き
は
そ
の
理
由

ヌ
　
前
条
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
監
視
の
結
果
、
接
続
関
連
情
報
の
取
扱
い
が
適
正
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
扱
い
を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
そ
の
内
容
、
当
該
措
置
を
講
じ
な
か
つ
た
と
き

は
そ
の
理
由

ル
　
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
措
置
の
ほ
か
、
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

（
電
気
通
信
設
備
の
接
続
の
請
求
を
拒
め
る
正
当
な
理
由
）

第
二
十
三
条
　
法
第
三
十
二
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
設
備
の
接
続
を
請
求
し
た
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
電
気
通
信
回
線
設
備
の
接
続
に
関
し
負
担
す
べ
き
金
額
の
支
払
い
を
怠
り
、
又
は
怠
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
応
ず
る
た
め
の
電
気
通
信
回
線
設
備
の
設
置
又
は
改
修
が
技
術
的
又
は
経
済
的
に
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

第
二
十
三
条
の
二
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
指
定
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
の
、
そ
の
伝
送
路
設
備
が
設
置
さ
れ
る
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
の

う
ち
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
一
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

二
　
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
は
、
利
用
者
側
に
お
い
て
他
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
回
線
の
数
と
す
る
。

３
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
及
び
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
伝
送
路
設
備
の
別
に
計
算
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
二
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
電
気
通
信
回
線
の
数
は
、
電
気
通
信
回
線
の
使
用
用
途
、
周
波
数
帯
域
の
幅
、
伝
送
速
度
又
は
芯
線
数
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
回
線
に
つ
き
一
と
す
る
。

４
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
と
の
接
続
が
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
電
気
通
信
の
総
合
的
か
つ
合
理
的
な
発
達
に
不
可
欠
な
も

の
と
す
る
。

一
　
符
号
、
音
響
若
し
く
は
影
像
の
交
換
、
編
集
若
し
く
は
変
換
又
は
通
信
路
の
設
定
（
以
下
「
交
換
等
」
と
い
う
。
）
の
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
交
換
等
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
直
接
収
容
す
る
も
の
（
以
下
「
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
」
と
い
う
。
）

ロ
　
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
以
外
の
交
換
等
設
備
（
以
下
「
第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備
」
と
い
う
。
）

二
　
伝
送
路
設
備
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
物
（
以
下
「
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
」
と
い
う
。
）
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
第
一
種
指
定
市
内
伝
送
路
設
備
」
と
い
う
。
）

ロ
　
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
と
、
第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
物
（
以
下
「
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
」
と

い
う
。
）

ハ
　
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
専
ら
異
な
る
都
道
府
県
の
区
域
間
の
通
信
を
行
う
も
の

三
　
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
二
号
の
設
備
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報
の
管
理
、
電
気
通
信
役
務
の

制
御
及
び
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
設
備
そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
付
随
す
る
設
備

四
　
公
衆
電
話
機
、
電
気
通
信
番
号
の
案
内
に
用
い
ら
れ
る
案
内
台
装
置
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
装
置

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条
の
三
　
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
七
の
申
請
書
に
、
接
続
約
款
の
案
（
変
更
の
認
可
申
請
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
及
び
接
続
料
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明

を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
三
条
の
四
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
箇
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
、
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
の
側
の
箇
所

二
　
削
除

三
　
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
主
配
線
盤
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の

ロ
　
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の

四
　
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
装
置
に
お
け
る
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所

五
　
削
除

六
　
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
市
内
伝
送
路
設
備
又
は
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
と
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
装
置

七
　
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
一
種
指
定
端
末
系
交
換
等
設
備
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
側
の
箇
所

八
　
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
主
配
線
盤

27



九
　
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
又
は
当
該
第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備
の
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
区
域
と
異
な
る
都
道
府
県
の
区
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る
第
一
種
指
定
中
継
系

交
換
等
設
備
間
の
伝
送
路
設
備
と
第
一
種
指
定
中
継
系
交
換
等
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
装
置

十
　
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ
（
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
の
フ
レ
ー
ム
を
交
換
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）

十
一
　
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
又
は
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
ル
ー
タ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
符
号
を
交
換
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
い
い
、
専
ら
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
と
し
て

用
い
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
三
条
の
九
の
四
第
一
項
の
表
一
の
項
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
二
　
信
号
用
中
継
交
換
機
（
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
信
号
（
以
下
単
に
「
信
号
」
と
い
う
。
）
の
交
換
を
行
う
設
備
を
い
う
。
）
の
設
置
の
場
所
と
同
一
の
建
物
内
に
設
置
さ
れ
る
信
号
用
伝
送

装
置
並
び
に
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
及
び
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
信
号
用
伝
送
装
置

２
　
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ホ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
三
条
の
六
に
お
い
て
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項

イ
　
他
事
業
者
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
の
手
続
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の

（１）
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
で
あ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
線
路
条
件
、
光
信
号
用
の
伝
送
路
設
備
の
敷
設
状
況
及
び
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
異
経
路
構
成
状
況
そ
の
他
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
を
他

事
業
者
が
受
け
る
手
続

（２）
　
接
続
の
請
求
（
光
信
号
用
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
へ
の
接
続
の
請
求
を
除
く
。
）
を
行
い
当
該
請
求
へ
の
回
答
（
当
該
請
求
に
即
応
が
で
き
な
い
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な
い
電
気
通
信

設
備
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
を
含
む
。
）
を
受
け
る
手
続
（
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な
い
電
気
通
信
設
備
が
な
い
た
め
に
当
該
請
求
に
即
応
が
で
き
な
い
旨
の
当
該
回
答
に
関
す
る
確
認
の
た
め
の
施
設

へ
の
立
入
り
の
手
続
を
含
む
。
）

（３）
　
光
信
号
用
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
へ
の
接
続
の
請
求
を
行
い
当
該
請
求
へ
の
回
答
（
当
該
請
求
に
即
応
が
で
き
な
い
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な
い
電
気
通
信
設
備
が
な
い
こ
と
そ
の
他

の
合
理
的
な
理
由
を
含
む
。
）
を
受
け
る
手
続
（
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な
い
電
気
通
信
設
備
が
な
い
た
め
に
当
該
請
求
に
即
応
が
で
き
な
い
旨
の
当
該
回
答
に
関
す
る
確
認
の
た
め
の
施
設
へ
の
立
入
り
の
手
続
を
含

む
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
光
信
号
用
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
手
続
と
同
一
の
も
の

（４）
　
接
続
協
定
の
締
結
及
び
解
除
の
手
続

ロ
　
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
の
請
求
の
日
か
ら
開
示
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間
（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
情
報
を
他
事
業
者
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ
　
接
続
の
請
求
の
日
か
ら
当
該
請
求
へ
の
回
答
を
受
け
接
続
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
標
準
的
期
間

一
の
二
　
相
互
接
続
点
と
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
間
の
通
信
の
伝
送
又
は
交
換
等
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
し
、
管
理
し
、
又
は
そ
の
運
営
を
行

う
も
の
に
限
る
。
）
と
の
接
続
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
介
し
た
間
接
的
な
接
続
を
含
む
。
以
下
「
特
定
接
続
」
と
い
う
。
）
の
請
求
等
で
あ
つ
て
、
前
号
の
接
続
に
係
る
も
の
を
他
事
業
者
が
行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
事

項
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
事
項
と
一
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
）

イ
　
他
事
業
者
が
特
定
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
の
手
続
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の

（１）
　
特
定
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
を
他
事
業
者
が
受
け
る
手
続

（２）
　
特
定
接
続
の
請
求
を
行
い
当
該
請
求
へ
の
回
答
（
当
該
請
求
に
即
応
が
で
き
な
い
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な
い
電
気
通
信
設
備
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
を
含
む
。
）
を

受
け
る
手
続

（３）
　
特
定
接
続
に
関
す
る
協
定
の
締
結
及
び
解
除
の
手
続

ロ
　
特
定
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
の
請
求
の
日
か
ら
開
示
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間
（
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
情
報
を
他
事
業
者
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

ハ
　
特
定
接
続
の
請
求
の
日
か
ら
当
該
請
求
へ
の
回
答
を
受
け
特
定
接
続
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
標
準
的
期
間

一
の
三
　
関
門
系
ル
ー
タ
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
二
に
規
定
す
る
関
門
系
ル
ー
タ
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
増
設
に
係
る
基
準
又
は
条
件
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
基
準
又
は
条
件
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
　
他
事
業
者
が
接
続
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
介
し
た
間
接
的
な
接
続
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要

な
装
置
の
設
置
若
し
く
は
保
守
又
は
建
物
、
管
路
、
と
う
道
若
し
く
は
電
柱
等
の
利
用
の
請
求
等
を
接
続
に
関
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項

イ
　
他
事
業
者
が
接
続
に
必
要
な
装
置
を
設
置
す
る
場
合
の
手
続
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の

（１）
　
他
事
業
者
が
接
続
に
必
要
な
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
所
に
関
す
る
情
報
の
開
示
を
他
事
業
者
が
受
け
る
手
続

（２）
　
他
事
業
者
が
接
続
に
必
要
な
装
置
の
設
置
の
可
否
及
び
条
件
の
検
討
を
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
請
求
し
当
該
検
討
の
結
果
の
回
答
（
当
該
設
置
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
合
理
的
な
理
由
を
含
む
。
）
を
受
け
る
手
続
（
他
事
業
者
に
よ
る
当
該
設
置
の
請
求
に
係
る
建
物
へ
の
立
入
り
（
当
該
設
置
に
応
じ
る
場
合
の
当
該
回
答
及
び
当
該
設
置
の
た
め
の
場
所
が
な
い
た
め
に
当
該
設
置
を
拒
否

す
る
旨
の
当
該
回
答
に
関
す
る
確
認
の
た
め
の
立
入
り
を
含
む
。
）
の
手
続
を
含
む
。
）

（３）
　
他
事
業
者
が
工
事
又
は
保
守
を
行
う
場
合
の
手
続

（４）
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
又
は
保
守
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
工
事
又
は
保
守
に
他
事
業
者
が
立
会
い
を
す
る
手
続
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ロ
　
他
事
業
者
が
接
続
に
必
要
な
装
置
の
設
置
の
可
否
及
び
条
件
の
検
討
を
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
請
求
し
た
日
か
ら
当
該
検
討
の
結
果
の
回
答
を
受
け
当
該
回
答
に
係
る
設
置
の
工
事
が

始
ま
る
日
ま
で
の
標
準
的
期
間
（
当
該
回
答
が
接
続
に
必
要
な
装
置
の
設
置
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
回
答
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間
）
（
他
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
期
間
を
除
く
。
）

ハ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
工
事
の
標
準
的
期
間
（
他
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
期
間
を
除
く
。
）

ニ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
建
物
、
管
路
、
と
う
道
又
は
電
柱
等
の
場
所
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

（１）
　
建
物
、
管
路
又
は
と
う
道
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
正
味
固
定
資
産
価
額
（
当
該
建
物
、
管
路
又
は
と
う
道
の
取
得
原
価
か
ら
減
価
償
却
相
当
額
を
控
除
し
た
額
）
を
基
礎
と
し
て
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方
法
（
自

己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
金
額

（２）
　
電
柱
等
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
取
得
固
定
資
産
価
額
（
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
電
柱
等
の
購
入
価
格
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
額
及
び
設
置
工
事
費
等
）
を
基
礎
と
し
て
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方

法
（
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
金
額

ホ
　
イ
（
１
）
の
情
報
の
開
示
を
受
け
る
場
合
に
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方
法
に

準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）

ヘ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
又
は
保
守
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
工
事
又
は
保
守
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額

ト
　
そ
の
他
他
事
業
者
が
接
続
に
必
要
な
装
置
を
設
置
す
る
場
合
の
当
該
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額
及
び
条
件

チ
　
他
事
業
者
が
接
続
に
必
要
な
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
講
ず
る
当
該
装
置
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
装
置
の
設
置
を
可
能
と
す
る
措
置
の

適
用
に
つ
い
て
他
事
業
者
が
請
求
等
を
行
う
と
き
に
お
け
る
手
続
、
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額
そ
の
他
当
該
措
置
を
受
け
る
に
当
た
つ
て
の
条
件

三
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
現
に
設
置
す
る
屋
内
配
線
設
備
（
共
同
住
宅
等
に
設
置
さ
れ
る
設
備
（
主
と
し
て
一
戸
建
て
の
建
物
に
設
置
さ
れ
る
形
態
に
よ
り
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
を
他
事
業
者
が
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項

イ
　
他
事
業
者
が
工
事
を
行
う
場
合
の
手
続

ロ
　
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
金
額

ハ
　
そ
の
他
他
事
業
者
が
利
用
す
る
場
合
の
条
件

四
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
、
保
守
又
は
料
金
の
請
求
若
し
く
は
回
収
そ
の
他
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
、
こ
れ
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負
担

す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て

は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）

五
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
事
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項
（
第
二
十
三
条
の
六
第
二
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

六
　
重
要
通
信
の
取
扱
方
法

七
　
他
事
業
者
が
接
続
に
関
し
て
行
う
請
求
及
び
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
請
求
に
対
し
て
行
う
回
答
に
お
い
て
用
い
る
べ
き
様
式
（
光
信
号
用
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
は
、
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
光
信
号
用
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
様
式
と
同
一
の
も
の
と
す
る
。
）

八
　
他
事
業
者
と
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
の
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
あ
つ
せ
ん
又
は
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
三
項
の
仲
裁
に
よ
る
解
決
方
法

九
　
光
信
号
端
末
回
線
伝
送
機
能
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
光
信
号
分
離
装
置
（
通
信
用
建
物
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
用
い
て
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
に
よ
り
通
信
を
伝
送
す
る
も
の
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
一
の
光
配
線
区
画
（
一
の
光
信
号
分
離
装
置
に
収
容

し
得
る
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
（
加
入
者
側
終
端
装
置
と
接
続
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
で
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
定
す

る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
を
各
電
気
通
信
事
業
者
の
光
信
号
分
離
装
置
に
収
容
す
る
際
現
に
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
光
信
号
分
離
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
光
信
号
分
離
装
置
に
光
信

号
伝
送
用
の
回
線
を
収
容
す
る
条
件

十
　
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
接
続
料
に
つ
い
て
、
同
令
第
十
五
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
固
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
を
直
接
収
容
す
る
交
換
等
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
能
の
接
続
料
を
負
担
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
機
能
の
接
続
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
取
得
し
、
当
該
機
能
の
接
続
料
を
第
一
種
指

定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
支
払
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

十
の
二
　
特
定
の
パ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
優
先
的
に
通
信
の
交
換
等
又
は
伝
送
を
行
う
機
能
（
以
下
「
優
先
パ
ケ
ッ
ト
機
能
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
の
事
項

イ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
策
定
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
の
方
針
（
優
先
パ
ケ
ッ
ト
機
能
に
係
る
通
信
量
に
関
す
る
基
準
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の

（１）
　
通
信
の
秘
密
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

（２）
　
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
又
は
当
該
通
信
を
取
り
扱
う
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
そ
の
他
当
該
通
信
の
内
容
に
よ
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
他
事
業
者
に
よ
る
優
先
パ
ケ
ッ
ト
機
能
の
利
用
に
当
た
り
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
他
事
業
者
に
情
報
の
提
供
を
求
め
る
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項

（１）
　
情
報
の
範
囲

（２）
　
情
報
の
提
供
を
求
め
る
手
続
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十
の
三
　
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
関
門
系
ル
ー
タ
（
専
ら
Ｉ
Ｐ
電
話
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
て
音
声
伝
送
を
行
う
こ
と
に
よ
り
提
供
す
る
電
話
の
役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
と
を
接
続
す
る
た
め
に
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
中
間
配
線
盤
を
他
事
業
者
が
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項

イ
　
他
事
業
者
が
工
事
を
行
う
場
合
の
手
続

ロ
　
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本

利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）

ハ
　
そ
の
他
他
事
業
者
が
利
用
す
る
場
合
の
条
件

十
の
四
　
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
、
当
該
各
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金

を
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
定
し
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
請
求
す
る
方
式
（
着
信
側
の
電
気
通
信
事
業
者
の
請
求
す
る
当
該
料
金
が
基
本
料
金
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
採
用
す
る
こ
と
の
合
意
の
基
準
で
あ
つ
て
、
次

の
要
件
を
満
た
す
も
の

イ
　
合
意
の
対
象
と
す
る
接
続
の
形
態
（
当
該
接
続
に
係
る
通
信
の
発
信
、
着
信
及
び
そ
の
他
の
経
由
の
分
担
並
び
に
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
を
含
む
。
）
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
着
信
す
る
通
信
に
係
る
接
続
の
形
態
と
そ
の
対
応
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
に
係
る
接
続
の
形
態
の
双
方
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
合
意
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
合
意
を
適
用
す
る
期
間
に
つ
い
て
条
件
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
条
件
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
通
信
量
そ
の
他
の
数
量
を
合
意
の
条
件
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
数
量
の
範
囲
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
他
事
業
者
か
ら
合
意
に
関
す
る
申
入
れ
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
準
に
照
ら
し
て
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
合
意
を
拒
ま
な
い
旨
及
び
当
該
基
準
に
照
ら
し
て
合
意
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
合
意
に
関
す
る
申
入
れ
を
行
う
こ
と
は
な
い
旨
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
合
意
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
要
す
る
費
用
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ト
　
合
意
の
対
象
と
す
る
接
続
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
接
続
料
の
支
払
額
が
当
該
他
事
業
者
の
接
続
料
の
支
払
額
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と
、
合
意
を
し
よ
う

と
す
る
他
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
数
を
条
件
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
事
業
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

十
二
　
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間

３
　
前
項
第
一
号
イ
（
１
）
、
第
一
号
の
二
イ
（
１
）
及
び
第
二
号
イ
（
１
）
の
情
報
の
開
示
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
）

第
二
十
三
条
の
五
　
法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
七
の
二
の
届
出
書
に
、
接
続
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
を
要
す
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件
）

第
二
十
三
条
の
六
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
付
加
的
な
機
能
の
接
続
料
及
び
接
続
条
件

二
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
事
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次
の
事
項

イ
　
通
信
の
発
信
、
着
信
及
び
そ
の
他
の
経
由
の
分
担
に
係
る
事
項

ロ
　
利
用
者
に
対
す
る
料
金
の
請
求
及
び
回
収
の
分
担
に
係
る
事
項

三
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
接
続
料
の
支
払
の
分
担
に
係
る
事
項

四
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
技
術
基
準
を
定
め
る
総
務
省
令
、
電
気
通
信
番
号
計
画
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
変
更
す
る
接
続
の
技
術
的
条
件

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
協
定
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条
の
七
　
法
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
七
の
三
の
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
協
定
書
の
写
し

二
　
当
事
者
が
取
得
し
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
及
び
そ
の
精
算
方
法
そ
の
他
協
定
の
実
施
方
法
の
細
目
を
記
載
し
た
書
類

三
　
接
続
の
概
要
を
示
す
図

四
　
変
更
の
認
可
申
請
の
場
合
は
、
協
定
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類

（
認
可
接
続
約
款
等
の
公
表
）

第
二
十
三
条
の
八
　
法
第
三
十
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
接
続
約
款
等
の
公
表
は
、
そ
の
実
施
の
日
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
の
周
知
方
法
）

第
二
十
三
条
の
九
　
法
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
同
条
に
規
定
す
る
機
能
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
機
能
」
と
い
う
。
）
を
休
止
又
は
廃
止
す
る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
休
廃
止
日
」
と
い
う
。
）
の
三
年
前
の

日
ま
で
に
、
対
面
等
説
明
（
対
象
機
能
を
休
止
若
し
く
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
対
面
又
は
電
話
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す

る
双
方
向
の
通
信
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
廃
止
日
の
三
年
前
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
休
廃
止
日
ま
で
の
間
に
対
象
機
能
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
対
象
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
に
つ
い
て

対
面
等
説
明
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
す
る
法
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
た
接
続
約
款
に
お
い
て
対
象
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
の
円
滑
な
実
施
（
法
第
三
十
三
条
の
二

に
規
定
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
必
要
な
対
応
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
措
置
の
実
施
を
含
む
。
）
が
確
保
さ
れ
る
周
知
の
方
法
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
接
続
約
款
を
定
め
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
方
法
に
よ
り
法

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

第
二
十
三
条
の
九
の
二
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
十
分
の
一
と
し
、
前
年
度
末
及
び
前
々
年
度
末
に
お
け
る
割
合
の
合
計
を
二
で
除
し
て
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
同
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す

る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数

は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
と
す
る
。

一
　
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数

二
　
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
（
前
号
の
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設

備
の
数

三
　
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
（
第
一
号
の
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ

る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
に
、
当
該
都
道
府
県
の
人
口
に
占
め
る
当
該
部
分
の
人
口
の
割
合
を
乗
じ
た
数

３
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
符
号
（
信
号
を
除
く
。
）
、
音
響
若
し
く
は
影
像
の
交
換
又
は
編
集
の
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
交
換
設
備
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
直
接
収
容
す
る
も
の
（
以
下
「
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
」
と
い
う
。
）

ロ
　
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
以
外
の
交
換
設
備
で
あ
つ
て
業
務
区
域
内
に
お
け
る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
の
通
信
を
行
う
も
の
（
以
下
「
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
」
と
い
う
。
）

二
　
伝
送
路
設
備
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
特
定
移
動
端
末
設
備
へ
電
波
を
送
り
、
又
は
特
定
移
動
端
末
設
備
か
ら
電
波
を
受
け
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
以
下
「
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
」
と
い
う
。
）

ロ
　
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
と
、
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
物
（
以
下
「
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備

ハ
　
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
と
、
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
物
（
以
下
「
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
（
以
下
「
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
」
と
い
う
。
）

三
　
前
二
号
の
設
備
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報
の
管
理
、
電
気
通
信
役
務
の
制
御
及
び
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
設
備

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
又
は
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続
を
確
保
す
べ
き
も
の

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
）

第
二
十
三
条
の
九
の
三
　
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
接
続
約
款
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
七
の
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
接
続

約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
並
び
に
様
式
第
十
七
の
四
の
二
か
ら
様
式
第
十
七
の
四
の
七
ま
で
、
様
式
第
十
七
の
四
の
九
、
様
式
第
十
七
の
四
の
十
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
定
す

る
場
合
に
は
、
様
式
第
十
七
の
四
の
二
か
ら
様
式
第
十
七
の
四
の
十
ま
で
）
及
び
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式
の
接
続
料
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
及
び
数
値
は
、
接
続
料
の
算
出
に
十
分
な
精
度
を
確
保
で
き
る
場
合
に
限
り
、
端
数
処
理
を
行
つ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所

二
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
際
の
、
前
号
に
定
め
る
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条
件

三
　
接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
の
機
能
に
係
る
取
得
す
べ
き
金
額
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
次
号
、
次
条
第
一
項
の

表
一
の
項
ロ
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
請
求
に
応
じ
個
別
に
開
発
す
る
機
能
に
係
る
も
の
又
は
機
能
の
開
発
に
要
し
た
費
用
を
当
該
機
能
を
利
用
す
る
他
事
業
者

の
数
等
で
案
分
す
る
こ
と
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
公
正
妥
当
な
算
定
方
法
（
案
分
方
法
を
含
む
。
）
）

四
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

五
　
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２
　
前
項
の
接
続
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
予
測
接
続
料
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
予
測
接
続

料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
精
算
接
続
料
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
精
算
接
続
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
計
算
し
、
当
該
予
測
接
続
料
又
は
当
該
精
算
接
続
料
に
つ
い
て
接

続
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
当
該
予
測
接
続
料
に
つ
い
て
接
続
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ

つ
て
は
「
基
礎
事
業
年
度
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
事
業
年
度
を
い
う
。
）
の
経
過
後
十
一
月
以
内
に
」
と
、
当
該
精
算
接
続
料
に
つ
い
て
接
続
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者

に
あ
つ
て
は
「
基
礎
事
業
年
度
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
事
業
年
度
を
い
う
。
）
の
経
過
後
九
月
以
内
に
」
と
す
る
。

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所
）

第
二
十
三
条
の
九
の
四
　
法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
箇
所
（
次
項
に
お
い
て
「
標
準
的
接
続
箇
所
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
第
二
種
指
定
電

気
通
信
設
備
に
お
け
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
と
す
る
。
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一
　
次
項
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場

合

イ
　
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路

設
備
の
反
対
側
の
箇
所

ロ
　
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
（
他
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
プ
ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を

用
い
て
接
続
す
る
ル
ー
タ
で
あ
つ
て
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
の
無
線
設
備
の
う
ち
、

拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
た
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
タ
を
除
く
。
）

ハ
　
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
（
特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お
い
て
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
文
字
の
伝
送
交
換
の
み
に
用
い
ら
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所

二
　
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い

ら
れ
る
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基

地
局
を
設
置
し
て
い
な
い
場
合

前
項
ロ
に
掲
げ
る
箇
所

２
　
自
ら
の
電
気
通
信
設
備
を
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
間
接
接
続
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
一
体
的
に
運
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
自
ら
の
伝
送
路
設
備
の
一
端
と
接
続
さ
れ

る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
他
事
業
者
（
間
接
接
続
事
業
者
を
除
く
。
）
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
の
伝
送
交
換
の
全
て
が
、
間
接
接
続
事
業
者
の
標
準
的
接
続
箇
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
箇
所
に
代
え
て
当
該
箇
所
を
標
準
的
接
続
箇
所
と
し
、
当
該
伝
送
交
換
の
一
部
が
間
接
接
続
事
業
者
の
標
準
的
接
続
箇
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
箇
所
に
加
え
て
当

該
箇
所
を
標
準
的
接
続
箇
所
と
す
る
。

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
）

第
二
十
三
条
の
九
の
五
　
法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ホ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
他
事
業
者
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項

イ
　
他
事
業
者
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
の
手
続
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の

（１）
　
他
事
業
者
と
の
接
続
箇
所
が
あ
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
場
所
そ
の
他
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
を
他
事
業
者
が
受
け
る
手
続

（２）
　
接
続
の
請
求
を
行
い
当
該
請
求
へ
の
回
答
（
当
該
請
求
に
即
応
が
で
き
な
い
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な
い
電
気
通
信
設
備
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
を
含
む
。
）
を
他
事

業
者
が
受
け
る
手
続

（３）
　
接
続
協
定
の
締
結
及
び
解
除
の
手
続

ロ
　
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
の
請
求
の
日
か
ら
当
該
開
示
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間

ハ
　
接
続
の
請
求
の
日
か
ら
当
該
請
求
へ
の
回
答
を
受
け
接
続
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
標
準
的
期
間

二
　
他
事
業
者
が
接
続
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
介
し
た
間
接
的
な
接
続
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要

な
装
置
の
設
置
若
し
く
は
保
守
又
は
建
物
等
の
利
用
を
接
続
に
関
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
手
続

三
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
他
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
当
該
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
開
始
、
変
更
及
び
廃
止
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
の
管
理
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
五
条
の
七
に
お
い

て
「
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
五
条
の
七
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
提
供
又
は
特
定
移
動
端
末
設
備
と
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
試
験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
手
続

四
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
、
他
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
標
準
的
な
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
及
び
当
該
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
に
関
し

て
、
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の

五
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
他
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
種
類
及
び
機
能

六
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
又
は
保
守
そ
の
他
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
、
こ
れ
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に

お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の

七
　
ふ
く
そ
う
、
事
故
等
に
よ
り
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
生
じ
た
支
障
に
つ
い
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
他
事
業
者
へ
の
通
知
及
び
そ
の
利
用
者
に

対
す
る
説
明
そ
の
他
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
事
業
者
が
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項

八
　
重
要
通
信
の
取
扱
方
法

九
　
他
事
業
者
が
接
続
に
関
し
て
行
う
請
求
及
び
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
請
求
に
対
し
て
行
う
回
答
に
お
い
て
用
い
る
べ
き
様
式

十
　
他
事
業
者
と
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
の
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
あ
つ
せ
ん
又
は
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
三
項
の
仲
裁
に
よ
る
解
決
方
法

十
一
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
通
信
の
交
換
等
又
は
伝
送
に
関
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
に
お
い
て
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
又
は
当
該
通
信
を
取
り
扱
う
電
気
通
信
事

業
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
及
び
当
該
通
信
の
内
容
に
よ
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
行
わ
な
い
旨

十
二
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
共
同
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
承
認
に
係
る
機
能
の
概
要
及
び
接
続
料
の
支
払
方
法

並
び
に
当
該
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
間
の
責
任
の
分
界
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十
二
の
二
　
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
、
当
該
各
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料

金
を
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
定
し
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
請
求
す
る
方
式
（
着
信
側
の
電
気
通
信
事
業
者
の
請
求
す
る
当
該
料
金
が
基
本
料
金
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
採
用
す
る
こ
と
の
合
意
の
基
準
で
あ
つ
て
、

次
の
要
件
を
満
た
す
も
の

イ
　
合
意
の
対
象
と
す
る
接
続
の
形
態
（
当
該
接
続
に
係
る
通
信
の
発
信
、
着
信
及
び
そ
の
他
の
経
由
の
分
担
並
び
に
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
を
含
む
。
）
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
着
信
す
る
通
信
に
係
る
接
続
の
形
態
と
そ
の
対
応
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
に
係
る
接
続
の
形
態
の
双
方
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
合
意
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
合
意
を
適
用
す
る
期
間
に
つ
い
て
条
件
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
条
件
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
通
信
量
そ
の
他
の
数
量
を
合
意
の
条
件
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
数
量
の
範
囲
を
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
他
事
業
者
か
ら
合
意
に
関
す
る
申
入
れ
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
準
に
照
ら
し
て
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
合
意
を
拒
ま
な
い
旨
及
び
当
該
基
準
に
照
ら
し
て
合
意
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
合
意
に
関
す
る
申
入
れ
を
行
う
こ
と
は
な
い
旨
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
合
意
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
要
す
る
費
用
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ト
　
合
意
の
対
象
と
す
る
接
続
に
お
い
て
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
接
続
料
の
支
払
額
が
当
該
他
事
業
者
の
接
続
料
の
支
払
額
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と
、
合
意
を
し
よ
う

と
す
る
他
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
数
を
条
件
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
事
業
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

十
四
　
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間

２
　
前
項
第
一
号
イ
（
１
）
の
情
報
の
開
示
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
届
け
出
た
接
続
約
款
の
公
表
）

第
二
十
三
条
の
九
の
六
　
第
二
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
の
周
知
方
法
）

第
二
十
三
条
の
九
の
七
　
法
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
同
条
に
規
定
す
る
機
能
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
機
能
」
と
い
う
。
）
を
休
止
又
は
廃
止
す
る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
休
廃
止
日
」
と
い
う
。
）
の
三
年

前
の
日
ま
で
に
、
対
面
等
説
明
（
対
象
機
能
を
休
止
若
し
く
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
対
面
又
は
電
話
若
し
く
は
こ
れ
に

類
す
る
双
方
向
の
通
信
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
廃
止
日
の
三
年
前
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
休
廃
止
日
ま
で
の
間
に
対
象
機
能
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
対
象
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
に
つ
い
て

対
面
等
説
明
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
す
る
法
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
た
接
続
約
款
に
お
い
て
対
象
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
の
円
滑
な
実
施
（
法
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
必
要
な
対

応
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
措
置
の
実
施
を
含
む
。
）
が
確
保
さ
れ
る
周
知
の
方
法
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
接
続
約
款
を
定
め
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
方
法
に
よ
り
法
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
の
十
か
ら
第
二
十
三
条
の
十
三
ま
で
　
削
除

（
接
続
に
係
る
申
立
て
）

第
二
十
三
条
の
十
四
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
七
の
五
の
申
立
書
を
、
同
条
第
二
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
七
の
六
の
申
立
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
続
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条
の
十
五
　
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
七
の
七
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
関
す
る
計
画
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
ご
と
に
、
様
式
第
十
八
の
届
出
書
（
同
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
計
画
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
届
出
計
画
」
と
い
う
。
）
の
変
更
（
次
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
計
画
変
更
」
と
い
う
。
）
を
内
容
と
す
る
届
出
の
場
合
は
、
届
出

計
画
の
新
旧
対
照
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
た
も
の
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
の
期
限
）

第
二
十
四
条
の
二
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
数
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
て
行
う
計
画
変
更
を
同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
　
七
日

二
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
円
滑
な
接
続
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
総
務

大
臣
が
別
に
定
め
る
二
百
日
以
内
の
日
数

三
　
次
に
掲
げ
る
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
四
十
日

イ
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
計
画
変
更
（
同
項
に
規
定
す
る
工
事
の
開
始
の
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
工
事
開
始
日
」
と
い
う
。
）
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
を
除
き
、
電
気
通
信
事
業
報

告
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
届
出
計
画
の
変
更
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
届
け
出
る
と
き

ロ
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
請
求
に
よ
り
行
う
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
係
る
計
画
を
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
場
合
で
あ
つ
て
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
み
が
当
該
機
能
を
利
用
し
、
か
つ
、
当

該
変
更
又
は
追
加
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
き
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ハ
　
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
受
付
期
間
に
お
い
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
意
見
の
提
出
が
な
く
、
工
事
開
始
日
を
様
式
第
十
八
の
「
１
６
　
工
事
開
始
前
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
の
工
事
開
始
予
定
年

月
日
」
の
欄
に
記
載
し
た
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
短
縮
予
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
日
に
変
更
す
る
と
き

ニ
　
工
事
開
始
日
を
短
縮
予
定
日
に
変
更
し
た
と
し
て
も
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
円
滑
な
接
続
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
工
事
開
始
日
を
短
縮
予
定
日
以
後
の
日
に
変
更
す
る
と
き
（
ハ
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
）

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
九
十
日

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
日
数
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
届
出
計
画
が
第
一
項
第
三
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
関
す
る
計
画
の
公
表
）

第
二
十
四
条
の
三
　
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
に
計
画
を
届
け
出
た
後
直
ち
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ

り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
一
部
を
公
表
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
の
四
　
前
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
届
出
計
画
を
公
表
し
た
者
は
、
事
前
に
申
出
の
あ
つ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
通
知
し
た
上
で
、
当
該
届
出
計
画
を
公
表
し
た
日
（
次
項
に
お
い
て
「
一
般
公
表
日
」
と
い
う

。
）
か
ら
十
日
以
内
（
既
に
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
三
条
の
二
に
よ
る
報
告
を
し
た
届
出
計
画
の
変
更
を
内
容
と
す
る
届
出
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
既
報
告
変
更
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
五
日
以
内
）
（
行

政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
（
次
項
に
お
い
て
「
休
日
数
」
と
い
う
。
）
は
、
算
入
し
な
い
。
）
に
、
当
該
届
出
計
画
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
出
席
を
求
め
る
者
が
な
い
場
合
並
び
に
当
該
届
出
計
画
が
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
て
行
う
計
画
変
更
を
内
容
と
す
る
場
合
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
受
け
て
行
う
計
画
変
更
を
内
容
と
す
る
場
合
は
、
開
催
を
要
し
な
い
。

２
　
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
出
席
を
求
め
る
者
が
な
い
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、
一
般
公
表
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
届
出
計
画
に
つ
い
て
他
の
電
気
通
信

事
業
者
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
十
日
以
上
、
既
報
告
変
更
に
つ
い
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
十
日
（
休
日
数
は
算
入
し
な
い
。
）
以
上
の
意
見
受
付
期
間
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
を
要
し
な
い
機
能
）

第
二
十
四
条
の
五
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
を
変
更
又
は
追
加
す
る
た
め
に
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
デ
ー
タ
を
書
換
え
る
機
能

二
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
通
信
量
等
の
測
定
機
能

三
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
課
金
す
る
機
能
及
び
当
該
料
金
を
計
算
す
る
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
精

算
す
る
機
能
を
除
く
。
）

四
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
監
視
し
又
は
制
御
す
る
た
め
の
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
通
信
の
取
扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
機
能
を
除
く
。
）

五
　
公
衆
電
話
機
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
即
時
に
収
納
す
る
た
め
の
機
能
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
と
公
衆
電
話
機
と
の
間
の
信
号
の
伝
送
交
換
に
係
る
機
能
に
限
る
。
）

六
　
交
換
設
備
及
び
伝
送
路
設
備
に
よ
り
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
保
守
管
理
業
務
の
部
門
等
特
定
の
業
務
の
部
門
の
み
に
接
続
す
る
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
接
続
に
関
す
る
機
能

を
除
く
。
）

七
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
が
、
端
末
設
備
か
ら
利
用
条
件
を
設
定
し
又
は
変
更
す
る
た
め
の
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
接
続
に
関
す
る
条
件

を
設
定
し
又
は
変
更
す
る
た
め
の
機
能
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
能
の
提
供
が
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
ず
に
可
能
と
な
る
も
の

八
　
番
号
案
内
機
能
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
接
続
に
関
す
る
機
能
を
除
く
。
）

第
二
十
五
条
　
削
除

（
共
用
協
定
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
二
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
八
の
二
の
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
協
定
書
の
写
し

二
　
当
事
者
が
取
得
し
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
及
び
そ
の
精
算
方
法
そ
の
他
協
定
の
実
施
方
法
の
細
目
を
記
載
し
た
書
類

三
　
共
用
の
概
要
を
示
す
図

四
　
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
協
定
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類

（
共
用
に
係
る
申
立
て
）

第
二
十
五
条
の
三
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
申
立
て
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
の
申
立
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
気
通
信
設
備
の
共
用
に
係
る
申
立
て
　
様
式
第
十
七
の
六

二
　
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
係
る
申
立
て
　
様
式
第
十
八
の
三

（
共
用
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
四
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
裁
定
の
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
気
通
信
設
備
の
共
用
に
係
る
裁
定
の
申
請
　
様
式
第
十
七
の
七
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二
　
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
係
る
裁
定
の
申
請
　
様
式
第
十
八
の
四

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
五
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の

五
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
該
当
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
）

第
二
十
五
条
の
六
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
五
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
と
す
る
。

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
五
条
の
七
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
種
類
ご
と
の
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
開
始
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
年
月
日

三
　
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
種
類
ご
と
の
業
務
区
域

四
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務

の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
を
受
け
る
卸
電
気
通
信
役
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。
）
の
内
容

ハ
　
当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金

ニ
　
当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
し
て
、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
支
払
う
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
）

ホ
　
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項

ト
　
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

チ
　
電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
に
関
し
制
限
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

リ
　
重
要
通
信
の
取
扱
方
法

ヌ
　
当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
を
円
滑
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的
事
項

ル
　
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
利
用
者
の
権
利
若
し
く
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
条
件
又
は
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者

若
し
く
は
そ
の
利
用
者
の
権
利
若
し
く
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
と
併
せ
て
行
う
業
務
の
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

ヲ
　
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間

一
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務

一
　
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通

信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
の
電
気
通
信
回
線
（
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る

共
同
住
宅
等
内
の
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
特
定
卸
電
気
通
信

役
務
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
と
そ
の
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
の
電
気
通
信
回

線
。
二
及
び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

二
　
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気

通
信
回
線
の
数
が
五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者

三
　
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
そ

の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信

回
線
の
数
が
三
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

四
　
そ
の
他
電
気
通
信
事
業
者

二
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
又
は
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用

に
供
す
る
携
帯
電
話
若
し
く
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四

号
に
規
定
す
る
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・

直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動

無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
条
第
十
二
号
及
び

第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ

た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
以
外

一
　
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通

信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路

設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

二
　
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接

続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
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の
も
の
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通

信
設
備
を
い
う
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
前
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電

気
通
信
事
業
者
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
及
び
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件

ロ
　
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
種
類
、
機
能
及
び
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件

（
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
契
約
約
款
）

第
二
十
五
条
の
七
の
二
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
前
条
第
四
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
（
同
号
（
イ

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、
公
表
し
て
い
る
も
の
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
約
款
に
よ
る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係

る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
六
の
届
出
書
に
、
同
項
の
契
約
約
款
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
六
の
届
出
書
に
、
当
該
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の
公
表
は
、
そ
の
実
施
の
日
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
七
の
三
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
七
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
（
同
号

の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る
者
の
当
該
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約

書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
七
の
四
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十

八
の
八
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
卸
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
二
十
五
条
の
七
の
五
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
卸
電
気
通
信
役
務
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
現
に
提
供
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
携
帯
電
話
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
三
・
九―

四
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
又
は
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
全
国
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告

規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
全
国
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス

シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
五
条
の
七
の
六
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
接
続
料
相
当
額
（
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
卸
元
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
と
同
等
の
電
気
通
信
役
務
を
、
当
該
特

定
卸
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
卸
元
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
し
て
は
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
額
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務

の
料
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
単
位
と
同
一
の
単
位
（
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
料
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
単
位
と
同
一
の
単
位
で
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理

的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
態
様
に
照
ら
し
て
適
切
な
単
位
）
で
算
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
と
接
続
料
相
当
額
と
の
差
額
の
用
途

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
の
事
項
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
接
続
料
相
当
額
に
代
え
て
、
接
続
料
相
当
額
の
水
準
を
表

す
も
の
と
し
て
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
接
続
料
相
当
額
指
数
」
と
い
う
。
）
を
提
示
す
れ
ば
足
り
る
。
た
だ
し
、

初
に
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了

の
日
ま
で
の
間
に
行
う
接
続
料
相
当
額
指
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
式
中
「
前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額
指
数
」
と
あ
る
の
は
「
１
０
０
」
と
、
「
前
事
業
年
度
終
了
の

日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
、
「

初
に
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額
」
と
す
る
。

接
続
料
相
当
額
指
数＝

前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額
指
数×

（
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額÷

前

事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額
）

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
二
十
五
条
の
八
　
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
九
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

36



（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
）

第
二
十
五
条
の
九
　
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
九
の
二
の
申
立
書
を
、
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申

立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
九
の
三
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
務
大
臣
が
整
理
し
、
公
表
す
る
情
報
）

第
二
十
五
条
の
十
　
法
第
三
十
九
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種

指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

二
　
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

三
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

四
　
法
第
三
十
三
条
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

五
　
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

六
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
し
た
行
政
指
導
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
行
政
指
導
の
う
ち
、
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報

（
外
国
政
府
等
と
の
協
定
又
は
契
約
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
六
条
　
法
第
四
十
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
の
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
協
定
書
又
は
契
約
書
の
写
し

二
　
協
定
の
実
施
方
法
の
細
目
を
記
載
し
た
書
類

三
　
変
更
の
認
可
申
請
の
場
合
は
、
協
定
又
は
契
約
の
新
旧
を
対
照
し
た
書
類

（
外
国
政
府
等
と
の
協
定
等
に
お
け
る
重
要
事
項
）

第
二
十
七
条
　
法
第
四
十
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
要
な
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
役
務
（
音
声
を
伝
送
交
換
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
そ
の
内
容
を
蓄
積
す
る
こ
と
な
く
通
信
を
行
う
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
話
等
の
役
務
」
と
い
う
。
）
に
限
り
、
交
換
取
扱
人
を
介
し
た
通

話
そ
の
他
付
随
的
な
も
の
を
除
く
。
）
の
提
供
（
本
邦
外
の
場
所
と
の
間
で
電
話
等
の
役
務
を
提
供
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）

が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
者
の
使
用
に
係
る
端
末
設
備
が
電
話
等
の
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
さ
れ
る
態
様

の
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
提
携
を
内
容
と
す
る
協
定
又
は
契
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
協
定
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
次
の
事
項

イ
　
電
気
通
信
回
線
を
設
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
区
間
並
び
に
こ
れ
に
よ
り
取
り
扱
う
電
気
通
信
役
務
の
種
類
及
び
対
地

ロ
　
電
話
等
の
役
務
の
提
供
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
既
に
音
声
を
伝
送
交
換
す
る
機
能
に
つ
い
て
協
定
等
を
締
結
し
て
い
る
相
手
方
と
の
間
で
、
音
声
に
影
像
を
統
合
し
て
伝
送
交
換
す
る
機
能
を
追
加
す
る
た
め
に
協
定
等
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
事

者
が
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
が
音
声
を
伝
送
交
換
す
る
場
合
と
同
一
で
あ
る
か
、
又
は
こ
れ
を
下
回
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
。

（２）
　
協
定
等
の
相
手
方
が
、
特
定
の
対
地
の
区
分
に
お
い
て
着
信
側
の
電
気
通
信
事
業
者
を
追
加
す
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
協
定
等
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
区
分
に
お
い
て
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ

き
金
額
が
増
加
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
。

（３）
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
事
者
が
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
が
減
少
す
る
場
合
（
対
地
ご
と
、
着
信
側
の
電
気
通
信
役
務
の
種
類
ご
と
又
は
通
信
量
ご
と
そ
の
他
の
区
分
に
よ
り
多
数
の
区
分

を
設
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
い
ず
れ
の
区
分
に
お
い
て
も
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
が
増
加
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
に
限
る
。
）

ハ
　
電
話
等
の
役
務
の
提
供
に
関
し
、
取
り
扱
う
通
信
量
の
割
合

二
　
本
邦
に
陸
揚
げ
さ
れ
る
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
建
設
保
守
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約
（
出
資
比
率
の
み
を
変
更
す
る
も
の
、
破
棄
し
得
な
い
使
用
権
の
取
得
及
び
譲
渡
に
関
す
る
も
の
並
び
に
ケ
ー
ブ
ル
保
守
船
の
利
用
に
関
す
る
も

の
を
除
く
。
）

第
三
節
　
電
気
通
信
設
備

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
み
で
あ
る
場
合
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備

イ
　
専
ら
一
の
利
用
者
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
者
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
供
す
る
そ
の
電
気
通
信
役
務
の

提
供
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
端
末
系
伝
送
路
設
備
が
接
続
さ
れ
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
（
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
を
介
し
て
イ
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
利
用
者
が
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
イ
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
た
め
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
利
用
に
代
え
て
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三

十
四
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
な
い
も
の
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イ
　
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

ロ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十
七
条
の
四
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ハ

並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
九
号
及
び
第
九
号
の
二
に
お
い
て
単
に
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
」
と
い
う
。
）

ハ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供

す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
用
設
備
（
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ニ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
単
に
「
携
帯
電
話
用

設
備
」
と
い
う
。
）

ホ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
（
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ニ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
単
に
「
特

定
携
帯
電
話
用
設
備
」
と
い
う
。
）

ヘ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ニ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
の
二
及
び
第
十
二
号
の
二
に
お
い
て
単
に
「
Ｐ
Ｈ

Ｓ
用
設
備
」
と
い
う
。
）

ト
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備

三
　
電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
除
く
。
）

イ
　
交
換
機
能

ロ
　
電
気
通
信
設
備
の
制
御
機
能
（
仮
想
化
し
た
機
能
を
制
御
す
る
た
め
の
機
能
を
含
む
。
）

ハ
　
電
気
通
信
設
備
の
運
用
、
監
視
又
は
保
守
に
係
る
機
能

ニ
　
通
信
の
接
続
又
は
認
証
に
係
る
加
入
者
管
理
機
能

四
　
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
（
当
該
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供

さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
伝
送
路
設
備
が
本
邦
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
伝
送
路
設
備
が
本
邦
内
の
場
所
と
本
邦
外
の
場
所
と
の
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
内
容
、
利
用
者
の
範
囲
等
か
ら
み
て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
等
）

第
二
十
七
条
の
二
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
一
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ
　
前
年
度
末
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
百
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
電
気
通
信
役
務
の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
）

第
二
十
七
条
の
三
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
が
法
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
五
項
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
な
る
機

器
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
要
し
な
い
設
備
）

第
二
十
七
条
の
四
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
既
に
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
行
つ
た
自
己
の
電
気
通
信
設
備
の
自
己
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
行
つ
た
方
法
に
よ
り
設
置
し
た
場
合
（
次
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
あ

つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
通
話
品
質
、
接
続
品
質
、
総
合
品
質
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
（
通
話
品
質
に
あ
つ
て
は
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
を
除
く
。
総
合
品
質
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
メ
タ
ル

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
と
い
う
。
）
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
及
び
同
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質

に
あ
つ
て
は
、
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
限
る
。
）
を
劣
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合

ロ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
接
続
品
質
、
総
合
品
質
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
を
劣
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合

二
　
既
に
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
行
つ
た
自
己
の
電
気
通
信
設
備
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
種
類
を
変
更
す
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
又
は
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲

げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
が
当
該
変
更
に
よ
り
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
場
合

38



ロ
　
イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
該
当
し
な
か
つ
た
も
の
が
当
該
変
更
に
よ
り
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
場
合

三
　
既
に
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
つ
て
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が
行
わ
れ
た
電
気
通
信
設
備
を
自
己
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
通
話
品
質
、
接
続
品
質
、
総
合
品
質
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
（
通
話
品
質
に
あ
つ
て
は
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
を

除
く
。
総
合
品
質
に
あ
つ
て
は
、
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
限
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

品
質
に
あ
つ
て
は
、
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
限
る
。
）
を
劣
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合

ロ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
接
続
品
質
、
総
合
品
質
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
を
劣
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合

ハ
　
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
又
は
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲

げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
し
て
自
ら
が
使
用
す
る

場
合

ニ
　
ハ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
該
当
し
な
い
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設

備
を
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
し
て
自
ら
が
使
用
す
る
場
合

四
　
適
合
表
示
端
末
機
器
を
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
し
、
か
つ
、
自
己
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
場
合

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
）

第
二
十
七
条
の
五
　
法
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
の
二
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気

通
信
設
備
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
又
は
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ

タ
ル
通
信
用
設
備
を
除
く
。
）
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
の
設
備
構
成
図
（
こ
れ
ら
の
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
を
論
理
的
に
構
成
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
機
能
に
係
る
論
理
的
な
構
成
を
具
体
的
に
示
し
た
設
備
構
成
図
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
接
続
構
成
図

ロ
　
交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
予
備
設
備
の
設
置
等
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
故
障
等
の
検
出
方
式
及
び
通
知
方
式
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
電
気
通
信
設
備
に
お
け
る
利
用
者
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
か
ら
受
信
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
制
限
等
の
防
護
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ホ
　
交
換
設
備
に
お
け
る
異
常
ふ
く
そ
う
検
出
方
式
及
び
そ
の
対
策
方
式
に
関
す
る
説
明
書

ヘ
　
交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
耐
震
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ト
　
停
電
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

チ
　
線
路
設
備
に
お
け
る
誘
導
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

リ
　
電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
等
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ヌ
　
屋
外
設
備
の
設
置
に
関
す
る
説
明
書

ル
　
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
等
に
お
け
る
自
然
災
害
等
の
対
策
措
置
及
び
不
法
侵
入
防
止
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ヲ
　
通
信
内
容
の
秘
匿
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ワ
　
電
気
通
信
設
備
に
蓄
積
す
る
利
用
者
の
通
信
に
係
る
情
報
の
保
護
措
置
に
関
す
る
説
明
書

カ
　
電
気
通
信
設
備
と
利
用
者
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
お
け
る
保
安
装
置
の
設
置
に
関
す
る
説
明
書

ヨ
　
電
気
通
信
設
備
と
利
用
者
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
分
界
点
の
場
所
に
関
す
る
説
明
書

タ
　
ヨ
の
分
界
点
に
お
け
る
電
気
通
信
設
備
の
正
常
性
確
認
方
式
に
関
す
る
説
明
書

レ
　
音
声
伝
送
用
設
備
に
お
け
る
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
端
末
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
接
続
条
件
に
関
す
る
書
類
及
び
試
験
結
果

ソ
　
通
話
品
質
に
関
す
る
計
算
結
果
及
び
そ
の
計
算
に
関
す
る
説
明
書

ツ
　
接
続
品
質
に
関
す
る
設
計
値
及
び
そ
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
書

ネ
　
緊
急
通
報
を
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
説
明
書

ナ
　
災
害
時
優
先
通
信
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
説
明
書

ラ
　
異
な
る
電
気
通
信
番
号
の
送
信
の
防
止
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ム
　
電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
第
二
十
七
条
の
二
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信

設
備
に
限
る
。
）
の
管
理
に
関
す
る
説
明
書

ウ
　
電
気
通
信
設
備
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
を
行
う
事
業
場
に
配
備
し
て
い
る
主
要
試
験
機
器
の
一
覧

ヰ
　
電
気
通
信
設
備
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
を
行
う
事
業
場
に
配
備
し
て
い
る
主
要
応
急
復
旧
機
材
の
一
覧
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ノ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が

制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

一
の
二
　
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
　
次
に
掲

げ
る
書
類

イ
　
前
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
総
合
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
安
定
品
質
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ホ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が

制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

一
の
三
　
ワ
イ
ヤ
レ
ス
固
定
電
話
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
総
合
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
安
定
品
質
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

二
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一

号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
総
合
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
安
定
品
質
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ホ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が

制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

三
　
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
り
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
、
ラ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
そ
の
他
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

四
　
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制
御
信
号
の
増
加
の
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制
御
信
号
の
増
加
を
想
定
し
た
過
負
荷
試
験
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

四
の
二
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制
御
信
号
の
増
加
の
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に

よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

五
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る

特
定
Ｉ
Ｐ
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に

よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

五
の
二
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ラ
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

40



ロ
　
電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
名
目
速
度
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
と
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
お
け
る
理
論
上
の

大
デ
ー
タ
伝
送
速
度
を
い
う
。
第
八
号
の
二
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
国
際
的
な
標
準
へ
の
適
合
状

況
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

六
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
以
外
の
電
気
通
信
回
線
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ラ
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に

よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

七
　
有
線
放
送
設
備
（
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
有
線
一
般
放
送
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
有
線
一
般
放
送
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気

通
信
設
備
（
再
放
送
を
行
う
た
め
の
受
信
空
中
線
そ
の
他
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
接
続
さ
れ
る
受
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
線
路
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
線
路
を
使
用
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
有
線
放
送
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
同
一
の
設
備
を
使
用
す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
の
間
に
お
け
る
分
界
点
の
場
所
に
関
す
る
説
明
書

ロ
　
イ
の
分
界
点
に
お
け
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
正
常
性
確
認
方
式
に
関
す
る
説
明
書

ハ
　
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
と
有
線
放
送
設
備
の
受
信
者
端
子
（
放
送
法
施
行
規
則
第
百
五
十
条
第
四
号
の
受
信
者
端
子
を
い
う
。
）
と
の
間
に
お
け
る
分
離
度
又
は
有
線
一
般
放
送
の
受
信
設
備
か
ら
副
次
的
に
発
す
る
電
磁

波
に
よ
る
妨
害
の
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
有
線
一
般
放
送
の
受
信
設
備
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
、
通
信
の
内
容
が
判
読
で
き
な
い
よ
う
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
説
明
書

八
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
の
設
備
構
成
図
（
こ
れ
ら
の
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
を
論
理
的
に
構
成
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
機
能
に
係
る
論
理
的
な
構
成
を
具
体
的
に
示
し
た
設
備
構
成
図
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
接
続
構
成
図

ハ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
予
備
設
備
の
設
置
等
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
故
障
等
の
検
出
方
式
及
び
通
知
方
式
に
関
す
る
説
明
書

ホ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
耐
震
措
置
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ヘ
　
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
お
け
る
総
合
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ト
　
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

チ
　
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
お
け
る
安
定
品
質
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

リ
　
そ
の
他
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

八
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ラ
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
の
設
備
構
成
図
（
こ
れ
ら
の
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
を
論
理
的
に
構
成
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
機
能
に
係
る
論
理
的
な
構
成
を
具
体
的
に
示
し
た
設
備
構
成
図
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
接
続
構
成
図

ハ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
故
障
等
の
検
出
方
式
及
び
通
知
方
式
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
交
換
設
備
、
伝
送
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
耐
震
措
置
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ホ
　
電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ヘ
　
名
目
速
度
に
関
す
る
国
際
的
な
標
準
へ
の
適
合
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ト
　
そ
の
他
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

九
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
又
は
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ル
、
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に

よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

九
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
メ
タ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
た
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類
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イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ル
、
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
総
合
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ニ
　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
に
関
す
る
基
準
値
及
び
そ
の
測
定
方
法
に
関
す
る
説
明
書

ホ
　
安
定
品
質
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ヘ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

十
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固

定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ル
、
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

十
一
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ル
、
ソ
、
ラ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ
と
に

よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

十
二
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
四
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

十
二
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ソ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
四
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

十
三
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る

特
定
Ｉ
Ｐ
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
第
八
号
ロ
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
書
類

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

十
四
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ラ
、
ウ
及
び
ノ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
第
六
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
第
八
号
ロ
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
書
類

ニ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御
す
る
こ

と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
）

２
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
の
届
出
書
又
は
同
項
の
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
（
法
第
四
十
二
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
変
更
が
あ
つ
た

場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
二
十
の
三
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
管
理
規
程
）

第
二
十
八
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
一
の
届
出
書
に
、
管
理
規
程
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
二
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
　
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
管
理
規
程
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
方
針
に
関
す
る
事
項

イ
　
組
織
の
全
体
的
か
つ
部
門
横
断
的
な
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
関
係
法
令
、
管
理
規
程
そ
の
他
の
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
通
信
需
要
、
相
互
接
続
等
を
考
慮
し
た
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

ニ
　
災
害
を
考
慮
し
た
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

ホ
　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
体
制
に
関
す
る
事
項

イ
　
経
営
の
責
任
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
職
務
及
び
代
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ
　
各
部
門
の
責
任
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ
　
各
従
事
者
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ
　
組
織
内
の
連
携
体
制
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

ト
　
組
織
外
の
関
係
者
と
の
連
携
及
び
責
任
分
担
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

イ
　
基
本
的
な
取
組
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

ニ
　
通
信
量
の
変
動
を
踏
ま
え
た
適
切
な
設
備
容
量
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

ホ
　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
信
頼
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

ト
　
重
要
通
信
の
確
保
及
び
ふ
く
そ
う
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

チ
　
緊
急
通
報
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

リ
　
防
犯
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
誤
り
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ル
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
そ
の
損
壊
又
は
故
障
等
に
よ
る
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
リ
ス
ク
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ
　
ル
に
関
す
る
取
組
を
踏
ま
え
た
事
業
継
続
計
画
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

ワ
　
ふ
く
そ
う
、
事
故
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
の
報
告
、
記
録
、
措
置
及
び
周
知
に
関
す
る
こ
と
。

カ
　
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
観
点
か
ら
行
う
利
用
者
に
対
す
る
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ
　
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

タ
　
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
等
現
状
の
調
査
、
分
析
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

四
の
二
　
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
関
す
る
業
務
管
理
体
制
に
関
す
る
事
項
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
第
二
十
七
条
の
二
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部

を
構
成
す
る
設
備
の
運
用
を
他
人
に
委
託
し
て
い
る
場
合
（
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
電
子
計
算
機
を
他
人
の
情
報
処
理
の
用
に

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
等
を
通
じ
て
他
人
か
ら
第
二
十
七
条
の
二
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
の
提
供
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

イ
　
委
託
先
の
電
気
通
信
設
備
の
安
定
的
な
使
用
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
委
託
先
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
等
を
行
う
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
電
気
通
信
事
業
法
に
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
義
務
の
履
行
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ニ
　
電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
電
気
通
信
設
備
の
運
用
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
当
該
管
理
規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

イ
　
当
該
管
理
規
程
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
管
理
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
に
必
要
な
経
営
資
源
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
、
評
価
及
び
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
点
検
の
結
果
そ
の
他
の
事
由
に
基
づ
く
当
該
管
理
規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。
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六
　
そ
の
他
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
し
、
電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
本
邦
内
の
場
所
と
本
邦
外
の
場
所
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
海
底
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
他
の
設
備
と
別
に
記
載
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
細
目
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
の
要
件
等
）

第
二
十
九
条
の
二
　
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
法
第
四
十
四
条
の
五
の
命
令
に
よ
り
解
任
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ
と

と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
通
算
し
て
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る
業
務

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
監
督
す
る
業
務

二
　
前
号
に
掲
げ
る
要
件
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

２
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
業
務
を
開
始
す
る
前
に
、
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
二
十
九
条
の
三
　
法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
年
月
日

四
　
解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
選
任
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
が
事
業
運
営
上
の
重
要
な
決
定
に
参
画
す
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
こ
と
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
認
定
電
気
通
信
番
号
使
用
計
画
に
従
つ
て
使
用
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
総
務
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
）

第
二
十
九
条
の
四
　
法
第
五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ド
メ
イ
ン
名

二
　
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス

三
　
国
際
電
気
通
信
連
合
が
登
録
そ
の
他
の
処
分
を
行
う
番
号
（
国
際
電
気
通
信
連
合
条
約
に
基
づ
く
勧
告
に
準
拠
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
番
号
計
画
に
定
め
る
電
気
通
信
番
号
以
外
の
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

（
技
術
的
条
件
の
認
可
）

第
三
十
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
技
術
的
条
件
を
定
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
申
請
書
に
、
そ
の
案
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
端
末
設
備
等
の
接
続
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
者
）

第
三
十
条
の
二
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
は
、
同
項
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
同
項
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
は
、
同
号
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
同
号
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
者
と
す
る
。

（
利
用
者
か
ら
の
端
末
設
備
の
接
続
請
求
を
拒
め
る
場
合
）

第
三
十
一
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
者
か
ら
、
端
末
設
備
で
あ
つ
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
別
に
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
公
衆
電
話
機
そ
の
他
利
用
者
に
よ
る
接
続
が
著
し
く

不
適
当
な
も
の
の
接
続
の
請
求
を
受
け
た
場
合
と
す
る
。

（
利
用
者
か
ら
の
端
末
設
備
等
の
接
続
請
求
を
拒
め
る
電
気
通
信
回
線
設
備
）

第
三
十
一
条
の
二
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
と
す
る
。

（
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
）

第
三
十
二
条
　
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
端
末
設
備
を
同
一
の
構
内
に
お
い
て
移
動
す
る
と
き
。

二
　
通
話
の
用
に
供
し
な
い
端
末
設
備
又
は
網
制
御
に
関
す
る
機
能
を
有
し
な
い
端
末
設
備
を
増
設
し
、
取
り
替
え
、
又
は
改
造
す
る
と
き
。

三
　
防
衛
省
が
、
電
気
通
信
事
業
者
の
検
査
に
係
る
端
末
設
備
の
接
続
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。

四
　
電
気
通
信
事
業
者
が
、
そ
の
端
末
設
備
の
接
続
に
つ
き
検
査
を
省
略
し
て
も
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
技
術
基
準
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
及
び
同
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
同
項
の
総
務
大
臣
の
認

可
を
受
け
て
定
め
る
技
術
的
条
件
を
含
む
。
）
に
適
合
し
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
検
査
を
省
略
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
そ
の
旨
を
定
め
公
示
し
た
も
の
を
接
続
す
る
と
き
。

五
　
電
気
通
信
事
業
者
が
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
技
術
的
条
件
（
利
用
者
の
端
末
設
備
が
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
行
う
こ
と
の
禁
止
に
関
す
る
も
の
及

び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
の
設
定
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
認
定
機
関
又
は
法
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
認
定
機
関
が
認

定
を
し
た
端
末
機
器
を
接
続
し
た
と
き
。

六
　
専
ら
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
電
気
通
信
事
業
を
営
む
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
行
う
放
送
の
受
信
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
端
末
設
備
で
あ
る
と
き
。
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七
　
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
、
自
ら
持
ち
込
む
端
末
設
備
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該

者
の
入
国
の
日
か
ら
同
日
以
後
九
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
使
用
す
る
も
の
を
接
続
す
る
と
き
。

八
　
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
無
線
設
備
で
あ
る
端
末
設
備
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
同
日
以
後
百
八
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
使
用
す
る
も
の
を
接
続
す
る
と
き
。

２
　
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
事
業
者
が
、
利
用
者
の
営
業
時
間
外
及
び
日
没
か
ら
日
出
ま
で
の
間
に
お
い
て
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
と
き
。

二
　
防
衛
省
が
、
電
気
通
信
事
業
者
の
検
査
に
係
る
端
末
設
備
の
接
続
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。

第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
　
削
除

第
四
節
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者

（
媒
介
等
の
業
務
の
届
出
等
）

第
三
十
九
条
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
媒
介
等
の
業
務
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
三
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

二
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
前
号
の
法
人
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
の
名
簿
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

三
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

２
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
、
届
出
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
媒
介
等
の
業
務
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
者
の
法
人
番
号

二
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
電
気
通
信
事
業
者
又
は
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
法
人
番
号
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
又
は
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
法
人
番
号

三
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
電
気
通
信
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
法
人
番
号
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
人
番
号

四
　
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

五
　
対
象
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
に
係
る
再
委
託
の
有
無

六
　
対
象
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
販
売
方
法
の
別

４
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
場
合
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
イ
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

二
　
第
一
号
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

５
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
み
の
変
更
と
す
る
。

６
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
五
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
媒
介
等
業
務
を
行
う
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
又
は
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
以
外
の
法
人
で
あ
つ
た
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

三
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
以
外
の
団
体
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
の
名
簿
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
書
類

四
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
以
外
の
個
人
で
あ
つ
た
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

７
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
媒
介
等
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
六
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
七
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
者
が
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
対
し
て
す
べ
き
届
出
に

つ
い
て
は
、
当
該
指
定
を
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
様
式
第
三
十
三
に
よ
る
届
出
書
に
第
一
項
の
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
条
　
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
条
件
概
要
説
明
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の

二
の
三
第
一
項

の
締
結

の
締
結
の
媒
介
等
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十
　
対
象
契
約
が
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
確
認
措
置
契
約
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
確

認
措
置
に
関
す
る
事
項

十
　
対
象
契
約
が
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
契
約
で
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
を
行
う
旨
及
び
当
該
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称

十
二
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
（
当
該
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
契
約
の
締
結
の
媒
介

等
を
行
う
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
の
苦
情
及
び
問
合
せ
を
処
理
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
電
話
に
よ
る
連
絡
先
に
あ
つ
て
は
、
苦
情
及
び
問
合
せ
に
応
じ
る
時
間
帯
を
含
む
。
）

第
二
十
二
条
の

二
の
三
第
二
項

の
締
結

の
締
結
の
媒
介
等

法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号

法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号

第
二
十
二
条
の

二
の
三
第
三
項

電
気
通
信
事
業
者
が

届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
登
録
番
号
又
は
第
九
条
第
十
五
項
若
し
く
は
第
六
十
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
番
号
を
含
む
。

当
該
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
番
号
を
含
む
。

２
　
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
の
締
結
」
と
あ
る
の
は
、

「
の
締
結
の
媒
介
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
勧
誘
で
あ
る
旨
」
と
あ
る
の

は
、
「
勧
誘
で
あ
る
旨
及
び
当
該
勧
誘
に
係
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５
　
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
移
動
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
条
の
二
　
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
益
の
提
供
及
び
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
そ
の
他

の
提
供
条
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二

の
十
六
第
一
項
第

二
号

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供

す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う

届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
移
動
電
気
通

信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
し
た
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
委
託
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）

同
型
機
種
を
い
う
。

同
型
機
種
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者

届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
委
託
電
気
通
信
事
業
者
が
先
行
同
型
機
種
を
利
用
者
か
ら
譲
り
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
電
気

通
信
事
業
者
）
が
利
用
者

第
二
十
二
条
の
二

の
十
六
第
一
項
第

二
号
イ
（
１
）

当
該
電
気
通
信
事
業
者

当
該
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
当
該
対
象
設
備
が
委
託
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
調
達
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
委
託

電
気
通
信
事
業
者
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
二
十
二
条
の
二

の
十
六
第
二
項

一
　
電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
依
頼
を
受
け
て
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次

の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格

イ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
が
中
古
の

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
複
数
の
価
格
を
定
め
て
い
る
場
合
　
次
に
掲

げ
る
価
格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
価
格

（
１
）
　
当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち

も
高
い
価
格

（
２
）
　
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
（
当
該
対
象
設
備
の
正
確
な
調
達
価
格
が
定
か

で
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の

機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
が
な
い

場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
）
の
当
該
電

気
通
信
事
業
者
に
お
け
る
調
達
価
格
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

一
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
（
そ
の
依
頼
を
受
け
て
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格

イ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
が
中
古
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と

同
等
の
状
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
複
数
の
価
格
を
定
め
て
い
る
場
合
　
次
に
掲
げ

る
価
格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
価
格

（
１
）
　
当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち

も
高
い
価
格

（
２
）
　
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
（
当
該
対
象
設
備
の
正
確
な
調
達
価
格
が
定
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等

の
状
態
で
あ
る
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
が
な
い
場

合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
）
の
当
該
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
お
け
る
調
達
価
格
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を
定
め
て
い
る
場
合
　
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
価
格
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ロ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を

定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格
と
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
の
い
ず
れ
か
高

い
価
格

二
　
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格

イ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
複
数
の
価
格
を
定

め
て
い
る
場
合
　
当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち

も
高
い
価
格

ロ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を

定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格

（
１
）
　
当
該
対
象
設
備
が
委
託
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
調
達
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格
と
第
二
十
二
条
の
二
の

十
六
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
価
格
の
い
ず
れ
か
高
い
価
格

（
２
）
　
当
該
対
象
設
備
が
委
託
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
か
ら
調
達
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格
と
当
該
対
象

設
備
の
調
達
価
格
の
い
ず
れ
か
高
い
価
格

二
　
委
託
電
気
通
信
事
業
者
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る

価
格

三
　
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
及
び
委
託
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格

イ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
複
数
の
価
格
を
定
め
て
い
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
価
格
の
う
ち

い
ず
れ
か
高
い
価
格

（
１
）
　
当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち

も
高
い
価
格

（
２
）
　
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格

ロ
　
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を
定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
一
の
価
格

第
五
節
　
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
支
援
機
関

（
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
の
申
請
様
式
等
）

第
四
十
条
の
三
　
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
個
別
注
記
表
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
書
（
同
項
第
十
号
及
び
第
十

一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）

二
　
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
関
す
る
収
支
の
状
況
を
示
す
様
式
第
三
十
八
の
二
の
表
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
」
と
い
う
。
）

三
　
財
務
諸
表
及
び
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
適
正
な
作
成
を
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
が
証
明
し
た
こ
と
を
示
す
書
類

四
　
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
を
作
成
す
る
際
に
用
い
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

五
　
申
請
に
係
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
業
務
区
域
の
範
囲
を
記
載
し
た
書
類

六
　
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
の
設
置
の
状
況
及
び
都
道
府
県
ご
と
の
設
置
台
数
を
記
載
し
た
書
類

（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
公
表
等
）

第
四
十
条
の
四
　
法
第
百
八
条
第
一
項
第
一
号
の
公
表
は
、
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
収
支
の
状
況
の
公
表
は
、
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
当
該
申
請
の
前
に
、
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
備
置
き
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
公
表
は
、
同
項
の
備
置
き
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
通
報
の
通
信
回
数
）

第
四
十
条
の
四
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
各
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
第
十
四
条
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
通
信
回
数
に
つ
い
て
、
関
係
機

関
に
対
し
、
必
要
な
資
料
又
は
情
報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
関
係
機
関
か
ら
必
要
な
資
料
又
は
情
報
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
年
度
経
過
後
三
月
以
内
を
期
限
と
し
て
、
当
該
資
料
又
は
情
報
を
当
該
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
の
申
請
に
係
る
接
続
約
款
の
公
表
等
）

第
四
十
条
の
四
の
三
　
法
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
の
接
続
約
款
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所

二
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
際
の
、
前
号
に
定
め
る
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条
件

三
　
接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
の
機
能
に
係
る
取
得
す
べ
き
金
額

四
　
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

五
　
接
続
協
定
の
締
結
及
び
解
除
の
手
続

六
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
際
の
、
接
続
の
請
求
を
受
け
た
日
か
ら
接
続
の
開
始
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間

七
　
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項

八
　
重
要
通
信
の
取
扱
方
法

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項

十
　
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間

２
　
法
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
接
続
約
款
の
変
更
の
届
出
等
）

第
四
十
条
の
四
の
四
　
法
第
百
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
接
続
約
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
三
十
八
の
三
の
届
出
書
に
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照

を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
の
申
請
様
式
等
）

第
四
十
条
の
四
の
五
　
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
の
二
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表

二
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
関
す
る
収
支
の
状
況
を
示
す
様
式
第
三
十
八
の
二
の
三
の
表
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
」
と
い
う
。
）

三
　
財
務
諸
表
及
び
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
適
正
な
作
成
を
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
が
証
明
し
た
こ
と
を
示
す
書
類

四
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
を
作
成
す
る
際
に
用
い
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

五
　
申
請
に
係
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
業
務
区
域
の
範
囲
に
特
別
支
援
区
域
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
が
第
四
十
条
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
模
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
申
請
を
行
お
う
と
す
る
事
業
年
度
の
前
年
度
末
に
お
け
る
当
該
特
別
支
援
区
域
ご
と
に
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
が
第
四
十
条
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
模
を
超
え
る
旨
を
示
す
書
類

ロ
　
当
該
特
別
支
援
区
域
に
お
け
る
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
整
備
及
び
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
確
保
に
係
る
計
画
を
記
載
し
た
様
式
第
三
十
八
の
二
の

四
の
計
画
書
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
特
別
支
援
区
域
整
備
・
役
務
提
供
計
画
書
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
（
第
五
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
四
の
五
第
一
項
（
第
五
号

イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
「
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
「
を
総
務
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
示
す
電
磁
的
記
録
で
作
成
し
」
と
、
「
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す

る
」
と
す
る
。

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
公
表
等
）

第
四
十
条
の
四
の
六
　
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表

二
　
前
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
特
別
支
援
区
域
整
備
・
役
務
提
供
計
画
書

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
公
表
は
、
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
当
該
申

請
の
前
に
、
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
備
置
き
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
公
表
は
、
同
項
の
備
置
き
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
書
類
等
の
提
出
）

第
四
十
条
の
五
　
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
並
び
に
第
四
十
条
の
三
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
書
類
等
の
提
出
）

第
四
十
条
の
五
の
二
　
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表

二
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表

三
　
財
務
諸
表
及
び
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
適
正
な
作
成
を
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
が
証
明
し
た
こ
と
を
示
す
書
類

四
　
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
を
作
成
す
る
際
に
用
い
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

五
　
当
該
事
業
年
度
末
に
お
け
る
担
当
支
援
区
域
に
特
別
支
援
区
域
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
特
別
支
援
区
域
ご
と
に
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
が
第
四
十
条
の
六
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
模
を
超
え
る
か
ど
う
か
の
別
そ
の
他
必
要
な
事
項

ロ
　
特
別
支
援
区
域
整
備
・
役
務
提
供
計
画
書

２
　
前
項
（
第
五
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
こ
の
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
五
の
二
第
一
項
（
第
五
号

イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
「
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
「
を
総
務
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
示
す
電
磁
的
記
録
で
作
成
し
」
と
、
「
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す

る
」
と
す
る
。

（
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
等
が
用
い
る
べ
き
会
計
の
基
準
）

第
四
十
条
の
五
の
三
　
次
に
掲
げ
る
書
類
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
は
、
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
の
規
定
に
基
づ

い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
第
四
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
財
務
諸
表
及
び
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表

二
　
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表

三
　
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
第
四
十
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
財
務
諸
表
及
び
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表

四
　
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
二
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
が
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
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２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
財
務
諸
表
を
除
く
。
）
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
二
以
上
の
種
類
又
は
細
目
の
電
気
通
信
役
務
に
関
連
す
る
費
用
及
び
資
産
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
の
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
に
配
賦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
営
業
費
用
に
係
る
配
賦
基
準
　
次
の
表
に
掲
げ
る
基
準

営
業
費

窓
口

契
約
申
込
等
件
数
比

料
金

料
金
請
求
件
数
比

販
売

販
売
件
数
比

そ
の
他

加
入
数
比
、
取
扱
量
比
（
度
数
比
又
は
通
数
比
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
回
線
数
比

運
用
費

加
入
数
比
又
は
取
扱
量
比

施
設
保
全
費

関
連
す
る
固
定
資
産
価
額
（
取
得
原
価
を
い
う
。
共
通
費
、
管
理
費
、
試
験
研
究
費
及
び
研
究
費
償
却
に
つ
い
て
同
じ
。
）
比

共
通
費

関
連
す
る
固
定
資
産
価
額
比
又
は
営
業
、
運
用
及
び
施
設
保
全
部
門
の
人
件
費
比
若
し
く
は
支
出
額
比

管
理
費

関
連
す
る
固
定
資
産
価
額
比
又
は
営
業
、
運
用
、
施
設
保
全
及
び
共
通
部
門
の
人
件
費
比
若
し
く
は
支
出
額
比

試
験
研
究
費

営
業
収
益
額
比
又
は
関
連
す
る
支
出
額
比
若
し
く
は
固
定
資
産
価
額
比

研
究
費
償
却

同
上

減
価
償
却
費

関
連
す
る
固
定
資
産
価
額
（
帳
簿
価
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
比

固
定
資
産
除
却
費

関
連
す
る
固
定
資
産
価
額
比

通
信
設
備
使
用
料

回
線
数
比
又
は
取
扱
量
比

放
送
設
備
使
用
料

回
線
数
比

租
税
公
課

固
定
資
産
税
等

関
連
す
る
固
定
資
産
価
額
比

事
業
所
税

管
理
部
門
等
の
人
件
費
比

二
　
固
定
資
産
に
係
る
配
賦
基
準
　
次
の
表
に
掲
げ
る
基
準

市
内
線
路
及
び
機
械
設
備

市
内
回
線
数
比
又
は
取
扱
量
比

市
外
線
路
及
び
機
械
設
備

市
外
回
線
数
比
若
し
く
は
市
外
回
線
長
比
（
た
だ
し
、
帯
域
品
目
は
３
．
４
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
符
号
品
目
は
６
４
キ
ロ
ビ
ッ
ト
を
１
回
線
と
し
て
換
算
す
る
。
）
又
は
取
扱
量
比

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
準
に
よ
つ
て
配
賦
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る
関
連
を
有
す
る
役
務
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
の
範
囲
の
基
準
）

第
四
十
条
の
六
　
法
第
百
八
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
申
請
に
係
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
の
範
囲
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
内
容
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
十
四
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
　
第
十
四
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
が
存
在
す
る
都

道
府
県
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
（
電
気
通
信
役
務
の
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
区
域
。
以
下
こ
の
条
及
び
様
式
第
三
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
け
る
全
て
の
世
帯
数
に
占
め
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
い
ず
れ
か
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
な
世
帯
数
の
割
合
が
百
分
の

百
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
で
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
第
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
　
当
該
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
が
存
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、
当
該
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提

供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
の
設
置
の
状
況
が
、
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
設
置
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
そ
の
設
置
台
数
が
、
別
に
告
示
で
定
め
る
都
道
府
県
ご
と
の
設
置
台
数
の
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
。

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
設
置
に
係
る
規
模
要
件
）

第
四
十
条
の
六
の
二
　
法
第
百
七
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
担
当
支
援
区
域
が
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
担
当
支
援
区
域
に
お
け
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信

回
線
設
備
の
規
模
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一
　
一
般
支
援
区
域
　
百
分
の
五
十

二
　
特
別
支
援
区
域
　
百
分
の
十

２
　
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
単
位
区
域
ご
と
の
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
を
い
い
、
そ
の
規
模
と
し
て
定
め
る
割
合
は
百
分
の
五
十
と
す

る
。

（
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
継
続
し
て
提
供
し
て
い
る
期
間
）

第
四
十
条
の
六
の
三
　
法
第
百
七
条
第
二
号
及
び
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
種
別
）

第
四
十
条
の
七
　
法
第
百
八
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
種
別
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。
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一
　
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
あ
わ
せ
た
も
の

二
　
第
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
あ
わ
せ
た
も
の

（
法
第
百
十
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
）

第
四
十
条
の
七
の
二
　
法
第
百
十
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
専
ら
卸
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務

イ
　
フ
レ
ー
ム
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ロ
　
Ａ
Ｔ
Ｍ
交
換
サ
ー
ビ
ス
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ハ
　
自
営
等
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ニ
　
Ｉ
Ｐ―

Ｖ
Ｐ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ホ
　
広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ヘ
　
専
用
役
務

ト
　
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

チ
　
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
向
け
に
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務

（
第
一
種
交
付
金
及
び
第
二
種
交
付
金
の
額
の
公
表
）

第
四
十
条
の
八
　
法
第
百
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
交
付
金
及
び
法
第
百
十
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
交
付
金
の
額
の
公
表
は
、
第
一
種
交
付
金
に
あ
つ
て
は
法
第
百
九
条
第
一
項
の
認
可
、
第
二
種
交
付
金
に

あ
つ
て
は
法
第
百
十
条
の
四
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
支
援
機
関
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
公
表
は
、
同
項
の
備
置
き
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
の
単
位
）

第
四
十
条
の
八
の
二
　
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
の
単
位
は
、
町
又
は
字
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
町
又
は
字
は
、
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
方
法
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
一
般
支
援
区
域
等
の
指
定
等
）

第
四
十
条
の
八
の
三
　
総
務
大
臣
は
、
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
に
係
る
単
位
区
域
が
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
支
援
区
域
の
指
定
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
支
援
区
域
の
指
定
を
行
い
、
ま
た
、
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
要
件
に
該
当
し
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
支
援
区
域
又
は
特
別
支
援
区
域
の
指
定
の
解
除
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
四
十
条
の
八
の
四
　
法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
単
位
区
域
ご
と
に
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
通
常
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
電
気
通
信
回
線
一
回
線
当
た
り
の
費
用
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

二
　
単
位
区
域
ご
と
に
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
よ
り
通
常
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
電
気
通
信
回
線
一
回
線
当
た
り
の
平
均
的
な
収
入
見
込
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
額

（
地
理
的
条
件
そ
の
他
の
事
項
及
び
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
確
保
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
）

第
四
十
条
の
八
の
五
　
法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
単
位
区
域
に
お
け
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模

二
　
当
該
単
位
区
域
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
所
有
す
る
者
の
属
性

２
　
法
第
百
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
、
零
を
上
回
り
、
か
つ
、
法
第
百
十
条
の
二
第
二
項

第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
を
下
回
る
と
き
と
す
る
。

一
　
当
該
単
位
区
域
に
お
け
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
が
第
四
十
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
模
を
超
え
な
い
場
合

二
　
当
該
単
位
区
域
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
所
有
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合

第
六
節
　
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会

（
攻
撃
先
設
備
探
査
の
範
囲
）

第
四
十
条
の
八
の
六
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
の
送
信
は
、
調
査
研
究
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
に
よ
る
こ
と
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
に
お
い
て
通
信

に
使
用
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
識
別
す
る
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
る
番
号
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
送
信
先
に
対
し
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
稼
働
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
電
気
通
信
の
送
信
で
あ
つ
て
、
当
該
送
信
に
後
続

す
る
通
信
の
疎
通
を
目
的
と
し
な
い
も
の
を
い
う
。

（
認
定
の
申
請
）

第
四
十
条
の
八
の
七
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
の
実
施
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
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二
　
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　

近
の
事
業
年
度
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
時
）
に
お
け
る
財
産
目
録
そ
の
他
の
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

五
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
変
更
の
認
定
）

第
四
十
条
の
八
の
八
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
百
十
六
条
の
二
第
五
項
の
変
更
の
認
定
に
係
る
申
請
を
し
た
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
が
、
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に

必
要
な
業
務
の
実
施
の
方
法
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
変
更
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
四
十
条
の
八
の
九
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
の
範
囲
を
縮
小
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
四
十
条
の
八
の
十
　
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
は
、
法
第
百
十
六
条
の
二
第
七
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
十
八
の
三
の
四
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
条
の
八
の
十
一
　
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
は
、
そ
の
認
定
に
係
る
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
三
十
八
の
三
の
五
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
が
そ
の
認
定
に
係
る
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
の
認
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
廃
止
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
四
十
条
の
八
の
十
五
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
会
員
名
簿
の
縦
覧
）

第
四
十
条
の
八
の
十
二
　
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
は
、
そ
の
特
定
会
員
名
簿
を
当
該
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
の
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と

も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
四
十
条
の
八
の
十
三
　
法
第
百
十
六
条
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
を
受
け
た
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
元
の
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
日
時

ハ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
項
目

ニ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
を
証
拠
と
し
て
行
う
通
知
の
通
知
先
の
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ホ
　
ニ
の
通
知
を
行
つ
た
日
時

二
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
を
受
け
た
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
元
の
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
日
時

ハ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
項
目

ニ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
を
用
い
た
調
査
及
び
研
究
の
概
要

ホ
　
ニ
の
調
査
及
び
研
究
の
成
果
の
普
及
の
概
要

２
　
法
第
百
十
六
条
の
五
の
帳
簿
は
、
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
又
は
記
録
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
保
存
を
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
へ
の
情
報
提
供
）

第
四
十
条
の
八
の
十
四
　
法
第
百
十
六
条
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
そ
の
他
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
情
報

（
公
示
）

第
四
十
条
の
八
の
十
五
　
法
第
百
十
六
条
の
八
及
び
第
四
十
条
の
八
の
十
一
第
三
項
の
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。
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第
三
章
　
土
地
の
使
用
等

第
一
節
　
事
業
の
認
定

（
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
条
の
九
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
「
全
部
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
電
気
通
信
事
業
に
係
る
業
務
区
域
（
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
及
び
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
を
含
む
。
次
号
並

び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
既
に
法
第
九
条
の
登
録
の
申
請
を
し
、
若
し
く
は
同
条
の
登
録
を
受
け
、
若
し
く
は
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
の
申
請
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
変
更

登
録
を
受
け
、
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
は
、
様
式
第
三
十
八
の
四
の
申
請
書

二
　
そ
の
電
気
通
信
事
業
に
係
る
業
務
区
域
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
の
申
請
を
し
、
又
は
法
第
十
六
条
第
四
項
の
届
出
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
様
式
第
三
十
八
の
五
の
申
請
書
又
は
届
出
書
兼
申
請
書

２
　
全
部
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
百
十
七
条
第
三
項
の
事
業
計
画
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
全
部
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
百
十
七
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
開
始
予
定
の
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
七
の
事
業
収
支
見
積
書

二
　
事
業
開
始
予
定
年
月
日
の
根
拠
を
示
す
書
類

三
　
主
た
る
技
術
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
そ
の
者
が
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
氏
名
並
び
に
当
該
資
格
者
証
の
種
類
及
び
番
号
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
イ
に
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
履
歴
書

四
　
申
請
者
が
既
存
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

ロ
　

近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

五
　
申
請
者
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
履
歴
書

ロ
　
株
式
の
引
受
け
又
は
出
資
の
状
況
及
び
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

六
　
申
請
者
が
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
の
登
録
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
役
員
の
履
歴
書

ロ
　
団
体
の
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

七
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
の
登
録
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
履
歴
書

ロ
　
資
産
目
録

八
　
申
請
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
の
議
会
の
会
議
録
の
写
し

九
　
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
の
登
録
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
二
に
よ
る
書
面

十
　
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
行
政
庁
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
要
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
証
等
の
写
し
（
許
可
等
の
申
請
を
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
申
請
書
の
写
し
）
又
は
そ
の
手
続
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

（
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
条
の
十
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
一
部
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
電
気
通
信
事
業
に
係
る
業
務
区
域
に
つ
い
て
既
に
法
第
九
条
の
登
録
の
申
請
を
し
、
若
し
く
は
同
条
の
登
録
を
受
け
、
若
し
く
は
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
の
申
請
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
変
更
登
録
を
受
け
、

又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
は
、
様
式
第
三
十
八
の
八
の
申
請
書

二
　
そ
の
電
気
通
信
事
業
に
係
る
業
務
区
域
に
つ
い
て
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
の
申
請
を
し
、
又
は
法
第
十
六
条
第
四
項
の
届
出
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
様
式
第
三
十
八
の
九
の
申
請
書
又
は
届
出
書
兼
申
請
書

２
　
一
部
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
百
十
七
条
第
三
項
の
事
業
計
画
書
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
一
部
認
定
の
申
請
に
係
る
法
第
百
十
七
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
事
業
開
始
予
定
の
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
十
一
の
事
業
収
支
見
積
書

二
　
前
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

三
　
電
気
通
信
設
備
の
構
成
並
び
に
他
の
電
気
通
信
事
業
者
及
び
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
構
成
を
示
し
た
図
そ
の
他
の
書
類
で
あ
つ
て
、
認
定
の
申
請
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
認
定

の
申
請
に
係
ら
な
い
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
、
こ
れ
ら
の
電
気
通
信
設
備
が
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
介
し
て
接
続
す
る
こ
と
に
よ
る
通
信
の
そ
通
が
な
い
こ
と
を

確
認
で
き
る
も
の

（
認
定
証
の
交
付
）

第
四
十
条
の
十
一
　
総
務
大
臣
は
、
全
部
認
定
を
し
た
と
き
は
、
全
部
認
定
に
係
る
認
定
証
を
交
付
す
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
一
部
認
定
を
し
た
と
き
は
、
一
部
認
定
に
係
る
認
定
証
を
交
付
す
る
。
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（
事
業
開
始
の
指
定
期
間
の
延
長
）

第
四
十
条
の
十
二
　
法
第
百
二
十
条
第
三
項
（
法
第
百
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
申
請
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
二
の
申
請
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
開
始
の
届
出
）

第
四
十
条
の
十
三
　
法
第
百
二
十
条
第
四
項
（
法
第
百
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
三
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
認
定
）

第
四
十
条
の
十
四
　
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
四
の
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
変
更
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
電
気
通
信
事
業
の
全
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
認
定
電
気
通
信
事
業
の
業
務
区
域
の
増
加
の
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
業
務
区
域
の
増
加
の
た
め
必
要
と
な
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
額
並
び
に
そ
の
調
達
方
法
及
び
返
済
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（２）
　
増
加
す
る
業
務
区
域
に
対
し
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
開
始
す
る
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
七
の
事
業
収
支
見
積
書

（３）
　
申
請
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
業
務
区
域
の
増
加
に
つ
い
て
の
議
会
の
会
議
録
の
写
し

ロ
　
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
変
更
の
場
合
は
、
当
該
変
更
の
た
め
に
必
要
と
な
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
額
並
び
に
そ
の
調
達
方
法
及
び
返
済
計
画
を
記
載
し
た
書
類

二
　
当
該
変
更
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
認
定
電
気
通
信
事
業
の
業
務
区
域
の
増
加
の
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
業
務
区
域
の
増
加
の
た
め
必
要
と
な
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
額
並
び
に
そ
の
調
達
方
法
及
び
返
済
計
画
を
記
載
し
た
書
類

（２）
　
増
加
す
る
業
務
区
域
に
対
し
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
開
始
す
る
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
十
一
の
事
業
収
支
見
積
書

（３）
　
申
請
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
業
務
区
域
の
増
加
に
つ
い
て
の
議
会
の
会
議
録
の
写
し

ロ
　
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
変
更
の
場
合
は
、
当
該
変
更
の
た
め
に
必
要
と
な
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
額
並
び
に
そ
の
調
達
方
法
及
び
返
済
計
画
を
記
載
し
た
書
類

ハ
　
第
四
十
条
の
十
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

ニ
　
当
該
変
更
に
よ
り
認
定
に
係
る
こ
と
と
な
る
業
務
区
域
及
び
電
気
通
信
設
備
の
概
要
並
び
に
認
定
に
係
ら
な
い
こ
と
と
な
る
業
務
区
域
及
び
電
気
通
信
設
備
の
概
要
に
つ
い
て
様
式
第
三
十
八
の
八
に
定
め
る
記
載
方
法
に
従

つ
て
記
載
し
た
書
類

２
　
一
部
認
定
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
の
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
返
納
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
全
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
四
十
条
の
十
五
　
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
認
定
電
気
通
信
事
業
の
業
務
区
域
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の

イ
　
提
供
区
域
の
増
加
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
既
に
国
際
電
気
通
信
役
務
に
係
る
取
扱
対
地
の
国
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
に
つ
い
て
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
（
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
変
更
の
認
定
。
次
号
イ
に
お
い

て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
取
扱
対
地
の
国
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
の
増
加

ハ
　
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
の
増
加
（
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加
（
次
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

ニ
　
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
係
る
業
務
区
域
の
増
加

ホ
　
業
務
区
域
の
減
少

二
　
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
次
の
も
の

イ
　
既
に
認
定
を
受
け
た
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
が
存
す
る
都
道
府
県
内
に
お
け
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
の
増
加

ロ
　
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
間
及
び
交
換
設
備
の
設
置
の
場
所
の
増
加
（
業
務
区
域
の
増
加
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）

ハ
　
伝
送
路
設
備
の
設
置
の
区
域
及
び
区
間
並
び
に
交
換
設
備
の
設
置
の
場
所
の
減
少

ニ
　
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
の
設
置
の
区
域
の
増
加
及
び
減
少

三
　
特
定
地
域
に
お
い
て
臨
時
的
に
変
更
す
る
も
の

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
四
十
条
の
十
六
　
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
五
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
併
せ
て
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
一
部
認
定
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
よ
り
当
該
一
部
認
定
事
業
者
が
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
全
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
一
部
認
定
事
業
者
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
併
せ
て
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
前
項
の
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
一
部
認
定
事
業
者
に
対
し
、
全
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

（
認
定
事
業
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
十
条
の
十
七
　
法
第
百
二
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

二
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
前
号
の
法
人
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
当
該
届
出
を
行
お
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

（
承
継
の
認
可
申
請
）

第
四
十
条
の
十
八
　
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
六
の
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
と
被
相
続
人
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類

二
　
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
資
産
目
録

三
　
申
請
者
以
外
に
相
続
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
申
請
に
対
す
る
同
意
書

四
　
申
請
者
に
つ
い
て
法
第
百
十
八
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
二
に
よ
る
書
面

五
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

２
　
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
七
の
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
に
関
す
る
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し

二
　
合
併
又
は
分
割
の
条
件
に
関
す
る
説
明
書

三
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
当
該
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
認
定
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
法
人
が
電
気
通
信
事
業
の
全
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
合
併
又
は
分
割
の
日
以
降
五
年

内
の
日
を
含
む
毎
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
七
の
事
業
収
支
見
積
書

四
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
当
該
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
認
定
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
法
人
が
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
合
併
又
は
分
割
の
日
以
降
五
年

内
の
日
を
含
む
毎
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
十
一
の
事
業
収
支
見
積
書

五
　
合
併
に
あ
つ
て
は
当
事
者
の
一
方
が
、
分
割
に
あ
つ
て
は
当
該
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
が
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
者
が

電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

イ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　

近
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

六
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
並
び
に
役
員
と
な
る
べ
き
者
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
当
該

法
人
に
つ
い
て
法
第
百
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
二
に
よ
る
書
面

七
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る
法
人
が
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
場
合
は
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

３
　
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
八
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
渡
し
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

二
　
譲
渡
価
額
の
算
出
の
根
拠
そ
の
他
譲
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
細
目
を
記
載
し
た
書
類

三
　
譲
受
け
に
要
す
る
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
当
該
譲
受
け
に
よ
り
認
定
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
法
人
が
電
気
通
信
事
業
の
全
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
譲
受
人
の
譲
受
け
の
日
以
降
五
年
内
の

日
を
含
む
毎
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
七
の
事
業
収
支
見
積
書

五
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
当
該
譲
受
け
に
よ
り
認
定
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
法
人
が
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
譲
受
人
の
譲
受
け
の
日
以
降
五
年
内
の

日
を
含
む
毎
年
度
に
お
け
る
様
式
第
三
十
八
の
十
一
の
事
業
収
支
見
積
書

六
　
譲
受
人
が
認
定
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
譲
受
人
が
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
き
、
当
該
譲
受
人
が
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
電
気
通
信
事

業
者
で
あ
る
と
き
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

イ
　
そ
の
法
人
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

ハ
　

近
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

七
　
譲
受
人
が
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ロ
　
発
起
人
、
社
員
又
は
設
立
者
の
名
簿
、
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ハ
　
株
式
の
引
受
け
又
は
出
資
の
状
況
及
び
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

八
　
譲
受
人
が
認
定
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
団
体
で
あ
つ
て
前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
譲
受
人
が
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
き
、
当
該

譲
受
人
が
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
ハ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
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イ
　
定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ
　
役
員
の
名
簿
及
び
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類

ハ
　
役
員
の
履
歴
書

ニ
　
団
体
の
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

九
　
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
譲
渡
し
又
は
譲
受
け
に
つ
い
て
の
議
会
の
会
議
録
の
写
し

十
　
譲
受
人
が
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
認
定
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
百
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
様
式
第
二
に
よ
る
書
面

十
一
　
当
該
承
継
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
譲
受
人
が
電
気
通
信
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

（
認
定
電
気
通
信
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
条
の
十
九
　
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
電
気
通
信
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
廃
止
に
係
る
認
定
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事

業
の
廃
止
の
届
出
を
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
は
、
様
式
第
三
十
八
の
十
九
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
又
は
一
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
廃
止
に
係
る
認
定
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
廃
止
の
届

出
を
し
な
い
者
に
限
る
。
）
は
、
様
式
第
三
十
八
の
二
十
の
届
出
書
に
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
全
部
認
定
事
業
者
が
前
項
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
全
部
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
全
部
認
定
事
業
者
に
対
し
、
一
部
認
定
証
を
交
付
す
る
。

第
二
節
　
土
地
の
使
用

（
土
地
等
の
使
用
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
一
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
十
九
の
申
請
書
を
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
協
議
に
お
い
て
定
め
た
事
項
の
届
出
）

第
四
十
二
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
及
び
土
地
等
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
き
そ
の
土
地
等
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
所
有
者
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協

議
が
調
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
が
調
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
様
式
第
四
十
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
等
の
使
用
の
裁
定
の
申
請
）

第
四
十
三
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
一
の
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
（
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
等
が
所
在
す
る
市
町
村
（
特
別
区

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
数
）
に
そ
れ
ぞ
れ
工
事
計
画
書
及
び
工
事
計
画
を
表
示
す
る
図
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長

に
つ
い
て
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
工
事
計
画
書
及
び
工
事
計
画
を
表
示
す
る
図
面
の
提
出
を
要
し
な
い
。

（
土
地
等
の
一
時
使
用
等
の
許
可
の
申
請
）

第
四
十
四
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
二
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
植
物
の
伐
採
等
の
許
可
の
申
請
）

第
四
十
五
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
三
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
損
失
補
償
の
裁
定
の
申
請
）

第
四
十
六
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
又
は
損
失
を
受
け
た
者
は
、
法
第
百
三
十
七
条
第
二
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
損
失
が
発
生
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
様
式
第
四
十
四
の
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
路
の
移
転
等
の
裁
定
の
申
請
）

第
四
十
七
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
又
は
土
地
等
の
所
有
者
は
、
法
第
百
三
十
八
条
第
三
項
の
裁
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
五
の
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
（
線
路
の
設
置
さ
れ
て
い
る
土
地
等
が

所
在
す
る
市
町
村
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
数
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
読
替
え
）

第
四
十
七
条
の
二
　
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
三
十
八
条
第
三
項
の
裁
定
の
申
請
に
お
い
て
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
所
在
す
る
と
き
は
、
第
四
十
三
条
及
び
前
条
の
規
定
中
「
市
町
村
」

と
あ
る
の
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
語
句
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

一
　
特
別
区
の
あ
る
地
　
特
別
区

二
　
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
　
区
又
は
総
合
区

（
公
用
水
面
の
使
用
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
四
十
八
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
六
の
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
（
同
条
第
二
項
の
通
知
を
発
し
た
関
係
都
道
府
県
知
事
が
二
人
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数
と
同
数
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
底
線
路
の
保
護
区
域
の
指
定
の
申
請
等
）

第
四
十
九
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
区
域
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
十
七
の
申
請
書
に
水
底
線
路
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
護
区
域
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
を
要
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陸
標
の
設
置
）

第
五
十
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
保
護
区
域
の
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
法
第
百
四
十
一
条
第
三
項
の
陸
標
を
水
底
線
路
の
陸
揚
地
点
の
付
近
に
、
そ
の
保
護
区
域
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
陸
標
の
形
式
は
、
様
式
第
四
十
八
の
と
お
り
と
す
る
。

（
陸
標
の
位
置
の
公
告
）

第
五
十
一
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
保
護
区
域
の
指
定
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
、
前
条
の
陸
標
の
位
置
を
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
そ
の
他
関
係
漁
業
者
等
に
周
知
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
公
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
保
護
区
域
の
指
定
の
解
除
に
よ
る
陸
標
の
撤
去
等
の
措
置
）

第
五
十
二
条
　
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
保
護
区
域
の
指
定
の
廃
止
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
陸
標
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
標
識
の
形
式
）

第
五
十
三
条
　
法
第
百
四
十
三
条
の
浮
標
に
掲
げ
る
標
識
の
形
式
は
、
様
式
第
四
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。

（
水
底
線
路
の
敷
設
等
に
よ
る
航
行
禁
止
の
範
囲
）

第
五
十
四
条
　
法
第
百
四
十
三
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
水
底
線
路
の
敷
設
又
は
修
理
に
従
事
し
て
い
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
旨
を
示
す
標
識
を
掲
げ
て
い
る
も
の
か
ら
海
域
及
び
航
行
す
る
船
舶
の
総
ト
ン
数
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
距
離
の
範
囲

海
域

航
行
す
る
船
舶
の
総
ト
ン
数

一
万
ト
ン
以
上

一
万
ト
ン
未
満

　一
　
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
港
の
区
域
並
び
に
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
路

及
び
同
法
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
航
路
の
周
辺
の
海
域

二
百
メ
ー
ト
ル

百
メ
ー
ト
ル

二
　
海
上
交
通
安
全
法
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
法
を
適
用
す
る
海
域
（
前
号
に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

四
百
メ
ー
ト
ル

二
百
メ
ー
ト
ル

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域

千
メ
ー
ト
ル

五
百
メ
ー
ト
ル

二
　
敷
設
又
は
修
理
中
の
水
底
線
路
の
位
置
を
示
す
浮
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
旨
を
示
す
標
識
を
掲
げ
て
い
る
も
の
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

２
　
水
底
線
路
の
敷
設
又
は
修
理
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
水
底
線
路
の
敷
設
又
は
修
理
に
従
事
し
て
い
る
船
舶
の
船
長
が
前
項
に
定
め
る
範
囲
の
内
に
お
い
て
航
行
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
承
諾
し
た
部
分
を
除
く
範
囲
と
す
る
。

第
四
章
　
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会

（
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
等
が
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
設
備
）

第
五
十
四
条
の
二
　
令
第
十
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
利
用
者
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に

関
し
て
用
い
ら
れ
る
設
備

二
　
自
家
発
電
設
備
、
ク
ロ
ー
ジ
ャ
（
伝
送
路
設
備
を
そ
の
先
端
に
お
い
て
他
の
伝
送
路
設
備
と
接
続
さ
せ
る
設
備
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
土
地
等
（
法
第
百
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
）
又
は
電
気
通
信
設
備

に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
設
備

三
　
専
用
役
務
の
提
供
に
当
た
つ
て
用
い
ら
れ
、
又
は
使
用
契
約
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
る
設
備
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
無
線
局
の
免
許
人
等
（
電
波
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
免
許
人
等
を
い
う
。
）
が
当
該
免
許
人
等
以
外
の
者
に
運
用
さ
せ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
五
章
　
雑
則

（
緊
急
に
行
う
こ
と
を
要
す
る
通
信
）

第
五
十
五
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
通
信
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
通
信
で
あ
つ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

通
信
の
内
容

機
関
等

一
　
火
災
、
集
団
的
疫
病
、
交
通
機
関
の
重
大
な
事
故
そ
の
他
人
命
の
安
全
に
係
る
事
態
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
予
防
、
救
援
、
復
旧
等
に
関
し
、
緊
急
を
要
す
る
事
項

（
１
）
　
予
防
、
救
援
、
復
旧
等
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関
相
互
間

（
２
）
　
上
記
の
事
態
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
者
と
（
１
）

の
機
関
と
の
間

二
　
治
安
の
維
持
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
事
項

（
１
）
　
警
察
機
関
相
互
間

（
２
）
　
海
上
保
安
機
関
相
互
間

（
３
）
　
警
察
機
関
と
海
上
保
安
機
関
と
の
間
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（
４
）
　
犯
罪
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
者
と
警
察
機
関
又

は
海
上
保
安
機
関
と
の
間

三
　
国
会
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
そ
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
執
行
又
は
そ
の
結
果
に
関
し
、
緊
急
を
要
す
る
事
項

選
挙
管
理
機
関
相
互
間

四
　
天
災
、
事
変
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
、
災
害
状
況
の
報
道
を
内
容
と
す
る
も
の

新
聞
社
等
の
機
関
相
互
間

五
　
気
象
、
水
象
、
地
象
若
し
く
は
地
動
の
観
測
の
報
告
又
は
警
報
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
緊
急
に
通
報
す
る
こ
と
を
要
す
る
事
項

気
象
機
関
相
互
間

六
　
水
道
、
ガ
ス
等
の
国
民
の
日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
役
務
の
提
供
そ
の
他
生
活
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
事
項

上
記
の
通
信
を
行
う
者
相
互
間

（
業
務
の
停
止
）

第
五
十
六
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
機
関
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
も
の
が
重
要
通
信
を
行
う
た
め
他
の
通
信
の
接
続
を
制
限
又
は
停
止
す
る
こ
と
。

イ
　
気
象
機
関

ロ
　
水
防
機
関

ハ
　
消
防
機
関

ニ
　
災
害
救
助
機
関

ホ
　
秩
序
の
維
持
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

ヘ
　
防
衛
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

ト
　
海
上
の
保
安
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

チ
　
輸
送
の
確
保
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

リ
　
通
信
役
務
の
提
供
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

ヌ
　
電
力
の
供
給
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

ル
　
水
道
の
供
給
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

ヲ
　
ガ
ス
の
供
給
に
直
接
関
係
が
あ
る
機
関

ワ
　
選
挙
管
理
機
関

カ
　
新
聞
社
等
の
機
関

ヨ
　
金
融
機
関

タ
　
そ
の
他
重
要
通
信
を
取
り
扱
う
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関

二
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
停
止
又
は
制
限
さ
れ
る
通
信
は
、
重
要
通
信
を
確
保
す
る
た
め
必
要

小
限
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
重
要
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
る
べ
き
事
項
）

第
五
十
六
条
の
二
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
電
気
通
信
設
備
を
相
互
に
接
続
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
重
要
通
信
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
通
信
を
制
限
し
、
又
は
停
止
す
る
こ
と
。

二
　
電
気
通
信
設
備
の
工
事
又
は
保
守
等
に
よ
り
相
互
に
接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
点
に
お
け
る
重
要
通
信
の
取
扱
い
を
一
時
的
に
中
断
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

三
　
重
要
通
信
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
重
要
通
信
に
付
さ
れ
る
信
号
を
識
別
し
た
場
合
は
、
当
該
重
要
通
信
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
こ
と
。

（
業
務
の
停
止
等
の
報
告
）

第
五
十
七
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
報
告
を
要
す
る
事
由
が
発
生
し
た
後
（
通
信
の
秘
密
又
は
特
定
利
用
者
情
報
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
漏
え
い
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
を
知
つ
た
後
）
速
や
か
に
そ
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
詳
細
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
報
告
の
事
由
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
の
事
由

様
式

報
告
期
限

一
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
業
務
の
一
部
の
停
止

様
式
第
五
十

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
業
務
の
一
部
を
停
止
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

二
　
通
信
の
秘
密
の
漏
え
い

様
式
第
五
十
の
二

電
気
通
信
業
務
に
関
し
通
信
の
秘
密
の
漏
え
い
を
知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

三
　
特
定
利
用
者
情
報
の
漏
え
い

様
式
第
五
十
の
二
の
二

特
定
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
を
知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

四
　
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
大
な
事
故

様
式
第
五
十
の
三

そ
の
重
大
な
事
故
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

２
　
前
項
の
表
四
の
項
に
掲
げ
る
重
大
な
事
故
に
関
す
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
重
大
な
事
故
が
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
行
う
電
気
通
信
事

業
者
に
お
い
て
生
じ
た
重
大
な
事
故
に
起
因
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
中
「
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
」
と
あ
る
の
は
「
発
生
日
時
、
措
置
模
様
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
様
式
第
五
十
の
三
の
二
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
報
告
を
要
す
る
事
由
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
つ
た
後
、
速
や
か
に
そ
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
適
当
な
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
報
告
の
事
由
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
報
告
期
限
ま
で
に
報
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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報
告
の
事
由

様
式

報
告
期
限

第
五
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
重
大
な
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態

様
式
第
五
十
の
四
そ
の
重
大
な
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

（
報
告
を
要
す
る
事
故
）

第
五
十
八
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
利
用
者
（
法
第
二
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
第
五
十
九
条
の
三
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
千
を
超
え
る
も
の

二
　
特
定
利
用
者
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
外
国
の
制
度
に
基
づ
き
、
外
国
政
府
に
提
供
を
行
つ
た
も
の

２
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
電
気
通
信
設
備
の
故
障
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
全
部
又
は
一
部
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

提
供
を
停
止
又
は
品
質
を
低
下
さ
せ
た
事
故
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
の
故
障
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
停
止
又
は
品
質
の
低
下
を
受
け
た
利
用
者
の
数
（
総
務
大
臣

が
当
該
利
用
者
の
数
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
）
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
の
も
の

電
気
通
信
役
務
の
区
分

時
間

利
用
者
の
数

一
　
緊
急
通
報
を
取
り
扱
う
音
声
伝
送
役
務

一
時
間

三
万

二
　
緊
急
通
報
を
取
り
扱
わ
な
い
音
声
伝
送
役
務

二
時
間

三
万

一
時
間

十
万

三
　
セ
ル
ラ
ー
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
（
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
五
項
又
は
同
条
第
一
項
及
び
第
六
項
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
携
帯
電

話
（
一
の
項
又
は
二
の
項
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
及
び
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
ア
ン
ラ
イ
セ
ン
ス
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー
ビ
ス

十
二
時
間

三
万

二
時
間

百
万

四
　
利
用
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
受
け
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）

二
十
四
時
間

十
万

十
二
時
間

百
万

五
　
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務

二
時
間

三
万

一
時
間

百
万

二
　
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
し
た
衛
星
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
重
要
な
電
気
通
信
設
備
の
故
障
に
よ
り
、
当
該
電
気
通
信
設
備
を
利
用
す
る
全
て
の
通
信
の
疎
通
が
二
時
間
以
上
不
能
と
な
る
事
故

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
）

第
五
十
八
条
の
二
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
態
（
同
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重

大
な
事
故
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
態

イ
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
前
年
度
末
に
お
い
て
三
万
以
上
の
利
用
者
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の

ロ
　
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
つ
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
係
る
も
の

ハ
　
端
末
設
備
又
は
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
に
係
る
も
の

ニ
　
次
に
掲
げ
る
機
能
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
に
係
る
も
の

（１）
　
伝
送
機
能

（２）
　
交
換
機
能

（３）
　
電
気
通
信
設
備
の
制
御
機
能
（
仮
想
化
し
た
機
能
を
制
御
す
る
た
め
の
機
能
を
含
む
。
）

（４）
　
電
気
通
信
設
備
の
運
用
、
監
視
又
は
保
守
に
係
る
機
能

（５）
　
通
信
の
接
続
又
は
認
証
に
係
る
加
入
者
管
理
機
能

ホ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（１）
　
電
気
通
信
設
備
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
、
当
該
設
備
の
運
用
を
停
止
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
設
備
の
運
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
事
態

（２）
　
電
気
通
信
設
備
の
故
障
等
の
発
生
時
に
、
そ
の
こ
と
を
速
や
か
に
覚
知
で
き
ず
、
当
該
設
備
の
機
能
を
代
替
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
た
予
備
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
予
備
の
電
気
通
信
設
備
の
機
能
を
代
替
す
る
こ
と
と

な
つ
て
い
た
予
備
の
電
気
通
信
設
備
を
含
む
。
）
へ
速
や
か
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
事
態

（３）
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
九
条
又
は
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
通
信
設
備
の
転
倒
又
は
電
気
通
信
設
備
の
構
成
部
品
の
脱
落
が
生
じ
た
事
態

（４）
　
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
通
信
設
備
を
収
容
し
、
又
は
設
置
す
る
通
信
機
械
室
、
通
信
機
械
室
に
代
わ
る
コ
ン
テ
ナ
等
の
建
造
物
又
は
と
う
道
に
お
い
て
、
発
火
、
発
煙
又
は

焼
損
が
生
じ
た
事
態

（５）
　
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
意
図
し
な
い
利
用
者
の
端
末
か
ら
の
電
気
通
信
回
線
設
備
へ
の
接
続
の
要
求
を
認
証
し
、
当
該
端
末
が
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
さ
れ
た
事
態

ヘ
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
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（１）
　
当
該
事
態
の
発
生
が
あ
ら
か
じ
め
計
画
さ
れ
て
い
た
事
態

（２）
　
電
気
通
信
設
備
の
設
計
仕
様
の
範
囲
内
の
挙
動
で
あ
る
事
態

（３）
　
自
然
災
害
に
起
因
す
る
事
態
（
ホ
（
３
）
に
該
当
す
る
事
態
を
除
く
。
）

二
　
衛
星
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
重
要
な
電
気
通
信
設
備
に
深
刻
な
機
能
低
下
が
発
生
し
、
又
は
重
大
な
損
傷
が
生
じ
た
事
態

（
規
模
の
基
準
）

第
五
十
九
条
　
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
を
営
む
者
の
設
置
す
る
線
路
の
こ
う
長
の
総
延
長
が
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
検
索
情
報
電
気
通
信
役
務
及
び
媒
介
相
当
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
者
の
指
定
）

第
五
十
九
条
の
二
　
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
に
そ
の
旨

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
等
の
範
囲
）

第
五
十
九
条
の
三
　
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
（
ド
メ
イ
ン
名
の
末
尾
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
に
任
意
の
文
字
を
付
し
、
新
た
な
ド
メ
イ
ン
名
と
し
て
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
当
該
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
に
関

し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
名
称
を
表
す
文
字
及
び
ド
ッ
ト
の
記
号
の
組
合
せ
に
よ
る
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
関
し
て
提
供
す
る
も
の

ロ
　
契
約
数
が
三
十
万
以
上
の
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務
（
他
人
の
電
気
通
信
設
備
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
複
製
に
よ
り
、
入
力
さ
れ
た
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
又
は
全
部
に
対
応
し
て
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
出
力
す
る
機

能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
契
約
数
が
三
十
万
以
上
の
も
の

２
　
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
文
字
及
び
ド
ッ
ト
の
記
号
の
組
合
せ
を
末
尾
と
す
る
文
字
、
数
字
又
は
記
号
の
組
合
せ
と
す
る
。

３
　
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
数
字
及
び
ド
ッ
ト
の
記
号
の
組
合
せ
で
あ
つ
て
、
三
十
二
ビ
ッ
ト
の
値
を
表
す
も
の

二
　
数
字
（
数
字
に
代
わ
つ
て
用
い
ら
れ
る
文
字
を
含
む
。
）
及
び
コ
ロ
ン
の
記
号
の
組
合
せ
で
あ
つ
て
、
百
二
十
八
ビ
ッ
ト
の
値
を
表
す
も
の

４
　
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
十
二
条
の
二
の
二
十
七
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
年
度
に
お
け
る
一
月
当
た
り
の
前
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
（
法
第
二
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
り
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
（
同
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
平
均
が
一
千
万
以
上
で
あ
る
こ

と
。

５
　
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
記
録
媒
体
（
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
情
報
が
不
特
定
の
者
に
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
情
報
（
商
品
、
役
務
又
は
権
利
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
録
し
、
又
は
そ
の
送

信
装
置
（
当
該
送
信
装
置
に
入
力
さ
れ
た
情
報
が
不
特
定
の
者
に
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
情
報
を
入
力
す
る
電
気
通
信
を
不
特
定
の
者
か
ら
受
信
し
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
送
信
装
置
に

入
力
さ
れ
た
情
報
を
不
特
定
の
者
の
求
め
に
応
じ
て
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
不
特
定
の
利
用
者
間
の
交
流
を
目
的
と
し
た
も
の
（
当
該
電

気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務
に
付
随
的
に
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
年
度
に
お
け
る
一
月
当
た
り
の
前
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
た
利
用
者
の
数
の
平
均
が
一
千
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
地
方
公
共
団
体
が
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な
い
電
気
通
信
事
業
の
届
出
等
）

第
六
十
条
　
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
気
通
信
設
備
を
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務

二
　
卸
電
気
通
信
役
務
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
六
十
条
の
二
　
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
利
を
目
的
と
し
な
い
電
気
通
信
事
業
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
様
式
第
八
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

二
　
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
様
式
第
四
に
よ
る
書
類

三
　
営
利
を
目
的
と
し
な
い
電
気
通
信
事
業
を
行
う
こ
と
を
示
す
書
類

２
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
、
届
出
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
法
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

よ
り
、
当
該
届
出
番
号
を
変
更
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
六
十
一
条
　
法
第
百
六
十
六
条
第
七
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
五
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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（
氏
名
等
の
公
表
方
法
）

第
六
十
一
条
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
百
六
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
法
令
等
違
反
行
為
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
を
防
止
し
、
又
は
電
気
通
信
事
業
の

運
営
を
適
切
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
供
与
）

第
六
十
一
条
の
三
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
百
六
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
又
は
国
内
代

表
者
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
て
、
当
該
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
が
自
ら
又
は
国
内
代
表
者
等
を
通
じ
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
又
は
そ
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
緊
急
に
公
表
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
た
め
の
手
続
を
執
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
。

二
　
法
令
等
違
反
行
為
を
行
つ
た
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
当
該
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

（
意
見
の
聴
取
の
公
告
及
び
予
告
）

第
六
十
二
条
　
審
理
員
は
、
法
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
会
を
開
始
す
べ
き
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
、
場
所
及
び
事
案
の
要
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
審
理
員
は
、
前
項
の
意
見
の
聴
取
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
意
見
の
聴
取
を
開
始
す
べ
き
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
、
場
所
及
び
事
案
の
要
旨
を
そ
の
処
分
に
係
る
者
又
は
そ
の
審
査
請
求
人
に
予
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
聴
取
会
）

第
六
十
三
条
　
意
見
聴
取
会
は
、
審
理
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
。

２
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
参
考
人
に
対
し
、
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
理
員
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
審
理
員
の
許
可
を
得
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、

初
に
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
審
査
請
求
の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、
議
長
は
審
査
請
求
書
の
朗
読
を
も
つ
て
そ
の
陳
述
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
審
査
請
求
人
若
し
く
は
利
害
関
係
人
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
は
、
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
証
拠
を
提
示
し
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
議
長
は
、
審
査
請
求
人
若
し
く
は
利
害
関
係
人
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
の
す
る
陳
述
又
は
証
拠
の
提
示
が
事
件
に
関
係
の
な
い
事
項
に
わ
た
る
場
合
そ
の
他
相
当
で
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
秩
序
を
妨
げ
、
又
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
者
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
会
を
延
期
し
、
又
は
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
を
延
期
し
、
又
は
続
行
す
る
場
合
は
、
次
回
の
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所
を
定
め
、
こ
れ
を
公
告
し
、
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
書
）

第
六
十
四
条
　
議
長
は
、
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
調
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
調
書
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
、
議
長
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所

三
　
議
長
の
職
名
及
び
氏
名

四
　
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
の
住
所
及
び
氏
名

五
　
出
席
し
た
利
害
関
係
人
又
は
そ
の
代
理
人
の
住
所
及
び
氏
名

六
　
出
席
し
た
行
政
庁
の
職
員
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名

七
　
陳
述
の
要
旨

八
　
証
拠
が
提
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
当
該
事
案
の
調
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
不
服
審
査
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
員
の
許
可
を
得
た
者
及

び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
員
の
許
可
を
得
た
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
代
理
人
も
同
様
と
す
る
。

（
総
務
大
臣
に
対
す
る
意
見
の
申
出
）

第
六
十
四
条
の
二
　
法
第
百
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
対
し
て
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
十
二
の
意
見
申
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
報
）

第
六
十
五
条
　
法
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
報
の
事
業
に
係
る
業
務
の
委
託
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
は
、
電
報
の
事
業
に
係
る
業
務
を
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き
は
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
。

二
　
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
者
に
当
該
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
。

イ
　
法
第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
者

ロ
　
通
信
の
秘
密
の
確
保
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
者
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ハ
　
委
託
に
係
る
地
域
の
事
情
に
明
る
い
者
そ
の
他
確
実
か
つ
安
定
的
に
委
託
業
務
を
遂
行
で
き
る
者

第
六
十
六
条
　
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
は
、
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
契
約
約
款
に
お
い
て
、
電
報
の
配
達
（
電
報
に
関
す
る
現
業
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
に
お
け
る
交
付
そ
の
他
配
達
に
準
ず
る
行
為
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
配
達
先
、
正
当
の
配
達
及
び
配
達
の
免
責
事
由
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
電
報
の
誤
配
達
を
受
け
た
者
が
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
そ
の
電
報
を
返
し
、
又
は
そ
の
旨
を
通
知
し
た
と
き
は
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
は
、
電
報
の
返
付
又
は
通
知
の
た
め
通
常
要
す
べ
き
費
用
を
補
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
公
衆
法
に
規
定
す
る
電
話
加
入
権
に
相
当
す
る
も
の
の
要
件
）

第
六
十
七
条
　
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
話
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
そ
の
交
換
に
関
す
る
事
務
が
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
事
務
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
電
話
で
あ
る
こ
と
。

二
　
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
の
交
通
機
関
に
設
置
す
る
無
線
電
話
で
な
い
こ
と
。

三
　
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
と
特
定
の
者
と
の
契
約
に
よ
り
設
置
す
る
電
話
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
指
定
は
、
告
示
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
話
加
入
権
等
に
関
す
る
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
六
十
八
条
　
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
電
話
加
入
権
及
び
同
条
第
二
項
の
権
利
（
以
下
「
電
話
加
入
権
」
と
総
称
す
る
。
）
に
関
す
る
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿

（
以
下
「
帳
簿
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。

一
　
契
約
の
締
結
年
月
日

二
　
電
話
番
号

三
　
利
用
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名

四
　
電
話
の
設
置
場
所

五
　
電
話
の
種
類

六
　
電
話
加
入
権
の
移
転
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
が
発
生
し
た
年
月
日

七
　
電
話
加
入
権
の
譲
渡
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
又
は
差
押
え
（
滞
納
処
分
（
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
滞
納
処
分
及
び
そ
の
例
に
よ
る
滞
納
処
分
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
参
加
差
押
え
を
含
む
。
）
、
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
の
通
知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
法
の
施
行
後
に
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
規
定

の
例
に
よ
る
と
さ
れ
る
旧
公
衆
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
た
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番
号

２
　
前
項
の
帳
簿
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
事
務
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
帳
簿
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
調
製
す
る
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
契
約
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
に
お
い
て
直
ち
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
知
り
得
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
利
害
関
係
人
は
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
が
定
め
る
手
数
料
を
支
払
つ
て
、
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
し
た
事
項
の
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
申
請
等
の
方
法
）

第
六
十
九
条
　
次
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
又
は
報
告
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
等
（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
の
者
の
住
所
（
電
気
通
信
事
業
者

（
電
気
通
信
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
外
国
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
国
内
代
表
者
等
の
住
所
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
由

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
九
条
の
登
録
の
申
請

一
の
二
　
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請

二
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
変
更
登
録
の
申
請

三
　
法
第
十
三
条
第
五
項
の
変
更
の
届
出

四
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
承
継
の
届
出
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
休
止
及
び
廃
止
の
届
出
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
解
散
の
届
出
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
届
出

八
　
法
第
二
十
八
条
の
報
告

九
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
立
て

十
　
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請

十
一
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出

十
二
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て

十
三
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請

十
四
　
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請

十
五
　
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
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十
六
　
法
第
四
十
条
の
認
可
の
申
請

十
七
　
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
確
認
の
届
出

十
八
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出

十
九
　
法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
届
出

二
十
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請

二
十
一
　
法
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
認
可
の
申
請

二
十
二
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請

二
十
三
　
法
第
百
二
十
条
第
三
項
の
申
請

二
十
四
　
法
第
百
二
十
条
第
四
項
の
届
出

二
十
五
　
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
変
更
認
定
の
申
請

二
十
六
　
法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出

二
十
七
　
法
第
百
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
条
第
三
項
の
申
請
又
は
同
条
第
四
項
の
届
出

二
十
八
　
法
第
百
二
十
二
条
第
五
項
の
変
更
の
届
出

二
十
九
　
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
の
申
請

三
十
　
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
廃
止
の
届
出

三
十
一
　
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
届
出

三
十
二
　
法
第
百
四
十
条
第
四
項
の
認
可
の
申
請

三
十
三
　
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請

三
十
四
　
第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
報
告
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
次
に
掲
げ
る
届
出
又
は
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
又
は
報
告
（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
六
条
各
項
の
届
出

二
　
法
第
十
七
条
第
二
項
の
承
継
の
届
出
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
休
止
及
び
廃
止
の
届
出
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
解
散
の
届
出
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出

六
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
三
項
の
承
継
の
届
出

七
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
四
項
の
廃
止
の
届
出

八
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
五
項
の
解
散
の
届
出

九
　
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
届
出

十
　
第
十
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
報
告
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）

第
七
十
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
提
出
が
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を
受
け
る
べ
き
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
提
出
を
受
け
る
べ
き

者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
七
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
す
る
国
内
代
表
者
等
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
住
民
票
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
の
表
第
一
号
又
は
第
四
号
上
欄
に
掲
げ
る
書
面
等
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
第
一
号
又
は
第
四
号
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
、
直
接
に
、
又
は
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
訳
文
の
添
付
）

第
七
十
二
条
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
書
類
が
定
款
（
定
款
に
相
当
す
る
書
類
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
の
訳
文
を
付
す
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
郵
政
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
公
衆
電
気
通
信
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
郵
政
省
令
第
三
十
八
号
）

二
　
公
衆
電
気
通
信
法
第
五
十
五
条
の
十
三
第
二
項
の
場
合
等
を
定
め
る
臨
時
暫
定
措
置
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
郵
政
省
令
第
五
十
五
号
）
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３
　
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
の
申
請
書
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
適
宜
読
み
替
え
た
届
出
書
に
、
次
の
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
降
の
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
電
気
通
信
役
務
の
種
類
及
び
そ
の
態
様
の
区
分
ご
と
の
需
要
見
込
み
及
び
提
供
の
計
画

ロ
　
所
要
資
金
の
額
並
び
に
そ
の
調
達
方
法
及
び
返
済
計
画

ハ
　
電
気
通
信
設
備
の
建
設
計
画
の
概
要
及
び
工
程
（
主
要
な
設
備
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
に
係
る
工
事
費
の
概
算

二
　
第
三
条
第
四
項
各
号
（
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
〇
日
郵
政
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
八
月
一
日
郵
政
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
四
日
郵
政
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
一
日
郵
政
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
三
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
三
日
郵
政
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
六
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
、
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
、
工
事
担
任
者
規
則
、
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
に
関
す
る
規
則
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
及
び
電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
書
類
の
様
式
は
、
改
正
後
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
二
三
日
郵
政
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
三
日
郵
政
省
令
第
六
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
一
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
二
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
料
金
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
の
三
第
五
号
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
は
、
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
料
金
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
新
規
則
第
十
九
条
の
三
第
五
号
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
は
、
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
一
七
日
郵
政
省
令
第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
、
第
四
条
を
削
除
す
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
十
条
を
削
除
す
る
改
正

規
定
並
び
に
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
八
中
「
十
日
前
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
日
前
」
と
す
る
。

第
三
条
　
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
指
定
の
際
現
に
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
の
開
始
の
日
ま
で
新
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
日
数
に
満
た
な
い
計
画
を
有
す
る
場
合
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
工
事
の
開
始
の
日
の
一
日
前
ま
で
に
新
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
計
画
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
日
か
ら
当
該
工
事
の
開
始
の
日
ま
で
の
日
数
が
六
十
日
を
超

え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
の
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
け
出
た
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
新
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提

供
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
及
び
第
十
四
条
の
申
請
は
、
新
規
則
第
三
条
第
二
項
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
申
請
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
許
可
を
受
け
て
い
る
そ
の
他
（
オ
ー
プ
ン
デ
ジ
タ
ル
通
信
）
役
務
を
提
供
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
を
提
供
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事

業
者
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
出
を
し
て
い
る
一
般
第
二
種
電
気
通
信
事
業
者
及
び
登
録
を
受
け
て
い
る
特
別
第
二
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
第
二
種
電
気
通
信
事
業
者
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
法
第
二
十
二
条
の
届
出
並
び
に
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
七
条
の
申
請
は
、
新
規
則
第
三
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
届
出
、
申
請
及
び
変
更
申

請
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
七
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
二
項
の
電
報
の
取
扱
い
の
役
務
に
関
す
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事

業
法
施
行
規
則
の
規
定
は
な
お
効
力
を
有
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て
、
新
法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
郵
政
省
令
で
定
め
る
も
の
に
適
用
さ
れ
る

初
の
基
準
料
金
指
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
五
第
二
項
中
「
十
月
一
日
か
ら
一
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
適
用
の
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
五
日
郵
政
省
令
第
一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
九
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
〇
日
郵
政
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
六
日
郵
政
省
令
第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修
補

し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
六
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ル
ー
タ
に
よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
機
能
は
、
当
分
の
間
、
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
一
日
総
務
省
令
第
八
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
合
致
さ
せ

る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
速
や
か
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
申
請
に
基
づ
く
認
可
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
接
続
料
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
合
致
し
て
い
る
も

の
と
み
な
す
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
に
基
づ
く
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
申
請
に
係
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
接
続
料
規
則
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
に
関
す
る
特
例
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
に
対
す
る
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

「
又
は
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
六
項
の
承
継
計

画
に
記
載
さ
れ
た
同
法
附
則
第
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
総
務
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
若
し
く
は
当
該
承
継
計
画
の
実
施
に
必
要
な
も
の
と
し
て
電
気
通
信

事
業
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
い
る
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
一
日
総
務
省
令
第
一
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
認
可
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
九
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
の
記
載
等
の
特
例
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
経
過
後
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
法
第
七
十
二
条
の
八
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
の
四
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
収
支
の
状
況
を
整
理
で
き
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
様
式
に
よ
り
収

支
の
状
況
を
整
理
し
、
こ
れ
を
新
規
則
第
四
十
条
の
三
第
一
項
の
表
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
討
）

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
新
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
則
様
式

（
附
則
第
２
項
関
係
）
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附則様式(附則第 2項関係) 

基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す表 

 事 業 者 名              

年  月  日から      

年  月  日まで      

(単位 円) 

役 務 の 細 目 営業収益 営業費用 営業利益 摘 要 

1 第 40 条の 2 第 1 号に掲

げるもの 

        

2 同号イに掲げるもの 
        

3 同号ロに掲げるもの 
        

4 同号ハに掲げるもの 
        

5 第 40 条の 2 第 2 号に掲

げるもの 

        

計 
        

注 1 1の項には、この省令の施行日の属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則

別表第 2様式第 21の「加入電話及び総合デジタル通信」の営業収益、営業費用及び営業

利益を記載するものとする。 

注 2 2の項には、この省令の施行日の属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則

別表第 2様式第 21の「基本料」の営業収益、営業費用及び営業利益を記載するものとす

る。 

注 3 3の項には、この省令の施行日の属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則

別表第 2様式第 21の「市内通信」の営業収益、営業費用及び営業利益を記載するものと

する。 

注 4 4の項には、この省令の施行日の属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則

別表第 2様式第 21の「市外通信」の営業収益、営業費用及び営業利益を記載するものと

する。 

注 5 5の項には、この省令の施行日の属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則

別表第 2様式第 21の「公衆電話及びデジタル公衆電話」の営業収益、営業費用及び営業

利益を記載するものとする。 

注 6 基礎的電気通信役務と基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関連する収益及

び費用は、この省令の施行日の属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則別表

第 2様式第 21に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなけ

ればならない。 

注 7 2以上の細目の基礎的電気通信役務に関連する収益及び費用は、この省令の施行日の

属する事業年度の前の事業年度に提出した会計規則別表第 2様式第 21に掲げる基準によ

るほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。 
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附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
七
日
総
務
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
日
総
務
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は
旧
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
第

二
種
電
気
通
信
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
な
い
で
、
電
気
通
信
事
業
を
従
前
の
例
に
よ
り
引
き
続
き
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
同
条
の
登
録

の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
つ
い
て
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
が
あ
る
ま
で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
第
一
種
電
気
通
信
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事

業
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
及
び
様
式
第
四
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
新
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
べ
き
者
に

該
当
す
る
も
の
は
新
施
行
規
則
様
式
第
三
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
八
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
施
行
日
以
後
速
や
か
に
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は
旧
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
第
二
種
電
気
通
信
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
す
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
、
新
施
行
規
則
様
式
第
四
及
び
様
式
第
八
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
施
行
日
以
後
速
や
か
に
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
第
二
種
電
気
通
信
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
法
第
七
条
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
も
の
は
、
施
行
日

か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の
届
出
を
し
な
い
で
、
従
前
の
提
供
条
件
（
料
金
を
含
む
。
）
で
そ
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
施
行
日
前
に
旧
法
第
三
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
に
定
め
る
接
続
の
条
件
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
三
条
の
六
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
は
、
新
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
接
続
約
款
に
定
め
る
接
続
条
件
と
み
な
す
。

６
　
施
行
日
前
に
旧
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
料
金
の
う
ち
新
法
第
七
条
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款

に
定
め
る
料
金
と
み
な
す
。

７
　
施
行
日
前
に
旧
法
第
三
十
一
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
に
定
め
る
提
供
条
件
の
う
ち
新
法
第
七
条
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
に
定
め
る
提
供
条
件
と
み
な
す
。

８
　
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
旧
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

９
　
電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
電
報
の
取
扱
い
の
役
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
九
日
総
務
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
八
日
総
務
省
令
第
一
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

４
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
改
正
後
の
算
定
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
九
日
総
務
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
八
日
総
務
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
二
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
六
日
総
務
省
令
第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ

い
て
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
く
認
可
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
日
総
務
省
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
一
日
総
務
省
令
第
一
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
五
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気

通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
速
や
か
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
一
日
総
務
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及
び
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
二
八
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
七
日
総
務
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
一
四
一
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
五
日
総
務
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
七
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
一
二
日
総
務
省
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
月
八
日
総
務
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
総
務
省
令
第
三
八
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
一
六
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
等
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
手
続
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

一
　
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
契
約
約
款
の
届
出

二
　
新
施
行
規
則
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
十
二
の
六
の
書
類
の
報
告
（
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
提
供
す
る
他
の
役
務
に
係
る
契
約
が
必
要
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）

３
　
当
分
の
間
、
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
か
ら
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基

礎
的
電
気
通
信
役
務
へ
の
円
滑
な
移
行
そ
の
他
の
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
及
び
利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
契
約
約
款
に
定
め
る
第
一

号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
（
同
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
新
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
検
討
）

７
　
総
務
大
臣
は
、
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
、
そ
の
提
供
の
状
況
、
市
場
環
境
の
変
化
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
新
施
行
規
則
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
九
日
総
務
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
一
二
日
総
務
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

５
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
新
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
旧
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
又
は

同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
三
・
九
世
代
携
帯
電
話
端
末
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
い

る
者
は
、
新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
総
務

大
臣
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
三
・
九
世
代
携
帯
電
話
パ
ケ
ッ
ト
通
信
ア
ク
セ
ス
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
旧
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
い
る
者
は
、
新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
新
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書

類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
三
・
九
世
代
携
帯
電
話
パ
ケ
ッ
ト
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
旧
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
い
る
者
は
、

新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
三
・
九
世
代
携
帯
電
話
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
新
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
衛
星
移
動
通
信
サ
ー
ビ
ス
及
び
衛
星
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
は
、
新
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
（
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す

る
三
・
九
世
代
携
帯
電
話
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
（
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
新
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
二
六
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
八
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
新
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
遅

滞
な
く
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
一
四
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
七
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
六
日
総
務
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
二
条
　
法
第
九
条
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
様
式
第
一
に
よ
り
そ
の
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
施
行
規
則
様
式
第
八
に
よ
り
そ
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
の
一
部
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
八
又
は
様
式
第
三
十
八
の
九
に
よ
り
そ
の
認
定
の
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
も
の
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
施
行
規
則
様
式
第
七
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
全
部
認
定
事
業
者
　
新
施
行
規
則
様
式
第
七
の
二
の
届
出
書

二
　
一
部
認
定
事
業
者
　
新
施
行
規
則
様
式
第
七
の
三
の
届
出
書
並
び
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
て
い
る
者
（
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
も
の
は
、
施
行
日
か
ら
起

算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
施
行
規
則
様
式
第
九
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
伝
送
路
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
全
部
認
定
事
業
者
　
新
施
行
規
則
様
式
第
九
の
三
の
届
出
書

二
　
一
部
認
定
事
業
者
　
新
施
行
規
則
様
式
第
九
の
五
の
届
出
書
並
び
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
七
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
（
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
新
規
則

様
式
第
七
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
四
に
よ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
い
る
者
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第

四
に
よ
る
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
三
日
総
務
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
項
か
ら
附
則
第
七
項
ま
で
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
八
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
　
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

（
準
備
行
為
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
認
定
に
係
る
変
更
の
届
出
及
び
当
該
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

５
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
第
一
種
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款

に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

６
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
場
合
は
、
第
二
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
第
二
種
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ

い
て
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
変
更
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

８
　
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
認
定
及
び
届
出
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

９
　
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
の
規
定
の
例
に
よ
り
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
提
供
条
件
概
要
説
明
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
供
条
件
概
要
説
明
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
行

わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

10
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
し
て
い
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
次
項
及
び
附
則
第
十
二
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電

気
通
信
役
務
（
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則
第
十
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
対
象
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
二
項
第
三
号
及

び
第
四
号
並
び
に
第
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
場
合
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
場
合
」
と
す
る
。
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一
　
新
施
行
規
則
別
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
携
帯
電
話
端
末
と
接
続
さ
れ
る
同
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
以
下
単
に
「
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
」

と
い
う
。
）
の
み
を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
同
備
考
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
及
び
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
新
施
行
規
則

別
表
備
考
第
十
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
っ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
搭
載
さ
れ
る
ブ
ラ
ウ
ザ
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ

の
接
続
を
可
能
と
す
る
も
の
（
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
対
象
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
更
新
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

結
又
は
そ
の
媒
介
等
が
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
同
条
第
五
項
に
定
め
る
提
供
条
件
概
要
説
明
が
さ
れ
て
い
る
も
の

11
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
し
て
い
る
対
象
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て
、
新
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
種
類
の
区
分
ご
と
の
平
成
二
十
七
年
九
月
末
に
お
け
る
当
該
対
象
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
（
新

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
百
万
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
四

第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。

12
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
し
て
い
る
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
当
該
電
気
通
信
事
業
者
と
締
結
し
て
い
る
場
合
（
利
用
者
か
ら
の
個
別
の

契
約
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
利
用
者
の
利
益
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
四
第
四
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
八
ポ
イ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
ポ
イ
ン
ト
」
と
す
る
。

13
　
利
用
者
か
ら
の
電
話
に
よ
る
申
出
に
よ
り
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
対
象
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
一
部
の
変
更
又
は
当
該
契
約
の
更
新
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二

条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
す
る
方
法
は
、
当
該
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ

の
旨
を
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
は
、
当
該
方
法

に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
話
に
よ
る
方
法
（
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
当
該
承
諾
等
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
電
話
に
よ
る
申
出
の
都
度
、
前
項

及
び
次
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
記
載
事
項
等
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
説
明
し
、
了
解
を

得
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
了
解
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
書
面
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
の
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
、
電

子
メ
ー
ル
又
は
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
了
解
が
あ
つ
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

三
　
利
用
者
が
第
一
号
の
了
解
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
記
載
事
項
等
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

14
　
第
一
種
指
定
事
業
者
は
、
第
二
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
な
い
場
合
は
、
第
二
号
施
行
日
に
お
い
て
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続

約
款
に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15
　
第
二
号
施
行
日
に
お
い
て
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
く
認
可
に
関
す
る
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て

い
る
も
の
と
み
な
す
。

16
　
第
二
号
施
行
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
九
号
中
「
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
」
と
あ
る
の
は
、
「
接
続
料
規
則
」
と

す
る
。

17
　
第
二
種
指
定
事
業
者
は
、
施
行
日
ま
で
に
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
施

行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
施
行
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

18
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
変
更
届
出
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

19
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
附
則
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
者
に
係
る
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
五
、
第
二
十
五
条
の
七
及
び
様
式
第
十
八
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規

則
第
二
十
五
条
の
五
中
「
の
開
始
の
届
出
」
と
あ
る
の
は
「
の
届
出
」
と
、
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
中
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
新
施

行
規
則
様
式
第
十
八
の
五
中
「
提
供
業
務
開
始
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
業
務
」
と
、
「
を
開
始
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
一
九
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
一
五
日
総
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
八
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
二
種
指
定
設
備
設
置
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約

款
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
変
更
届
出
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
二
種
指
定
設
備
設
置
事
業
者
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
五
号
に
定
め
る
事
項
を
新
施
行
規
則
の
施

行
後
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
同
号
に
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
五
日
総
務
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
六
日
総
務
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
か
ら
附
則
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
接
続
料
規

則
」
と
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
新
規
則
」
と
総
称
す
る
。
）
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
新
規
則

の
施
行
前
に
お
い
て
も
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
認
可
の
処
分
の
日
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
の
施
行
の
際
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
当
該
処
分
の
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
適

合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
一
九
日
総
務
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
九
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２
　
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
別
表
備
考
第
三
号
に
規
定
す
る
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
で
あ
る
携
帯
電
話
端
末
サ
ー
ビ
ス
（
同
備
考
第

一
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
の
役
務
に
つ
い
て
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
認
定
に
係
る
変
更
の
届
出
及
び
当
該
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
二
十
二
条
の
二
の
七
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
。

５
　
附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
認
定
及
び
届
出
は
、
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
二
四
日
総
務
省
令
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通

信
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
様
式
第
二
十
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
業
務
に
係
る
読
替
え
）

２
　
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
送
信
型
対
電
気
通
信
設
備
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
処
協
会
が
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
研
究
開
発
法
人

情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
七
項
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
業
務
を
行
う
場

合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

四

十

条

の

八

の

八

第
一
項

二
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
を
受
け
た
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
元
の
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
日
時

ハ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
項
目

ニ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
を
用
い
た
調
査
及
び
研
究
の
概
要

ホ
　
ニ
の
調
査
及
び
研
究
の
成
果
の
普
及
の
概
要

二
　
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
提
供
を
受
け
た
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
元
の
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
日
時

ハ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
項
目

ニ
　
イ
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
を
用
い
た
調
査
及
び
研
究
の
概
要

ホ
　
ニ
の
調
査
及
び
研
究
の
成
果
の
普
及
の
概
要
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三
　
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
百
十
六
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
か
ら
通
信
履
歴
等
の
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
日
時

ロ
　
イ
の
通
信
履
歴
等
の
電
磁
的
記
録
の
項
目

ハ
　
イ
の
通
信
履
歴
等
の
電
磁
的
記
録
を
証
拠
と
し
て
行
う
通
知
の
通
知
先
の
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

ニ
　
ハ
の
通
知
を
行
つ
た
日

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通

信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
変
更
届
出
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
一
三
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
九
日
総
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
八
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
（
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開

発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
多
数
の
関
係
電
気
通
信
事
業
者
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
他
の
関
係
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
い
う
。
）
に
よ
る
協
議
の
場
に
お

け
る
協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
又
は
同
年
九
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
情
報
通
信
審
議
会
の
答
申
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
そ
の
変
更
又
は
追
加
が
さ
れ
る
対
象
網
機
能
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
第
二
条
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
五
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当

該
協
議
の
状
況
、
当
該
変
更
又
は
追
加
に
関
連
す
る
情
報
の
提
供
の
方
法
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
機
能
は
、

当
分
の
間
、
電
気
通
信
事
業
法
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
と
み
な
す
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
変
更
又
は
追
加
の
計
画
を
有
す
る
対
象
網
機
能
で
あ
っ
て
第
二
条
新
施
行
規
則
第
二
十
四
条
か

ら
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
相
当
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
機
能
は
、
法
第
三

十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
と
み
な
す
。

第
三
条
　
第
二
条
新
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
届

出
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条
　
改
正
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
で
あ
っ
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業

法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
第
一
条
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
九
の
規
定
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
前
に
周
知
が
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
事
業
法
第
三

十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
新
事
業
法
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
機
能
の
休
止
又
は
廃
止
で
あ
っ
て
第
一
条
新
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
七
の
規
定
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
改
正
法
施
行
日
前
に
周
知
が
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
事
業
法
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律

第
八
十
六
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
知
れ
た
る
利
用
者
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法

（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
周
知
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
周
知
を
受
け
た
利
用
者
に
対
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通

信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
の
十
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
条
　
施
行
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
知
れ
た
る
利
用
者
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し

旧
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
周
知
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
周
知
を
受
け
た
利
用
者
に
対
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
前
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
、
施
行
日
後
に
知
れ
た
る
利
用
者
の
全
部
又
は
一
部
（
前
項
に
規
定
す
る
施
行
日
前
に
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
周
知
を
行
っ
た
利
用
者
を
除
く
。
）
に
対
し
新
法
第
二

十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
周
知
を
行
う
場
合
に
お
け
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
休
廃
止
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
休
廃
止

日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
」
と
す
る
。

第
五
条
　
第
三
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
に
係
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
一
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
を
開
始
す

る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
施
行
日
以
後
速
や
か
に
」
と
す
る
。

第
六
条
　
施
行
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
、
施
行
日
か
ら
十
七
月
を
経
過
し
た
日
を
満
了
日
と
す
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の
四
第

二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
休
廃
止
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
月
を
経

過
し
た
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
一
四
日
総
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
新
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
令
和
元
年
七
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
八
日
総
務
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
六
日
総
務
省
令
第
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
規
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
施
行
日
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
九
項
又
は
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
番
号
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
届
出
番

号
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
番
号
に
つ
い
て
電
気
通
信
事
業
法
第
十
三
条
第
四
項
、
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
通
知
が

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
番
号
は
届
出
番
号
と
み
な
し
、
当
該
通
知
は
新
施
行
規
則
第
九
条
第
九
項
又
は
第
六
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
当
該
届
出
番
号
の
通
知
と
み
な
す
。

２
　
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
（
新
施
行
規
則
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
又
は
そ
の
媒
介
等
を
し
よ
う
と
す
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
移
動
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条
　
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
際
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
料
金

そ
の
他
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
施
行
日
の
前
日
（
第
四
項
の
移
動
電
気
通
信
役
務
に
あ
っ
て
は
、
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
旧
契
約
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
更
新
（
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
（
ロ
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
も
の
を
含
む
。
）
に
お
い
て
更
新
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
同
一
の
条
件
で
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
契
約
の
締
結

イ
　
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
（
ロ
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
も
の
を
含
む
。
）
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
利
用
者
か
ら
の
申
出
に

よ
り
行
う
変
更

ロ
　
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
の
う
ち
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
改
め
る
た
め
に
行
う
変
更
（
当
該
変
更
後
も
当
該
旧
契
約
の
提
供
条
件
に
同
条
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旧
契
約
の
更
新
の
機
会
を
失
わ
せ
る
も
の
そ
の
他
当
該
旧
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
を
不
当
に
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
四
に
規
定
す
る
三
・
九―

四
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
又
は
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
以
外
の
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
の

提
供
に
関
す
る
契
約
（
そ
の
提
供
条
件
が
施
行
日
の
前
日
に
提
供
さ
れ
て
い
た
契
約
の
提
供
条
件
と
同
一
の
も
の
（
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
の
締
結
及
び
当
該
契
約
の
提
供
条
件
の
う
ち
新

施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
改
め
る
た
め
に
行
う
変
更
（
当
該
変
更
後
も
当
該
契
約
の
提
供
条
件
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約

の
更
新
の
機
会
を
失
わ
せ
る
も
の
そ
の
他
当
該
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
を
不
当
に
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
契
約
の
締
結
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２
　
前
項
の
規
定
は
、
新
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
」
と
、
同
項
各
号
中
「
の
締
結
」

と
あ
る
の
は
「
の
締
結
の
媒
介
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
契
約
の
更
新
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

４
　
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
提
供
さ
れ
て
い
る
移
動
電
気
通
信
役
務
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
た
音
声
伝
送
役

務
に
よ
る
通
話
を
可
能
と
す
る
機
能
を
有
す
る
移
動
端
末
設
備
で
あ
っ
て
、
タ
ッ
チ
ス
ク
リ
ー
ン
（
映
像
面
を
有
す
る
入
出
力
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
映
像
面
に
使
用
者
が
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
入
力
が
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を

有
す
る
も
の
を
い
い
、
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
フ
ォ
ン
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
た
音
声
伝
送
役
務
に
よ
る
通
話
を
可
能
と
す
る
機
能
を
有
す
る
移
動
端
末
設
備
で
あ
っ
て
、
文
字

等
を
入
力
す
る
た
め
の
物
理
的
な
キ
ー
ボ
ー
ド
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
移
動
端
末
設
備
向
け
に
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
に
対
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
利
益
の
提
供
及
び

料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
の
規
定
（
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
九
日
総
務
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
施
行
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
認
定
を
受
け
て
い
る
電
気
通
信
役
務
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新

施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
九
第
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
様
式
第
十
八
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
七
日
総
務
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
七
日
総
務
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
五
日
総
務
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
五
日
総
務
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
総
務
省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
新
規
則
」
と
総
称
す
る
。
）
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
認
可
を

受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
認
可
の
処
分
の
日
が
令
和
三
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
の
施
行
の
際
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
当
該
処
分
の
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
は
、
新

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
五
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
新
施
行
規
則
様
式
第
十
八
の
七
に
よ
る
書
類
を
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
五
日
総
務
省
令
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
届
出
（
以
下
単
に
「
届
出
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
電
気
通
信
事
業
法
第
七
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法

施
行
規
則
様
式
第
三
十
三
に
よ
り
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
載
し
て
届
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
一
九
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事

業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
第
十
三
条
第
四
項
又
は
第
十
六
条
第
二

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
新
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
三
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
現
に
締
結
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役
務
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
契
約
及
び
当
該
契
約
の

一
部
の
変
更
（
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
当
該
契
約
の
提
供
条
件
に
お
い
て
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
内
で
利
用
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
又
は
利
用
者
の
住
所
の
変

更
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
又
は
更
新
（
当
該
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
の
更
新
を
含
む
。
）
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
の
締
結
」
と
あ
る
の
は
「
の
締
結
の
媒
介
等
」
と
、
「
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
の
二
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
事
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
日
か
ら
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
新
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
施
の
日
が
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
場
合
に
限
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
前
項
の
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
者
は
、
施
行
日
か
ら
三
月
以
内
に
当
該
基
礎
的
電
気
通
信

役
務
に
係
る
契
約
約
款
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

４
　
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
中
「
お
お
む
ね
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
」
と
あ
る
の
は
「
お
お
む
ね
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
以
上
か
つ
お
お
む
ね
五
百
メ
ー
ト
ル
四
方
に

一
台
以
下
」
と
、
「
お
お
む
ね
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
」
と
あ
る
の
は
「
お
お
む
ね
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
以
上
か
つ
お
お
む
ね
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
に
一
台
以
下
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
六
日
総
務
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
種
指
定
電

気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
新
規
則
」
と
総
称
す
る
。
）
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則

の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
新
施
行
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
に
係
る
接
続
約
款
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
た

接
続
約
款
の
変
更
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
申
請
に
係
る
接
続
約
款
の
変
更
の
認
可
の
処
分
の
日
が
新
規
則
の
施
行
後
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
当
該
処
分
の

日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
一
六
日
総
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
新
接
続
料
規
則
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
新
規
則
」
と
総
称
す

る
。
）
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
同
項

の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
新
施
行
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
に
係
る
接
続
約
款
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
た

接
続
約
款
の
変
更
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
接
続
約
款
の
変
更
の
認
可
の
処
分
の
日
が
新
規
則
の
施
行
後
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、

当
該
処
分
の
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
三
日
総
務
省
令
第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
三
十
八
の
二
の
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
の
項
（
２
）
、
三
の
項
及
び
四
の
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
検
討
）

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
新
施
行
規
則
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結

果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

初
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
七
の
六
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
行
う
接
続
料
相
当
額
指
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

接
続
料
相
当
額
指
数＝

１
０
０×

（
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額÷

前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
接
続
料
相
当
額
）
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３
　
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
新
施
行
規

則
第
二
十
五
条
の
七
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
同
条
に
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
一
九
日
総
務
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
二
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気

通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一

条
第
二
項
第
九
号
の
二
及
び
第
二
十
六
号
並
び
に
様
式
十
、
様
式
十
の
二
、
様
式
十
二
、
様
式
十
二
の
二
、
様
式
十
二
の
三
、
様
式
十
三
及
び
様
式
十
三
の
二
の
規
定
は
報
告
期
限
が
同
年
七
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
単
位
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
単
位
区
域
が
同
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
当
該
単
位
区
域
に
お
い
て
、
電
気

通
信
回
線
設
備
の
規
模
（
新
施
行
規
則
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
規
模
を
い
う
。
）
が
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
模
を
超
え
る
電
気
通
信
事
業
者
の
数
が
一
以
下
で
あ

る
と
き
に
限
り
、
当
該
単
位
区
域
は
引
き
続
き
同
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
新
施
行
規
則
第
四
十
条
の
八
の
五
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
単
位
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
単
位
区
域
が
同
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
も
、
当
該
単
位
区
域
は
引
き
続
き
同
号
に
該

当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
二

条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
自
ら
確
認
し
、
同
法

第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
（
そ
の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
令
和
五
年
六
月
三
十
日
に
お
け
る
当
該
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務

の
契
約
数
が
三
十
万
を
超
え
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
（
そ
の
契
約
数
が

三
十
万
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
二
三
日
総
務
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
九
条
の
四
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
　
令
和
五
年
十
月
一
日

二
　
第
十
九
条
の
三
の
改
正
規
定
　
令
和
六
年
一
月
一
日

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
八
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
（
以
下
「
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
」
と
い
う
。
）
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
三
の
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

３
　
令
和
六
年
度
中
に
提
出
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
営
業
収
益
、
営
業
費
用
及
び
営
業
利
益
は
、
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
同
表
の
注
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
注
二
中
「
第
１
４
条
第
２
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
６
年
１
月
１
日
か

ら
同
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
提
供
し
た
第
１
４
条
第
２
号
イ
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
六
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の

規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
六
日
総
務
省
令
第
七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七

条
の
二
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
設
備
の
運
用
を
他
人
に
委
託
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
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業
法
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
新
規
則
第
二
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
新
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る

。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
設
備
の
運
用
を
他
人
に
委
託
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い

て
、
新
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
日
総
務
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
七
日
総
務
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
九
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の

規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
六
日
総
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
七
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
　
電
気
通
信
役
務
の
種
類
（
第
二
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
ロ
関
係
）

一
　
電
話
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
に
限
る
。
）
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス

二
　
携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス

三
　
無
線
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス

四
　
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

五
　
Ｄ
Ｓ
Ｌ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

六
　
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

七
　
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

八
　
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

九
　
Ｆ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

十
　
Ｉ
Ｐ
電
話
サ
ー
ビ
ス

十
一
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
で
あ
つ
て
、
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
用
い

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
に
限
る
。
）

十
二
　
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

備
考
　
こ
の
表
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス
　
携
帯
電
話
の
役
務
（
無
線
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
役
務
並
び
に
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
か
ら

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
以
下
「
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
一
端
が
ブ
ラ
ウ
ザ
を
搭
載
し
た
携

帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
と
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
ブ
ラ
ウ
ザ
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
の
役
務

二
　
無
線
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス
　
携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
規

則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
及
び
当
該
役
務
の

提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
無
線
イ
ン
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タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
設
備
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
の
指
定
を
受

け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又
は
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の

三
　
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
　
移
動
端
末
設
備
（
無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
設
備
に
限
る
。
）
を
用
い
て
利
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
無
線
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
当
該
移
動
端
末
設
備
を
接
続
す
る
利
用
者
に

対
し
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
地
局
を
設
置
せ
ず
に
提
供
さ
れ
る
も
の
（
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
利
用
者
料
金
の
設
定
権
を
有
す
る
者
が
提
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
Ｄ
Ｓ
Ｌ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
　
ア
ナ
ロ
グ
信
号
伝
送
用
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
ア
ク
セ
ス
多
重
化
装
置
を
接
続
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務

五
　
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
　
そ
の
全
て
の
区
間
に
光
信
号
伝
送
用
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
（
共
同
住
宅
等
内
に
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気

通
信
設
備
を
用
い
る
も
の
を
含
む
。
）

六
　
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
　
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
放
送
の
う
ち
、
同
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う

た
め
の
有
線
電
気
通
信
設
備
（
再
放
送
を
行
う
た
め
の
受
信
空
中
線
そ
の
他
放
送
の
受
信
に
必
要
な
設
備
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
接
続
さ
れ
る
受
信
設
備
を
い
う
。
）
の
線
路
と
同
一
の
線
路
を
使
用
す
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
（
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

七
　
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
　
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
電
気
通
信
事
業
の

用
に
供
す
る
端
末
設
備
（
移
動
端
末
設
備
と
の
通
信
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
（
携
帯
電
話
端
末
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
サ
ー
ビ
ス
及
び
無
線
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
を
除
く
。
）

八
　
Ｆ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
　
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
無
線
設
備
（
固
定
し
て
使
用
さ
れ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
部
が
当
該
無
線
設
備
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
場
合
は

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
共
同
住
宅
等
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接

続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務

九
　
Ｉ
Ｐ
電
話
サ
ー
ビ
ス
　
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
て
音
声
伝
送
を
行
う
こ
と
に
よ
り
提
供
す
る
電
話
の
役
務

十
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
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様
式
第
１
（
第
４
条
第
１
項
、
第
４
条
の
２
第
１
項
関
係
）

 

様式第1(第4条第1項、第4条の2第1項関係) 

電気通信事業登録(登録更新)申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成25年法律第

27号)第2条第15項に規定する法人番号がある

場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

 

 電気通信事業法第9条(第12条の2)の規定により、電気通信事業の登録(登録の更新)を受

けたいので、次のとおり申請します。 

1 電話番号及び電子メールアドレス(担当部署がある場合は、当該担当部署に連絡のとれ

る電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。) 

2 外国法人等である場合において、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又

は名称及び国内の住所等 

国内における代表者又は国内における代理人

の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏

名) 

  

国内の住所   

電話番号及び電子メールアドレス(担当部署

がある場合は、当該担当部署に連絡のとれる

電話番号及び電子メールアドレスを記載する

こと。) 

  

3 業務区域 

 注1 下記(1)の事項を記載すること。 

  2 法第117条第1項の認定を受ける場合にあつては、併せて下記(2)及び(3)の事項を記

載すること。 
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  3 特定移動通信役務を提供する場合にあつては、併せて特定移動通信役務に係る下記

(2)の事項を記載すること(ただし、2により記載した下記(2)の事項と同一となる場合

は記載を要しない。)。 

  4 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する場合であつて、これらの電気

通信役務について特段の業務区域を定める場合にあつては、併せて当該電気通信役務

について下記(2)及び(3)の事項を記載すること(ただし、2により記載した(2)及び(3)

の事項とそれぞれ同一となる場合は記載を要しない。)。 

 (1) 提供区域 

  注1 一般的に想定している利用形態により電気通信役務の提供を受けることが可能

となる区域(いわゆるサービスエリア)を記載すること。 

   2 都道府県を単位として記載すること。全国を業務区域とする場合は全国と記載す

ること。 

   3 国際電気通信役務を提供する場合(本邦外の場所との間の通信を行うための電気

通信設備を他人の通信の用に供する場合に限る。)にあつては、取扱対地の国又は

これに準ずる地域の名称を併せて記載すること。 

 (2) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域 

  注 市町村の一部を業務区域とする場合は字名等を、都道府県市町村の全部を業務区

域とする場合は当該都道府県市町村名を、都道府県の全部を業務区域とする場合は

当該都道府県名を、全国を業務区域とする場合は全国と記載すること。 

 (3) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域 

電 気 通 信 事 業 者 名 接 続 の 場 所 

    

  注1 電気通信事業者ごとに行を分けて記載すること。 

   2 (2)において全国を業務区域とする場合は、(3)の記載を要しない。(2)において

都道府県の全部を業務区域とする場合は、当該都道府県内における(3)の記載を要

しない。 

4 電気通信設備の概要 

 (1) 端末系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

 (2) 中継系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 間 
種 類 

始 点 終 点 

      

84



 

 (3) 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

  注1 「端末系伝送路設備」及び「中継系伝送路設備」の定義は、それぞれ第3条第1項

第1号及び第2号に定めるところによる。 

   2 端末系伝送路設備の設置の区域は、都道府県市町村(特別区にあつては区、地

方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区又は総合区)を単位として記載

すること。都道府県の全部を設置の区域とする場合は当該都道府県名を、全国を設

置の区域とする場合は全国と記載すること。 

   3 人工衛星局による端末系伝送路設備の設置の区域には、「全国(○○衛星)」等、

人工衛星の名称を併せて記載すること。 

   4 中継系伝送路設備の設置の区間は、その始点及び終点の所在地(国際回線にあつ

ては終点の欄に外国名及び州名又は都市名、人工衛星局による中継系伝送路設備に

あつては終点の欄に人工衛星の名称)を記載すること。 

   5 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、

「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する

周波数(当該周波数の電波を三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則第49

条の6の9又は第49条の6の10で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)

又は第五世代移動通信システム(同令第49条の6の12又は第49条の6の13で定める条

件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものを除く。)をい

う。以下同じ。)に使用する場合は、併せてその旨)を記載すること。 

   6 法第117条第1項の認定を受ける場合(電気通信事業の一部の認定を受ける場合に

限る。)にあつては、様式第38の8の2(1)の注に従い記載するとともに、同様式の2(2)

の事項も併せて記載すること。 

   7 伝送路設備以外の電気通信設備の設置の区域は、都道府県を単位として記載する

こと。 

   8 伝送路設備以外の電気通信設備の種類は、「アナログ電話用設備」、「総合デジタ

ル通信用設備」、「アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話

用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役

務を提供するインターネットプロトコル電話用設備をいう。以下同じ。)」、「携帯

電話用設備又はPHS用設備」、「その他の電気通信設備(音声伝送役務の提供の用に供

する事業用電気通信設備(アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、アナロ

グ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備
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及びPHS用設備を除く。)をいう。)」又は「音声伝送役務の提供の用に供する事業

用電気通信設備以外の事業用電気通信設備」の種別を記載すること。この場合にお

いて、これらの用語は、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)におい

て使用する用語の例による。 

5 事業開始予定年月日 

 注 業務区域によつて事業開始予定年月日が異なる場合は、当該業務区域ごとに記載す

ること。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
（
第
４
条
第
３
項
、
第
４
条
の
２
第
２
項
、
第
１
０
条
第
４
項
、
第
１
１
条
第
５
項
第
９
号
、
第
４
０
条
の
９
第
３
項
第
９
号
、
第
４
０
条
の
１
０
第
３
項
第
２
号
、
第
４
０
条
の
１
８
第
１
項
第
４
号
、
第
２
項
第
６
号
及

び
第
３
項
第
１
０
号
関
係
）

様式第2(第4条第3項、第4条の2第2項、第10条第4項、第11条第5項第9号、第40条の9第3項

第9号、第40条の10第3項第2号、第40条の18第1項第4号、第2項第6号及び第3項第10号関

係) 

 

誓 約 書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 登録(登録の更新)(認定)(認可)申請者(報告を行う電気通信事業者)(電気通信事業を承

継した者)が電気通信事業法第12条第1項第1号から第3号まで(電気通信事業法第12条の2第

2項の規定により準用する同法第12条第1項第1号から第3号まで)(及び)(第118条第1号から

第3号まで)に該当しないことを誓約します。 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
の
２
（
第
４
条
第
４
項
、
第
４
条
の
２
第
３
項
、
第
７
条
第
１
項
、
第
９
条
第
１
項
及
び
第
３
項
、
第
１
１
条
第
５
項
関
係
）

様式第2の2(第4条第4項、第4条の2第3項、第7条第1項、第9条第1項及び第3項、第11条第5

項関係) 

 

権限証明書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

             郵便番号 

            (ふりがな) 

             住 所 

            (ふりがな) 

             氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載する

こと。) 

             法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2

条第15項に規定する法人番号がある場合は、記載す

ること。) 

             電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号及び

電子メールアドレスを記載

すること。なお、担当部署

等がある場合は、当該担当

部署等の電話番号及び電子

メールアドレスを記載する

こと。) 

 

 私は、下記の者を(国内における代表者／国内における代理人)と定め、次の権限を付与

したことを証します。 

 

・電気通信事業法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限 

・電気通信事業法施行規則第61条の3の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限 

 

 郵便番号 

 (ふりがな) 

 住 所 

 (ふりがな) 

 氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載すること。) 

 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2

条第15項に規定する法人番号がある場合は、記載すること。) 

 電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号及び電子メールアドレスを記

載すること。なお、担当部署等がある場合は、当該担

当部署等の電話番号及び電子メールアドレスを記載

すること。) 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
（
第
４
条
第
４
項
第
１
号
、
第
４
条
の
２
第
３
項
第
１
号
、
第
５
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
８
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
９
条
第
１
項
第
１
号
、
第
９
条
第
５
項
、
第
６
項
、
第
９
項
及
び
第
１
０
項
、
第
１
０
条
第
２

項
、
第
１
１
条
第
５
項
第
２
号
、
第
１
２
条
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
６
０
条
の
２
第
１
号
関
係
）

様式第3(第4条第4項第1号、第4条の2第3項第1号、第5条第1項及び第2項、第8条第1項及び

第2項、第9条第1項第1号、第9条第5項、第6項、第9項及び第10項、第10条第2項、第11条

第5項第2号、第12条第4項及び第5項、第60条の2第1号関係) 

 

ネ ッ ト ワ ー ク 構 成 図 

 

注1 利用者から他の利用者又は他の電気通信事業者のネットワークに至るまでの通信の

流れがわかるように交換センター、集線センター等とこれらの間を接続する電気通信回

線の概要を記載すること。 

 2 他の電気通信事業者との相互接続点、他の電気通信事業者から電気通信役務の提供を

受けてネットワークを構成する区間、他者からIRU(Indefeasible Right of User：破棄

し得ない使用権)により調達する設備等がある場合は、その構成の概要をわかりやすく

記載するとともに、当該他の電気通信事業者及び他者の名称を記載すること。 

 3 交換センター、集線センター等が多数ある場合には、その全てを記載することは要し

ない。ただし、本邦内の設備は都道府県ごとのそれぞれの総数、本邦外の設備は国又は

これに準ずる地域ごとのそれぞれの総数を記載すること。 

 4 一葉の用紙に記載できない場合には、全体の構成が把握できるよう、ネットワークの

階層、地域その他適宜の区分に用紙を分けて記載すること。 

 5 ネットワークの名称その他の参考となる事項を記載すること。 

 6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
（
第
４
条
第
４
項
第
２
号
、
第
４
条
の
２
第
３
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第
２
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第
９
条
第
１
項
第
２
号
、
第
１
０
条
第
２
項
、
第
６
０
条
の
２
第
２
号
関
係
）

様式第4(第4条第4項第2号、第4条の2第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、第60条

の2第2号関係) 

提供する電気通信役務 

電気通信役務の種類 提供する役務 

1 加入電話   

2 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び

国際総合デジタル通信サービスを除く。) 
  

3 中継電話(国際電話等であるものを除く。)   

4 国際電話等 国際電話   

国際総合デジタル通信サービス   

5 公衆電話   

6 携帯電話 三・九―四世代移動通信システムを使用するも

の 
  

第五世代移動通信システムを使用するもの   

三・九―四世代移動通信システム又は第五世代

移動通信システムを使用するもの以外のもの 
  

7 PHS   

8 IP電話 当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別

表第1号又は第6号に掲げる電気通信番号を使用

するもの 

  

当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別

表第1号又は第6号に掲げる電気通信番号を使用

するもの以外のもの 

  

9 ワイヤレス固定電話   

10 衛星移動通信サービス   

11 FMCサービス   

12 インターネット接続サービス   

13 FTTHアクセス

サービス 

共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備

を用いるもの以外のもの 
  

共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備

を用いるもの 
  

14 DSLアクセスサービス   
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15 FWAアクセスサービス   

16 CATVアクセスサービス   

17 携帯電話・PHSアクセスサービス   

18 三・九―四世代移動通信アクセスサービス   

19 第五世代移動通信アクセスサービス   

20 ローカル5Gサービス   

21 フレームリレーサービス   

22 ATM交換サービス   

23 公衆無線LANアクセスサービス   

24 B W A アクセス

サービス 

全国BWAアクセスサービス   

地域BWAアクセスサービス   

自営等BWAアクセスサービス   

25 IP―VPNサービス   

26 広域イーサネットサービス   

27 衛星アクセスサービス   

28 専用役務 国内電気通信役務であるもの   

国際電気通信役務であるもの   

29 アンライセンスLPWAサービス   

30 上記1から29までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サー

ビス 
  

31 インターネット関連サービス(IP電話を除く。)   

32 仮想移動電気

通信サービス 

携帯電話に係るもの   

PHSに係るもの   

ローカル5Gサービスに係るもの   

BWAアクセスサービスに係るもの   

33 ドメイン名電

気通信役務 

第59条の3第1項第1号イに掲げるもの   

第59条の3第1項第1号ロに掲げるもの   

第59条の3第1項第2号に掲げるもの   

34 電報 受付及び配達の業務を行う場合   

受付及び配達の業務を行わない場合   
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35 上記1から34までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務   

注1 提供する電気通信役務の種類について、右の欄に「○」を記入すること。ただし、2、

5及び8に該当する場合は、この限りでない。 

 2 再販の役務のみを提供する場合は、右の欄に「再販」と、卸電気通信役務のみを提供

する場合は「卸」と記入すること。ただし、上記32に該当する場合は、この限りでない。 

 3 FMCサービスとは利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介し

て提供する電気通信役務を、フレームリレーサービスとはフレームリレー方式によりパ

ケットを伝送交換するデータ伝送役務を、ATM交換サービスとはATM方式によりパケット

を伝送交換するデータ伝送役務を、衛星アクセスサービスとは端末系伝送路設備として

人工衛星を用いて提供されるものであつて、インターネットへの接続点までの間の通信

を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介す

るものを含む。)をいう。 

 4 3に定めるもののほか、電気通信役務の種類の定義については、電気通信事業報告規

則(以下「報告規則」という。)第1条第2項に定めるところによること。 

 5 FMCサービスを提供する場合は、FMCサービスを提供するために組み合わせる端末系伝

送路設備に係る電気通信役務について、「FMCサービス」の右の欄に「電気通信役務の種

類」の欄中の項番号(1、2、6、7、8又は32に限る。)により記入すること。 

 6 「電気通信役務の種類」の欄中の項番号(6、7、17、18、19又は24に限る。)に該当す

る仮想移動電気通信サービスについては、上記32のみに「○」をすること。 

 7 「インターネット関連サービス(IP電話を除く。)」又は「上記1から34までに掲げる

電気通信役務以外の電気通信役務」を提供する場合には、参考として、「電子メールサー

ビス」、「ホスティングサービス」、「IXサービス」、「無線呼出し」等具体的なサービス内

容を併記すること。また、法第164条第1項第3号の指定を受けた者にあつては、当該指

定に係る電気通信役務について、参考として、具体的なサービス内容を併記すること。 

 8 ドメイン名電気通信役務のうち、「第59条の3第1項第1号イに掲げるもの」又は「第59

条の3第1項第1号ロに掲げるもの」を提供する場合は、当該ドメイン名電気通信役務に

係るドメイン名の一部を記入すること。 

 9 電報の事業については、法附則第5条の規定及び電気通信事業法及び日本電信電話株

式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)による改正前の電

気通信事業法の規定が適用されることに留意すること。 

 10 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
の
２
（
第
４
条
の
２
第
３
項
第
９
号
関
係
）

様式第4の2(第4条の2第3項第9号関係) 

電気通信事業の登録の更新を必要とする事由等 

1 登録の更新を受ける事由   

2 1の項の事由が生じた日   

3 新たに指定をされた電気通信設備の種別   

4 合併若しくは分割による電気通信事業の全部
若しくは一部の承継又は電気通信事業の全部若
しくは一部の譲受け(以下「合併等」という。)の
事由の別 

  

5 合併等の当事者の住所、名称及び代表者の氏名   

6 合併等の理由   

7 法第12条の2第1項第4号の事由の発生に係る当
事者の住所、名称及び代表者の氏名 

  

8 申請者の特定関係法人となつた事由   

参考事項   

注1 1の項については、法第12条の2第1項各号に掲げる事由の別を記載すること。 

 2 3の項については、法第12条の2第1項第1号の事由に該当する場合に、法第33条第1項

の規定によるもの又は法第34条第1項の規定によるものの別を記載すること。 

 3 4の項から6の項までについては、法第12条の2第1項第1号から第3号までに該当する場

合に記載すること。 

 4 7の項及び8の項については、法第12条の2第1項第4号に該当する場合に記載すること。 

 5 注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

 6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
の
３
（
第
４
条
の
２
第
３
項
第
１
２
号
関
係
）

様式第4の3(第4条の2第3項第12号関係) 

電気通信事業の登録の更新に係る事業収支見積書 

項 目 年  月  日 ～ 年  月  日 備 考 

収

入 

電気通信事業収入 千円   

(何)事業収入     

その他の収入     

計     

支

出 

電気通信事業支出 

 人件費 

 経費 

  借料・損料 

  修繕費 

  その他 

 減価償却費 

 通信設備使用料 

 租税公課 

 その他 

    

(何)事業支出     

その他の支出     

法人税、住民税及び事業税     

計     

差 引 利 益     

注1 電気通信事業以外の事業について、(何)事業収入及び(何)事業支出として記載するこ

と。 

 2 備考欄には、算出の根拠その他参考事項となる事項を記載すること。 
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様
式
第
５
（
第
５
条
第
１
項
関
係
）

 

様式第5(第5条第1項関係) 

 

電気通信事業変更登録申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日及び登録番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第13条第1項の規定により、同法第10条第1項第3号又は第4号の事項の変

更登録を受けたいので、次のとおり申請します。 

変更事項   

変更内容 

変 更 前 変 更 後 
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変更予定年月日   

変更の理由   

 注 

  1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
５
の
２
（
第
５
条
第
２
項
第
１
号
関
係
）

 

様式第5の2(第5条第2項第1号関係) 

 

電気通信事業変更登録申請書 兼 認定電気通信事業変更認定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日及び登録番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第13条第1項の規定により同法第10条第1項第3号又は第4号の事項の変更

登録を受けるとともに、同法第122条第1項の規定により同法第117条第2項第2号又は第3号

の事項の変更の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

変更事項   

変更内容 変 更 前 変 更 後 
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変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
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５
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３
（
第
５
条
第
２
項
第
２
号
関
係
）

 

様式第5の3(第5条第2項第2号関係) 

 

電気通信事業変更登録申請書 兼 認定電気通信事業変更認定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

   一部認定        氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日及び登録番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第13条第1項の規定により同法第10条第1項第3号又は第4号の事項の変更

登録を受けるとともに、同法第122条第1項の規定により同法第117条第2項第2号又は第3号

の事項の変更の認定を受けたいので、電気通信事業の一部の認定に関する別添の関係書類

を添えて、次のとおり申請します。 

変更事項   

変更内容 変 更 前 変 更 後 
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変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
５
の
４
（
第
５
条
第
２
項
第
３
号
関
係
）

 

様式第5の4(第5条第2項第3号関係) 

 

認定電気通信事業廃止届出書 兼 電気通信事業変更登録申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日及び登録番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 認定電気通信事業の全部を廃止したので、電気通信事業法第124条第1項の規定により、

届け出ます。 

廃止した認定電気通信事業の認定を受けた日

及び認定の決裁の番号 
  

廃止の年月日   

 電気通信事業法第13条第1項の規定により、同法第10条第1項第3号又は第4号の事項の変

更登録を受けたいので、次のとおり申請します。 

101



 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
５
の
５
（
第
５
条
第
２
項
第
４
号
関
係
）

 

様式第5の5(第5条第2項第4号関係) 

 

電気通信事業変更登録申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

   一部認定        氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日及び登録番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第13条第1項の規定により、同法第10条第1項第3号又は第4号の事項の変

更登録を受けたいので、電気通信事業の一部の認定に関する別添の関係書類を添えて、次

のとおり申請します。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 
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変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
６
（
第
７
条
、
第
９
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
４
０
条
の
１
７
関
係
）

 

様式第6(第7条、第9条第3項及び第4項、第40条の17関係) 

 

電気通信事業(及び認定電気通信事業)氏名等変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり変更があつたので、電気通信事業法第13条第5項(第16条第3項)(及び第122条

第5項)の規定により、届け出ます。 

変更事項 
変更前 

変更年月日 
変更後 

氏名 

(法人にあつては、名称及び

代表者の氏名) 

    

  

住所     

  

電話番号及び

電子メールアドレス 
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外国法人等の国内における代

表者又は国内における代理人

の氏名 

(法人にあつては、名称及び

代表者の氏名) 

    

  

外国法人等の国内における代

表者又は国内における代理人

の国内の住所 

    

  

外国法人等の国内における代

表者又は国内における代理人

の電話番号及び電子メールア

ドレス 

    

  

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
７
（
第
８
条
第
１
項
、
第
９
条
第
９
項
関
係
）

 

様式第7(第8条第1項、第9条第9項関係) 

 

電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号

及び電子メールアド

レスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり変更したので、電気通信事業法第13条第5項(電気通信事業法施行規則第9条第

8項)の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 

変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別に記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
７
の
２
（
第
８
条
第
２
項
第
１
号
、
第
９
条
第
１
０
項
第
１
号
関
係
）

 

様式第7の2(第8条第2項第1号、第9条第10項第1号関係) 

 

電気通信事業変更届出書 兼 認定電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり変更したので、電気通信事業法第13条第5項(電気通信事業法施行規則第9条第

8項)及び第122条第2項の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

108



様
式
第
７
の
３
（
第
８
条
第
２
項
第
２
号
、
第
９
条
第
１
０
項
第
２
号
関
係
）

 

様式第7の3(第8条第2項第2号、第9条第10項第2号関係) 

 

電気通信事業変更届出書 兼 認定電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

   一部認定        氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号

及び電子メールアド

レスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり変更したので、電気通信事業の一部の認定に関する別添の関係書類を添えて、

電気通信事業法第13条第5項(電気通信事業法施行規則第9条第8項)及び第122条第2項の規

定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
７
の
４
（
第
８
条
第
２
項
第
３
号
、
第
９
条
第
１
０
項
第
３
号
関
係
）

 

様式第7の4(第8条第2項第3号、第9条第10項第3号関係) 

 

認定電気通信事業廃止届出書 兼 電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 認定電気通信事業の全部を廃止したので、電気通信事業法第124条第1項の規定により、

届け出ます。 

廃止した認定電気通信事業の認定を受

けた日及び認定の決裁の番号 
  

廃止の年月日   
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 次のとおり変更したので、電気通信事業法第13条第5項(電気通信事業法施行規則第9条第

8項)の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

111



様
式
第
７
の
５
（
第
８
条
第
２
項
第
４
号
、
第
９
条
第
１
０
項
第
４
号
関
係
）

 

様式第7の5(第8条第2項第4号、第9条第10項第4号関係) 

 

電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

   一部認定        氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号

及び電子メールアド

レスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり変更したので、電気通信事業の一部の認定に関する別添の書類を添えて、電

気通信事業法第13条第5項(電気通信事業法施行規則第9条第8項)の規定により、届け出ま

す。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
８
（
第
９
条
第
１
項
、
第
６
０
条
の
２
関
係
）

 

様式第8(第9条第1項、第60条の2関係) 

電気通信事業届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成25年法律第

27号)第2条第15項に規定する法人番号がある

場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

 

 電気通信事業法第16条第1項(第165条第1項)の規定により、電気通信事業を営む(行う)の

で、次のとおり届け出ます。 

1 電話番号及び電子メールアドレス(担当部署がある場合は、当該担当部署に連絡のとれ

る電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。) 

2 外国法人等である場合において、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又

は名称及び国内の住所等 

国内における代表者又は国内における代理人

の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏

名) 

  

国内の住所   

電話番号及び電子メールアドレス(担当部署

がある場合は、当該担当部署に連絡のとれる

電話番号及び電子メールアドレスを記載する

こと。) 

  

3 業務区域 

 注1 下記(1)の事項を記載すること。 

  2 法第117条第1項の認定を受ける場合にあつては、併せて下記(2)及び(3)の事項を記

載すること。 

  3 特定移動通信役務を提供する場合にあつては、併せて特定移動通信役務に係る下記

(2)の事項を記載すること(ただし、2により記載した下記(2)の事項と同一となる場合

は記載を要しない。)。 
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  4 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する場合であつて、これらの電気

通信役務について特段の業務区域を定める場合にあつては、併せて当該電気通信役務

について下記(2)及び(3)の事項を記載すること(ただし、2により記載した(2)及び(3)

の事項とそれぞれ同一となる場合は記載を要しない。)。 

 (1) 提供区域 

  注1 一般的に想定している利用形態により電気通信役務の提供を受けることが可能

となる区域(いわゆるサービスエリア)を記載すること。 

   2 都道府県を単位として記載すること。全国を業務区域とする場合は全国と記載す

ること。 

   3 国際電気通信役務を提供する場合(本邦外の場所との間の通信を行うための電気

通信設備を他人の通信の用に供する場合に限る。)にあつては、取扱対地の国又は

これに準ずる地域の名称を併せて記載すること。 

 (2) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域 

  注 市町村の一部を業務区域とする場合は字名等を、都道府県市町村の全部を業務区

域とする場合は当該都道府県市町村名を、都道府県の全部を業務区域とする場合は

当該都道府県名を、全国を業務区域とする場合は全国と記載すること。 

 (3) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域 

電 気 通 信 事 業 者 名 接 続 の 場 所 

    

  注1 電気通信事業者ごとに行を分けて記載すること。 

   2 (2)において全国を業務区域とする場合は、(3)の記載を要しない。(2)において

都道府県の全部を業務区域とする場合は、当該都道府県内における(3)の記載を要

しない。 

4 電気通信設備の概要(電気通信事業法第44条第1項の事業用電気通信設備を設置する場

合に限る。) 

 (1) 端末系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

 (2) 中継系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 間 

種 類 

始 点 終 点 
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 (3) 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

  注1「端末系伝送路設備」及び「中継系伝送路設備」の定義は、それぞれ第3条第1項第

1号及び第2号に定めるところによる。 

   2 端末系伝送路設備の設置の区域は、都道府県市町村(特別区にあつては区、地方

自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区又は総合区)を単位として記載す

ること。 

   3 中継系伝送路設備の設置の区間は、その始点及び終点の所在地を記載すること。 

   4 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、

「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する

周波数を記載すること。 

    当該設備が無線設備の場合であつて、次に掲げる場合に該当するときは、併せて

その旨を記載すること。 

    (1) 予定する周波数の電波を三・九―四世代移動通信システム又は第五世代移動

通信システムに使用する場合 

    (2) 予定する周波数の電波を電波法第7条第2項第6号に規定する基幹放送に加え

て基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備に使用する場合 

   5 法第117条第1項の認定を受ける場合(電気通信事業の一部の認定を受ける場合に

限る。)にあつては、様式第38の8の2(1)の注に従い記載するとともに、同様式の2(2)

の事項も併せて記載すること。 

   6 伝送路設備以外の電気通信設備の設置の区域は、都道府県を単位として記載する

こと。 

   7 伝送路設備以外の電気通信設備の種類は、「アナログ電話用設備」、「総合デジタ

ル通信用設備」、「アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話

用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役

務を提供するインターネットプロトコル電話用設備をいう。以下同じ。)」、「携帯

電話用設備又はPHS用設備」、「その他の電気通信設備(音声伝送役務の提供の用に供

する事業用電気通信設備(アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、アナロ

グ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備

及びPHS用設備を除く。)をいう。)」又は「音声伝送役務の提供の用に供する事業

用電気通信設備以外の事業用電気通信設備」の種別を記載すること。この場合にお
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いて、これらの用語は、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)におい

て使用する用語の例による。 

5 事業開始予定年月日 

 注 業務区域によつて事業開始予定年月日が異なる場合は、当該業務区域ごとに記載す

ること。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
９
（
第
９
条
第
５
項
関
係
）

 

様式第9(第9条第5項関係) 

 

電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第16条第4項の規定により、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとお

り変更したいので届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
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９
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（
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９
条
第
６
項
第
１
号
関
係
）

 

様式第9の2(第9条第6項第1号関係) 

 

認定電気通信事業変更申請書 兼 電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第122条第1項の規定により、同法第117条第2項第2号又は第3号の事項の

変更の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 上記の申請に係る変更の認定を受けたときは、電気通信事業法第16条第4項の規定によ

り、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとおり変更したいので、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
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（
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９
条
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６
項
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１
号
関
係
）

 

様式第9の3(第9条第6項第1号関係) 

 

電気通信事業変更届出書 兼 認定電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第16条第4項の規定により、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとお

り変更したいので、届け出ます。 

 次のとおり変更したので、電気通信事業法第122条第2項の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 変更年月日は、届け出る年月日を記載すること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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）

様式第9の4(第9条第6項第2号関係) 

 

認定電気通信事業変更申請書 兼 電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

 一部認定          氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第122条第1項の規定により、同法第117条第2項第2号又は第3号の事項の

変更の認定を受けたいので、電気通信事業の一部の認定に関する別添の関係書類を添えて、

次のとおり申請します。 

 上記の申請に係る変更の認定を受けたときは、電気通信事業法第16条第4項の規定によ

り、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとおり変更したいので、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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係
）

様式第9の5(第9条第6項第2号関係) 

 

電気通信事業変更届出書 兼 認定電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

 一部認定          氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第16条第4項の規定により、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとお

り変更したいので、電気通信事業の一部の認定に関する関係書類を添えて、届け出ます。 

 次のとおり変更したので、電気通信事業法第122条第2項の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 変更年月日は、届け出る年月日を記載すること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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項
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３
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関
係
）

様式第9の6(第9条第6項第3号関係) 

 

認定電気通信事業廃止届出書 兼 電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 認定電気通信事業の全部を廃止したので、電気通信事業法第124条第1項の規定により、

届け出ます。 

廃止した認定電気通信事業の認定を受

けた日及び認定の決裁の番号 
  

廃止の年月日   

 電気通信事業法第16条第4項の規定により、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとお

り変更したいので、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第9の7(第9条第6項第4号関係) 

 

電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

 一部認定          氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第16条第4項の規定により、同条第1項第3号又は第4号の事項を次のとお

り変更したいので、電気通信事業の一部の認定に関する別添の関係書類を添えて、届け出

ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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関
係
）

様式第9の8(第9条第14項関係) 

 

電気通信設備の概要届出書 

 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 電気通信事業法第16条第5項の規定により、電気通信設備の概要を次のとおり届け出ます。 

伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

注1 設置の区域は、都道府県を単位として記載すること。 

 2 種類は、「アナログ電話用設備」、「総合デジタル通信用設備」、「アナログ電話相当の

機能を有するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲

げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話

用設備をいう。以下同じ。)」、「携帯電話用設備又はPHS用設備」、「その他の電気通信設

備(音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(アナログ電話用設備、総合デ

ジタル通信用設備、アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用

設備、携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。)をいう。)」又は「音声伝送役務の提供

の用に供する事業用電気通信設備以外の事業用電気通信設備」の種別を記載すること。

この場合において、これらの用語は、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30

号)において使用する用語の例による。 

 3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第10(第10条第2項関係) 

 

電気通信役務の変更報告書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 提供する電気通信役務を変更したので、電気通信事業法第166条第1項及び電気通信事業

法施行規則第10条第1項の規定により、報告します。 

変更年月日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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）

 

様式第10の2(第10条第4項関係) 

 

役 員 変 更 報 告 書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 役員に変更があつたので、電気通信事業法第166条第1項及び電気通信事業法施行規則第1

0条第3項の規定により、報告します。 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第11(第11条第5項関係) 

 

電気通信事業承継届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               地位を承継した者が電気通信事業者である場合は、その

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成25年法律第

27号)第2条第15項に規定する法人番号がある

場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

 

 電気通信事業者の地位を次のとおり承継したので、電気通信事業法第17条第2項の規定に

より、届け出ます。 

1 電話番号及び電子メールアドレス(担当部署がある場合は、当該担当部署に連絡のとれ

る電話番号及び電子メールアドレスを記載すること。) 

2 外国法人等である場合において、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又

は名称及び国内の住所等 

国内における代表者又は国内における代理人

の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の

氏名) 

  

国内の住所   

電話番号及び電子メールアドレス(担当部署

がある場合は、当該担当部署に連絡のとれる

電話番号及び電子メールアドレスを記載する

こと。) 

  

3 承継年月日 

4 被承継者 

5 承継した電気通信事業に係る登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第12(第12条第1項関係) 

 

電気通信事業全部休止(廃止)届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業の全部を休止(廃止)したので、電気通信事業法第18条第1項の規定により、

届け出ます。 

休止年月日及び予定期間 

(廃止年月日) 
  

休止(廃止)した事業   

電気通信事業法第26条の4第1項の規

定により利用者に周知させるために

行つた措置の内容 

  

 注1 「電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措

置の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に

記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
２
の
２
（
第
１
２
条
第
２
項
関
係
）

 

様式第12の2(第12条第2項関係) 

 

  電気通信事業全部休止(廃止)届出書 兼

認定電気通信事業全部休止(廃止)届出書 

  

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業の全部を休止(廃止)するとともに、認定電気通信事業の全部を休止(廃止)し

たので、電気通信事業法第18条第1項及び第124条第1項の規定により、届け出ます。 

休止年月日及び予定期間 

(廃止年月日) 
  

休止(廃止)した事業   

電気通信事業法第26条の4第1項の規

定により利用者に周知させるために

行つた措置の内容 

  

 注1 「電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措

置の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に

記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
２
の
３
（
第
１
２
条
第
４
項
関
係
）

 

様式第12の3(第12条第4項関係) 

電気通信事業一部休止(廃止)届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業の一部を休止(廃止)したので、電気通信事業法第18条第1項の規定により、

届け出ます。 

休止年月日及び予定期

間(廃止年月日) 
  

休止 (廃止 ) した事業   

休止に係る事項又は廃

止によつて変更した事

項及びその内容 

休止に係る事項又は

廃止によつて変更し

た事項 

  

変 更 内 容 
休止(廃止)前 休止(廃止)後 

    

電気通信事業法第26条

の4第1項の規定により

利用者に周知させるた

めに行つた措置の内容 
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 注1 「休止(廃止)した事業」については、「(何)サービスを提供する事業」等と記載する

こと。 

  2 「休止に係る事項又は廃止によつて変更した事項」は、業務区域又は電気通信設備

の概要の別を記載すること。 

  3 「電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措

置の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に

記載すること。 

  4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
２
の
４
（
第
１
２
条
第
５
項
第
１
号
関
係
）

 

様式第12の4(第12条第5項第1号関係) 

  電気通信事業一部休止(廃止)届出書 兼

認定電気通信事業一部休止(廃止)届出書 

  

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業の一部を休止(廃止)するとともに、認定電気通信事業の一部を休止(廃止)し

たので、電気通信事業法第18条第1項及び第124条第1項の規定により、届け出ます。 

休止年月日及び予定期

間(廃止年月日) 
  

休止 (廃止 ) した事業   

休止に係る事項又は廃

止によつて変更した事

項及びその内容 

休止に係る事項又は

廃止によつて変更し

た事項 

  

変 更 内 容 
休止(廃止)前 休止(廃止)後 

    

電気通信事業法第26条

の4第1項の規定により

利用者に周知させるた

めに行つた措置の内容 
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 注1 「休止(廃止)した事業」については、「(何)サービスを提供する事業」等と記載する

こと。 

  2 「休止に係る事項又は廃止によつて変更した事項」は、業務区域又は電気通信設備

の概要の別を記載すること。 

  3 「電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措

置の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に

記載すること。 

  4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
２
の
５
（
第
１
２
条
第
７
項
関
係
）

 

様式第12の5(第12条第7項関係) 

 

解 散 届 出 書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業者たる法人が解散したので、電気通信事業法第18条第2項の規定により、届

け出ます。 

解散した法人の名称及び代表者の氏名   

解散した法人の登録年月日又は届出年

月日及び登録番号又は届出番号 
  

解散年月日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
２
の
６
（
第
１
４
条
の
２
関
係
）

 

様式第12の6(第14条の2関係) 

第一号基礎的電気通信役務提供方法等報告書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法施行規則第14条第3号又は第4号に規定する第一号基礎的電気通信役務の

方法、提供を行う区域等について、電気通信事業法第166条第1項及び電気通信事業法施行

規則第14条の2の規定により、報告します。 

実施期日   

電気通信事業法施行規則第14条第3号又は

第4号に規定する第一号基礎的電気通信役

務の提供の方法 

  

予定している基本料金の額   

提供(変更)を行う区域   

その他参考となる事項   

 注1 電気通信事業法施行規則第14条第3号又は第4号に規定する第一号基礎的電気通信

役務の提供の方法ごとに別葉とすること。 

  2 電気通信事業法施行規則第14条第3号に規定する第一号基礎的電気通信役務の提供

の方法については、同号イのうち、(1)、(2)又は(3)のいずれかによるものかを記載

するとともに、当該第一号基礎的電気通信役務を提供しようとする電気通信事業者以

外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合の当該電気通信事業者以外

の者の氏名又は名称を記載すること。 

  3 予定している基本料金の額については、電気通信事業法施行規則第14条第3号に規

定する第一号基礎的電気通信役務について記載すること。 

  4 提供区域については、都道府県全域を提供区域とする場合以外は、市町村を単位と

して記載することとし、市町村の一部を単位とする場合は、字名等を記載すること。 

  5 参考となる資料があれば添付すること。 

  6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
３
（
第
１
５
条
関
係
）

 

様式第13(第15条関係) 

 

基礎的電気通信役務契約約款設定(届出契約約款変更)届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第19条第1項の規定により、別紙のとおり 
第一号基礎的電気通信役務 

第二号基礎的電気通信役務 
に 

関する 
契約約款を設定 

届出契約約款を変更 
するので届け出ます。 

 

実施期日   

料金の設定又は変更の理由   

料金の設定又は変更後の料金指数

及びその算出の根拠に関する説明 
  

 注1 料金の設定又は変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明は、特定電気通

信役務に関する料金の設定若しくは変更を含む契約約款の設定又は届出契約約款の

変更の届出の場合に限り記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
４
（
第
１
９
条
関
係
）

 

様式第14(第19条関係) 

 

保障契約約款設定(変更)届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第20条第1項の規定により、別紙のとおり契約約款を 
設 定 

変 更 
するので 

届け出ます。 

実施期日   

料金の設定又は変更の理由   

料金の設定又は変更後の料金指数

及びその算出の根拠に関する説明 
  

 注1 料金の設定又は変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明は、特定電気通

信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出の場合に

限り記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
５
（
第
１
９
条
の
８
関
係
）

 

様式第15(第19条の8関係) 

 

料金変更認可申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第21条第2項の規定により、次のとおり基準料金指数を超える料金指数の

料金の変更の認可を受けたいので申請します。 

料金の新旧対照   

実施期日   

料金の変更後の料金指数及びその

算出の根拠に関する説明 
  

基準料金指数以下の料金指数の料

金により難い特別な事情に関する

説明 

  

料金の算出の根拠に関する説明   

料金の実施の日以降三年内の日を

含む毎事業年度における申請に係

る電気通信役務の収支見積り 

  

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
５
の
２
（
第
２
２
条
の
２
第
２
項
関
係
）

 

様式第15の2(第22条の2第2項関係) 

 

第一号基礎的電気通信役務提供区域等報告書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第25条第1項の第一号基礎的電気通信役務の提供を電気通信事業法施行

規則第14条第1号に規定する電気通信役務に代えて同条第3号又は第4号に規定する電気通

信役務により提供する区域等について、電気通信事業法第166条第1項及び電気通信事業法

施行規則第22条の2第2項の規定により、報告します。 

実施期日   

電気通信事業法施行規則第14条第3号又は第4

号に規定する第一号基礎的電気通信役務によ

り提供する区域 

  

その他参考となる事項   

注1 電気通信事業法施行規則第14条第3号又は第4号に規定する第一号基礎的電気通信役

務により提供する区域ごとに別葉とすること。 

 2 提供区域については、都道府県全域を提供区域とする場合以外は、市町村を単位とし

て記載することとし、市町村の一部を単位とする場合は、字名等を記載すること。 

 3 参考となる資料があれば添付すること。 

 4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
５
の
３
（
第
２
２
条
の
２
の
１
１
第
２
項
関
係
）

 

様式第15の3(第22条の2の11第2項関係) 

 

電気通信業務の休止(廃止)の周知の実施届出書 

 

年  月  日 

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27

号)第2条第15項に規定する法人番号がある場

合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番号

及び電子メールアド

レスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 電気通信事業法第26条の4第2項の規定により、電気通信業務を休止(廃止)したいので、

次のとおり届け出ます。 

休止予定年月日及び予定期間 

(廃止予定年月日) 
  

休止(廃止)しようとする業務   

休止(廃止)しようとする理由   

周知を開始する年月日及び周知

の実施期間 
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利用者からの苦情又は相談に応

ずる営業所又は事務所の連絡先 
  

休止(廃止)しようとする業務に

係る電気通信役務の代替となる

電気通信役務 

  

利用者の被害の発生又は拡大の

防止に資する情報 
  

周知の実施方法   

注1 「休止(廃止)しようとする業務」については、「(何)サービスに係る業務」等と記載

すること。 

 2 「利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先」については、利用

者が連絡可能な連絡先を営業所又は事務所ごとに記載すること。 

 3 「休止(廃止)しようとする業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務」につ

いては、当該代替となる電気通信役務(電気通信設備を変更することによりその代替と

なる場合にあつては、当該電気通信設備及び電気通信役務。以下この注において同じ。)

の名称及びその内容のほか、休止又は廃止しようとする業務に係る電気通信役務と当該

代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報(当該代替となる電気通信役務

に関する事業者間協議を行つた場合にあつては、その情報を含む。)を具体的に記載す

ること。 

 4 「利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報」については、当該情報を具体的

に記載するとともに、当該情報(その提供方法を含む。)について事前に消費生活に関す

る事項について専門的な知見を有している機関、団体等に相談している場合にあつて

は、その旨を併せて記載すること。 

 5 「周知の実施方法」については、周知をどのように実施するか(項目ごとに当該方法

が異なる場合には、それぞれの方法)を具体的に記載すること。なお、本届出より前に

も利用者への周知を行つている場合には、その実施時期及び実施方法の概要についても

記載すること。 

 6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
６
（
第
２
２
条
の
８
関
係
）

 

様式第16(第22条の8関係) 

 

禁止行為等規定遵守措置等報告書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第31条第8項の規定により、別紙のとおり禁止行為、子会社等監督及び体

制整備等の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況を報告します。 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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（
第
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の
３
関
係
）

 

様式第17(第23条の3関係) 

 

接続約款設定(変更)認可申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第33条第2項の規定によ

り 、 

別紙接続約款の案のとおり接続約款の設定 

別紙のとおり接続約款の変更 
 
の認可を受けたいので申請します。 
 

実施期日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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の
２
（
第
２
３
条
の
５
関
係
）

 

様式第17の2(第23条の5関係) 

 

接続約款設定(変更)届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣  殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第33条第7項の規定により、 
別紙接続約款の案のとおり接続約款の設定 

別紙のとおり接続約款の変更 
 
するので届け出ます。 
 

実施期日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
７
の
３
（
第
２
３
条
の
７
関
係
）

 

様式第17の3(第23条の7関係) 

 

接続協定締結(変更)認可申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第33条第10項の規定により、次のとおり電気通信設備の接続に関する協 

定の 
締結 

変更 
の認可を受けたいので申請します。 

 

当事者の氏名(法人にあ

つては、名称及び代表者

の氏名)及び住所 

  

接続しようとする電気通

信設備 
  

締結又は変更しようとす

る協定の概要 
  

予定する協定の期間   

協定の締結又は変更を必

要とする理由 
  

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
７
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４
（
第
２
３
条
の
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の
３
関
係
）

 

様式第17の4(第23条の9の3関係) 

 

接続約款設定(変更)届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第34条第2項の規定により、 
別紙接続約款の案のとおり接続約款の設定 

別紙のとおり接続約款の変更 
 
するので届け出ます。 
 

実 施 期 日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
２
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の2(第23条の9の3関係) 

1 音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送交換機能の接続料原価の算出 

  

音声伝送役
務に係る費
用 

  

契約数連動
費用 

トラヒック
連動費用 

  

接続料対象
外費用 

接続料原価 

音声伝送交
換機能 

MNP転送機
能 

SMS伝送交
換機能 

営業費               

運用費               

施設保全費               

共通費               

管理費               

試験研究費               

研究費償却               

減価償却費               

固定資産除
却費 

              

通信設備使
用料 

              

租税公課               

合計               

注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げ

る機能を、「MNP転送機能」は同表1の項ハに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項

ニに掲げる機能をいう。 

 2 「音声伝送役務に係る費用」の欄には、第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成23年総

務省令第24号)別表第三の「音声伝送役務」の項のうち、「携帯電話」に係る営業費用の各勘

定科目の数値の合計を記載すること。 

 3 「接続料原価」の欄に営業費を算入した値を記載した場合には、3(機能別接続料原価算入営

業費明細表)を併せて提出すること。 

 4 「接続料対象外費用」の欄には、「音声伝送役務に係る費用」のうち、自らが設置する第二

種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送交換機能に係る費用でないものがある場合に

あつては、当該費用が個別に分かるように記載すること。 

 5 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、

同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成すること。 
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2 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出 

  

デ ー タ 伝 送 役
務に係る費用 

  

回線容量課金
対象外費用 

回線容量課金
対象費用 

  

接続料対象外
費用 

接続料原価 

実
績
値

(

事
業
年
度) 

参
考
値

(

事
業
年
度) 

予
測
値

(

事
業
年
度) 

実
績
値

(

事
業
年
度) 

参
考
値

(

事
業
年
度) 

予
測
値

(

事
業
年
度) 

実
績
値

(

事
業
年
度) 

参
考
値

(

事
業
年
度) 

予
測
値

(
事
業
年
度) 

実
績
値

(

事
業
年
度) 

参
考
値

(

事
業
年
度) 

予
測
値

(

事
業
年
度) 

実
績
値

(

事
業
年
度) 

参
考
値

(

事
業
年
度) 

予
測
値

(

事
業
年
度) 

営業費                               

運用費                               

施設保全費                               

共通費                               

管理費                               

試験研究費                               

研究費償却                               

減価償却費                               

固定資産除
却費 

                              

通信設備使
用料 

                              

租税公課                               

合計                               

 

費用区分 予測値の具体的な計算式等 基礎的なものの具体的な値 

営業費   

運用費   

施設保全費   

共通費   

管理費   

試験研究費   

研究費償却   

減価償却費   

固定資産除却費   

通信設備使用料   

租税公課   
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注1 「データ伝送交換機能の回線容量単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4

条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第1号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「データ伝送役務に係る費用」の欄には、第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第三の

「データ伝送役務」の項のうち、「携帯電話・BWA」に係る営業費用の各勘定科目の数値の合

計を記載すること。 

 3 「接続料対象外費用」の欄には、「データ伝送役務に係る費用」のうち、自らが設置する第

二種指定電気通信設備を用いて提供するデータ伝送交換機能に係る費用でないものがある場

合にあつては、当該費用が個別に分かるように記載すること。 

 4 「接続料原価」の欄に営業費を算入した値を記載した場合には、3(機能別接続料原価算入営

業費明細表)を併せて提出すること。 

 5 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、

同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成すること。 

 6 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第7条第1項及び第2項の規定によ

り同項第2号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき第二種指定設備管理運営費を

算定する際に、基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎

事業年度をいう。)の翌年度の値を推計した場合に、当該年度の算定した費用を記載すること。 

 7 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第7条第1項及び第2項の規定によ

り同項第2号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき算定された額を、予測接続料

(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)

を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 8 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、費用区分ごとに、予測値の具体的な計算式及び予

測値の算定において予測対象年度における見込み及び過去の実績値をどのように用いたのか

について具体的に記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事業年

度ごとに記載すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   A×B＋C 

   ※ Aは・・・・。 

     Bは・・・・。 

     Cは・・・・。 

     (それぞれ、見込みなのか、過去の実績値に基づくものかを含めて詳細に記載するこ

と。) 

 9 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、費用区分ごとに、注10に規定する具体的な値の設

定における見込みの考え方について記載すること。また、事業年度ごとに見込みの考え方が異

なる場合は、当該事業年度ごとに記載すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて

記載すること。 

  (記載例) 

   ・・・の取組により・・・に係る費用の低減を見込む。 

 10 「基礎的なものの具体的な値」の欄には、費用区分ごとに、算定に用いた見込みや過去の

実績値のうち、設備投資額の見込み等予測対象年度における接続料に影響を与え得る基礎的な

ものについて、その具体的な値を記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合
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は、当該事業年度ごとに記載すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載する

こと。 

  (記載例) 

   A：○○億円(△△年)、○○億円(△△年)、○○億円(△△年) 

   B：○％(△△年)、○％(△△年)、○％(△△年) 

   C：○○億円(△△年)、○○億円(△△年)、○○億円(△△年) 

 11 様式第17の4の9表1(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の実績値に対する予測値の

比率)及び表2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の前年度の予測値の比率)について、

原価の「乖離が生じた理由」が一過性のものでないと考えられる場合は、それを踏まえて注

10に規定する具体的な値を設定し、「予測値」の欄を記載すること。また、「予測値の具体的

な計算式等」の欄に、当該理由による見込みの考え方について記載すること。記載に当たつて

は、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   様式第17の4の9の「乖離が生じた理由」より、・・・の傾向を踏まえ、・・・に係る費用

の低減を見込む。 

2の2 データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出 

  

接続料原価 

備考   実績値
(事業年度)  

  参考値
(事業年度)  

  予測値
(事業年度)  

営業費         

運用費         

施設保全費         

共通費         

管理費         

試験研究費         

研究費償却         

減価償却費         

固定資産除却費         

通信設備使用料         

租税公課         

合計         

 

費用区分 予測値の具体的な計算式等 基礎的なものの具体的な値 

営業費   

運用費   

施設保全費   

共通費   
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管理費   

試験研究費   

研究費償却   

減価償却費   

固定資産除却費   

通信設備使用料   

租税公課   

注1 「接続料原価」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ロに掲

げる機能の同条第2項第2号に掲げる部分の接続料の原価を記載すること。 

 2 「接続料原価」の欄は、この様式中の他の表の欄のうち第二種指定電気通信設備接続料規則

第4条第2項第2号に掲げる部分の接続料の原価に含まれる費用を内数として含むものについて、

当該欄ごとに当該内数を記載し、当該欄の名称を見出しに注記すること。 

 3 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、

同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成すること。 

 4 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第7条第1項及び第2項の規定によ

り同項第2号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき第二種指定設備管理運営費を

算定する際に、基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎

事業年度をいう。)の翌年度の値を推計した場合に、当該年度の算定した費用を記載すること。 

 5 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第7条第1項及び第2項の規定によ

り同項第2号に該当するものとして合理的な将来の予測に基づき算定された額を、予測接続料

(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)

を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 6 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、費用区分ごとに、予測値の具体的な計算式及び予

測値の算定において予測対象年度における見込み及び過去の実績値をどのように用いたのか

について具体的に記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事業年

度ごとに記載すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   A×B＋C 

   ※ Aは・・・・。 

     Bは・・・・。 

     Cは・・・・。 

     (それぞれ、見込みなのか、過去の実績値に基づくものかを含めて詳細に記載するこ

と。) 

 7 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、費用区分ごとに、注8に規定する具体的な値の設

定における見込みの考え方について記載すること。また、事業年度ごとに見込みの考え方が異

なる場合は、当該事業年度ごとに記載すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて

記載すること。 

  (記載例) 

   ・・・の取組により・・・に係る費用の低減を見込む。 
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 8 「基礎的なものの具体的な値」の欄には、費用区分ごとに、算定に用いた見込みや過去の実

績値のうち、設備投資額の見込み等予測対象年度における接続料に影響を与え得る基礎的なも

のについて、その具体的な値を記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、

当該事業年度ごとに記載すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   A：○○億円(△△年)、○○億円(△△年)、○○億円(△△年) 

   B：○％(△△年)、○％(△△年)、○％(△△年) 

   C：○○億円(△△年)、○○億円(△△年)、○○億円(△△年) 

 9 様式第17の4の9表1の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の実績値に対する予測値の

比率)について、原価の「乖離が生じた理由」が一過性のものでないと考えられる場合は、そ

れを踏まえて注8に規定する具体的な値を設定し、「予測値」の欄を記載すること。また、「予

測値の具体的な計算式等」の欄に、当該理由による見込みの考え方について記載すること。記

載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   様式第17の4の9の「乖離が生じた理由」より、・・・の傾向を踏まえ、・・・に係る費用

の低減を見込む。 

2の3 データ伝送交換機能のSIMカード枚数単位接続料の原価の算出 

  接続料原価 備考 

営業費     

運用費     

施設保全費     

共通費     

管理費     

試験研究費     

研究費償却     

減価償却費     

固定資産除却費     

通信設備使用料     

租税公課     

合計     

注1 「接続料原価」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ロに掲

げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料の原価を記載すること。 

 2 「接続料原価」の欄は、この様式中の他の表の欄のうち第二種指定電気通信設備接続料規則

第4条第2項第3号に掲げる部分の接続料の原価に含まれる費用を内数として含むものについて、

当該欄ごとに当該内数を記載し、当該欄の名称を見出しに注記すること。 
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 3 注1及び注2の規定にかかわらず、第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第6項により接

続料を算定する場合には、「営業費」から「租税公課」までの欄に代えて、「SIMカードの調

達費用」及び「SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用」の欄を設けて記載する

こと。この場合において、「SIMカードの調達費用」の「備考」の欄には、当該SIMカードの調

達費用の算定期間及び算定方法を、「SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用」

の「備考」の欄には、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用の算定方法を記載

すること。 

 4 SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該種類ごとに、「接続料原価」

の欄を分けて記載すること。 

 5 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、

同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成すること。 

3 機能別接続料原価算入営業費明細表 

  
音声伝送交換機能
に算入する営業費
の額 

データ伝送交換機
能に算入する営業
費の額 

MNP転送機能に算
入する営業費の額 

SMS伝送交換機能
に算入する営業費
の額 

営業費         

  

電気通信の啓発活
動に係るもの 

        

エリア整備・改善
を目的とする情報
収集に係るもの 

        

周波数再編の周知
に係るもの 

        

合計         

注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げ

る機能を、「データ伝送交換機能」は同表1の項ロに掲げる機能を、「MNP転送機能」は同表1

の項ハに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」は同表1の項ニに掲げる機能をいう。 

 2 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の接続料原価に営

業費を算入する場合には、同条第2項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、当該接続料

ごとの欄にそれぞれの接続料原価に算入する営業費の額を記載すること。また、将来原価方式

対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第2項に規定する将来原価方式対象機能

をいう。)については、2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出)及び2の2(デ

ータ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)により算定された実績値及び三事業年度

分の予測値ごとに当該欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 3 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第2項第3号に掲げる部分の接続料の原価に営業費

を算入する場合で、SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、SIMカードの種類

ごとに欄を分け、当該種類ごとの欄にそれぞれの接続料の原価に算入する営業費の額を記載す

ること。 
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 4 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、

同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成すること。 

4 原価の合算 

  (電気通信事業者の別) (電気通信事業者の別) 
計 

接続料原価 接続料原価 

営業費       

運用費       

施設保全費       

共通費       

管理費       

試験研究費       

研究費償却       

減価償却費       

固定資産除却費       

通信設備使用料       

租税公課       

合計       

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合に作

成すること。 

 2 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項に掲げる機能ごと(同表1の項ロに

定める機能にあつては、同条第2項各号に掲げる部分ごと(同項第3号に掲げる部分について、S

IMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカードの種類ごと))に作

成すること。 

 3 「接続料原価」の欄には、1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送交換機能の接続料

原価の算出)、2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出)、2の2(データ伝送

交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)又は2の3(データ伝送交換機能のSIMカード枚数単

位接続料の原価の算出)により算出された額を記載すること。また、将来原価方式対象機能(第

二種指定電気通信設備接続料規則第13条第2項に規定する将来原価方式対象機能をいう。)につ

いては、2及び2の2により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「接続料原価」

及び「計」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 4 「(電気通信事業者の別)」の欄は、必要に応じ、適宜追加すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
３
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の3(第23条の9の3関係) 

1 機能に係るレートベース 

項目 金額(単位：円) 備考 

機能に係るレートベース     

  当該機能に係る正味固定資産     

当該機能に係る繰延資産     

当該機能に係る投資その他の資産     

当該機能に係る貯蔵品     

当該機能に係る運転資本     

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表に掲げる機能ごと(同表1の項ロに定める機能

にあつては、同条第2項各号に掲げる部分ごと(同項第3号に掲げる部分について、SIMカードの種類ご

とに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカードの種類ごと))に作成すること(同条第1項の

表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料にあつては、同令第13条第6項により

算定する場合を除く。)。また、将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第

2項に規定する将来原価方式対象機能をいう。)については、様式第17の4の6(役務別指定設備帰属明

細表)及び様式第17の4の7(機能別運転資本計算表)により算定された実績値及び三事業年度分の予測

値ごとに「金額」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 2 「当該機能に係る正味固定資産」の項には、様式第17の4の6(役務別指定設備帰属明細表)により算

定された額を記載すること。 

 3 「当該機能に係る運転資本」の項には、様式第17の4の7(機能別運転資本計算表)により算定された

額を記載すること。 

 4 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、「当該

機能に係る運転資本」の項を同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

ごとに分けて作成すること。 

2 資本構成比 

貸借対照表の額 

基礎事業年度の貸

借対照表の額(期

首値) 

基礎事業年度の貸

借対照表の額(期

末値) 

平均値 

  

負債の額         他人資本比率   

純資産の額       自己資本比率   

合計額         

注 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。
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3 他人資本費用 

項目 
数値 

(単位：円又はパーセント) 
備考 

他人資本費用     

  機能に係るレートベース     

他人資本比率     

他人資本利子率     

  

有利子負債に対する利子率     

有利子負債以外の負債に対
する利子相当率 

    

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表に掲げる機能ごと(同表1の項ロに定める機能

にあつては、同条第2項各号に掲げる部分ごと(同項第3号に掲げる部分について、SIMカードの種類ご

とに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカードの種類ごと))に作成すること(同条第1項の

表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料にあつては、同令第13条第6項により

算定する場合を除く。)。また、将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第

2項に規定する将来原価方式対象機能をいう。)については、1(機能に係るレートベース)により算定

された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 2 「機能に係るレートベース」の項には、1(機能に係るレートベース)により算定された値を用いる

こと。 

 3 「他人資本比率」の項には、2(資本構成比)により算定された値を用いること。 

 4 「有利子負債に対する利子率」の項には、5(有利子負債に対する利子率)により算定された値を用

いること。 

 5 「有利子負債以外の負債に対する利子相当率」の項には、第二種指定電気通信設備接続料規則第8

条第9項の総務大臣が別に告示する値を用いること。 

4 有利子負債・有利子負債以外の負債構成比 

負債の勘定科目 
基礎事業年度の
期首値 

基礎事業年度の
期末値 

平均値 

  

有利子負債に該当する勘定科目         

有利子負
債比率 

  

          

        

有利子負債の合計額       

  
有利子負債以外の負債に該当す
る勘定科目 

        

有利子負
債以外の
負債比率 

  

          

        

有利子負債以外の負債の合計額       

  
合計額         

注1 「有利子負債に該当する勘定科目」及び「有利子負債以外の負債に該当する勘定科目」の項は、必

要に応じ、適宜増減すること。 
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 2 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。 

5 有利子負債に対する利子率 

損益計算書上の勘定科目 
基礎事業年度の損益計算
書の額 

  

    

    

合計   

  

貸借対照表上の勘定科目 
基礎事業年度の貸借対照
表の額(期首値) 

基礎事業年度の貸借対
照表の額(期末値) 

平均値 

        

        

合計       

  
有利子負債に対する利子率     

注1 「損益計算書上の勘定科目」の欄は、営業外費用の勘定科目に限る。 

 2 「貸借対照表上の勘定科目」の欄は、有利子負債に該当する勘定科目に限る。 

 3 「損益計算書上の勘定科目」及び「貸借対照表上の勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減する

こと。 

 4 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。 

6 自己資本費用 

項目 
数値 

(単位：円又はパーセント) 
備考 

自己資本費用     

  

機能に係るレートベース     

自己資本比率     

自己資本利益率     

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表に掲げる機能ごと(同表1の項ロに定める機能

にあつては、同条第2項各号に掲げる部分ごと(同項第3号に掲げる部分について、SIMカードの種類ご

とに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカードの種類ごと))に作成すること(同条第1項の

表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料にあつては、同令第13条第6項により

算定する場合を除く。)。また、将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第

2項に規定する将来原価方式対象機能をいう。)については、1(機能に係るレートベース)により算定

された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 2 「機能に係るレートベース」の項には、1(機能に係るレートベース)により算定された値を用いる

こと。 

 3 「自己資本比率」の項には、2(資本構成比)により算定された値を用いること。 

 4 「自己資本利益率」の項には、7(自己資本利益率)により算定された値を用いること。 
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7 自己資本利益率 

  基礎事業年度の
前々事業年度の自
己資本利益率 

基礎事業年度の前
事業年度の自己資
本利益率 

基礎事業年度の自
己資本利益率 

過去三期平均値 

リスクの低い金融
商品の平均金利 

        

β         

主要企業の平均自
己資本利益率－リ
スクの低い金融商
品の平均金利 

        

自己資本利益率         

注1 「リスクの低い金融商品の平均金利」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第9条第3項に規定す

るものをいう。 

 2 「β」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第9条第4項に規定するものをいう。 

 3 「主要企業の平均自己資本利益率－リスクの低い金融商品の平均金利」は、第二種指定電気通信設

備接続料規則第9条第3項に規定するものをいう。 

 4 基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。 

8 削除 

9 利益対応税 

項目 
数値 

(単位：円又はパーセント) 
備考 

利益対応税     

  自己資本費用     

利益対応税率     

機能に係るレートベース×他人資本比率
×有利子負債以外の負債比率×利子相当
率 

    

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表に掲げる機能ごと(同表1の項ロに定める機能

にあつては、同条第2項各号に掲げる部分ごと(同項第3号に掲げる部分について、SIMカードの種類ご

とに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカードの種類ごと))に作成すること(同条第1項の

表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料にあつては、同令第13条第6項により

算定する場合を除く。)。また、将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第

2項に規定する将来原価方式対象機能をいう。)については、1(機能に係るレートベース)及び6(自己

資本費用)により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれぞれ

記載すること。 

 2 「自己資本費用」の項には6(自己資本費用)により算定された値を用いること。 

 3 「機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率」の項のうち、

「機能に係るレートベース」については、1(機能に係るレートベース)により算定された値を用いる

こと。 
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10 利益対応税率 

利益対応税率の算定式 

  

利益対応税率の算定式に代入する入力値(税率等)   

      

    

利益対応税率   

注1 「利益対応税率の算定式」の項には、検証可能な形で算定式を示すこと。 

 2 「利益対応税率の算定式に代入する入力値(税率等)」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。 

11 利潤 

項目 数値(単位：円) 備考 

利潤     

  他人資本費用     

自己資本費用     

利益対応税     

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表に掲げる機能ごと(同表1の項ロに定める機能

にあつては、同条第2項各号に掲げる部分ごと(同項第3号に掲げる部分について、SIMカードの種類ご

とに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカードの種類ごと))に作成すること(同条第1項の

表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料にあつては、同令第13条第6項により

算定する場合を除く。)。また、将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第

2項に規定する将来原価方式対象機能をいう。)については、3(他人資本費用)、6(自己資本費用)及び

9(利益対応税)により算定された実績値及び三事業年度分の予測値ごとに「数値」の欄を分けてそれ

ぞれ記載すること。 

 2 「他人資本費用」、「自己資本費用」及び「利益対応税」の項には、それぞれ、3(他人資本費用)、

6(自己資本費用)及び9(利益対応税)により算定された値を用いること。 

12 第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第6項により算定する接続料の利潤 

項目 数値 備考 

運転資本(単位：円)     

データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の算定における利潤(単位：

円) 

    

データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の算定におけるレートベー

ス(単位：円) 

    

データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の算定における利潤をレー

トベースで除したもの 

    

利潤(単位：円)     

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第6項により接続料を算定する場合に作成すること。 

 2 各項目のうち実績値及び三事業年度分の予測値を算定しているものについては、実績値を用いるこ

と。 

 3 「運転資本」の項には、様式第17の4の7(レートベースの運転資本の算定)により算定された額を記

載すること。 

 4 SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該種類ごとに、「数値」の欄を分けて

記載すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
４
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の4(第23条の9の3関係) 

1 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料に係る需要 

項目 

実績値 

(事業年度) 

(単位：Mbps) 

参考値 

(事業年度) 

(単位：Mbps) 

予測値 

(事業年度) 

(単位：Mbps) 

需要    

 

需要の算定方法等の詳細 

1．データ伝送交換機能に係る交換設備及び

接続箇所並びにそれらの周辺の設備の接続

構成 

 

2．1．の接続構成における需要の測定箇所及

び測定方法 

 

3．測定箇所における設備の仕様上の性能限

界値又は設定による制限値 

 

4．需要の算定方法  

5．3．と需要について乖離がある場合、控除

を行うべき理由及び乖離に応じた原価の控

除の有無 

 

6．測定箇所における最繁時トラヒックの実

績値 

 

7．MVNOが冗長を確保する場合の取扱い  

8．予測値の具体的な計算式等  

9．基礎的なものの具体的な値  

注1 「データ伝送交換機能の回線容量単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則

第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第1号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第2項の規定により同項

第2号に該当するものとして合理的な将来の予測値を算定する際に、基礎事業年度(第二種

指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の翌年度の値

を推計した場合に、当該年度の算定した値を記載すること。 

 3 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第2項の規定により同項

第2号に該当するものとして算定された合理的な将来の予測値を、予測接続料(第二種指定

電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)を設定す

る三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 4 「需要の算定方法等の詳細」の1．の欄の記載に当たつては、パケット交換機等の接続構

成図を含め、自社設備及びMVNO(電気通信事業報告規則様式第3第2表に規定するMVNOをいう。

以下同じ。)の設備がそれぞれどのように接続されるかが明確に分かるように記載すること。 

 5 「需要の算定方法等の詳細」の2．の欄の記載に当たつては、1．で示した接続構成にお

ける測定箇所を示し、測定箇所及び接続点それぞれの通信方式を示すとともに、測定方法

については、測定のタイミングや回数等も含めて記載すること。この場合において、当該

測定箇所とMVNOの設備との接続点が異なる場合は、当該測定箇所を採用した理由を記載す

ること。 

 6 「需要の算定方法等の詳細」の4．の欄の記載に当たつては、測定されたものを基にどの

ように需要が算定されたのか、詳細に記載すること。この場合において、MVNOの契約帯域
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の取扱いも併せて記載すること。 

 7 「需要の算定方法等の詳細」の5．の欄の記載に当たつては、控除を行うべき理由が複数

ある場合は、それぞれに対応する控除した値も含めて記載すること。 

 8 「需要の算定方法等の詳細」の6．の欄には、基礎事業年度における最繁時トラヒックを

記載すること。ただし、2．の欄で記載した測定箇所と最繁時トラヒックの測定箇所が異な

る場合は、当該測定箇所を示すこと。 

 9 「需要の算定方法等の詳細」の7．の欄には、MNO(電気通信事業報告規則様式第3第2表に

規定するMNOをいう。)がMVNOの冗長を確保するために、必要な接続構成やその際の接続料

の有無等を記載すること。 

 10 「需要の算定方法等の詳細」の8．の欄には、予測値の具体的な計算式及び予測値の算

定において予測対象年度における見込み及び過去の実績値をどのように用いたのかについ

て具体的に記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事業年度

ごとに記載すること。 

 11 「需要の算定方法等の詳細」の8．の欄には、注12に規定する具体的な値の設定におけ

る見込みの考え方について記載すること。また、事業年度ごとに見込みの考え方が異なる

場合は、当該事業年度ごとに記載すること。 

 12 「需要の算定方法等の詳細」の9．の欄には、算定に用いた見込みや過去の実績値のう

ち、データ伝送容量の拡充予定等予測対象年度における接続料に影響を与え得る基礎的な

ものについて、その具体的な値を記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる

場合は、当該事業年度ごとに記載すること。 

 13 様式第17の4の9表1(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の実績値に対する予測

値の比率)及び表2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の前年度の予測値の比率)に

ついて、需要の「乖離が生じた理由」が一過性のものでないと考えられる場合は、それを

踏まえて注12に規定する具体的な値を設定し、「予測値」の欄を記載すること。また、「需

要の算定方法等の詳細」の8．の欄に、当該理由による見込みの考え方について記載するこ

と。 

1の2 データ伝送交換機能の回線数単位接続料に係る需要 

項目 

数値(単位：回線) 
予測値の具体

的な計算式等 

基礎的なもの

の具体的な値 
実績値 

(事業年度) 

参考値 

(事業年度) 

予測値 

(事業年度) 

需要      

注1 「データ伝送交換機能の回線数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4

条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第2号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第2項の規定により同項

第2号に該当するものとして合理的な将来の予測値を算定する際に、基礎事業年度(第二種

指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の翌年度の値

を推計した場合に、当該年度の算定した値を記載すること。 

 3 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第11条第2項の規定により同項

第2号に該当するものとして算定された合理的な将来の予測値を、予測接続料(第二種指定

電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)を設定す

る三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 4 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、予測値の具体的な計算式及び予測値の算定に

おいて予測対象年度における見込み及び過去の実績値をどのように用いたのかについて具
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体的に記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる場合は、当該事業年度ごと

に記載すること。 

 5 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、注6に規定する具体的な値の設定における見込

みの考え方について記載すること。また、事業年度ごとに見込みの考え方が異なる場合は、

当該事業年度ごとに記載すること。 

 6 「基礎的なものの具体的な値」の欄には、費用区分ごとに、算定に用いた見込みや過去

の実績値のうち、データ伝送容量の拡充予定等予測対象年度における接続料に影響を与え

得る基礎的なものについて、その具体的な値を記載すること。また、事業年度ごとに算定

方法が異なる場合は、当該事業年度ごとに記載すること。 

 7 様式第17の4の9表1の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の実績値に対する予測

値の比率)について、需要の「乖離が生じた理由」が一過性のものでないと考えられる場合

は、それを踏まえて注6に規定する具体的な値を設定し、「予測値」の欄を記載すること。

また、「予測値の具体的な計算式等」の欄に、当該理由による見込みの考え方について記

載すること。 

1の3 データ伝送交換機能のSIMカード枚数単位接続料に係る需要 

項目 数値(単位：枚) 備考 

需要     

注1 「データ伝送交換機能のSIMカード枚数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料

規則第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該種類ごとに、「需要」の欄

を分けて記載すること。 

2 MNP転送機能に係る需要 

項目 数値(単位：秒) 備考 

転送呼の通信時間     

注 「MNP転送機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ハに掲げる

機能をいう。 

3 SMS伝送交換機能に係る需要 

項目 数値(単位：回数) 備考 

自網内発着数     

相互接続に係る発着数     

注 「SMS伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ニに掲

げる機能をいう。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
５
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の5(第23条の9の3関係) 

1 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料 

  

実績値(事業年度) 予測値(事業年度) 

(設 備 等 の 算

定 上 の 区 分 ) 
計 

(設 備 等 の 算

定 上 の 区 分 ) 
計 

原価(単位：円)         

利潤(単位：円)         

需要(単位：Mbps)         

(原価＋利潤)÷需要         

当該機能による使用回数         

接続料単価         

備考     

注1 「データ伝送交換機能の回線容量単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項

ロに掲げる機能の同条第2項第1号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 設備等の算定上の区分ごとに設備の利用の態様を考慮し、原価、利潤及び需要を区別して算定を行つている場

合は、当該区分ごとに、必要に応じ、設備等の算定上の区分の欄を変更して記載すること。そのような区別を行

つていない場合は、単一の区分として記載すること。 

 3 設備等の算定上の区分の欄は、「(原価＋利潤)÷需要」に「当該機能による使用回数」を乗じたものが接続料

単価に一致するようにすること。 

 4 「当該機能による使用回数」の欄は、当該機能に係る役務で当該設備等の算定上の区分が1度使用される場合

は「1」と記載すること。 

 5 「計」の欄は、原価、利潤及び接続料単価のそれぞれについて、設備等の算定上の区分ごとの値を合計したも

のを記載すること。 

 6 注2から注5までによることが困難である場合には、その理由及び実際に行つた算定方法に基づく算定根拠を備

考欄に記載すること。 

 7 接続料単価の「計」の欄の値を接続約款に記載する接続料単価の単位に変換する式を備考欄に記載すること。 

 8 「予測値」の欄には、予測接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をい

う。)を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けてそれぞれ記載すること。 

1の2 データ伝送交換機能の回線数単位接続料 

  実績値(事業年度) 予測値(事業年度) 

原価(単位：円)     

利潤(単位：円)     

需要(単位：回線)     

接続料単価     

備考     

注1 「データ伝送交換機能の回線数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ロ

に掲げる機能の同条第2項第2号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「接続料単価」の欄は、「原価」の欄の値に「利潤」の欄の値を加えたものを、「需要」の欄の値で除したも

のを記載すること。また、「接続料単価」の欄の値を接続約款に記載する接続料単価の単位に変換する式を備考

欄に記載すること。 

 3 設備等の算定上の区分ごとに設備の利用の態様を考慮し、原価、利潤及び需要を区別する等の算定を行つてい
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る場合には、その理由及び実際に行つた算定方法に基づく算定根拠を備考欄に記載すること。 

 4 「予測値」の欄には、予測接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をい

う。)を設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けてそれぞれ記載すること。 

1の3 データ伝送交換機能のSIMカード枚数単位接続料 

  数値 

原価(単位：円)   

利潤(単位：円)   

需要(単位：枚)   

接続料単価   

備考   

注1 「データ伝送交換機能のSIMカード枚数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1

の項ロに掲げる機能の同条第2項第3号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該種類ごとに、「数値」の欄を分けて記載するこ

と。 

 3 「接続料単価」の欄は、「原価」の欄の値に「利潤」の欄の値を加えたものを、「需要」の欄の値で除したも

のを記載すること。 

 4 費用の発生の態様ごとに原価、利潤及び需要を区別する等の算定を行つている場合には、その理由及び実際に

行つた算定方法に基づく算定根拠を備考欄に記載すること。 

2 MNP転送機能の接続料 

  (設備等の算定上の区分) 計 

原価(単位：円)     

利潤(単位：円)     

需要(単位：秒)     

(原価＋利潤)÷需要     

当該機能による使用回数     

接続料単価     

備考   

注1 「MNP転送機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ハに掲げる機能をいう。 

 2 設備等の算定上の区分ごとに設備の利用の態様を考慮し、原価、利潤及び需要を区別して算定を行つている場

合は、当該区分ごとに、必要に応じ、設備等の算定上の区分の欄を変更して記載すること。そのような区別を行

つていない場合は、単一の区分として記載すること。 

 3 設備等の算定上の区分の欄は、「(原価＋利潤)÷需要」に「当該機能による使用回数」を乗じたものが接続料

単価に一致するようにすること。 

 4 「当該機能による使用回数」の欄は、当該機能に係る役務で当該設備等の算定上の区分が1度使用される場合

は「1」と記載すること。 

 5 「計」の欄は、原価、利潤及び接続料単価のそれぞれについて、設備等の算定上の区分ごとの値を合計したも

のを記載すること。 

 6 注2から注5までによることが困難である場合には、その理由及び実際に行つた算定方法に基づく算定根拠を備

考欄に記載すること。 

3 SMS伝送交換機能の接続料 

166



  (設備等の算定上の区分) 計 

原価(単位：円)     

利潤(単位：円)     

需要(単位：回数)     

(原価＋利潤)÷需要     

当該機能による使用回数     

接続料単価     

備考   

注1 「SMS伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項ニに掲げる機能をいう。 

 2 設備等の算定上の区分ごとに設備の利用の態様を考慮し、原価、利潤及び需要を区別して算定を行つている場

合は、当該区分ごとに、必要に応じ、設備等の算定上の区分の欄を変更して記載すること。そのような区別を行

つていない場合は、単一の区分として記載すること。 

 3 設備等の算定上の区分の欄は、「(原価＋利潤)÷需要」に「当該機能による使用回数」を乗じたものが接続料

単価に一致するようにすること。 

 4 「当該機能による使用回数」の欄は、当該機能に係る役務で当該設備等の算定上の区分が1度使用される場合

は「1」と記載すること。 

 5 「計」の欄は、原価、利潤及び接続料単価のそれぞれについて、設備等の算定上の区分ごとの値を合計したも

のを記載すること。 

 6 注2から注5までによることが困難である場合には、その理由及び実際に行つた算定方法に基づく算定根拠を備

考欄に記載すること。 

4 音声伝送交換機能に係る接続料(設備区分別明細表) 

  (1)第
二 種
指 定
端 末
系 交
換 設
備  

(2)第
二 種
指 定
中 継
系 伝
送 路
設 備 

(3)第
二 種
指 定
中 継
系 交
換 設
備  

(4)第
二 種
指 定
中 継
系 交
換 設
備 間
の 伝
送 路
設 備 

(5)第
二 種
指 定
端 末
系 無
線 基
地 局 

(6)第
二 種
指 定
端 末
系 無
線 基
地 局
と 第
二 種
指 定
端 末
系 交
換 局
間 の
伝 送
路 設
備  

(7)信
号 用
伝 送
路 設
備  

(8)信
号 用
中 継
交 換
機  

(9)携
帯 電
話 の
端 末
の 認
証 等
を 行
う た
め に
用 い
ら れ
る サ
ー ビ
ス 制
御 局 

( 1 0 )
他 事
業 者
の 電
気 通
信 設
備 と
(1)～
(9)と
の 間
に 設
置 さ
れ る
伝 送
路 設
備 

( 1 1 )
設 備
へ の
帰 属
が 認
め ら
れ な
い も
の 

(何) 計 

原価(単

位：円) 

営業費                           

運用費                           

施設保全費                           

共通費                           

管理費                           

試験研究費                           
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研究費償却                           

減価償却費                           

固定資産除却費                           

通信設備使用料                           

租税公課                           

計                           

利潤(単位：円)                           

需要(単位：秒)                           

(原価＋利潤)÷需要                           

当該機能による使用回数                           

接続料単価                           

備考   

注1 同一設備区分の設備であつても、需要が異なる設備については区分して記載すること。 

 2 (1)から(11)までの設備区分によることが困難である場合には、必要に応じ、当該設備区分の欄を変更して記

載すること。 

 3 「需要」の欄は、通信時間を記載すること。 

 4 設備区分ごとの欄は、「(原価＋利潤)÷需要」に「接続に係る役務による使用回数」を乗じたものが接続料単

価に一致するようにすること。 

 5 「当該機能による使用回数」の欄は、当該機能に係る役務で当該設備区分が1度使用される場合は「1」と記載

すること。 

 6 「計」の欄は、原価、利潤及び接続料単価のそれぞれについて、設備区分ごとの値を合計したものを記載する

こと。 

 7 「当該機能による使用回数」及び「接続料単価」の欄は、設備の使用の態様を考慮して複数の役務種別ごとの

接続料を設定する場合は、当該役務種別ごとに記載すること。 

 8 注4から注7までによることが困難である場合には、その理由及び実際に行つた算定方法に基づく算定根拠を備

考欄に記載すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
６
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の6(第23条の9の3関係) 

役務別指定設備帰属明細表(レートベースの正味固定資産の算定) 

事業年度 自  年  月  日 

     至  年  月  日 

1 音声伝送役務 

(単位：円)  

  音声伝送交

換機能 

M N P 転 送

機能 

S M S 伝 送

交換機能 
その他 合計 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 
平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

電気通信事業固定資産                               

  有形固定資産 

(帳簿価額) 

                              

  機械設備                               

空中線設備                               

通信衛星設備                               

端末設備                               

市内線路設備                               

市外線路設備                               

土木設備                               

海底線設備                               

建物                               

構築物                               

機械及び装置                               

車両及び船舶                               

工具、器具及び備

品 

                              

休止設備                               

土地                               

リース資産                               

建設仮勘定                               

有形固定資産合計                               

無形固定資産                               

  海底線使用権                               
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    衛星利用権                               

施設利用権                               

ソフトウェア                               

のれん                               

特許権                               

借地権                               

リース資産                               

その他無形固定資

産 

                              

無形固定資産合計                               

電気通信事業固定資産

合計 

                              

注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イ

に掲げる機能を、「MNP転送機能」は同表1の項ハに掲げる機能を、「SMS伝送交換機能」

は同表1の項ニに掲げる機能をいう。 

 2 「音声伝送役務」の欄には、携帯電話に係るもののみを記載すること。 

 3 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場

合は、自らの第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細

表の帳簿価額及び共同設定者の同表の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎と

して算定された額を記載すること。 

2 データ伝送役務 

(単位：円)  

  実績値 

(事業年度) 

参考値 

(事業年度) 

予測値 

(事業年度) 

データ伝送

交換機能 
その他 合計 

データ伝送

交換機能 

データ伝送

交換機能 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

期

首

値 

期

末

値 

平

均

値 

電気通信事業固定資産                               

  有形固定資産 

(帳簿価額) 

                              

  機械設備                               

空中線設備                               

通信衛星設備                               

端末設備                               

市内線路設備                               

170



    市外線路設備                               

土木設備                               

海底線設備                               

建物                               

構築物                               

機械及び装置                               

車両及び船舶                               

工具、器具及び備

品 

                              

休止設備                               

土地                               

リース資産                               

建設仮勘定                               

有形固定資産合計                               

無形固定資産                               

  海底線使用権                               

衛星利用権                               

施設利用権                               

ソフトウェア                               

のれん                               

特許権                               

借地権                               

リース資産                               

その他無形固定資

産 

                              

無形固定資産合計                               

電気通信事業固定資産

合計 

                              

 

区分 予測値の具体的な計算式等 基礎的なものの具体的な値 

  機械設備   

空中線設備   

通信衛星設備   

端末設備   

171



電

気

通

信

事

業

固

定

資

産 

有

形

固

定

資

産 

市内線路設備   

市外線路設備   

土木設備   

海底線設備   

建物   

構築物   

機械及び装置   

車両及び船舶   

工具、器具及び備品   

休止設備   

土地   

リース資産   

建設仮勘定   

無

形

固

定

資

産 

海底線使用権   

衛星利用権   

施設利用権   

ソフトウェア   

のれん   

特許権   

借地権   

リース資産   

その他無形固定資産   

注1 「データ伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の

項ロに掲げる機能をいう。 

 2 携帯電話及びBWAに係るもののみを記載すること。 

 3 携帯電話、BWA等の区分の別に従い、レートベースの算定を分ける場合にあつては、

当該区分ごとに分割すること。 

 4 「データ伝送交換機能」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第2項各

号に掲げる部分の接続料(同項第3号に掲げる部分について、同令第13条第6項により算

定する場合には、当該接続料を除く。)ごと、同令第4条第2項第3号に掲げる部分の接続

料について、SIMカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合にあつては、SIMカー

ドの種類ごとに欄を分けて記載すること。 

 5 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場

合は、自らの第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細

表の帳簿価額及び共同設定者の同表の役務別固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎と

172



して算定された額を記載すること。 

 6 「参考値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第3項の規定により同

項第2号に該当するものとして合理的な将来の予測値を算定する際に、基礎事業年度(第

二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)の翌年

度の値を推計した場合に、当該年度の算定した値を記載すること。 

 7 「予測値」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第3項の規定により同

項第2号に該当するものとして算定された合理的な将来の予測値を、予測接続料(第二種

指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)を

設定する三事業年度について、適用される事業年度ごとに欄を分けて記載すること。 

 8 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、資産区分ごとに、予測値の具体的な計算式

及び予測値の算定において予測対象年度における見込み及び過去の実績値をどのよう

に用いたのかについて具体的に記載すること。また、事業年度ごとに算定方法が異なる

場合は、当該事業年度ごとに記載すること。 

 9 「予測値の具体的な計算式等」の欄には、資産区分ごとに、注10に規定する具体的な

値の設定における見込みの考え方について記載すること。また、事業年度ごとに見込み

の考え方が異なる場合は、当該事業年度ごとに記載すること。 

 10 「基礎的なものの具体的な値」の欄には、資産区分ごとに、算定に用いた見込みや

過去の実績値のうち、設備投資額の見込み等予測対象年度における接続料に影響を与え

得る基礎的なものについて、その具体的な値を記載すること。また、事業年度ごとに算

定方法が異なる場合は、当該事業年度ごとに記載すること。 

 11 様式第17の4の9表1(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の実績値に対する予

測値の比率)、表1の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の実績値に対する予測値

の比率)及び表2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の前年度の予測値の比率)

について、利潤の「乖離が生じた理由」が正味固定資産に係る場合であり、一過性のも

のでないと考えられる場合は、それを踏まえて注10に規定する具体的な値を設定し、「予

測値」の欄を記載すること。また、「予測値の具体的な計算式等」の欄に、当該理由に

よる見込みの考え方について記載すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
７
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の7(第23条の9の3関係) 

機能別運転資本計算表(レートベースの運転資本の算定) 

  音声伝送交換

機能に係る運

転資本の額 

データ伝送交

換機能に係る

運転資本の額 

M N P 転 送 機

能に係る運転

資本の額 

S M S 伝 送 交

換機能に係る

運転資本の額 

運転資本(年額)         

  接続料原価         

  －)減価償却費         

  －)固定資産除却費         

  －)租税公課         

小計         

接続料の収納までの平均的な

期間 

        

運転資本(期間額)         

注1 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第1項の表1の項イに掲げる機能を、

「データ伝送交換機能」は同表1の項ロに掲げる機能を、「MNP転送機能」は同表1の項ハに掲げる機能を、

「SMS伝送交換機能」は同表1の項ニに掲げる機能をいう。 

 2 「音声伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除

却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びS

MS伝送交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「音声伝送交換機能」の該当する欄の値を記載

すること。 

 3 「データ伝送交換機能に係る運転資本の額」の欄には、第二種指定電気通信設備接続料規則第4条第2

項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、同項第3号に掲げる部分の接続料についてSIMカードの種

類ごとに異なる接続料を設定する場合は、当該接続料についてSIMカードの種類ごとに欄を分けて記載す

ること。この場合において、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」

の欄には、それぞれ様式第17の4の2表2(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出)、同様

式表2の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)及び同様式表2の3(データ伝送交換機

能のSIMカード枚数単位接続料の原価の算出)の「接続料原価」の該当する欄の値を記載すること。また、

将来原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第2項に規定する将来原価方式対象機

能をいう。)については、様式第17の4の2表2及び同様式表2の2により算定された実績値及び三事業年度

分の予測値ごとに当該欄を分けてそれぞれ記載すること。なお、同令第13条第6項により算定する接続料

については、「減価償却費」、「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄は記載を要さない。 

 4 「MNP転送機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却費」

及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS伝送

交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「MNP転送機能」の該当する欄の値を記載すること。 

 5 「SMS伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固定資産除却

費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の4の2表1(音声伝送交換機能、MNP転送機能及びSMS

伝送交換機能の接続料原価の算出)の「接続料原価」の「SMS伝送交換機能」の該当する欄の値を記載す

ること。 

 6 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場合は、同項の承認

を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
８
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の8(第23条の9の3関係) 

1 貸借対照表に計上された額の合算 

  (電気通信事業者の別) (電気通信事業者の別) 

計 備考 貸借対照表

の額 
相殺消去 

貸借対照表

の額 
相殺消去 

資産の部             

 Ⅰ 固定資産             

  

A 電気通信事業固定

資産 

            

  

(1) 有形固定資産             

  

1 機械設備             

  減価償却累計

額 

            

2 空中線設備             

  減価償却累計

額 

            

3 通信衛星設備             

  減価償却累計

額 

            

4 端末設備             

  減価償却累計

額 

            

5 市内線路設備             

  減価償却累計

額 

            

6 市外線路設備             

  減価償却累計

額 

            

7 土木設備             

  減価償却累計

額 

            

8 海底線設備             

  減価償却累計

額 
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9 建物             

  減価償却累計

額 

            

10 構築物             

  減価償却累計

額 

            

11 機械及び装置             

  減価償却累計

額 

            

12 車両及び船舶             

  減価償却累計

額 

            

13 工具、器具及

び備品 

            

  減価償却累計

額 

            

14 休止設備             

  減価償却累計

額 

            

15 土地             

16 リース資産             

  減価償却累計

額 

            

17 建設仮勘定             

  有形固定資産合

計 

            

(2) 無形固定資産             

  

1 海底線使用権             

2 衛星利用権             

3 施設利用権             

4 ソフトウェア             

5 のれん             

6 特許権             

7 借地権             
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8 リース資産             

9 その他の無形

固定資産 

            

  無形固定資産合

計 

            

  電気通信事業固定

資産合計 

            

B (何)業固定資産             

  

(1) 有形固定資産             

  

1 ………………             

  減価償却累計

額 

            

  有形固定資産合

計 

            

(2) 無形固定資産             

  1 ………………             

  無形固定資産合

計 

            

  (何)業固定資産合

計 

            

C 投資その他の資産             

  

1 投資有価証券             

2 親会社株式             

3 関係会社株式             

4 その他の関係

会社投資 

            

5 出資金             

6 関係会社出資

金 

            

7 長期貸付金             

8 社内長期貸付

金 

            

9 関係会社長期

貸付金 

            

10 長期前払費用             
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11 繰延税金資産             

12 その他の投資

及びその他の資

産 

            

  (何)貸倒引当

金(貸方) 

            

  投資その他の資産

合計 

            

  固定資産合計             

Ⅱ 流動資産             

  1 現金及び預金             

2 受取手形             

3 売掛金             

4 未収入金             

5 リース債権             

6 リース投資資

産 

            

7 有価証券             

8 親会社株式             

9 貯蔵品             

10 前渡金             

11 前払費用             

12 繰延税金資産             

13 その他の流動

資産 

            

  (何)貸倒引当

金(貸方) 

            

  流動資産合計             

Ⅲ 繰延資産             

  1 創立費             

2 開業費             

3 株式交付費             

4 社債発行費等             

5 開発費             
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  繰延資産合計             

 資産合計             

負債の部             

Ⅰ 固定負債             

  1 社債             

2 長期借入金             

3 関係会社長期

借入金 

            

4 リース債務             

5 繰延税金負債             

6 退職給付引当

金 

            

7 (何)引当金             

8 資産除去債務             

9 その他の固定

負債 

            

  固定負債合計             

Ⅱ 流動負債             

  1 1年以内に期限

到来の固定負債 

            

2 1年以内に期限

到来の関係会社

長期借入金 

            

3 支払手形             

4 買掛金             

5 短期借入金             

6 リース債務             

7 未払金             

8 未払費用             

9 未払法人税等             

10 繰延税金負債             

11 前受金             

12 預り金             
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  13 従業員預り金             

14 前受収益             

15 (何)引当金             

16 資産除去債務             

17 その他の流動

負債 

            

  流動負債合計             

 負債合計             

純資産の部             

Ⅰ 株主資本             

  1 資本金             

2 新株式申込証

拠金 

            

3 資本剰余金             

  (a) 資本準備金             

(b) その他資本

剰余金 

            

  資本剰余金合

計 

            

4 利益剰余金             

  (a) 利益準備金             

(b) その他利益

剰余金 

            

  (何)積立金

(又は(何)準

備金) 

            

  繰越利益剰

余金 

            

  利益剰余金合

計 

            

5  自己株式 (借

方) 

            

6 自己株式申込

証拠金 

            

  株主資本合計             
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Ⅱ 評価・換算差額等             

  1 その他有価証

券評価差額金 

            

2 繰延ヘッジ損

益 

            

3 土地再評価差

額金 

            

  評価・換算差額等合計 
            

Ⅲ 新株予約権             

 純資産合計             

 負債・純資産合計             

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場

合に作成すること。 

 2 貸借対照表日において、この表に掲げた科目に計上すべき金額がないときは、当該科

目の記載を省略すること。この場合、当該省略科目の次位の科目を省略科目の位置に記

載し、以下順次繰り上げること。 

 3 算定する接続料の基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に

規定する基礎事業年度をいう。)、その前事業年度、前々事業年度及び前々々事業年度

ごとに作成すること。 

 4 「(電気通信事業者の別)」の欄は、必要に応じ、適宜追加すること。 

 5 備考欄には、相殺消去の理由を記載すること。 

2 営業外費用の合算 

  (電気通信事業者の別) (電気通信事業者の別) 

計 備考 損益計算書

の額 
相殺消去 損益計算書

の額 
相殺消去 

営業外費用             

  1 支払利息             

2 社債利息             

3 社債発行費等償

却 

            

4 株式交付費償却             

5 創立費償却             

6 開業費償却             

7 開発費償却             
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8 有価証券売却損             

  9 有価証券評価損             

10 雑支出             

営業外費用合計             

注1 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第1項の規定に基づき接続料を設定する場

合に作成すること。 

 2 「(電気通信事業者の別)」の欄は、必要に応じ、適宜追加すること。 

 3 備考欄には、相殺消去の理由を記載すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
９
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の9(第23条の9の3関係) 

1 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の実績値に対する予測値の比率 

  
予測値 実績値 

予測値／

実績値 
乖離が生じた理由 

原価(単位：円)         

利潤(単位：円)         

需要(単位：Mbps)         

接続料単価         

注1 「データ伝送交換機能の回線容量単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規

則第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第1号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「予測値」の欄には、「実績値」に記載する原価及び利潤の算定の基礎となった会計

の事業年度に適用された予測接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項

に規定する予測接続料をいう。)の原価、利潤及び需要を記載すること。 

 3 「実績値」の欄には、様式第17の4の5表1(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料)

により算定された実績値を記載すること。 

 4 「予測値／実績値」の欄には、予測値を実績値で除したものを百分率で記載すること。 

 5 「乖離が生じた理由」の欄には、予測値と実績値に乖離が生じた理由を具体的に記載

すること。 

1の2 データ伝送交換機能の回線数単位接続料の実績値に対する予測値の比率 

  
予測値 実績値 

予測値／

実績値 
乖離が生じた理由 

原価(単位：円)         

利潤(単位：円)         

需要(単位：回線)         

接続料単価         

注1 「データ伝送交換機能の回線数単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規則

第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第2号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「予測値」の欄には、「実績値」に記載する原価及び利潤の算定の基礎となった会計

の事業年度に適用された予測接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項

に規定する予測接続料をいう。)の原価、利潤及び需要を記載すること。 

 3 「実績値」の欄には、様式第17の4の5表1の2(データ伝送交換機能の回線数単位接続

料)により算定された実績値を記載すること。 

 4 「予測値／実績値」の欄には、予測値を実績値で除したものを百分率で記載すること。 

 5 「乖離が生じた理由」の欄には、予測値と実績値に乖離が生じた理由を具体的に記載

すること。 

2 データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の前年度の予測値の比率 

  A)今年度

予測値 

B)前年度

予測値 
A)／B) 乖離が生じた理由 

原価(単位：円)     
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利潤(単位：円)     

需要(単位：Mbps)     

接続料単価     

注1 「データ伝送交換機能の回線容量単位接続料」は、第二種指定電気通信設備接続料規

則第4条第1項の表1の項ロに掲げる機能の同条第2項第1号に掲げる部分の接続料をいう。 

 2 「A)今年度予測値」の欄には、様式第17の4の5表1(データ伝送交換機能の回線容量単

位接続料)により算定された予測値のうち、直近の事業年度に適用される予測接続料(第

二種指定電気通信設備接続料規則第13条第3項に規定する予測接続料をいう。以下この

様式において同じ。)に係るものを記載すること。 

 3 「B)前年度予測値」の欄には、「A)今年度予測値」に記載する予測接続料の基礎事業

年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。

以下この様式において同じ。)の前年度を基礎事業年度として算定された予測接続料の

うち、「A)今年度予測値」に記載する予測接続料と同じ事業年度に適用される予測接続

料に係る原価、利潤及び需要を記載すること。 

 4 「A)／B)」の欄には、今年度予測値を昨年度予測値で除したものを百分率で記載する

こと。 

 5 「乖離が生じた理由」の欄には、今年度予測値と昨年度予測値に乖離が生じた理由を

具体的に記載すること。記載に当たつては、計算式の変更により乖離が生じた場合はそ

の内容及び変更理由を、入力値により乖離が生じた場合にはその増減及びその理由につ

いて定量的に記載すること。 
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様
式
第
１
７
の
４
の
１
０
（
第
２
３
条
の
９
の
３
関
係
）

様式第17の4の10(第23条の9の3関係) 

1 データ伝送交換機能の接続料原価抽出の手順 

  費用の抽出に係る手順 備考 

移動電気通信役務に係る費用か

ら音声伝送役務に係る費用の控

除及びデータ伝送役務に係る費

用の抽出(以下「ステップ1」と

いう。) 

    

データ伝送役務に係る費用から

回線容量課金対象外費用の控除

及び回線容量課金対象費用の抽

出(以下「ステップ2」という。) 

    

回線容量課金対象費用から接続

料原価対象外費用の控除及び接

続料原価対象費用の抽出(以下

「ステップ3」という。) 

    

注1 ステップ1、ステップ2及びステップ3における費用の抽出に係る手順は、基礎事業年度(第

二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度をいう。)に係る実績

値を算定する際に用いたものを記載すること。 

 2 備考欄に、各ステップにおける費用の抽出に係る手順や考え方について、前事業年度から

の変化の有無及び、変化が生じた場合はその理由を記載すること。 

2の1 ステップ2における抽出状況の詳細 

 直課している費用につい

て 

配賦している費用につい

て 

直課してい

る費用及び

配賦してい

る費用の割

合 

備考 

回線容量課

金対象外費

用のうち主

要な費用及

びその額 

回線容量課

金対象費用

のうち主要

な費用及び

その額 

配賦してい

る費用のう

ち主要な費

用及びその

額 

配賦の基準

及びその具

体的な値 

営業費             

運用費             

施設保全

費 

            

共通費             

管理費             

試験研究

費 

            

研究費償

却 

            

減価償却

費 

            

固定資産

除却費 
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通信設備

使用料 

            

租税公課             

注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度を

いう。)に係る実績値を算定する際に用いたものを記載すること。 

 2 「直課している費用について」の欄は、回線容量課金対象費用又は回線容量課金対象外費

用のいずれに該当するか個別に判断できる費用について記載すること。 

 3 「配賦している費用について」の欄は、回線容量課金対象費用又は回線容量課金対象外費

用のいずれにも該当する費用について記載すること。 

 4 主要な費用及びその額は各費用の具体的な内容が分かるように個別に列挙すること。記載

に当たつては、どのような基準により直課・配賦が行われているか分かるよう、どのような

設備に係る費用なのかを明確にして記載すること(例：基地局の保守に係る委託費)。また、

サービス制御装置に係る費用、位置登録信号に係る費用、顧客・料金システムに係る費用、

二種指定事業者がインターネット接続サービスを提供するための設備に係る費用、他の事業

者が個別に負担している設備費、付加機能の用に供する設備費又はPGW設備に係る費用が含ま

れる場合は、その額を個別に記載すること。また、全ての費用区分について、各欄に記載す

る主要な費用の合計額が、当該主要な費用が構成する費用全体の三分の二以上となるように

すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   ○○に係る○○費：○○億円 

 5 「直課している費用及び配賦している費用の割合」の欄には、全体に占めるそれぞれの費

用の割合を百分率で記載すること。 

 6 配賦の基準は、その定義及び具体的な計算方法の詳細を備考欄に記載すること(重複の場合

は省略可。)。 

 7 様式に示す費用区分から更に細分した区分を設けている場合は、適宜欄を追加すること。 

2の2 ステップ3における抽出状況の詳細 

 直課している費用につい

て 

配賦している費用につい

て 

直課してい

る費用及び

配賦してい

る費用の割

合 

備考 

接続料原価

対象外費用

のうち主要

な費用及び

その額 

接続料原価

対象費用の

うち主要な

費用及びそ

の額 

配賦してい

る費用のう

ち主要な費

用及びその

額 

配賦の基準

及びその具

体的な値 

営業費             

運用費             

施設保全

費 

            

共通費             

管理費             

試験研究

費 
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研究費償

却 

            

減価償却

費 

            

固定資産

除却費 

            

通信設備

使用料 

            

租税公課             

注1 基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度を

いう。)に係る実績値を算定する際に用いたものを記載すること。 

 2 「直課している費用について」の欄は、接続料原価対象費用又は接続料原価対象外費用の

いずれに該当するか個別に判断できる費用について記載すること。 

 3 「配賦している費用について」の欄は、接続料原価対象費用又は接続料原価対象外費用の

いずれにも該当する費用について記載すること。 

 4 主要な費用及びその額は各費用の具体的な内容が分かるように個別に列挙すること。記載

に当たつては、どのような基準により直課・配賦が行われているか分かるよう、どのような

設備に係る費用なのかを明確にして記載すること(例：基地局の保守に係る委託費)。また、

サービス制御装置に係る費用、位置登録信号に係る費用、顧客・料金システムに係る費用、

二種指定事業者がインターネット接続サービスを提供するための設備に係る費用、他の事業

者が個別に負担している設備費、付加機能の用に供する設備費又はPGW設備に係る費用が含ま

れる場合は、その額を個別に記載すること。また、全ての費用区分について、各欄に記載す

る主要な費用の合計額が、当該主要な費用が構成する費用全体の三分の二以上となるように

すること。記載に当たつては、以下の記載例を踏まえて記載すること。 

  (記載例) 

   ○○に係る○○費：○○億円 

 5 「直課している費用及び配賦している費用の割合」の欄には、全体に占めるそれぞれの費

用の割合を百分率で記載すること。 

 6 配賦の基準は、その定義及び具体的な計算方法の詳細を備考欄に記載すること(重複の場合

は省略可。)。 

 7 様式に示す費用区分から更に細分した区分を設けている場合は、適宜欄を追加すること。 
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様
式
第
１
７
の
５
（
第
２
３
条
の
１
４
関
係
）

 

様式第17の5(第23条の14関係) 

 

接続協定に関する命令申立書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信設備の接続に関する協議が 
不 調 

不 能 
のため、電気通信事業法第35条第1項の規 

定により、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 

当事者の氏名(法人にあ

つては、名称及び代表者

の氏名)及び住所 

  

接続しようとする電気通

信設備 
  

締結又は変更しようとす

る協定の概要 
  

予定する協定の期間   

協議の不調又は不能の理

由 
  

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

188



様
式
第
１
７
の
６
（
第
２
３
条
の
１
４
、
第
２
５
条
の
３
関
係
）

 

様式第17の6(第23条の14、第25条の3関係) 

接続 

共用 
協定に関する命令申立書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信設備の 
接続 

共用 
に関する協議が 

不調 

不能 
のため、電気通信事業法 

第 3 5条第 2

項 

第 3 8条第 1

項 
 
の規定により、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 
 

当事者の氏名(法人にあつては、名称及

び代表者の氏名)及び住所 
  

接続又は共用しようとする電気通信設

備 
  

締結又は変更しようとする協定の概要   

予定する協定の期間   

協議の不調又は不能の理由   

当該接続又は共用が公共の利益を増進

するために必要であり、かつ、適切で

あると認められる理由 

  

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
７
の
７
（
第
２
３
条
の
１
５
、
第
２
５
条
の
４
関
係
）

 

様式第17の7(第23条の15、第25条の4関係) 

 

接続 

共用 
協定裁定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信設備の 
接続 

共用 
に関する協議が不調のため、電気通信事業法(注1)の規定によ 

り、次のとおり裁定を申請します。 

当事者の氏名(法人にあ

つては、名称及び代表者

の氏名)及び住所 

  

接続又は共用しようとす

る電気通信設備 
  

裁定を求める事項   

予定する協定の期間   

協議の不調の理由及び協

議の経過 
  

接続又は共用命令を経て

いる場合は、その年月日 
  

その他参考となる事項   
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 注1 次に掲げる条項のうち、該当するものを記載すること。 

  (1) 第35条第3項 

  (2) 第35条第4項 

  (3) 第38条第2項において準用する同法第35条第3項 

  (4) 第38条第2項において準用する同法第35条第4項 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
（
第
２
４
条
関
係
）

 

様式第18(第24条関係) 

 

  
第一種指定電気通信設備の機能の変更又は

追加に関する計画の設定(変更)届出書 
  

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第36条第1項の規定により、別紙第一種指定電気通信設備の機能の変更又

は追加に関する計画のとおり第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計 

画の 
設定 

変更 
を届け出ます。 

第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画 

1 機能の内容   

2 提供条件 

 (1) 提供交換等設備等の機種 

 (2) 提供交換等設備等の設置地域又は設

置予定地域 

 (3) 提供回線種別 

 (4) カバーエリア 

 (5) 接続箇所 

 (6) その他の提供条件 

  

3 使用する番号   

4 課金   
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5 インタフェース 

 (1) ユーザ・網インタフェース 

 (2) 網間インタフェース 

 (3) 保守運用インタフェース 

  

6 端末の認証等に関する方式及び情報   

7 第一種指定電気通信設備の網から他の

電気通信事業者の網へ転送されるデータ

の実効速度に関する情報 

  

8 通信プロトコルに関する情報   

9 利用条件の設定   

10 機能の変更又は追加の別   

11 関連する機能及び設備並びに計画との

関係 
  

12 自己利用、共同利用又は他事業者利用

の別 
  

13 費用の負担の有無及びその概算   

14 13の算定根拠となる算定方式並びに費

用項目及び各費用項目ごとの額 
  

15 工事開始予定年月日   

16 工事開始前期間を短縮する場合の工事

開始予定年月日 
  

17 提供予定時期   

18 工事開始前期間を短縮する場合の提供

予定時期 
  

19 計画の設定又は変更年月日   

20 計画の設定又は変更理由   

21 電気通信事業法施行規則第24条の3の

規定による公表を行うウェブサイト(これ

に類するものを含む。)のアドレス 

  

22 電気通信事業法施行規則第24条の4第1

項の規定による意見の受付を行う方法 
  

23 電気通信事業法施行規則第24条の3た

だし書の規定により1から20までの事項の

一部を公表しない場合にあつては、その旨

及びその理由 
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 注1 「機能の内容」については、その想定される利用用途も含めて記載すること。 

  2 「提供交換等設備等の機種」については、機能を提供する交換等設備等第一種指定

電気通信設備の機種を記載し、発側機能、着側機能によりその機種が異なる場合は、

その機種の全てについて記載すること。 

  3 「提供交換等設備等の設置地域又は設置予定地域」については、可能な限り局単位

での状況が分かるような情報を記載すること。 

  4 「提供回線種別」については、機能が提供される利用者用回線の種別を記載し、発

側機能、着側機能により提供される回線種別が異なる場合は、その種別全てについて

記載すること。 

  5 「カバーエリア」については、機能の導入により役務を提供するカバーエリアにつ

いて記載すること。なお、法第36条第1項の届出の時点においてその全部又は一部を

記載できないときは、できる限り速やかにこれを開示するものとし、当該全部又は一

部の記載に代えて、その開示予定方法等(開示される情報を閲覧するために必要な情

報並びに開示に当たつての条件がある場合にはその内容及び開示の予定時期(当該時

期が当該機能の提供予定時期の90日前の日以後である場合にはその正当な理由を含

む。)をいう。以下同じ。)を記載すること。 

  6 「接続箇所」については、機能を用い接続を可能とする通信用建物名及び住所を含

めて記載すること。なお、法第36条第1項の届出の時点においてその全部又は一部を

記載できないときは、できる限り速やかにこれを開示するものとし、当該全部又は一

部の記載に代えて、その開示予定方法等を記載すること。 

  7 「使用する番号」については、機能を提供するために用いられる新たな番号があれ

ば、当該番号又はその体系及び確定している場合はその意味内容を記載すること。 

  8 「課金」については、機能を提供するために行われる課金処理がある場合、その処

理を記載すること。 

  9 「ユーザ・網インタフェース」については、当該インタフェースに新たな信号の追

加があればその内容を記載し、また、既存の信号であつても、新たな使用条件となる

場合は、その内容を記載すること。選択することができる項目がある場合にはその内

容を含めて記載すること。 

  10 「網間インタフェース」については、電気通信事業法施行規則第23条の4第1項で

定める接続箇所におけるインタフェースに新たな信号の追加があればその内容を記

載し、また、既存の信号であつても、新たな使用条件となる場合は、その内容を記載

すること。選択することができる項目がある場合にはその内容を含めて記載するこ

と。 

  11 「保守運用インタフェース」については、当該インタフェースに新たな信号の追

加があればその内容を記載し、また、既存の信号であつても、新たな使用条件となる
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場合は、その内容を記載すること。選択することができる項目がある場合にはその内

容を含めて記載すること。 

  12 「端末の認証等に関する方式及び情報」、「第一種指定電気通信設備の網から他の

電気通信事業者の網へ転送されるデータの実効速度に関する情報」及び「通信プロト

コルに関する情報」については、ルータにより符号を交換する機能の提供のために用

いる設備に係るものを記載すること。なお、「第一種指定電気通信設備の網から他の

電気通信事業者の網へ転送されるデータの実効速度に関する情報」については、当該

情報に代えて、その開示予定方法等を記載することができる。 

  13 「端末の認証等に関する方式及び情報」については、選択することができる項目

がある場合にはその内容を含めて記載すること。 

  14 「通信プロトコルに関する情報」については、当該通信プロトコルの改訂が行わ

れている場合にはその情報及び選択することができる項目がある場合にはその内容

を含めて記載すること。 

  15 「利用条件の設定」については、当該機能に係る電気通信役務の利用に際して利

用条件の設定が必要な場合には、その条件について記載すること。 

  16 「関連する機能及び設備並びに計画との関係」については、この届出に係る計画

以外に関連する第一種指定電気通信設備の機能(電気通信事業法施行規則第24条の5

で定める機能に該当するものを除く。)の変更又は追加がある場合に、当該機能の変更

又は追加の概要及び当該第一種指定電気通信設備名を記載すること。 

  17 「費用の負担の有無及びその概算」については、機能の提供に係る設備の利用に

伴う費用の負担の有無及びその概算(費用の負担がある場合には、当該設備の創設費

の概算並びに他の電気通信事業者による費用の負担の方法の案及び負担の額の概算

を含む。)を記載すること。なお、法第36条第1項の届出の時点においてその全部又は

一部を記載できないときは、できる限り速やかにこれを開示するものとし、当該全部

又は一部の記載に代えて、その開示予定方法等を記載すること。 

  18 「13の算定根拠となる算定方式並びに費用項目及び各費用項目ごとの額」につい

ては、法第33条第4項第2号の総務省令で定める方法に準じて記載すること。なお、法

第36条第1項の届出の時点においてその全部又は一部を記載できないときは、できる

限り速やかにこれを開示するものとし、当該全部又は一部の記載に代えて、その開示

予定方法等を記載すること。 

  19 「工事開始予定年月日」については、機能の変更又は追加に係る第一種指定電気

通信設備の工事の開始年月日(最も早く工事を開始する場合の予定日であつて、電気

通信事業法施行規則第24条の2第1項第3号ハ及びニの規定(以下「期間短縮規定」とい

う。)を適用しない場合のもの)を記載すること。 

  20 「提供予定時期」については、この計画に係る工事の終了後、当該機能の提供を
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開始する予定時期(月又は四半期単位)(最も早く提供を開始する場合の予定時期であ

つて、期間短縮規定を適用しない場合のもの)を記載すること。 

  21 「工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」及び「工事開始前期間

を短縮する場合の提供予定時期」については、期間短縮規定を適用して工事開始予定

年月日を変更する場合における変更後の内容として予定するもの(最も早く工事を開

始し、又は提供を開始する場合のもの)を記載すること。なお、「工事開始前期間」と

は、法第36条第1項の届出の日から工事開始日までの期間をいう。 

  22 「計画の設定又は変更理由」については、計画の設定又は変更が自らの事情によ

るものか、他の電気通信事業者の要望によるものかのほか、その背景事情及び関連日

程も含め、具体的に記載すること。 

  23 一般社団法人情報通信技術委員会(行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15号に規定する法人番号

が3010405009483である法人をいう。)その他の団体により作成された技術的条件であ

つてインターネットの利用その他の適切な方法により公表されているものと同一の

内容を記載すべき場合は、当該内容の記載に代えて、当該技術的条件を閲覧するため

に必要な事項を記載することができる。 

  24 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
２
（
第
２
５
条
の
２
関
係
）

 

様式第18の2(第25条の2関係) 

 

共用協定締結(変更)届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法 

第 3 7条第 1

項 

第 3 7条第 2

項 

の規定により、次のとおり電気通信設備の共用に関す 

 

る協定を 
締結 

変更 
するので届け出ます。 

 

当事者の氏名(法人にあつては、名称及び代

表者の氏名)及び住所 
  

共用しようとする電気通信設備   

締結又は変更しようとする協定の概要   

予定する協定の期間   

協定の締結又は変更を必要とする理由   

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
３
（
第
２
５
条
の
３
関
係
）

 

様式第18の3(第25条の3関係) 

 

共用協定に関する命令申立書 

 

年  月  日  

 

総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信設備設置用工作物の共用に関する協議が 
不調 

不能 
のため、電気通信事業法第38 

条第1項の規定により、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 

当事者の氏名(法人にあつては、名称及び代表

者の氏名)及び住所 
  

共用しようとする電気通信設備設置用工作物   

締結又は変更しようとする協定の概要   

予定する協定の期間   

協議の不調又は不能の理由   

当該共用が公共の利益を増進するために必要

であり、かつ、適切であると認められる理由 
  

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
４
（
第
２
５
条
の
４
関
係
）

 

様式第18の4(第25条の4関係) 

 

共用協定裁定申請書 

 

年  月  日  

 

総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信設備設置用工作物の共用に関する協議が不調のため、電気通信事業法(注1)の規

定により、次のとおり裁定を申請します。 

当事者の氏名(法人にあつては、名称及び代表

者の氏名)及び住所 
  

共用しようとする電気通信設備設置用工作物   

裁定を求める事項   

予定する協定の期間   

協議の不調の理由及び協議の経過   

共用命令を経ている場合は、その年月日   

その他参考となる事項   

 注1 次に掲げる条項のうち、該当するものを記載すること。 

   (1) 第38条第2項において準用する同法第35条第3項 

   (2) 第38条第2項において準用する同法第35条第4項 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
５
（
第
２
５
条
の
５
関
係
）

様式第18の5(第25条の5関係) 

  第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる

卸電気通信役務の提供業務開始届出書 

  

年  月  日   

  総務大臣 殿 

郵便番号    

(ふりがな) 

住 所  

  

(ふりがな) 

氏 名  

 

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

連 絡 先  (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。) 

 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の

業務を開始したので、電気通信事業法第38条の2第1項の規定により、届け出ます。 

第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用い

る卸電気通信役務の種類 

  

当該卸電気通信役務の種類ごとの当該卸電気通信役務の提供

の業務開始年月日 

  

当該卸電気通信役務の種類ごとの業務区域 
  

卸先電気通信事業

者ごとの次に掲げ

る事項 

当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称 
      

当該提供卸電気通信役務の内容 
      

当該提供卸電気通信役務に関する料金 
      

当該提供卸電気通信役務に関して、当該

卸先電気通信事業者に対して支払う金銭

等(金銭その他の財産をいう。) 

      

当該第一種指定電気通信設備又は第二種

指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者及び当該卸先電気通信事業者の責任

に関する事項 

      

  当該第一種指定電気通信設備又は第二種

指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者及び当該卸先電気通信事業者がその

利用者に対して負うべき責任に関する事

項 
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電気通信設備の設置の工事その他の工事

に関する費用の負担の方法 

      

電気通信回線設備の使用の態様に関し制

限を設けるときは、その事項 

      

重要通信の取扱方法 
      

当該提供卸電気通信役務を円滑に提供す

るために必要な技術的事項 

      

上記に掲げるもののほか、当該卸先電気

通信事業者若しくはその利用者の権利若

しくは義務に重要な関係を有する当該提

供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸

先電気通信事業者若しくはその利用者の

権利若しくは義務に重要な関係を有する

当該提供卸電気通信役務の提供の業務と

併せて行う業務の条件に関する事項があ

るときは、その事項 

      

有効期間を定めるときは、その期間 
      

提供卸電気通信役務に係る役務利用管理

システムの機能及び料金その他の提供条

件 

      

提供卸電気通信役務に係るSIMカードの

種類、機能及び料金その他の提供条件 

      

注1 「第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の種

類」の項には、様式第4の表の1から35までに掲げる電気通信役務の別を記載すること。 

 2 「卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項」(「当該卸先電気通信事業者の氏名又

は名称」を除く。)の各事項について第25条の7第4号の表の上欄1の項に掲げる特定卸電

気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が二以上の場合にあつては、当該電気通信事

業者において共通の事項と差異がある事項に分けて記載すること。 

 3 「卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項」のうち「提供卸電気通信役務に係る役

務利用管理システムの機能及び料金その他の提供条件」及び「提供卸電気通信役務に係

るSIMカードの種類、機能及び料金その他の提供条件」については、第25条の7第5号に

規定する場合に該当する場合にのみ記載すること。 

 4 添付する契約書その他の書面の写しに記載がある項目については、該当箇所を示すこ

と。 

 5 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
６
（
第
２
５
条
の
７
の
２
第
２
項
及
び
第
３
項
関
係
）

様式第18の6(第25条の7の2第2項及び第3項関係) 

  
第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる

卸電気通信役務に関する契約約款設定(変更)届出書 

  

年  月  日   

  総務大臣 殿 

郵便番号    

(ふりがな) 

住 所  

  

(ふりがな) 

氏 名  

 

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

連 絡 先  (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。) 

 電気通信事業法施行規則第25条の7の2第2項(第3項)の規定により、別紙のとおり契約約

款を設定(変更)するので届け出ます。 

設定(変更)期日   

設定(変更)を必要とする理由   

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
７
（
第
２
５
条
の
７
の
３
関
係
）

様式第18の7(第25条の7の3関係) 

  
第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる

卸電気通信役務の提供業務変更届出書 

  

年  月  日   

  総務大臣 殿 

郵便番号    

(ふりがな) 

住 所  

  

(ふりがな) 

氏 名  

 

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

連 絡 先  (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。) 

 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の

業務について次のとおり変更したので、電気通信事業法第38条の2第1項の規定により、届

け出ます。 

変更事項   

変更内容 変更前 変更後 

    

変更した年月日   

変更の理由   

注1 添付する契約書その他の書面の写しに記載がある項目については、該当箇所を示すこ

と。 

 2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
８
の
８
（
第
２
５
条
の
７
の
４
関
係
）

様式第18の8(第25条の7の4関係) 

  
第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる

卸電気通信役務の提供業務廃止届出書 

  

年  月  日   

  総務大臣 殿 

郵便番号    

(ふりがな) 

住 所  

  

(ふりがな) 

氏 名  

 

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

連 絡 先  (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。) 

 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の

業務を廃止したので、電気通信事業法第38条の2第1項の規定により、届け出ます。 

廃止した年月日   

電気通信事業法第26条の4第1項の規定

により利用者に周知させるために行つ

た措置の内容 

  

注1 「電気通信事業法第26条の4第1項の規定により利用者に周知させるために行つた措置

の内容」については、周知させた事項、時期、利用者の範囲及び方法等を具体的に記

載すること。 

 2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
９
（
第
２
５
条
の
８
関
係
）

 

様式第19(第25条の8関係) 

 

卸電気通信役務の提供に係る裁定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 卸電気通信役務の提供に係る協議が不調のため、電気通信事業法第39条において準用す 

る同法 

第 3 5条第 3

項 

第 3 5条第 4

項 

の規定により、次のとおり裁定を申請します。 

 

当事者の氏名(法人にあつては、名称及び代

表者の氏名)及び住所 
  

裁定を求める事項   

協議の不調の理由及び協議の経過   

卸電気通信役務の提供に関する命令を経て

いる場合は、その年月日 
  

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

205



様
式
第
１
９
の
２
（
第
２
５
条
の
９
関
係
）

様式第19の2(第25条の9関係) 

特定卸電気通信役務に関する命令申立書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

  郵便番号 

(ふりがな) 

 住 所 

(ふりがな) 

 氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を

記載すること。) 

 登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

 連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。) 

 

 特定卸電気通信役務の提供に関する協議が 
不調 

不能 
のため、電気通信事業法第39条におい 

て準用する同法第35条第1項の規定により、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立

てます。 

当事者の氏名(法人にあつては、

名称及び代表者の氏名)及び住所 

 

締結又は変更しようとする契約の

概要 

 

予定する契約の期間  

協議の不調又は不能の理由  

その他参考となる事項  

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
１
９
の
３
（
第
２
５
条
の
９
関
係
）

 

様式第19の3(第25条の9関係) 

 

卸電気通信役務の提供に係る命令申立書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 卸電気通信役務の提供に係る協議が 
不調 

不能 
のため、電気通信事業法第39条において 

準用する同法第38条第1項の規定により、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立て

ます。 

当事者の氏名(法人にあつては、名称及び代

表者の氏名)及び住所 
  

締結又は変更しようとする契約の概要   

予定する契約の期間   

協議の不調又は不能の理由   

当該卸電気通信役務の提供が公共の利益を

増進するために必要であり、かつ、適切で

あると認められる理由 

  

その他参考となる事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
０
（
第
２
６
条
関
係
）

 

様式第20(第26条関係) 

 

業務協定締結(変更・廃止)認可申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第40条の規定により、次のとおり外国政府等との間の協定等の 

設定 

変更 

廃止 

の認可を受けたいので申請します。 

協定又は契約の相手方の氏名(法

人にあつては、名称及び代表者の

氏名)及び住所 

  

電気通信役務の種類   

取扱対地の国又はこれに準ずる地

域の名称 
  

締結、変更又は廃止しようとする

協定又は契約の内容 
  

予定する協定又は契約の期間   

変更又は廃止の認可申請の場合

は、変更又は廃止を必要とする理

由 

  

 注1 「電気通信役務の種類」には、電話又は総合デジタル通信サービスの別を記載する

こと。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
０
の
２
（
第
２
７
条
の
５
第
１
項
関
係
）

 

様式第20の2(第27条の5第1項関係) 

 

事業用電気通信設備の自己確認届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 電気通信事業法 

第42条第1項 

第42条第2項 

第42条第4項において準用する同条第1項 

第42条第4項において準用する同条第2項 

第42条第5項において準用する同条第1項 

第42条第5項において準用する同条第2項 

第42条第6項において準用する同条第1項 

第42条第6項において準用する同条第2項 

の規定により事業用電気通 

 

信設備が同法 

第41条第1項 

第41条第2項 

第41条第3項 

第41条第5項 

の総務省令で定める技術基準に適合することを確認したの 

で、第42条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 事業用電気通信設備の自己確認を行つた電気通信設備 

  

 注1 様式第4に定める電気通信役務の種類を参考に、「(何)サービスを提供する事業の用

に供する電気通信設備」等と記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

209



様
式
第
２
０
の
３
（
第
２
７
条
の
５
第
２
項
関
係
）

 

様式第20の3(第27条の5第2項関係) 

 

事業用電気通信設備の自己確認届出書の変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 次のとおり電気通信事業法第42条第3項の規定による届出書類(及びその添付書類)に変更

があつたので届け出ます。 

変更の内容   

 注1 第27条の5第1項の規定により提出した届出書及び同項各号に規定する書類の新旧

を対照した書類を添付すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
１
（
第
２
８
条
第
１
項
関
係
）

 

様式第21(第28条第1項関係) 

 

管 理 規 程 届 出 書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 

 電気通信事業法第44条第1項の規定により、別紙のとおり管理規程を定めたので届け出ま

す。 

 

 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
２
（
第
２
８
条
第
２
項
関
係
）

 

様式第22(第28条第2項関係) 

 

管 理 規 程 変 更 届 出 書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 

 次のとおり管理規程を変更したので、電気通信事業法第44条第3項の規定により、届け出

ます。 

変 更 の 内 容   

変 更 年 月 日   

変 更 の 理 由   

 注 

  1 「変更の内容」の欄には、変更前と変更後とを対照しやすいように記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
３
（
第
３
０
条
関
係
）

 

様式第23(第30条関係) 

 

技術的条件設定(変更)認可申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 

 電気通信事業法第52条第1項(第70条第1項第1号)の規定により、 
別紙技術的条件の案 

次 の と お り 
 

の と お り 技 術 的 条 件 の 設 定 

技 術 的 条 件 の 変 更 
の認可を受けたいので申請します。 

 

変 更 の 理 由   

変 更 期 日   

 注1 第30条の2第1項又は第2項に規定する他の電気通信事業者が申請を行う場合は、合

意した旨を証する書類を添付すること。 

  2 利用者の端末設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃を行うことの禁止に関す

る技術的条件又はアクセス制御機能の識別符号に係る設定に関する技術的条件を設

定又は変更しようとする場合には、その旨を記載すること。 

  3 その他技術的条件の参考となる書類を添付すること。 

  4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
２
４
か
ら
様
式
第
３
２
ま
で
　
削
除

様
式
第
３
３
（
第
３
９
条
第
１
項
関
係
）

様式第33(第39条第1項関係) 

 

媒介等の業務届出書 

 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

氏 名  (法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

法人番号  (行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

担当部署名 (担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

 電気通信事業法第73条の2第1項の規定により、媒介等の業務を行うので、次のとおり届け出

ます。 

1 電話番号及び電子メールアドレス(担当部署がある場合は、当該担当部署に連絡のとれる電

話番号及び電子メールアドレスを記載すること。) 

電話番号   

電子メールアドレス   

 

2 媒介等の

業務に係る

電気通信役

務 

3 媒介等の業務

に係る電気通信

役務を提供する

電気通信事業者 

4 委託を受ける

電気通信事業者

又は媒介等業務

受託者 

5 委

託に

係る

再委

託の

有無 

6 媒介等の業務に係る

電気通信役務の販売方

法の別 

氏名

又は

名称 

住所 法人

番号 

氏名

又は

名称 

住所 法人

番号 

店舗

販売 

訪問

販売

等 

電話

勧誘

販売 

通信

販売

等 
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注1 「媒介等の業務に係る電気通信役務」の欄には、電気通信事業法第26条第2項の規定によ

り告示する同法第26条第1項各号の電気通信役務の区分に従つて記載すること。二以上の媒

介等の業務に係る電気通信役務が同一の電気通信役務の区分である場合であつて、これら

の電気通信役務の媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者又は委託を

受ける電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者が異なる場合は、項を分けて記載するこ

と。 

 2 「氏名又は名称」の欄には、当該欄に記載する者が個人である場合にあつては当該者の

氏名、法人又は団体である場合にあつては当該法人名又は当該団体名を記載すること。 

 3 「法人番号」の欄には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第2条第15項に規定する法人番号がある場合は、記載すること。ただし、法人番

号がない場合にあつては空欄とすること。 

 4 「委託に係る再委託の有無」の欄には、再委託を行つている場合には「○」、行つていな

い場合には「×」を記入すること。 

 5 「店舗販売」、「訪問販売等」、「電話勧誘販売」又は「通信販売等」の欄のうち、媒介等

の業務に係る電気通信役務の販売方法が該当する欄に「○」を記入すること。 

 6 委託を受ける電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者又は利用者が法第73条の2第1項

の届出を要する届出者の届出手続の有無の確認が可能となることで、苦情・相談の処理の

円滑化及び電気通信事業者から媒介等業務受託者への適切な指導等の措置に資することを

目的として総務省のホームページにおいて次の事項を公表することとする。 

   ・届出者の氏名又は名称 

   ・届出者に係る第39条第2項に規定する届出番号 

   ・届出者の法人番号 

   ・届出者の媒介等の業務に係る電気通信役務 

   ・媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称 

 7 記載する媒介等の業務に係る電気通信役務の数に応じ、項を適宜増減すること。 

 8 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
４
（
第
３
９
条
第
４
項
関
係
）

様式第34(第39条第4項関係) 

 

媒介等の業務変更届出書 

 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

氏 名  (法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

  届出年月日及び届出番号 

法人番号  (行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

担当部署名 (担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

電話番号及び電子メールアドレス (連絡のとれる電話番号

及び電子メールアドレ

スを記載すること。な

お、担当部署等がある

場合は、当該担当部署

等の電話番号及び電子

メールアドレスを記載

すること。) 

 電気通信事業法第73条の2第1項各号の事項を次のとおり変更したので、同条第2項の規定に

より、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 変更前 変更後 

    

変更年月日   

変更の理由   

注1 「変更事項」の項には、電気通信事業法第73条の2第1項第1号から第4号までの別又は第3

9条第3項各号の別を記載すること。 

 2 「変更内容」の項の記載に当たつては、変更前後の内容を記載した様式第33の表を別紙

として用いることができる。この場合にあつては、「変更前」又は「変更後」の項に「別紙

のとおり」と記載すること。 

 3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
５
（
第
３
９
条
第
５
項
関
係
）

様式第35(第39条第5項関係) 

 

媒介等の業務承継届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

氏 名  (法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

 地位を承継した者が届出媒介等業務受託者であつた場合

は、その届出年月日及び届出番号 

法人番号  (行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

担当部署名 (担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

電話番号及び電子メールアドレス (連絡のとれる電話番号

及び電子メールアドレ

スを記載すること。な

お、担当部署等がある

場合は、当該担当部署

等の電話番号及び電子

メールアドレスを記載

すること。) 

 届出媒介等業務受託者の地位を次のとおり承継したので、電気通信事業法第73条の2第3項の

規定により、届け出ます。 

承継年月日   

被承継者   

承継理由   

承継した届出媒介等業務受託者に係る届出年

月日及び届出番号 

  

注1 「承継理由」の項には、「事業の全部を譲渡」、「合併」、「分割」又は「相続」の別を記載

すること。 

 2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
６
（
第
３
９
条
第
６
項
関
係
）

様式第36(第39条第6項関係) 

 

媒介等の業務廃止届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

氏 名  (法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

               届出年月日及び届出番号 

法人番号  (行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

担当部署名 (担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

電話番号及び電子メールアドレス (連絡のとれる電話番号

及び電子メールアドレ

スを記載すること。な

お、担当部署等がある

場合は、当該担当部署

等の電話番号及び電子

メールアドレスを記載

すること。) 

 媒介等の業務を廃止したので、電気通信事業法第73条の2第4項の規定により、届け出ます。 

廃止年月日   

廃止した業務   

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
７
（
第
３
９
条
第
７
項
関
係
）

様式第37(第39条第7項関係) 

 

解散届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

氏 名  (法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

法人番号  (行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

電話番号及び電子メールアドレス (連絡のとれる電話番号

及び電子メールアドレ

スを記載すること。な

お、担当部署等がある

場合は、当該担当部署

等の電話番号及び電子

メールアドレスを記載

すること。) 

 届出媒介等業務受託者たる法人が解散したので、電気通信事業法第73条の2第5項の規定によ

り、届け出ます。 

解散した法人の名称及び代表者の氏名   

解散した法人の届出年月日及び届出番号   

解散年月日   

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
８
（
第
４
０
条
の
３
、
第
４
０
条
の
６
第
１
号
関
係
）

 

様式第38(第40条の3、第40条の6第1号関係) 

 

第一種適格電気通信事業者指定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第108条第1項の規定により、第一種適格電気通信事業者の指定を受けた

いので、次のとおり申請します。 

1 提供する第一号基礎的電気通信役務の種別 

 注 法第108条第2項に規定する第一号基礎的電気通信役務の種別として第40条の7に規

定するものを記載すること。 

2 申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備と

他の電気通信設備との接続に関し定めた接続約款による接続に関する協定に係る締結事

業者名及び締結年月日 

 注 当該電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電

気通信設備である場合に限り記載すること。 

3 第14条第1号、第3号及び第4号に掲げる第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範

囲 

都道府県名 当該都道府県の区域における全ての世帯数に占める当該申請者の業務区域

における第14条第1号、第3号又は第4号に掲げる第一号基礎的電気通信役務

を提供することが可能な世帯数の割合 

  ％ 
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様
式
第
３
８
の
２
（
第
４
０
条
の
３
第
２
号
、
第
４
０
条
の
４
第
１
項
関
係
）

 

様式第38の2(第40条の3第2号、第40条の4第1項関係) 

第一号基礎的電気通信役務収支表 

 事 業 者 名           

年  月  日から 

年  月  日まで 

(単位 円) 

第1表 第14条第1号から第4号までに掲げるもの 

役務の細目 
営業

収益 

営 業 費 用 

営業

利益 
摘要 

  

うち設備管理部門費用 うち設備利

用部門費用 

 

うち第一

種公衆電

話機台数

削減以外

の費用 

うち第一

種公衆電

話機台数

削減費用 

1 第14条

第 1号に

掲げるも

の 

(1) 同号イ

に掲げる

もの 

              

(2) 同号ロ

に掲げる

もの 

              

小 計               

2 第14条

第 2号に

掲げるも

の 

(1) 同号イ

に掲げる

もの 

              

(2) 同号ロ

に掲げる

もの 

              

小 計               

3 第14条

第 3号に

掲げるも

の 

(1) 同号イ

に掲げる

もの 

              

(2) 同号ロ

に掲げる

もの 

              

小計               

4 第14条

第 4号に

掲げるも

の 

(1) 同号イ

に掲げる

もの 

              

(2) 同号ロ

に掲げる

もの 
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 小計               

合 計               

注1 法第108条第1項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者がこの表を作成

する場合には、第14条第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに規定する第一号基礎的

電気通信役務に係る営業収益、営業費用及び営業利益を含めないものとする。 

 2 第14条第2号イに規定する第一号基礎的電気通信役務に係るもののうち、当該電気通

信事業者が設置する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信

役務の提供を受ける契約に関して他の電気通信事業者が負担した額、通信量及び単価に

係る営業収益、営業費用及び営業利益を含めないものとする。 

 3 1の項(3)及び2の項(3)の営業費用の欄には、当該役務を提供するために要した費用か

ら当該役務を行うための設備等の設置への対価として得た収益を差し引いた額を記載

すること。 

 4 「設備管理部門費用」及び「設備利用部門費用」は、それぞれ第一種指定電気通信設

備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する「第一

種指定設備管理部門」及び「第一種指定設備利用部門」に相当する部門に係る費用とし、

「第一種公衆電話機台数削減費用」は第14条第2号に規定する第一種公衆電話機を設置

して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去

(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。)に係る費

用とする。 

 5 「うち設備管理部門費用」、「うち設備利用部門費用」及び「うち第一種公衆電話機台

数削減費用」の欄は、第一種適格電気通信事業者に限り記載するものとする。 

 6 第一号基礎的電気通信役務と第一号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務とに関

連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な

基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。当該基準によつて配賦すること

が著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。 

 7 2以上の細目の電気通信役務に関連する費用については、第40条の5の3第2項各号の表

に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならな

い。当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有

する役務に整理することができる。 

第2表 交付金等 

役 務 の 細 目 営業収益 営業費用 営業利益 摘 要 

1 交付金         

2 当該適格電気通信事業

者の算定自己負担額 
        

3 負担金         

計         

注1 「交付金」とは法第107条第1号の交付金を、「当該適格電気通信事業者の算定自己負

担額」とは第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定
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等規則(平成14年総務省令第64号)第5条第1項の当該第一種適格電気通信事業者の算定

自己負担額を、「負担金」とは法第110条第1項の第一種負担金を示す。 

 2 電気通信事業者が法第108条第1項の指定を受けようとする場合には、この表は不要と

する。 

223



様
式
第
３
８
の
２
の
２
（
第
４
０
条
の
４
の
５
関
係
）

 

224



様
式
第
３
８
の
２
の
３
（
第
４
０
条
の
４
の
５
第
１
項
第
２
号
、
第
４
０
条
の
５
の
２
第
１
項
第
２
号
関
係
）
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様式第38の3(第40条の4の4第1項関係) 

 

接続約款変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第108条第3項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するので届け

出ます。 

実施期日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の3の2(第40条の8の7第1項関係) 

認定申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

郵便番号                      

(ふりがな)                      

住 所                      

(ふりがな)                      

名称及び代表者の氏名   

連 絡 先 (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。) 

 

 電気通信事業法第116条の2第1項の規定により、認定を受けたいので、次のとおり申請し

ます。 

特定会員の氏名又は名称   

送信型対電気通信設備サイバー

攻撃対処業務の範囲 

  

送信型対電気通信設備サイバー

攻撃対処業務の実施の方法 

  

 注1 「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲」には、対処を行う送信型対

電気通信設備サイバー攻撃の類型を記載すること。 

  2 「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の実施の方法」には、電気通信事業

法第116条の2第2項各号に掲げる業務ごとに、その実施の方法及び実施体制を記載す

ること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の3の3(第40条の8の8第1項関係) 

変更認定申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

郵便番号                      

(ふりがな)                      

住 所                      

(ふりがな)                      

名称及び代表者の氏名   

連 絡 先 (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。) 

 

 電気通信事業法第116条の2第5項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項の変更の認

定を受けたいので、次のとおり申請します。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

 注1 「変更事項」には、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲」又は

「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の実施の方法」の別を記載すること。 

  2 第40条の8の7第2項第1号の書類を変更したときは、変更後の書類を添付すること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の3の4(第40条の8の10関係) 

変更届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

郵便番号                      

(ふりがな)                      

住 所                      

(ふりがな)                      

名称及び代表者の氏名   

連 絡 先 (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。) 

 

 次のとおり変更したので、電気通信事業法第116条の2第7項の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

 注1 第40条の8の7第2項第1号の書類を変更したときは、変更後の書類を添付すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の3の5(第40条の8の11第1項関係) 

業務廃止届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

郵便番号                      

(ふりがな)                      

住 所                      

(ふりがな)                      

名称及び代表者の氏名   

連 絡 先 (連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。) 

 

 電気通信事業法第116条の2第1項の認定に係る業務を廃止したいので、電気通信事業法施

行規則第40条の8の11第1項の規定により、届け出ます。 

廃止しようとする年月日   

廃止の理由   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の4(第40条の9第1項第1号関係) 

 

電気通信事業全部認定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号

(登録の申請を行つている場合は、当該申請の年月日) 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第117条第1項の規定により、電気通信事業の全部の認定を受けたいので、

次のとおり申請します。 

1 業務区域 

 注 「法第9条の登録(の申請)(及び法第13条第1項の変更登録(の申請))に係る業務区域に

同じ。」、「法第16条第1項(及び同条第4項)の届出に係る業務区域に同じ。」等と記載する

こと。 

2 電気通信設備の概要 

 注 「法第9条の登録(の申請)(及び法第13条第1項の変更登録(の申請))に係る電気通信設

備の概要に同じ。」、「法第16条第1項(及び同条第4項)の届出に係る電気通信設備の概要

に同じ。」等と記載すること。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の5(第40条の9第1項第2号関係) 

電気通信事業変更登録申請書(変更届出書) 兼 電気通信事業全部認定申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 電気通信事業法第13条第1項の規定により同法第10条第1項第3号の事項の変更登録を受

ける(電気通信事業法第16条第4項の規定により同条第1項第3号の事項を次のとおり変更し

たいので、届け出る)とともに、同法第117条第1項の規定により電気通信事業の全部の認定

を受けたいので、次のとおり申請します。 

1 業務区域 

 (1) 提供区域 

  注 「法第9条の登録(及び法第13条第1項の変更登録(の申請))に係る提供区域に同

じ。」、「法第16条第1項(及び同条第4項)の届出に係る提供区域に同じ。」等と記載す

ること。 

 (2) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域 

  注 様式第1の1(2)の注に従い記載すること。 

 (3) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域 

電 気 通 信 事 業 者 名 接 続 の 場 所 

    

  注 様式第1の1(3)の注に従い記載すること。 

2 電気通信設備の概要 

 注 「法第9条の登録(の申請)(及び法第13条第1項の変更登録(の申請))に係る電気通信

設備の概要に同じ。」等と記載すること。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の6(第40条の9第2項関係) 

 

認定電気通信事業計画書 

 

1 認定電気通信事業開始予定年月日 

 注1 新たに電気通信事業を開始しようとするときは、「法第9条の登録の申請(法第16条

第1項の届出)に係る事業開始予定年月日に同じ。」等と記載すること。 

  2 既に開始している電気通信事業について認定を受けようとするときは、「既に開始

済み」等と記載すること。 

2 認定電気通信事業の開始(運営)のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその

調達方法及び返済計画 
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様式第38の7(第40条の9第3項第1号、第40条の14第1項第1号イ(2)、第40条の18第2項第3

号及び第3項第4号関係) 

事業収支見積書 

項 目 年月日～年月日 備 考 

収

入 

 

 

 

電気通信事業収入 

千円 

  

(何)事業収入     

その他の収入     

計     

支

出 

電気通信事業支出 

 人件費 

 経費 

  借料・損料 

  修繕費 

  その他 

 減価償却費 

 通信設備使用料 

 租税公課 

 その他 

  

  

(何)事業支出     

その他の支出     

法人税、住民税及び事業税     

計     

差 引 利 益     

注1 電気通信事業以外の事業について、(何)事業収入及び(何)事業支出として記載するこ

と。 

 2 備考欄には、算出の根拠その他参考事項となる事項を記載すること。 
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様式第38の8(第40条の10第1項第1号、第40条の14第1項第2号ニ関係) 

 

電気通信事業一部認定申請書 

 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

 一部認定          氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号

(登録の申請を行つている場合は、当該申請の年月日) 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第117条第1項の規定により、電気通信事業の一部の認定を受けたいので、

次のとおり申請します。 

 注 下記の事項について、認定の申請に係るものとそれ以外のものの相違がわかるよう、

対照表等を作成して提出すること。 
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1 業務区域 

 (1) 提供区域 

  注 様式第1の1(1)の注に従い記載すること。 

 (2) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域 

  注 様式第1の1(2)の注に従い記載すること。 

 (3) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域 

電 気 通 信 事 業 者 名 接 続 の 場 所 

    

  注 様式第1の1(3)の注に従い記載すること。 

2 電気通信設備の概要 

 (1) 端末系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

 (2) 中継系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 間 
種 類 

始 点 経由する区間 終 点 

        

 (3) 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

  注1 「端末系伝送路設備」及び「中継系伝送路設備」の定義は、それぞれ第3条第1項

第1号及び第2号に定めるところによる。 

   2 端末系伝送路設備の設置の区域は、都道府県市町村(特別区にあつては区、地

方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区又は総合区。4において同じ。)

を単位として記載すること。都道府県の全部を設置の区域とする場合は当該都道府

県名を、全国を設置の区域とする場合は全国と記載すること。 

   3 人工衛星局による端末系伝送路設備の設置の区域には、「全国(○○衛星)」等、人

工衛星の名称を併せて記載すること。 

   4 認定の申請に係る事業とそれ以外の電気通信事業において同一の都道府県市町

村に同じ種類の端末系伝送路設備を設置する場合は、これらが区別できるよう、記

載すること。 

   5 中継系伝送路設備の設置の区間は、その始点及び終点の所在地(都道府県市町村名

及び事業所の名称、国際回線にあつては終点の欄に外国名及び州名又は都市名、人
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工衛星局による中継系伝送路設備にあつては終点の欄に人工衛星の名称)及び国内

に設置する有線電気通信設備にあつては、始点から終点までの間で経由する都道府

県市町村字名等をすべて記載すること。 

   6 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、

「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する

周波数 (当該周波数の電波を三・九―四世代移動通信システム又は第五世代移動通

信システムに使用する場合は、併せてその旨)を記載すること。 

   7 伝送路設備以外の電気通信設備の設置の区域は、都道府県を単位として記載する

こと。 

   8 伝送路設備以外の電気通信設備の種類は、「アナログ電話用設備」、「総合デジタ

ル通信用設備」、「アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話

用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務

を提供するインターネットプロトコル電話用設備をいう。以下同じ。)」、「携帯電話

用設備又はPHS用設備」、「その他の電気通信設備(音声伝送役務の提供の用に供する

事業用電気通信設備(アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、アナログ電話

相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPH

S用設備を除く。)をいう。)」又は「音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通

信設備以外の事業用電気通信設備」の種別を記載すること。この場合において、こ

れらの用語は、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)において使用す

る用語の例による。 

 (4) 交換設備の設置場所 

  注 設置場所ごとに、その都道府県市町村名及び事業所の名称を記載すること。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の9(第40条の10第1項第2号関係) 

電気通信事業変更登録申請書(変更届出書) 兼 電気通信事業一部認定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

 一部認定          氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第13条第1項の規定により同法第10条第1項第3号の事項の変更登録を受

ける(電気通信事業法第16条第4項の規定により同条第1項第3号の事項を次のとおり変更し

たいので、届け出る)とともに、同法第117条第1項の規定により、電気通信事業の一部の認

定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 注 下記の事項について、認定の申請に係るものとそれ以外のものの相違がわかるよう、

対照表等を作成して提出すること。 

241



1 業務区域 

 (1) 提供区域 

  注 様式第1の1(1)の注に従い記載すること。 

 (2) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域 

  注 様式第1の1(2)の注に従い記載すること。 

 (3) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域 

電 気 通 信 事 業 者 名 接 続 の 場 所 

    

  注 様式第1の1(3)の注に従い記載すること。 

2 電気通信設備の概要 

 (1) 端末系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

 (2) 中継系伝送路設備に関する事項 

設 置 の 区 間 
種 類 

始 点 経由する区間 終 点 

        

 (3) 伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)に関する事項 

設 置 の 区 域 種 類 

    

  注1 「端末系伝送路設備」及び「中継系伝送路設備」の定義は、それぞれ第3条第1項

第1号及び第2号に定めるところによる。 

   2 端末系伝送路設備の設置の区域は、都道府県市町村(特別区にあつては区、地

方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区又は総合区。4において同じ。)

を単位として記載すること。都道府県の全部を設置の区域とする場合は当該都道府

県名を、全国を設置の区域とする場合は全国と記載すること。 

   3 人工衛星局による端末系伝送路設備の設置の区域には、「全国(○○衛星)」等、

人工衛星の名称を併せて記載すること。 

   4 認定の申請に係る事業とそれ以外の電気通信事業において同一の都道府県市町

村に同じ種類の端末系伝送路設備を設置する場合は、これらが区別できるよう、記

載すること。 

   5 中継系伝送路設備の設置の区間は、その始点及び終点の所在地(都道府県市町村

名及び事業所の名称、国際回線にあつては終点の欄に外国名及び州名又は都市名、
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人工衛星局による中継系伝送路設備にあつては終点の欄に人工衛星の名称)及び国

内に設置する有線電気通信設備にあつては、始点から終点までの間で経由する都道

府県市町村字名等をすべて記載すること。 

   6 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブル」、

「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場合は予定する

周波数(当該周波数の電波を三・九―四世代移動通信システム又は第五世代移動通

信システムに使用する場合は、併せてその旨)を記載すること。 

   7 伝送路設備以外の電気通信設備の設置の区域は、都道府県を単位として記載する

こと。 

   8 伝送路設備以外の電気通信設備の種類は、「アナログ電話用設備」、「総合デジタ

ル通信用設備」、「アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話

用設備(電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役

務を提供するインターネットプロトコル電話用設備をいう。以下同じ。)」、「携帯

電話用設備又はPHS用設備」、「その他の電気通信設備(音声伝送役務の提供の用に供

する事業用電気通信設備(アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、アナロ

グ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備

及びPHS用設備を除く。)をいう。)」又は「音声伝送役務の提供の用に供する事業

用電気通信設備以外の事業用電気通信設備」の種別を記載すること。この場合にお

いて、これらの用語は、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)におい

て使用する用語の例による。 

 (4) 交換設備の設置場所 

  注 設置場所ごとに、その都道府県市町村名及び事業所の名称を記載すること。 

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の10(第40条の10第2項関係) 

 

認定電気通信事業計画書 

 

1 認定電気通信事業開始予定年月日 

 注1 新たに電気通信事業を開始しようとする場合であつて、業務区域によつて認定電気

通信事業開始年月日が異なるときは、当該業務区域ごとに記載すること。 

  2 既に開始している電気通信事業について認定を受けようとするときは、「既に開始

済み」等と記載すること。 

2 認定電気通信事業の開始(運営)のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその

調達方法及び返済計画 
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様式第38の11(第40条の10第3項第1号、第40条の14第1項第2号イ(2)、第40条の18第2項第4

号及び第3項第5号関係) 

事業収支見積書 

項 目 年月日～年月日 備 考 

収

入 

 

 

 

電気通信事業収入 

千円 

  

  
認定電気通信事業収入     

非認定電気通信事業収入     

(何)事業収入     

その他の収入     

計     

支

出 

電気通信事業支出     

  

認定電気通信事業支出     

 人件費 

 経費 

  借料・損料 

  修繕費 

  その他 

 減価償却費 

 通信設備使用料 

 租税公課 

 その他 

    

非認定電気通信事業支出     

 人件費 

 経費 

  借料・損料 

  修繕費 

  その他 

 減価償却費 

 通信設備使用料 

 租税公課 

 その他 

    

(何)事業支出     

その他の支出     

法人税、住民税及び事業税     

計     

差 引 利 益     
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 注1 電気通信事業については、認定電気通信事業及び非認定電気通信事業に分けて収入

及び支出を記載すること。 

  2 電気通信事業以外の事業について、(何)事業収入及び(何)事業支出として記載する

こと。 

  3 備考欄には、算出の根拠その他参考事項となる事項を記載すること。 
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様式第38の12(第40条の12関係) 

 

認定電気通信事業開始の指定期間延長申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第120条第3項(第122条第4項において準用する同法第120条第3項)の規定

により、開始の指定期間を延長したいので、申請します。 

延長に係る業務区域   

指定期間   

延長する期間   

延長する理由   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の13(第40条の13関係) 

 

認定電気通信事業開始届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり認定電気通信事業を開始したので、電気通信事業法第120条第4項(第122条第4

項において準用する同法第120条第4項)の規定により、届け出ます。 

事業開始年月日   

業務区域   

 注1 業務区域は、法第120条第2項(第122条第4項において準用する同法第120条第2項)

の規定により、これを区分して期間の指定があつた場合に限り記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の14(第40条の14関係) 

 

認定電気通信事業変更認定申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第122条第1項の規定により、同法第117条第2項第2号又は第3号の事項の

変更の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更予定年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の15(第40条の16関係) 

 

認定電気通信事業変更届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 次のとおり変更したので電気通信事業法第122条第2項の規定により、届け出ます。 

変更事項   

変更内容 
変 更 前 変 更 後 

    

変更年月日   

変更の理由   

 注1 変更事項は、業務区域又は電気通信設備の概要の別を記載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第38の16(第40条の18第1項関係) 

 

認定電気通信事業相続承継認可申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名 

               相続人が電気通信事業者である場合は、登録年月日又は

届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 電気通信事業法第123条第2項の規定により、相続による認定電気通信事業者の地位の承

継の認可を受けたいので申請します。 

被相続人の氏名及び住所   

被相続人の登録年月日又は届出年月日

及び登録番号又は届出番号 
  

相続の開始の期日   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
８
の
１
７
（
第
４
０
条
の
１
８
第
２
項
関
係
）

 

様式第38の17(第40条の18第2項関係) 

認定電気通信事業 
分 割 

合 併 
承継認可申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               本店又は事務所の所在地 

              (ふりがな) 

               合併後存続(合併により設立)する又は分割により当該事

業の全部を承継する法人の名称及び代表者(設立委員の

代表者)の氏名 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 電気通信事業法第123条第3項の規定により、 
合併 

分割 
による認定電気通信事業者の地位 

の承継の認可を受けたいので申請します。 

当事者 

(ふりがな) 

名称 
  

(ふりがな) 

本店又は主たる事務所の所在地 
  

登録年月日又は届出年月日及び登録番

号又は届出番号 
  

法人番号   

(ふりがな) 

名称 
  

(ふりがな) 

本店又は主たる事務所の所在地 
  

登録年月日又は届出年月日及び登録番

号又は届出番号 
  

法人番号   

合併又は分割の年月日   

合併又は分割の理由   
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 注1 登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号は、当事者が電気通信事業者

以外の者である場合は記載を要しない。 

  2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25

年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号がある場合は、法人番号を記載するこ

と。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
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３
８
の
１
８
（
第
４
０
条
の
１
８
第
３
項
関
係
）

 

様式第38の18(第40条の18第3項関係) 

 

認定電気通信事業譲渡譲受承継認可申請書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               譲渡人住所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               譲受人住所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               譲受人が電気通信事業者である場合は、登録年月日又は

届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 
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 電気通信事業法第123条第4項の規定により、次のとおり認定電気通信事業の全部の譲渡

し及び譲受けによる認定電気通信事業者の地位の承継の認可を受けたいので申請します。 

譲渡年月日   

譲渡する電気通信事業者の登録年月日

又は届出年月日及び登録番号又は届出

番号 

  

譲渡しの理由   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

255



様
式
第
３
８
の
１
９
（
第
４
０
条
の
１
９
第
１
項
関
係
）

 

様式第38の19(第40条の19第1項関係) 

 

認定電気通信事業全部廃止届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 認定電気通信事業の全部を廃止したので、電気通信事業法第124条第1項の規定により、

届け出ます。 

廃止年月日   

廃止した事業   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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３
８
の
２
０
（
第
４
０
条
の
１
９
第
３
項
関
係
）

 

様式第38の20(第40条の19第3項関係) 

 

認定電気通信事業一部廃止届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律(平成25年

法律第27号)第2条第15項に規定する法人番

号がある場合は、記載すること。) 

               担当部署名(担当部署がある場合は、名称を記載するこ

と。) 

               電話番号及び電子メールアドレス(連絡のとれる電話番

号及び電子メールア

ドレスを記載するこ

と。なお、担当部署

等がある場合は、当

該担当部署等の電話

番号及び電子メール

アドレスを記載する

こと。) 

 

 認定電気通信事業の一部を廃止したので、電気通信事業法第124条第3項の規定により、

届け出ます。 

廃止年月日   

廃止した事業   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
３
９
（
第
４
１
条
関
係
）

 

様式第39(第41条関係) 

 

土 地 等 
使 用 

継続使用 
認 可 申 請 書 

 

年  月  日   

 

  総務大臣  殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第128条第1項の規定により、土地等の使用の認可を受けたいので、下記

のとおり申請します。 

記 

1 土地等の種類及び所在地 

2 土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その

者及び所有者)の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 

3 使用開始の時期 

4 線路の位置、種類及び数 

5  土地等

の 

使 用 

継続使用 
の認可を申請する理由 

6 その他参考となる事項 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
０
（
第
４
２
条
関
係
）

 

様式第40(第42条関係) 

 

土地等 
使 用 

継続使用 
の協議成立届出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               認定電気通信事業者 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

               土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等

を使用する者があるときは、その者及び所有者) 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

 

   年  月  日認可があつた土地等の 
使 用 

継続使用 
について、下記のとおり、協議 

が成立したので、電気通信事業法第128条第6項の規定により、届け出ます。 

記 

1 土地等の種類及び所在地 

2 使用開始の時期及び使用期間 

3 線路の位置、種類及び数 

4 その他参考となる事項 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
１
（
第
４
３
条
関
係
）

 

様式第41(第43条関係) 

 

土地等 
使 用 

継続使用 
裁定申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

   年  月  日認可があつた土地等の使用について、協議が 
不調 

不能 
のため、電気 

通信事業法第129条第1項の規定に基づき下記のとおり裁定を申請します。 

記 

1 土地等の種類及び所在地 

2 土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その

者及び所有者)の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 

3 使用開始の時期及び使用期間 

4 線路の位置、種類及び数 

5 協議の不調又は不能の理由 

6 その他参考となる事項 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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４
２
（
第
４
４
条
関
係
）

 

様式第42(第44条関係) 

 

土地等一時使用 

土 地 立 入 り 
許可申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法 

第1 3 3条第2

項 

第1 3 4条第2

項 

の規定により、 
土地等の一時使用 

土地の立入り 
許可を受けた 

いので、下記のとおり申請します。 

記 

1 土地等の種類及び所在地 

2 土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その

者及び所有者)の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 

3 
使 用 

立入り 
開始の時期及び 

使 用 

立入り 
期間 

 

4 
使 用 

立入り 
を必要とする理由 

5 その他参考となる事項 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
３
（
第
４
５
条
関
係
）

 

様式第43(第45条関係) 

 

植 物 伐 採 等 許 可 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第136条第1項の規定により、植物の伐採等の許可を受けたいので、下記

のとおり申請します。 

記 

1 植物の所在する場所 

2 植物の所有者の氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 

3 伐採又は移植すべき植物の種類及び数量 

4 伐採又は移植の方法 

5 伐採又は移植の時期 

6 伐採又は移植を必要とする理由 

7 その他参考となる事項 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様
式
第
４
４
（
第
４
６
条
関
係
）

 

様式第44(第46条関係) 

 

損失補償裁定申請書 

 

年  月  日   

 

 都道府県知事 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 損失の補償について協議が 
不調 

不能 
のため、電気通信事業法第137条第2項の規定によ 

り、下記のとおり裁定を申請します。 

記 

1 損失発生の日時、場所及び原因 

2 相手方の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 

3 損失の事実 

4 損失補償の見積り及びその内訳 

5 協議の不調又は不能の理由 

6 その他参考となる事項 

 注1 申請者が2人以上の場合は、連名で申請することができること。この場合、そのう

ちの1人を代表者とし、その旨を記載すること。 

  2 「損失補償の見積り及びその内訳」については、積算の根拠を明らかにすること。 

  3 「協議の不調の理由」については、その理由のほか、協議の経過の概要も明らかに

すること。 

  4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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第
４
７
条
関
係
）

 

様式第45(第47条関係) 

 

線路移転等裁定申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 線路の移転その他支障の除去に必要な措置について協議が 
不調 

不能 
のため、電気通信事 

業法第138条第3項の規定により、下記のとおり裁定を申請します。 

記 

1 土地の種類及び所在地 

2 相手方の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 

3 線路の位置、種類及び数 

4 支障の除去を必要とする理由 

5 支障の除去に必要な措置の概要及び時期 

6 支障の除去に要する費用及びその内訳 

7 費用の分担区分に関する意見及びその理由 

8 協議の不調又は不能の理由 

9 その他参考となる事項 

 注1 申請者が2人以上の場合は、連名で申請することができること。この場合、そのう

ちの1人を代表者とし、その旨を記載すること。 

  2 「協議の不調の理由」については、その理由のほか、協議の経過の概要も明らかに

すること。 

  3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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４
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）

 

様式第46(第48条関係) 

 

公用水面の使用に係る認可申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第140条第4項の規定により、   都道府県知事の  年  月  日

付けの公用水面使用の変更の通知によることが業務の遂行上著しい支障があり、公用水面

の使用を変更しないことについて認可を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

1 水底線路の位置及び届出年月日 

2 都道府県知事の通知による変更の内容 

3 その変更が業務の遂行上著しい支障があるとする事情 

4 都道府県知事の変更通知により届出事項の一部を変更する場合はその旨 

5 その他参考となる事項 

 注1 「その変更が業務の遂行上著しい支障があるとする事情」については、具体的に記

載すること。 

  2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第47(第49条関係) 

 

水底線路保護区域指定申請書 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

               公用水面の使用届出書の提出年月日 

 

 電気通信事業法第141条第1項の規定により、水底線路の保護区域の指定を受けたいので、

下記のとおり申請します。 

記 

1 水底線路の位置 

2 指定を受けようとする区域 

3 水底線路の敷設状況 

4 その水面における漁業の概況、船舶のびよう泊事情その他参考となる事項 

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第48(第50条関係) 

 陸標の形式 

 備考1 三角形は白ペンキ塗とすること。 

   2 柱の部分に認定電気通信事業者の氏名(法人にあつては、その法人の名称)を記載

すること。 

   3 山又は谷等においては、高さを5メートルとしないことができる。 
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様式第49(第53条関係) 

  浮標に掲げる標識 

 1 旗の模様は、下記の3種とする。 

 2 旗の規格は、下記の2種とする。 

  イ 縦137センチメートル 

    横168センチメートル 

  ロ 縦76センチメートル 

    横91センチメートル 
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様式第50(第57条第1項関係) 

 

電気通信業務の一部停止報告書(詳報) 

 

年  月  日   

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

停止年月日及び時刻   再開年月日及び時刻   

停止状況   

停止理由   

措置模様   

業務の一部停止を確認

した電気通信主任技術

者の氏名 

  

 注1 「措置模様」の欄は、利用者への対応を含め記載すること。 

  2 電気通信主任技術者の氏名は、法第45条第1項ただし書の規定により電気通信主任

技術者を選任しない場合は、電気通信主任技術者規則第3条の2第1項又は第2項の規定

により配置する者の氏名を記載すること。 

  3 電気通信主任技術者の氏名は、電気通信主任技術者の選任を必要としない場合は、

記載を要しない。 

  4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第50の2(第57条第1項関係) 

通信の秘密の漏えいに関する報告書(詳報) 

年  月  日   

 総務大臣 殿 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

発生年月日及び時刻   復旧年月日及び時刻   

発生場所   

発生状況   

発生原因   

措置模様   

再発防止策   

通信の秘密の漏えいに

係る電気通信設備の概

要 

  

通信の秘密の漏えいに

係る電気通信設備への

対策を確認した電気通

信主任技術者の氏名 

  

 注1 「措置模様」の欄は、利用者への対応を含め記載すること。 

  2 電気通信主任技術者の氏名は、法第45条第1項ただし書の規定により電気通信主任

技術者を選任しない場合は、電気通信主任技術者規則第3条の2第1項又は第2項の規定

により配置する者の氏名を記載すること。 

  3 電気通信主任技術者の氏名は、電気通信主任技術者の選任を必要としない場合又は

電気通信主任技術者の監督の範囲外で発生した場合は、記載を要しない。 

  4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第50の3(第57条第1項関係) 

重大な事故報告書(詳報) 

年  月  日   

 総務大臣 殿 

                郵便番号 

               (ふりがな) 

                住 所 

               (ふりがな) 

                氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。) 

                登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

                連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合には、当該担当部署名等

を記載すること。) 

発生年月日及び時刻   復旧年月日及び時刻   

発生場所   

事故の全体概要   

事故の原因となつた電気通信設備の概要   

発生状況   

措置模様(事故対応状況)   

発生原因   

再発防止策   

利用者対応状況   

関連する基準及び規程   

関連する事故の発生傾向   

電気通信設備統括管理者の氏名   

事故の対策を確認した電気通信主任技術者

の氏名及び資格の種別 
  

注1 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた電気通信設備の設置場所(住所・建物名

等)を記載すること。 

 2 「事故の原因となった電気通信設備の概要」の欄は、当該電気通信設備の名称等を記

載し、設備構成図等を添付すること。 

 3 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた電気通信役務の概要、利用者数及び地

域を記載すること。この場合において、当該事故が断続的に発生したこと等により記載

内容が時間によつて変化した場合には、それぞれの内容を記載すること。 

 4 「措置模様(事故対応状況)」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過及び
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後日対応等に応じた措置模様を、日時及び対応者とともに記載すること。 

 5 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となった電気通信設備又は行為がどのよ

うな影響を与えて事故を発生させたのか記載し、大規模化・長時間化した原因について

も記載すること。また、当該事故の発生した設備の管理工程(設計、工事、維持・運用)

についても記載すること。 

 6 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策及び同様の事故の発生を防ぐため

の再発防止策並びにそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。 

 7 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告(苦情を含む。)数並びに当該事故に係

る広報の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載すること。 

 8 「関連する基準及び規程」の欄は、当該事故に関連する基準及び規程がある場合には、

それに対応する対応方針等を記載すること。 

 9 「関連する事故の発生傾向」の欄は、当該事故に関連した過去の事故がある場合には、

その事故の概要を記載すること。 

 10 「電気通信設備統括管理者の氏名」の欄は、電気通信設備統括管理者の選任を必要

としない場合又は報告に係る事故が電気通信設備統括管理者が管理する事業用電気通

信設備以外の電気通信設備の故障が原因で発生した場合には、記載を要しない。 

 11 「事故の対策を確認した電気通信主任技術者の氏名及び資格の種別」の欄は、法第

45条第1項ただし書の規定により電気通信主任技術者を選任しない場合には、電気通信

主任技術者規則第3条の2第1項又は第2項の規定により配置する者の氏名を記載するこ

ととし、資格の種別の記載を要しない。また、電気通信主任技術者の選任を必要としな

い場合又は報告に係る事故が電気通信主任技術者が管理する事業用電気通信設備以外

の電気通信設備の故障が原因で発生した場合には、記載を要しない。 

 12 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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様式第51(第61条関係) 

第   号 

電気通信検査職員証明書 

 この証明書を携帯する職員は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第166条第1項の

規定又は同条第2項(同条第3項又は第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項

(同条第5項又は第6項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする権限を

有する者であることを証する。 

 

 所 属 

 氏 名 

 交 付     年  月  日 

 有効期限     年  月  日 

 

総 務 省          印  

 注 大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとする。 
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様式第52(第64条の2関係) 

 

意見申出書 

 

年  月  日  

 

 総務大臣 殿 

 

               郵便番号 

              (ふりがな) 

               住 所 

              (ふりがな) 

               氏 名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

すること。) 

               連 絡 先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。) 

 

 電気通信事業法第172条の規定により、次のとおり意見の申出をします。 

項 目 内 容 

申出対象の電気通信事業者等

の氏名又は名称及び住所 
  

申出の内容   

申出の理由   

その他参考となるべき事項   

 注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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